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研究概要 

研究課題 1. 残留農薬基準値設定の方法論の国際整合に関する研究 

適正農業規範(GAP)の一部として、健康に影響のない残留にしかつながらない、必

要最小限の農薬の使用が規定される。農薬の最大残留基準値(MRL)は、GAP に沿っ

た農業の実施を確認するための指標である。GAP に沿った農業により生産された

農産品であることが MRL を指標に確認されれば、そのことが、農産品を原材料に

生産される食品の摂食に伴う健康リスクの管理につながる。 

 食品流通のグローバル化が進む現在、MRL の設定は一国だけの課題ではなく、

国際的な調和の下で各国が取り組むべき課題である。 

 本研究では、食品における農薬の MRL を設定するために必要な、国際的に調和

した原則や方法論をまとめ、手順や留意点を示す文書の開発を目的とした。 

 

研究課題 2. 残留農薬基準値設定に関する食品分類等の情報に関する検討 

 MRL は、どのような物質に対して設定するか(residue definition)だけでなく、どの

ような食品に設定するのかを明確に示す必要がある。本研究は、国際的に整合性が

あり、MRL の一貫性のある記述を可能にするとともに、マイナー作物の残留もカ

バーできるようにすることを目的として、国内の実態に即した新たな食品分類を提

案した。この食品分類は、Codex 委員会で設定されている食品群を対象とするグル

ープ MRL を日本で設定したり導入したりすることも可能にする。 

 

研究課題 3. 国際的に整合した国内検査部位の体系化に関する研究 

食品に残留する農薬のリスク管理として、MRLの設定の実効となる、それへの適合

を判定する残留検査がある。食品流通のグローバル化が進む現在において、食品の国
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際貿易を円滑に行い、残留検査に関連した輸出入国間の係争を回避するためには、日

本はMRL設定部位及び検査部位について国際的に整合のとれた設定を行うことが求

められる。そのような背景から、本研究では、食品に残留する農薬の検査部位に関し

て、動物性食品に着目して我が国とCodex委員会の規定上の整合性を調査し、今後見

直すべき点をまとめた。さらに、国際的な整合を図るために我が国で検査部位を変更

した場合の影響について検討した。 

 

  

研究課題 1. 残留農薬基準値設定の方法論の国際整合に関する

研究  

 

A．研究目的  

 農薬は、現在の食料生産に欠くこ

とのできない資材であり、病害虫並

びに雑草の防除を目的に、主として

作物に投与される。この投与の結果

として、農薬 (有効成分 )やその代謝・

分解物が、取引される農産品に残留

する場合がある。農薬は、目的を達

成するために必要な最小の量と頻度

を考慮して投与されることが原則で

ある。農薬の投与に起因する有効成

分やその代謝・分解物の残留は、上

記農薬投与の原則を踏まえ、農産品

の生産に必要な取組を規定した適正

農業規範 (GAP)に沿った農業の結果

である。もちろん、健康影響への懸

念につながる残留があってはならず、

そのためには、適正な GAP が設定さ

れそれに沿った農業が確実に実行さ

れなければならない。  

 農薬の最大残留基準値 (以下、  

 

MRL)は、GAP に沿った農業が実施さ

れたことを確認するための指標であ

る。GAP の前提として、健康に影響

のない残留にしかつながらない農薬

の使用が求められる。そのため、MRL

を指標とした GAP に沿って生産さ

れた農産品であることを確認するこ

とが、農産品を原材料とする食品の

摂食に伴う健康リスクの適正な管理

につながる。  

 食品流通のグローバル化が進む現

在、MRL の設定は一国だけの課題で

はなく、国際的な調和の下で各国が

取り組むべき課題である。ここでい

う「国際的な調和」は、各国が同一の

MRL を採用することを必ずしも意

味しない。各国が MRL の設定に必要

な原則や方法論を、国際的に調和し

た内容で共有し、データに基づく科

学的で透明性の高い手順に従い合理

的に MRL を設定することを意味す
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る。合理的に MRL が設定されていな

ければ、諸外国との協議において設

定の根拠を相手国に説明し理解を得

ることは難しいだろう。最悪の事態

として、係争に発展する可能性を否

定できない。逆に合理的に設定され

ていれば、相手国の設定に関する合

理性の欠如を指摘することや、自ら

の合理性を示し交渉を有利に進める

ことが可能になる場合もあるだろう。

ただし、国や地域によって気象条件

等が異なるため、病害虫並びに雑草

防除の目的を達成するための農薬の

使用方法や条件が異なる。すなわち、

国や地域によって、適正な GAP が異

なる可能性がある。さらに、環境条

件は残留の程度にも影響する。その

結果として、各国が同一の MRL を設

定することが合理的でなく、異なる

MRL の設定がおのおのの国にとっ

て合理的となる場合もある。  

 本研究では、国際的な調和の下で、

食品における農薬の MRL を設定す

るための原則や方法論をまとめ、手

順を示す文書の開発を目的とした。  

 

B．研究方法  

 本研究では、昨年度の研究に引き

続き、FAO/WHO合同残留農薬専門家

会議 (JMPR)のFAOパネルが作成し、

残留基準値案の導出に使用している、

原則と方法論をまとめたマニュアル

[FAO Plant production and protection 

paper 225; Submission and evaluation of 

pesticide residues data for the 

estimation of maximum residue levels in 

food and feed(以下、FAOマニュアル )]

を詳細に検討し、我が国における

MRLの導出に使用可能な手順を示す

文書を開発した。また、上記FAOマニ

ュアルにおいても使用が求められ、

実際に JMPRや先進諸国においても

活用されている作物残留試験データ

の解析ツールであるOECD calculator

の使用方法及び統計学的な特徴を解

説した付属文書を翻訳した。  

 正確さと読みやすさを向上させる

ために、これまでに開発を続けてき

た文書を見直した。また、MRLの設定

に関連する重要な取組として、MRL

案の適正を検証するための摂取量推

定、外因性の最大残留濃度、データを

よりよく活用するための比率性や主

要ではない作物 (食品 )へのMRLの外

挿を取り上げ、FAOマニュアルまた

Codex Procedural manualを参照し、新

たな補足資料を開発し追加した。  

 

C.D. 結果及び考察  

 FAOマニュアルを詳細に検討し、

MRL設定の原則、導出の方法論をま

とめた文書を、「食品に残留する農薬

の基準値設定－手順及び留意点－」

(以下、手順書 )として開発した。手順
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書中では、MRLがGAPに沿った農業

の実施を確認するための指標である

ことを明確にするために、意図して

暴露評価 (摂取量推定 )を取り扱わな

かった。  

 本文書の開発をJMPR・FAO事務局

のYoug Zhen Yang氏に説明し、非商業

目的で公開する限り、正式な許諾を

得る必要ない旨の回答を得た。また、

参照元を明示し、開発した文書と

FAOマニュアル等との関係を示すよ

う助言をいただいた。この助言に従

い、開発した文書の最後のページに

は対象表を添付した。  

 先述の通り、本手順書中では暴露

評価を扱わなかった。しかし、導出さ

れたMRL案の適正を評価・検証する

ために、暴露評価は重要な役割を果

たす。そこで、補足資料として暴露評

価を取り上げた。また、以前は農薬と

して使用されていたもののその後使

用が禁止される一方で、環境に残留

し汚染物質となった化学物質を対象

とした「外生的 (Extreneous)な最大基

準値」の導出や、収集された関連デー

タの活用に資する比率性や、より効

率的なリスク管理のための主要でな

い作物をカバーしたグループ残留基

準値の設定など、主となる残留基準

値の設定に関連するいくつかの重要

事項についても、FAOマニュアルの

他、Codex Procedual manualから抽出

して取り上げ、補足資料として開発

した。  

 

 

研究課題 2. 残留農薬基準値設定に関する食品分類等の情報に

関する検討  

 

A．研究目的  

 食品の最大残留基準値 (MRL)は、

農薬の使用基準のうち残留が最大に

なる条件で実施した作物残留試験の

結果に基づいて設定される。農薬が

使用基準に従って使用されたかどう

かの指標及びそれら食品を消費する

消費者の健康保護のため、の 2 つの  

 

目的を持って設定されている。従っ

て、どのような物質に対して MRL を

設定するか (residue definition)だけで

なく、どのような食品に MRL を設定

するのかを明確に示す必要がある。  

 Codex 委員会は、そのために Codex 

Classification of Foods and Animal 
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Feeds を策定し、食品と飼料の分類や

各々の定義を示している。  

 最近、マイナー作物をカバーする

必要性が国際的に議論されている。

わが国でもマイナー作物への農薬の

利用は重要な政治問題の 1 つである。

わが国は平地が少ないため、マイナ

ー作物の種類は極めて多いが、農薬

製造企業にとってマイナー作物は生

産量が少なく利益につながらないた

め、作物残留試験を実施することは

まれである。そこで、米国や欧州連

合は、国内外のマイナー作物に基準

値を設定するためのプロジェクトを

実施したりしているが、Codex にお

いても、食品分類にそれらマイナー

作物を含め、Codex MRL が適用でき

るような作業を行っている。さらに

貿易をより容易にするために食品群

に基準値を策定できるよう分類が再

検討されている。すでに、果実類、野

菜類、穀物類については新たな中分

類等を導入した改定案が 2017 年ま

での総会で採択されている。  

 一方我が国では、食品衛生法に基

づいて、厚生労働省が MRL を設定

し、それらは、いわゆる「ポジティブ

リスト」に含められている。そのリ

ストに含まれる食品は、これまでの

経緯やインポートトレランス設定を

申請する国の要望などにより記載さ

れており、一貫した原理・原則に基

づいているようには見えない。  

 わが国では食品の自給率が低く、

食品の円滑な輸入は国民のために必

須である。また最近では農産物の輸

出促進が標榜されている。これら食

品の国際貿易を円滑に進めるために

は、国際的に合意された方法論と、

データに基づいた MRL の設定と設

定対象となる食品の分類・定義の国

際調和が必要である。また、国際的

に調和された食品分類を策定するこ

とにより、マイナー作物に由来する

食品の残留農薬をカバーしているこ

とをアピールできる。  

 本研究は、より国際的に整合性が

あり、食品の輸出入を円滑にできる

MRL の設定と記述を可能とするこ

と、Codex 等で設定されている食品

群を対象とするグループ MRL を日

本で設定したり導入したりすること

を可能にすることを目的とした。  

  

B．研究方法  

 以下に記述する原理・原則に基づい

て、新たな食品分類 (作物分類ではな

いことに留意 )を策定した。  

 日本の実情に合う限り、2012 年

から 2017 年 7 月までに採択され

た Codex の改訂食品分類を活用し

た。また未改訂の食品群について

は 1993 年出版の Codex 
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Alimentarius Vol. 2 を参考にし

た。  

 植物由来の食品については、大分

類、中分類等に MRL を策定する

ために、Codex の Principles and 

Guidelines on the Selection of 

Representative Commodities for the 

Extrapolation of Maximum Residue 

Limits for Pesticides to Commodity 

Groups を参考に、作物残留試験

を実施する代表作物を提案した。  

o ただし、近縁の植物の大小や

表面積と重量の割合の関係

が、欧米の植物とは異なる場

合には、代表作物の選択にも

わが国の実情を優先した (例、

きゅうりとズッキーニ、なす

とトマト等 ) 

 植物学的な分類だけでなく、部位

や形態による農薬への暴露や農薬

の残留濃度を考慮して分類する。  

o 作物群として農薬の使用基準

(方法 )が同じである場合、食品

群として MRL を検討するのは

適切であるため、食品群は必

要である。  

o 面積当たりの投下量が残留濃

度の決定要因になる場合は、

食品群として MRL を検討する

ことは適切であるため、食品

群は必要である。  

o 農薬の使用基準 (使用方法 )が大

きく異なる場合、同じ食品群

として MRL を設定するのは不

適切であり、個別の食品を記

載する必要がある。  

o 同じ科や属であっても、形態

が大きく違ったり、摂食部位

が違ったり、病害虫が異なっ

たりする場合も、同じ食品群

として MRL を設定するのは不

適切であり、個別の食品を記

載する必要がある。  

 いわゆるマイナー作物は、そもそ

も生産量が少ないだけでなく、摂

取量も少ないため、残留農薬に由

来する健康リスクに寄与する率は

低い。また生産量が少ないという

ことは、作物残留試験の対象とさ

れがたいので、可能な限りメジャ

ーまたは準メジャー作物が含まれ

ている群に含めた。  

 家畜、家禽に由来する食品につい

て、重複がないように、また食品

としての観点から、分類を見直し

した。  

 基準値の対象とする食品は、日本

人の食品摂取量に寄与するもので

なければならない。この際、過去

の分類も参考にする。  

 なお、飼料の安全性の確保及び品質

の改善に関する法律 (飼料安全法 )に

より、残留農薬の基準値が設定される
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飼料は対象としなかった。また、硬骨

魚類・軟体動物を除く水生動物並びに

加工食品も除いた。  

 

C.D. 結果及び考察  

(1) 植物由来食品の新しい分類  

 Codexにおける改訂分類において

は、中食品群・小作品群を有する階層

構造になっている。大括りの定義が

示されているが、野菜類等について

は、Codex分類に含まれている食品に

は欧米で普及しているものが多く、

日本の食品を詳細に記述するために

はあまり参考にはならないため、日

本の食品摂取量等を参考に例を提案

した。  

 さらに、これまで活用されてきた

「その他…」という記述はマイナー

作物をカバーするためにも有用であ

るため、新規分類でも活用した。  

 Codexにおける記述は、流通されて

いる形態をWhole commodityと記述し

ており、それが分析部位を決定する

要因になることが多い。  

 農薬登録においては、多くの国で、

当該農薬を使用してもよい作物 (食品

ではない )をすべて記述することが多

いが、MRLの設定の場合、すべての食

品に対して残留試験を実施すること

は不可能であるため、すべての食品

を記載することには意味がない。  

 そこで植物由来食品の新たな分類

とそれぞれの分類に含まれる食品の

例及びそれぞれの分類全体について

グループMRLを設定するための、代

表作物の例を示した。  

 また、植物由来食品の新たな分類

とそれぞれの分類の定義を示した。  

 さらに、新しいMRLリストのイメ

ージを示した。  

 

本新規分類の活用  

 大分類、中分類に含まれている

農薬の使用基準が同一である場

合 (作物群に使用基準がある場合 )

は、残留濃度が同様であれば、

分類ごとに MRL を設定する。  

o 濃度の同等性については JMPR

のルールに従う。  

 その際には代表作物の作物残留

試験を活用し、分類に含まれる

すべての作物の残留試験は求め

ない。  

 同一の使用基準であっても、残

留濃度が著しく異なる場合に

は、分類全体に MRL を設定する

ことはできない。  

o 分類に設定し、「…を除く」と

いう注を付ける。  

o 又は個別の食品に MRL を設定

する (この場合、マイナー作物

をカバーできない )。  

 海外で実施した残留試験であっ

ても、同一の又はプロポ―ショ
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ナリティが適用できる使用基準

であれば、上記と同様に食品群

を活用する。  

(2) 畜産物食品の新しい分類  

 Codex分類では、家畜由来の食品に

ついてはMeat, Fat, Edible offals(肝臓・

腎臓などが含まれている )及びMilks

に、家禽由来の食品についてはMeat, 

Fat, Edible offals及び卵に分類されて

おり、重複はない。CodexにおけるFat

は、Fatとして販売されている食品(商

品)を示すなど、MRLの記述のために

は、「食品」としての分類になってい

る。  

一方、Codexの動物用医薬品や薬理

作用のある飼料添加物の基準値は組

織・器官に対して設定されている。  

食品衛生法に基づく「ポジティブリ

スト」は、残留農薬だけではなく、動

物用医薬品や薬理作用のある飼料添

加物の残留物の基準値も含むため、

これまでの慣習に基づき、臓器・器官

の記述とするが、重複がないように、

変更するべきである。  

以上を踏まえ、家畜・家禽由来食品

の新たな分類とそれぞれの分類の定

義、それぞれの分類に含まれる食品

の例を示した。  

JMPR/CCPRの枠組みでは、牛の飼

養試験の結果があれば、哺乳類の基

準値を設定し、鶏の飼養試験の結果

があれば、家禽類の基準値を設定し

ている。  

さらに、代謝試験や飼養試験の結果

から、残留物が脂溶性であると判断

される場合には、食肉の周辺にある

脂肪をはぎ取り、その部分を分析す

るため、食肉の基準値は、脂肪の基準

値と同一の値とし、(fat)という注を付

けるが、ポジティブリストの場合、組

織・器官に基準値を設定することに

なるので、これは採用しなかった。  

 

(3) ポジティブリストに含める食品

の特定  

平成22年度厚生労働省食品等試験

検査費事業「食品摂取頻度・摂取量調

査」の報告書(独立行政法人国立健康・

栄養研究所 )のデータを活用し、各々

の分類に記述すべき食品を特定した。

もともとの計画では、1%以上の寄与

をカットオフとしたが、それでは食

品数が少なすぎるので、カットオフ

値を0.1%まで下げた。なお、それに伴

い、平均値のみを活用して特定して

いる。  
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研究課題 3. 国際的に整合した国内検査部位の体系化に関する

研究  

 

A．研究目的  

 食品に残留する農薬のリスク管理

として、農薬が使用基準に従って適

切に使用されたかどうかの指標とな

る MRL の設定と、その適合を判定す

るための残留検査が実施されている。

その MRL 設定部位及び検査部位は、

植物性食品 (農産品 )の場合には植物

学的特徴、動物性食品の場合には農

薬が使用された飼料を摂取した動物

での体内動態、並びに農薬の使用・

残留、ヒトの摂食部位 (暴露 )を踏ま

えて決定されるべきものである。検

査部位の国際標準としては Codex 委

員 会 が 「 Portion of Commodities to 

Which Maximum Residue Limits Apply 

and Which is Analyzed (CAC/GL 41-

1993)」及び「Codex Alimentarius Vol.2 

Pesticides Residues in Food 2nd Edition, 

Codex Classification of Foods and 

Animal Feeds (CAC/MISC 4-1993)」(以

下、Codex 食品分類とする )に規定し

ている。一方、日本では、特有の MRL

設定部位及び検査部位を規定してい

る。ただし、その決め方が独自的で

あるため Codex 委員会の規定と乖離

しており、Codex MRL の導入や輸入

時検査において実質的な困難を生じ

ている。今後、ますます食品流通の

グローバル化が進むと想定されるこ

とから、食品の国際貿易を円滑に行

い、残留農薬検査に関連した輸出入

国間の係争を回避するためには、日

本の MRL 設定部位及び検査部位を

国際的に整合のとれた設定にするこ

とが求められる。  

 平成 28 年度厚生労働行政推進調

査事業費補助金「食品に残留する農

薬の管理手法の精密化と国際的整合

性に関する研究」の分担研究におい

て、日本における植物性食品中の残

留農薬の“検査部位”に関して Codex

委員会の規定との整合性、並びに整

合を図るために必要な今後の課題を

検討し、その結果を報告した (以下、

平成 28 年度報告 )。  

 本研究では、課題 1 において、動

物性食品 (一次産品 )の検査部位に着

目して国際的整合性を調査し、今後

見直すべき点をまとめることを目的

とした。  

 課題 2 では、我が国において残留検

査の検査部位を変更した場合の影響

について検討することを目的とした。 

 

課題 1．動物性食品中の残留農薬の検

査部位の比較  

1-B．研究方法  
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Codex食品分類は、クラス (Class)、

タイプ (Type)、グループ (Group)及び

個別食品からなる階層構造がとられ

ている。本研究では、Codex食品分類

のタイプ「06 Mammalian products」、

「 07 Poultry products」、「 08 Aquatic 

animal products」、「09 Amphibians and 

reptiles」及び「10 Invertebrate animals」

に分類される食品を対象に、下記資

料 (①～② )をもとに残留農薬の検査

部位を日本とCodex委員会で比較し

た。  

＜日本＞  

 資料①  検査部位：食品に残留す

る農薬、飼料添加物又は動物用

医薬品の成分である物質の試験

法について (平成 17 年 1 月 24 日

付け食安発第 0124001 号厚生労働

省医薬食品局食品安全部長通知 )

別添  

＜Codex 委員会＞  

 資 料 ②  検 査 部 位 ： Portion of 

Commodities to Which Maximum 

Residue Limits Apply and Which is 

Analyzed (CAC/GL 41-1993) 

 資料③  食品分類 /食品 (品目 )及

び検査部位：Codex Alimentarius 

Vol.2 Pesticides Residues in Food 

2nd Edition, Codex Classification 

of Foods and Animal 

Feeds(CAC/MISC 4-1993) 

 

1-C.D. 結果及び考察  

日本の検査部位について、農産品

の場合には厚生省告示第 370号 (第 1 

食品、A 食品一般の成分規格、5-(2)

検体 )に規定されていたが、動物性食

品については告示による規定はなか

った。ただし、資料①の「第1章－総

則－」に試験を実施する際の“試料採

取”についての記載があり、動物性食

品の場合には、それが事実上の検査

部位となっていた。従って、本研究で

はその試料採取の指定を日本の検査

部位としてCodex委員会の規定と比

較した。Codex委員会の規定は資料②、

③を参考にした。  

検査部位の比較結果として、国際

的に不整合であった点と将来的に見

直しが必要と考えられた点は次の通

りである。  

 

1) 食品分類について検討する  

 Codex食品分類では、食品をタイプ

「哺乳動物」「家禽」「水産動物」「両

生類及び爬虫類」「無脊椎動物（軟体

動物など）」に分類し、その中でさら

に細かいグループに分類した上で明

確に定義し、各々に関する検査部位

を設定していた。  

一方、日本の“試料採取”では「筋

肉」「脂肪」「肝臓、腎臓及びその他の

食用部分」「乳」「卵」「魚類」「甲殻類」

「貝類」に分けて指定していた。しか
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し、哺乳動物と家禽の区別など、食品

の種類や特性に準じた分類はされて

おらず、部位の定義もされていなか

った。さらに、Codex食品分類のタイ

プ「水産動物製品」のうちグループ

「魚卵 (魚精を含む )及び可食内臓」及

び「海洋性哺乳類」、並びにグループ

「両生類及び爬虫類」については、そ

れに直接該当するものが日本では設

定されていなかった。  

 以上の通り、検査部位について国

際的整合性を検討するにあたり、日

本で食品分類が整理されていないこ

とが根本的な問題の1つであった。ゆ

えに、まずは動物性食品について、

Codex食品分類を考慮しつつ食品分

類を作成することが必要である。  

 

2) 検査部位を明確に特定する  

 Codex委員会では、1)でも述べたよ

うに食品分類に合わせて検査部位が

明確に定義されているのに対し、日

本では試料採取の項目が簡単に示さ

れているのみであり、それ以上のこ

とは現場の検査担当者の判断に任さ

れているのが現状である。  

次に、主な不整合点について記す。 

 

哺乳類製品  

 Codex食品分類の「食肉類 (海洋性

哺乳類を除く哺乳類由来 )」について

は、「と殺された動物の胴体から得ら

れる筋肉質組織 (筋肉内、筋肉間、皮

下脂肪を含む )または部分肉。新鮮な

状態 (急速冷凍や急速冷凍・解凍も含

む )で卸売りまたは小売りされる。骨

以外は全て消費される。」と定義され

た上で、検査部位は「全体 (骨を除く )」

とされており、どのような状態のも

のを検査試料に用いるのかがよく理

解できるようになっている。しかし

日本では「可能な限り脂肪層を除き、

細切均一化する」と書いてあるのみ

で、Codex委員会に比べて詳細は不明

であった。そのため日本では検査担

当者の判断次第で対象部位が異なる

可能性がある。例えば枝肉の場合、筋

肉間に存在したり筋肉に付着する脂

肪組織について、Codex委員会の指定

であれば除去する必要はなく骨を除

いた“全体”が検査部位となるが、日

本の場合には“可能な限り脂肪層を

除く”とあるため、検査担当者によっ

てはそれらの脂肪組織を削り取るよ

うにして除去する状況も想像できる。

しかも、Codex委員会では脂溶性農薬

については筋肉に付着する脂肪部分

を分析し、MRLは脂肪部分に適用す

るとしており、農薬の特性が考慮さ

れたものとなっている。  

 

家禽類製品  

 Codex食品分類の「家禽肉」の定義

は「卸売り又は小売用として処理さ
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れたもので、付着した脂肪及び皮も

含む筋肉組織」である。これに対し日

本では家禽類に特化した食品分類が

ないため、先の哺乳類製品と同様に

家禽肉にも「筋肉」が適用された上で、

分析担当者の判断次第で検査試料と

して用いられる部位が異なる可能性

がある。  

日本の検査部位の問題点として、

食品分類がないことの他に、Codex委

員会では流通 /貿易される状態の食品

を基本としているのに対し、日本で

は消費時の形態を想定しているとい

う不整合がある。この問題点は、次の

水産動物製品において顕著であった。 

 

水産動物製品  

 魚類について、Codex食品分類では

「淡水魚」「遡河魚，降河魚及び両側

回遊魚」「海水魚」に分類され、それ

らの検査部位は「全体 (一般的には消

化管を除く )」である。これに対し日

本では一括で魚類とし、試料採取に

は「魚類の場合は、可食部を細切均一

化する」とある。しかし“可食部”の

定義がなされていないため、頭や皮、

内臓など、何を可食部とするのかは

検査担当者の理解と判断にゆだねら

れる。  

 従って、“可食部”という指定のや

り方はあいまいなため廃止する方が

よい。ただし日本ではサイズや食べ

方など食用となる魚種が多岐にわた

るため、予め特性を考慮した食品分

類を作成した上で、検査部位を明確

に指定すべきだと考える。  

 以上、いくつか具体的な不整合点

を記した。包括的に検討した結果、日

本が将来的に動物性食品の検査部位

を見直す場合には、①先に食品分類

を作成すること、②検査部位を明確

に定義し、その際は、“可食部”とい

う指定ではなく食品が流通 /貿易され

る形態を基本とすること、が重要な

ポイントになる。将来的には、本研究

の比較結果を参考に食品分類に関す

る研究ともリンクさせつつ、Codex委

員会の原則に基づき検討することが

望ましいと考えられた。  

 

課題 2．検査部位の変更による影響の

検討  

2-B．研究方法  

 平 成 2 8 年 度 報 告 で実施した植物

性食品に関する検査部位の比較結果

に お い て 、 Codex 委 員 会 で は

「Mandarin」「Natsudaidai」「Satsuma or 

Satsuma mandarin」を含むグループ

「柑橘類 (Citrus fruits)」の検査部位が

“Whole commodity (全体 )”であるの

に対し、日本では「オレンジ」、「グレ

ープフルーツ」、「その他のかんきつ

類果実 (たんかん、ぽんかん、ぶんた

ん、ゆず等 )」の検査部位は“果実全
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体”であるものの、「なつみかん」及

び「みかん」は“外果皮を除去したも

の”としており整合性がとれていな

かった。そのことから、本研究では検

査部位の変更による影響の一例とし

て、「みかん」の検査部位を“果実全

体”に変更する場合について次の順

序で検討した。  

「みかん」に MRLs が設定されて

いる農薬について、資料④を参考に

外果皮を剝いた場合の加工係数 (PF)

を調査した。PF は、品目「mandarins, 

clementine, tangerine, mineola」の「 raw, 

without peel」を対象にした。  

 資料④  オランダ国立公衆衛

生環境研究所 (RIVM) 

Overview processing factors 

https://chemkap.rivm.nl/en/Topics/

C/ChemKAP/Fruit_and_Vegetables

/Processing_factors  

(EFSA 及び JMPR で評価された

PF が収載されている。20170524

改訂版を使用 ) 

次に、PF が 1 でない、つまり皮を

剝くことにより残留濃度が変化する

と評価された農薬のみを抽出した。  

その後、抽出した農薬について日

本の「オレンジ」、「その他のかんきつ

類果実」及び「みかん」に設定された

MRLs の値を調べて比較した。  

 

2-C.D. 結果及び考察  

「 mandarins, tangerine, mineola」の

「 r a w ,  w i t h o u t  p e e l 」の P F は全 て 1

未 満 で あ り 、 皮 を 剝 く こ と に よ り 残 留

濃 度 が低 下 し、適 用 される M R L s も

低 く な る と 評 価 さ れ て い た 。 従 っ て 、

「みかん」の検査部位を“外果皮を除

去したもの”から“果実全体”にした

場合には、現行 MRLs よりも高い値

が設定される可能性がある。  

当然のことながら、残留濃度は農

薬の化学的なまた物理的な性質や使

用方法、形態を含む農産品の植物学

的特徴や栽培方法等に応じて変化し、

MRLs は作物残留試験のデータをも

とに設定されなければならない。し

かし、「その他のかんきつ類果実」に

含まれるものには様々な特徴が「み

かん」とよく似ているものもあり、検

査部位として外果皮の有無の違いが

あるにもかかわらず、それらに同じ

MRLs が設定されている農薬が複数

あった。PF が 1 より低いことを踏ま

えると、農薬等の性質にもよるが、本

来は外果皮を除く「みかん」の方が

MRLs は低くなるはずである。従 って、

一部の MRLs では、検査で外果皮を

剝くことによる残留濃度の低下が考

慮されていない可能性が示唆された。

また、もし MRLs 設定の際に外果皮

を除くことによる残留農薬の低下が

考慮されていた場合には、「みかん」

の検査部位を“果実全体”にすると、
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特徴が類似するその他のかんきつ類

果実よりも「みかん」の MRLs が高く

なり実態と矛盾が生じる可能性が考

えられる。  

以上、国際的整合性がとられてい

ない“検査部位”の一例として「みか

ん」を取り上げ、その検査部位を整合

させた場合の影響を検討した。MRLs

の値のみの比較では、現行は外果皮

の除去が考慮されているものと、考

慮されていないと思われるMRLsが

混在している可能性が示唆された。

そのため、検査部位を変更した後の

MRLs見直しの必要度も農薬毎に異

なるものと推測された。さらに、「そ

の他のかんきつ類果実」では、植物学

的特徴や栽培方法、喫食形態 (皮を食

べるor食べない、等 )などが大きく異

なるものも一つのグループに括られ

ており、中には類似性から「みかん」

とグループ化しても良いと考えられ

るものもあることから、検査部位の

変更より先に食品分類の検討をする

方が、その後に必要となるMRLsの見

直しも効率良く効果的に作業できる

と考えられた。  
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食品に残留する農薬管理における方法論の国際整合に関する 

研究研究分担報告書 

 

残留農薬基準値設定の方法論の国際整合に関する研究 

 

研究代表/分担者 

国立医薬品食品衛生研究所食品部 渡邉敬浩    

 研究要旨 

 適正農業規範(GAP)の一部として、健康に影響のない残留にしかつながらない、必

要 小限の農薬の使用が規定される。農薬の 大残留基準値 (以下、残留基準値)は、

GAP に沿った農業の実施を確認するための指標である。GAP に沿った農業により生

産された農産品であることが残留基準値を指標に確認されれば、そのことが、農産

品を原材料に生産される食品の摂食に伴う健康リスクの管理につながる。 

 食品流通のグローバル化が進む現在、残留基準値の設定は一国だけの課題ではな

く、国際的な調和の下で各国が取り組むべき課題である。 

 本研究では、食品における農薬の残留基準値を設定するために必要な、国際的に

調和した原則や方法論をまとめ、手順や留意点を示す文書の開発を目的とした。 

 

研究協力者 

国立医薬品食品衛生研究所安全情報部  松田りえ子 

 

A．研究目的 

 農薬は、現在の食料生産に欠くこと

のできない資材であり、病害虫並びに

雑草の防除を目的に、主として作物に 

投与される。この投与の結果として、農

薬(有効成分)やその代謝・分解物が、取

引される農産品に残留する場合がある。

農薬は、目的を達成するために必要な

小の量と頻度を考慮して投与される

ことが原則である。農薬の投与に起因 

 

する有効成分やその代謝・分解物の残

留は、上記農薬投与の原則を踏まえ、農

産品の生産に必要な取組を規定した適

正農業規範(GAP)に沿った農業の結果

である。もちろん、健康影響への懸念に

つながる残留があってはならず、その

ためには、適正な GAP が設定されそれ

に沿った農業が確実に実行されなけれ
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ばならない。 

 農薬の 大残留基準値(以下、残留基

準値)は、GAP に沿った農業が実施され

たことを確認するための指標である。

GAP の前提として、健康に影響のない

残留にしかつながらない農薬の使用が

求められる。そのため、残留基準値を指

標としたGAPに沿って生産された農産

品であることを確認することが、農産

品を原材料とする食品の摂食に伴う健

康リスクの適正な管理につながる。 

 食品流通のグローバル化が進む現在、

残留基準値の設定は一国だけの課題で

はなく、国際的な調和の下で各国が取

り組むべき課題である。ここでいう「国

際的な調和」は、各国が同一の残留基準

値を採用することを必ずしも意味しな

い。各国が残留基準値の設定に必要な

原則や方法論を、国際的に調和した内

容で共有し、データに基づく科学的で

透明性の高い手順に従い合理的に残留

基準値を設定することを意味する。合

理的に残留基準値が設定されていなけ

れば、諸外国との協議において設定の

根拠を相手国に説明し理解を得ること

は難しいだろう。 悪の事態として、係

争に発展する可能性を否定できない。

逆に合理的に設定されていれば、相手

国の設定に関する合理性の欠如を指摘

することや、自らの合理性を示し交渉

を有利に進めることが可能になる場合

もあるだろう。ただし、国や地域によっ

て気象条件等が異なるため、病害虫並

びに雑草防除の目的を達成するための

農薬の使用方法や条件が異なる。すな

わち、国や地域によって、適正な GAP

が異なる可能性がある。さらに、環境条

件は残留の程度にも影響する。その結

果として、各国が同一の残留基準値を

設定することが合理的でなく、異なる

残留基準値の設定がおのおのの国にと

って合理的となる場合もある。 

 本研究では、国際的な調和の下で、食

品における農薬の残留基準値を設定す

るための原則や方法論をまとめ、手順

を示す文書の開発を目的とした。 

 

B．研究方法 

 本研究では、昨年度の研究に引き続

き、FAO/WHO合同残留農薬専門家会議

(JMPR)のFAOパネルが作成し、残留基

準値案の導出に使用している、原則と

方法論をまとめたマニュアル [FAO 

Plant production and protection paper 225; 

Submission and evaluation of pesticide 

residues data for the estimation of 

maximum residue levels in food and 

feed(以下、FAOマニュアル)]を詳細に検

討し、我が国における残留基準値の導

出に使用可能な手順を示す文書を開発

した。また、上記FAOマニュアルにおい

ても使用が求められ、実際にJMPRや先

進諸国においても活用されている作物

残留試験データの解析ツールである
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OECD calculatorの使用方法及び統計学

的な特徴を解説した付属文書を翻訳し

た。 

 正確さと読みやすさを向上させるた

めに、これまでに開発を続けてきた文

書を見直した。また、残留基準値の設定

に関連する重要な取組として、残留基

準値案の適正を検証するための摂取量

推定、外因性の 大残留濃度、よりデー

タを活用するための比率性や主要では

ない作物(食品)への残留基準値の外挿

を取り上げ、FAOマニュアルまたCodex 

Procedural manualを参照し、新たな補足

資料を開発し追加した。 

 

C.D. 結果及び考察 

 FAOマニュアルを詳細に検討し、残留

基準値設定の原則、導出の方法論をま

とめた文書を、「食品に残留する農薬の

基準値設定－手順及び留意点－」(以下、

手順案)として、本分担研究報告書に付

属させて示す。手順案の中では、残留基

準値がGAPに沿った農業の実施を確認

するための指標であることを明確にす

るために、意図して暴露評価(摂取量推

定)を取り扱わなかった。 

 本文書の開発をJMPR・FAO事務局の

Youg Zhen Yang氏に説明し、非商業目的

で公開する限り、正式な許諾を得る必

要ない旨の回答を得た。また、参照元を

明示し、開発した文書とFAOマニュアル

等との関係を示すよう助言をいただい

た。この助言に従い、開発した文書の

後のページには対象表を添付した。 

 先述の通り、本文書中では暴露評価

を扱わなかった。しかし、導出された残

留基準値案の適正を評価・検証するた

めに、暴露評価は重要な役割を果たす。

そこで、補足資料として暴露評価を取

り上げた。また、以前は農薬として使用

されていたもののその後使用が禁止さ

れる一方で、環境に残留し汚染物質と

なった化学物質を対象とした「外生的

(Extreneous)な 大基準値」の導出や、収

集された関連データの活用に資する比

率性や、より効率的なリスク管理のた

めの主要でない作物をカバーしたグル

ープ残留基準値の設定など、主となる

残留基準値の設定に関連するいくつか

の重要事項についても、FAOマニュアル

の他、Codex Procedual manualから抽出し

て取り上げ、補足資料として開発した。 

 

E．研究発表   

1. 論文発表 

特になし 

2. 学会発表 

特になし 
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はじめに 

 本文書は、食品に残留する農薬の 大基準値(以下、残留基準値)設定の手順を、

FAO/WHO 合同残留農薬専門家会議(The Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues；

JMPR)における検討の基本的な原則や考え方を踏まえて示したものである。手順の要点

のみを示すため、*FAO PLANT PRODUCTION AND PROTECTION PAPER 「Submission 

and evaluation of pesticide residues data for the estimation of maximum residue levels in food 

and feed」(FAO manual)の 新版により適宜補完すること。また、必要に応じて関係省

庁・機関との連携を図り、専門家の助言を仰ぐこと。 

*FAO, 2016, ISBN 978-92-5-109133-3  

 本文書の記載と参照した FAO manual の項目との関係を、本文書の 終ページに示す。 

 

 残留基準値の設定では、適正農業規範(GAP)に基づく農薬の使用方法、農薬の物理的・

化学的特性、環境動態、作物及び家畜による代謝、農薬残留物を対象とした分析・サン

プリング法及び分析値に影響するサンプル中での保存安定性といった各種の情報とデ

ータまた、作物残留試験(supervised trialあるいは supervised field trial)データを取り扱う。

適正な検討を可能にするよう、これらの各種情報とデータを不足なく、農薬の製造・販

売事業者等から入手する。食品の消費による残留農薬への暴露量推定のためには、作物

残留試験データの他、作物から食品への加工に関連するデータ、推定対象とする集団を

代表する食品消費量や体重のデータを用いる。 

 入手された各種情報とデータを基本的な考え方と手順に沿って適正に取り扱い、残留

物を定義し、食品における 大残留濃度(maximum residue levels)、 高の残留濃度(highest 

residue; HR)、作物残留試験データの中央値(supervised trial media residue value; STMRs)を

推定し、残留基準値(Maximum residue limit； 大残留基準値)案を導く。 

 GAP を遵守して栽培された作物に由来する食品の摂取が公衆衛生上の問題に繋がら

ないことを確認するために、推定暴露量を評価する。 

  

 本文書は、危害要因となる可能性のある農薬の有効成分や代謝物の毒性に関する事項

を取り扱わない。 

 

 作物を栽培し食品となる農産品を生産するにあたり、病害虫や雑草の防除を目的に、

農薬は意図して使用される。GAP には、この目的を達成するために必要な農薬の適正

な使用方法の規定が含まれている。GAP に従い生産された農産品を原料とする食品が

公衆衛生上の問題とならないことは、農薬による効能と合わせ、農薬使用の前提として

GAP において考慮されることが基本である。 

 設定された残留基準値は、食品の流通段階における検査の指標として使用される。検

査では残留基準値を指標とし、食品規格への適合が判定される。その目的は、対象とす
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る農産品が GAP に正しく従って生産されているかの確認である。検査において GAP に

正しく従い生産されていることが確認されれば、公衆衛生上の問題とならないことも同

時に確認される。 

 流通段階で実施される検査の指標として機能するように、残留基準値は設定される。

従って多くの場合、残留基準値は、流通する未加工の農産品に設定される。必ずしも、

消費者の口に入る状態の食品に設定されるものではない。また、複数の食品に分かれる

可能性のある作物の全体に設定されるのでもない。例えば、皮をむいて食べる果物であ

っても、皮つきのまま流通するのであれば、残留基準値は皮つき果物の単位重量当たり

の量(濃度)として設定される。成熟し鞘の外れた豆が流通するのであれば、鞘付きの豆

に対して残留基準値を設定することはそもそもできない。葉と根が別々の食品となり、

それぞれにおける農薬の残留の程度が大きく異なることが予想される大根のような作

物であれば、葉と根のそれぞれに残留基準値は設定される。 

 

1. 残留基準値を設定する食品の範囲 

 残留基準値が設定される食品の範囲を示すために、Codex 委員会が作成したガイドラ

イン「PORTION OF COMMODITIES TO WHICH MAXIMUM RESIDUE LIMITS APPLY 

AND WHICH ANALYZED (CAC/GL 41-1993)」をもとにまとめられ、FAO manual に収載

された表を別添 1 に示す。 

 CAC/GL 41-1993 の他、農薬の残留(残留の仕方や程度)が類似する可能性を考慮した

食品の分類(CODEX CLASSIFICATION OF FOODS AND ANIMAL FEEDS)が、Codex 委

員会により示されている(2018 年現在、Codex Committee on Pesticide Residues; CCPR に

おいて改訂作業中。)。また、我が国の農林水産省においても、CODEX CLASSIFICATION 

OF FOODS AND ANIMAL FEED に従うことを原則とした上で、我が国における農薬の

使用方法や残留の仕方を考慮した作物の分類が作成されている。これらの分類を参考に、

農薬の残留が類似する複数の食品をまとめたグループごとに、単一の残留基準値を設定

することも、合理的かつより効率的で効果的なリスク管理のために考慮する。なお、

CAC/GL 41 と CODEX CLASSIFICATION OF FOODS AND ANIMAL FEEDS による分類

また、農林水産省による作物分類が必ずしも一致しないことに注意する。FAO manual と

の一貫性を保つために、別添 1 に示した表には家畜用飼料を含む。 

 

 

 別添 1 から、残留基準値が設定される食品の分類群を以下に抜粋する。残留基準値の

設定範囲には、各群に分類され、我が国における生産・流通量及び消費量の多い食品を

優先して含める。消費の量が少なくまた頻度の低い食品についても、合理的かつ効率的

な検査を実施可能としリスクの蓋然性を踏まえ適正に管理するために、下記食品群中に

副群を設け、残留基準値の設定を検討する。 



25 
 

・根菜類及び塊茎類 

・鱗茎菜類 

・葉菜類 

・アブラナ科(ケールあるいはキャベツ)野菜類 

・茎野菜類 

・マメ科野菜類 

・果菜類(皮を食べることができるもの) 

・果菜類(皮を食べることができないもの) 

・柑橘類 

・仁果類 

・核果類 

・小果類とベリー類 

・集果類(皮を食べることができるもの) 

・集果類(皮を食べることができないもの) 

・穀類 

・マメ科の油料種子類 

・木の実類 

・(マメ科以外の)油料種子類 

・熱帯・亜熱帯性植物の種子類 

・ハーブ類 

・スパイス類 

・茶類 

・肉類 

・動物性脂肪 

・肉類副産物(内臓等) 

・乳類 

・乳類の脂肪 

・家禽類の肉類 

・家禽類の脂肪 

・家禽類の肉類副産物(内臓等) 

・卵 

 

2. 残留基準値を設定する農薬 

 残留基準値は、以下を対象に、食品の輸入や消費の量を指標とする優先度を考慮し設

定する。また、飼料等に由来する動物性食品における残留についても考慮する。 

・我が国において、食品原料となる農産品の生産に使用される農薬 
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・諸外国において開発され、輸入先国において登録されている又は登録申請の手続きが

行われている農薬 

 国内における農産品生産への適用に誤解を生じないよう、輸入先国からの申請に基づ

き設定された残留基準値については、その旨を明示する。 

 使用されなくなるなどしてリスク管理の必然性のなくなった農薬については、残留基

準値の設定を見直す。 

 農薬としての使用は現在禁止されているが、過去の使用を原因として環境に残留し、

時に食品を汚染する化学物質がある。このような化学物質を対象に設定する 大基準値

と現在使用される農薬の残留基準値との区別を明確にする。 

 

3. 残留基準値の設定において検討する情報や試験データ 

 残留基準値を設定するために、食品となる農産品や対象農薬に関する基本的な情報に

加え、対象農薬の植物(及び家畜)による代謝、環境動態、残留に関する各種試験データ

を検討する。また一般に、試験データの検討に先立ち、データが適切であることを確認

するために、分析とサンプリングの方法また、保存安定性といったサンプルの妥当性、

分析値の品質保証に関する情報やデータを検討する。 

 

3.1 食品となる作物や対象農薬に関する基本情報の検討 

3.1.1 食品となる作物に関する情報 

 食品となる作物の植物としての特徴(分類学上の位置づけ、基本的な生理、植生の形

態等)、作物としての栽培・収穫の方法、食品となる部位等、使用農薬の残留の仕方や程

度を推測するために必要な情報を検討する。 

 

3.1.2 対象農薬に関する情報 

 農薬の有効成分の名称(IUPAC 名等)、化学構造、異性体の有無、純度、水/オクタノー

ル分配係数(Log Pow)、揮発性、光安定性といった、化学物質の同定と食品への残留の仕

方や程度に影響する物理学的・化学的特性に関する情報を検討する。 

 

3.1.3 農薬の使用に関する情報 

 農薬の使用量、使用の時期と回数、投与方法、 終投与後収穫までの期間(収穫前期

間)といった、食品への残留の仕方や程度に影響する農薬の使用に関する情報を、登録

申請書類や製品ラベルから入手し検討する。剤型の異なる製品であってもその有効成分

の含有量を確認し、使用量は有効成分の量として求める。 

 

3.2 作物残留試験の適正を支える試験及びデータの検討 

3.2.1 代謝試験 
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 作物、家畜、そして土壌に投与された農薬が消失する主な機構は、化学的な分解と代

謝である。代謝試験により明らかとなった農薬残留物の組成に基づき残留の定義がされ

る。また、作物残留試験において使用される残留物分析法の適正が評価される。そのた

め、代謝試験の結果を検討し、農薬残留物の組成、各組織への分布を確認する。 

 代謝試験では、放射性標識された有効成分を用いる。有効成分が、その分解物あるい

は代謝物をトレースできるように、構造上の適切な位置で標識されていることを確認す

る。代謝試験の結果に応じて代謝物の特徴が明らかにされているあるいは代謝物が同定

されていることを、表 1 に挙げるガイダンスに沿って確認する。 

 代謝試験に用いる分析法により、例えば遊離した残留物、コンジュゲートあるいは、

抽出することのできない残留物の何れが分析可能であるかが特定されていることを確

認する。 

 代謝試験の頑健性を確保するために、放射性標識された有効成分の安定性のデータに

ついても確認する。 

 

表 1 作物において代謝された抽出可能な残留物の同定と特徴を明らかにするためのガ

イダンス 

 

 

①植物代謝試験 

 植物代謝試験が、 大の残留量を与える GAP(クリティカル GAP; cGAP)に従った農

薬の使用を代表する残留物が得られるように計画されていることを確認する。ただし、

cGAP に従った農薬の使用によって、同定に十分な濃度の残留物が得られないと予想さ

れる場合には、より多くの農薬が投与される場合があることに注意する。農薬の使用方

法が拡大されるような場合には、拡大された使用方法ごとに代謝試験は実施されなけれ

ばならない。例えば、作物の葉への散布という使用方法を反映した植物代謝試験が実施

されていたとしても、後日土壌への使用方法に拡大されるような場合にあっては、拡大

された使用方法を反映した植物代謝試験が別途要求される。 

 放射性標識された有効成分が作物に投与されていることを確認する。有効成分は、典

相対的な量 (%) 濃度 (mg/kg) 必要な対応

<10 <0.01 毒性上の懸念がなければ対応しない。

<10 0.01-0.05 特徴を明らかにする。参照化合物が入手可能あるいは、以前の試験結果によって同定
されている場合には、同定を試みる。

<10 >0.05
どのくらいが同定されているかを考慮し、case-by-caseで特徴を明らかにする/同定する

必要性を判断する。

>10 <0.01 特徴を明らかにする。参照化合物が入手可能あるいは、以前の試験結果によって同定
されている場合には、同定を試みる。

>10 0.01-0.05 特に、代謝経路の確立が必要な場合には、特段の努力をもって同定を試みる。同定が
いかようにもできない場合には、特徴を明らかにすることでも受け入れられるだろう。

>10 >0.05 可能な手段の全てを使って同定する。

>10 >0.05　(抽出不能) さらなる同定を試みるために、放射活性のある固形物から、放射性標識された物質が
放出されるよう試みる。
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型的な 終製品における剤型で投与されていることが望ましい。 

 農薬の使用が提案される作物のグループごとに、代謝試験が実施されていることを確

認する。植物代謝試験においては、作物は下記の 5 つのグループのいずれかに属するも

のと考えることができる。代謝試験の目的においては、各グループに属する 1 つの作物

について試験が実施されていれば、その結果によって、同じグループに属する他の作物

での試験が実施されたと見なすことができる。 

 

・根菜類 (根菜類及び塊茎類、鱗茎菜類) 

・葉菜類 (アブラナ科野菜、葉菜類、茎野菜、ホップ類) 

・果実類 (柑橘類、仁果類、核果類、小果類とベリー類、ブドウ類、バナナ類、木の実

類、果菜類、カキ) 

・マメ類と油料種子類 (マメ科野菜類、マメ類、油料種子類、らっかせい、マメ科の飼

料用作物、カカオマメ、コーヒー豆) 

・穀類 (穀類、飼料用グラス、フォレージ) 

 

 5 つのグループの全てについて代謝試験が実施されたと見なすためには、3 つの異な

るグループのそれぞれから代表作物を選び、代謝試験が実施されていなければならない。

同様の方法(例えば葉に散布し、散布後同様の時期に収穫するといった方法)で農薬を使

用した場合に、代表作物間に代謝経路の違いが観察されている場合、その他のグループ

に属する代表作物での植物代謝試験が実施されていることを確認する。水稲のように、

農薬の使用方法が特殊な作物については、その他の代謝試験が実施されていたとしても、

その作物における代謝試験が実施されていることを確認する。 

 植物代謝試験に用いられたサンプルが、生鮮農産品(Raw Agricultural commodities; 

RACs)であることを確認する。オレンジや、メロン、バナナといった非可食部を含む農

産品においては、非可食部への残留物の分布が検証されていることを確認する。 

                                               

②家畜代謝試験 

 農薬が直接家畜や家畜の飼育環境に使用される場合や、飼料となる作物あるいは農産

品に著しい残留がある場合に、家畜代謝試験が行われていることを確認する。 

 通常、家畜代謝試験では、反芻動物と家禽類が被験動物となっていることが も重要

である。搾乳用のヤギもしくは乳牛、家禽類の場合にはニワトリが被験動物として推奨

される。反芻動物の場合には 1 体、家禽類の場合には 10 羽が被験動物数として推奨さ

れていることを踏まえ、試験結果を確認する。経口代謝試験においては、被験物質の

小投与量が、 大の残留が観察された作物を飼料として与えた場合の暴露量に概ね一致

していることを確認する。経口試験の場合には、サンプルの濃度として 10 mg/kg が

小投与量となる。皮膚に投与される農薬の場合には、ラベルにある 大量が 小投与量
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とされていることを確認する。代謝物の特性を明らかにするあるいは代謝物を同定する

目的において、十分量の残留物を得るためには、過剰量の投与が通常は必要になる。反

芻動物またはブタが被験動物である場合には 低 5 日間、家禽類が被験動物である場合

には 低 7 日間、毎日投与されていることを確認する。 

 家畜代謝試験では、排泄物、乳、卵が毎日 2 回採取されていることを確認する。採取

すべき組織には、筋肉組織(反芻動物の場合にはロインと脇腹肉、家禽類の場合にはも

も肉と胸肉)、肝臓(ヤギと家禽類については全器官、ウシやブタが被験動物となる場合

には、肝臓の別の葉の代表的な部位)、腎臓(反芻動物のみ)、そして脂肪(腎脂肪、網状脂

肪、皮下脂肪)が含まれる。 

 全ての組織、排泄物、乳、卵について、総放射性残存物(total radioactive residue; TRR)

が定量されていることを確認する。なお、乳については、脂肪画分と水性画分とを分離

後、それぞれの画分における TRR が定量されていることを確認する。 

 

3.2.2 その他の試験(転作試験、環境動態試験) 

①転作試験 

 農薬を使用し栽培された作物の収穫後に食品や飼料となる作物が作付けされる(転作

される)場合には、転作された作物における農薬の代謝と残留を検証するための試験(転

作試験)が行われていることを確認する。 

 転作試験では、食品または飼料となる転作作物に吸収される農薬残留物の特徴や量を

検証する。以下に挙げる作物に限定されるものではないが、恒久的あるいは半恒久的に

栽培される作物の場合には、一般に、転作試験は要求されない。 

 

・転作試験が一般に要求されない作物；アスパラガス、アボガド、バナナ、ベリー類、

柑橘類、ココナッツ、クランベリー、デーツ、イチジク、チョウセンニンジン、アー

ティチョーク、ブドウ類、グアバ、キウイフルーツ、マンゴー、マッシュルーム、オ

リーブ、パパイヤ、パッションフルーツ、パイナップル、プランテン、仁果類、ルバ

ーブ、核果類、木の実類 

  

  特に、以下の目的を達成する内容で転作試験が実施されていることを確認する。 

・さまざまな RACs における土壌からの吸収を通じた TRR の推定値を得る。 

・様々な RACs における 終残留物の主要な成分を同定する。そのことにより、残留物

を定量するための試験において分析すべき成分を示す。すなわち、リスク評価並びに

リスク管理の両方について、残留の定義を示す。 

・転作される作物における有効成分の分解経路を明らかにする。 

・残留物の吸収量に基づき、転作作物を制限するためのデータを提供する。 
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 下記の作物グループごとに代表作物が選ばれていることを確認する。 

・根菜類及び塊茎類。例；ダイコン、ビーツ、あるいはニンジン。 

・小粒の穀物類。例；小麦、大麦、オーツ麦、ライ麦。 

・葉菜類。例；ホウレンソウあるいはレタス。 

 

 転作試験の結果は、もし必要であれば、転作する作物に対する MRLs の設定に使用す

る。あるいは、転作される作物において毒性上無視できる残留しか起こらないような転

作期間の設定のために使用する。 

 

②環境動態試験 

 食品や飼料となる作物による吸収の可能性があるのであれば、環境動態試験が実施さ

れていることを確認する。環境動態試験は、例えば種子の処理や貯蔵時の収穫後処理等、

使用方法が限定されている農薬を除き全ての農薬に必要とされる。JMPR(FAO panel)に

よるこれまでの評価で扱われた複数の環境動態試験は、定義すべきあるいは濃度を推定

すべき残留を支持していない。環境動態試験は、場合によっては農薬の使用パターン(土

壌、葉への散布、種子処理)に依存して必要となり、水稲は特殊であることに注意すべき

である。 

 環境動態試験において求められるデータの要約を表 2 に示す。 

 

表 2 環境動態試験におけるデータへの要求 

 

 

4. 残留の定義 

4.1 一般原則 

 残留農薬による摂食リスクの推定と残留基準値への適合をモニタリングするための

基礎を提供するために、対象とする化合物(群)を残留の定義として明確に定める。 

 農薬の残留物は、農薬及びその代謝物、分解物、その他に変換した物質の組合せであ

る。農薬残留物の一般の定義には、代謝物、分解物そして不純物が含まれる。しかしそ

葉への散布 土壌の処理

根、塊茎、鱗茎。ピーナッツ(可食部を含
む部分が地中に潜行する際あるいは潜

行した後)
種子の処理(ジャガイモの種

芋の処理を含む)
除草(作物の中に

生える雑草への処理) 水稲

物理学的・化学的
特性

条件による 条件による 条件による 条件による 条件による 条件による
技術資料に提供されていない
範囲に限定される。例えば加水
分解や光分解など。

土壌中での分解(好
気条件)

× 〇 〇 〇 〇 ×
限られた転作作物の一部に
なるだろう。

土壌での光分解 × 〇 〇 〇 〇 ×

土壌中での分解(嫌
気条件)

× × × × × ×

土壌への持続性 × × × × × ×

土壌での移動/
到達度

× × × × × ×

土壌の種類に応じ
た吸着

× × × × × ×

加水分解率とその
産物

〇 〇 〇 〇 〇 〇
滅菌された水系緩衝液中の
加水分解。適切な場合には、
非生物的な異性化。

試験のタイプ

使用のタイプと要求(要求有；〇、要求無；×、条件による)

備考
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のことは、残留基準値への適合判定と暴露量推定の 2 つの目的において、常に一定の代

謝物あるいは分解物が残留の定義に含まれることを意味していない。「規制のための残

留の定義」と「リスク評価のための残留の定義」とがある。 

 代謝物の毒性上の重要性また暴露評価の必要性を検討し、リスク評価のための残留が

定義される。また、作物残留試験データを整理し、代謝物の濃度を検討して規制のため

の残留が定義される。これら 2 つの残留の定義が異なる場合には、明記する。リスク評

価と規制という、2 つの目的における要求は時折一致せず、拮抗する要求の妥協の産物

として、残留の定義が一意に定まらないかもしれない。このことを理由に、各国政府に

よる残留の定義はしばしば合意に至らない。 

 残留の定義への基本要求事項は以下のとおりである。 

・規制のための残留の定義は 

  ○可能であれば単一の化合物に基づく。 

 (ルーチンに測定し、妥当なコストでの適合判定を可能にする指標となる単一の

 化合物) 

  ○GAP の遵守を確認する目的に も適している。 

  ○可能であれば、全ての農産品に対し同一とする。 

・異なる農薬に由来する共通部分を規制の目的に使用することは避ける。 

・リスク評価のための残留の定義には、毒性学上重要な化合物を含めなければならない。  

(その由来によらず、毒性上の懸念のある代謝物や分解物を含む) 

 

 残留の定義では、以下を検討する。 

・植物代謝試験及び家畜代謝試験において明らかとなった残留物の組成 

・(リスク評価のために)代謝物及び分解物の毒性学上の特性 

・作物残留試験において検討された残留物の特徴 

・脂溶性 

・規制の目的において使用される分析法の実行可能性 

・他の農薬と共通する代謝物あるいは分析対象の生成の可能性 

・ある農薬の代謝物の別の農薬としての使用登録 

・ある国の政府によって既に確立されている残留の定義または長い歴史があり慣習上

受け入れられてきた定義 

・動物性農産品における農薬残留物となる可能性のある化合物に対し、既にされている

JECFA(Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives)による指標残留の定義 

 

4.2 規制のための残留の定義の原則 

 規制(残留基準値を指標とした適合判定)のための残留を定義する際には、可能な限り

現実的な内容とすべきである。親化合物、代謝物、あるいは分析操作によって生成する
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誘導体といった全ての重要な残留物のうち、指標(indicator)となる単一の残留成分に基

づいて定義されることが望ましい。どの化合物を指標とできるかを検討するためまた、

リスク評価の目的において、すべての残留物の組成及び各残留物の相対比に関する完全

な情報を確認する。 

 2008 年の JMPR で評価された prothioconazole は、規制のための残留の定義という観

点において良例となるだろう。Prothioconazole に由来する総残留物の組成は非常に複雑

であるが、複数の一斉分析法が適用可能であり主たる代謝物でもある desthio-

prothioconazole が残留の指標として選択された。指標となる残留成分は、農薬の使用方

法(量や収穫前期間)を反映するものまた、できる限り一斉分析法が適用可能であるもの

として選択されなければならない。 

 追加の残留成分をモニタリングすることは、分析のコストを増加させるに過ぎない。 

 残留の指標となる単一の化合物を(可能な限り一斉分析法により)分析することで、分

析全体のコストが低減し、その分、より多くのサンプルの分析が可能になる。高額の機

器を用いない、比較的簡便で迅速な分析が採用されることにより、より多くの試験所に

おいてモニタリングのための分析が実施可能となる。 

 残留の定義は通常、特定の分析法に依存してはいけない。すなわち、残留の定義には

「〇〇として定量する」という用語を含めてはいけない。しかし、dithiocarbamates の場

合には、残留を表す実際的な定義とするために、「〇〇を定量し、〇〇として表現する」

という表現を含める必要があった。将来的に、残留物に特異的な分析法を用いて作物残

留試験データが取得されれば、残留の定義が見直される可能性もある。 

 例外はあるが、可能な限り同じ残留の定義を全ての農産品に適用する。例えば、動物

性食品における主要な残留物が、動物に特異的な代謝物であるような場合、その代謝物

を残留の定義に含めることが、規制の目的からは必要となる。しかし、作物における残

留が認められないのであれば、作物を対象とした残留の定義に動物の代謝物を含める必

要は無い。そのような場合は、動物性と植物性の農産品に分けて、残留を定義すること

が提案される。 

・残留物が脂溶性の場合には、残留の定義にその旨を明記すること 

 残留物が脂溶性である場合には、残留の定義においてその旨を明記すること。ただし、

暴露評価のための残留の定義に関連した誤った解釈を避けるため、文章を区切るなどし

て明確に示す。 

 残留の定義において、残留物の脂溶性を明記することは、残留基準値の設定や設定さ

れた残留基準値への適合を判定するための検査(サンプリングと分析)にとって重要で

ある。残留物が脂溶性であるか否かによって、検査のために採取されるサンプルが異な

る。 

 家畜代謝試験等から得られた、筋肉組織と脂肪組織間での残留物の分布を、残留物の

脂溶性の第一指標とすべきである。その他、残留物の脂溶性を判断する有効な情報が得
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られない場合には、log Powを指標に検討する。 

・残留の定義の例 

例 1：2,4-D の残留の定義 

 意味ある量の代謝物が存在することが知られているが、分析法によって総残留物が

単一の化合物としてしか測定できない場合、残留物は親化合物として表現される。残

留物に含まれる代謝物は列記すべきである。 

 

例 2：fenthion の残留の定義 

 Fenthion、その酸化類縁体またそれらのスルホキシド体やスルホン体の和を fenthion

とする。 

 Fenthion、その酸化類縁体またそれらのスルホキシド体やスルホン体を全て単一の化

合物(fenthion 酸化類縁体スルホン)に酸化し測定する。しかし、残留は親化合物の

fenthion により定義する。 

 

例 3：Thiram の残留の定義 

 全ての dithiocarbamates を酸分解によって生じる CS2(二硫化炭素)として定量し、mg 

CS2/kg と表す。 

 残留物を親化合物とその代謝物との和として親化合物により表す場合には、総残留

量を得るために足しあわせるまえに、代謝物の濃度をそれらの分子量に応じて調整し

なければならない。 

 

例 4：Methiocarb の残留の定義 

 Methiocarb、そのスルホキシド体とスルホン体の和を methiocarb と表す。 

 幾つかのより古い化合物の残留の定義に関して、分子量に対する許容幅は認めな

い。  そのような定義が広く受け入れられているため、定義の変更の必要性ついて

慎重に検討された。定期的な見直しの際に既存の定義を再検討するのが 良である。 

 

例 5：分子量による再計算を必要としない場合 

・DDT の残留の定義 

 p,p’-DDT、o,p’-DDT、p,p’-DDE、p,p-TDE(DDD)の和 

・Heptachlor の残留の定義 

 Heptachlor と Heptachlor epoxide の和 

 異なる起源に由来する代謝物は一般に、定義が種々の起源を網羅しない限り、残留

の定義からは除外する。例えば、p-nitrophenol は parathion と parathion-methyl の両方を

起源とする。 
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例 6：ある農薬の代謝物が第二の農薬として使用登録されている場合 

 ある農薬の代謝物が、第二の農薬として使用登録されている場合、2 つの化合物に

由来する分析対象が異なるのであれば、通常は個別の残留基準値が設定される。ある

残留の定義に含まれている化合物、代謝物あるいは分析対象がその他の定義に含まれ

ないことが望ましい。 

 Triadimenol とその代謝物である triadimefon は共に農薬として登録されている。

Triadimefon には triadimefon の、また triadimenol には triadimenol の残留基準値が設定さ

れている。しかし、triadimenol の残留基準値は、triadimefon あるいは triadimenol のい

ずれかの使用に由来する triadimenol の残留を網羅している。 

 

例 7：Benomyl、thiophanate-methyl、carbendazim の残留の定義 

 親化合物の化学的な安定性や分析法上の制約から、上記の原則に沿った適用ができ

ない場合もある。そのような場合においては、残留は、安定する共通部分を基礎に定

義される。Benomyl と thiophanate-methyl は共に、carbendazim に分解する。 

・benomyl の残留の定義：benomyl と carbendazim の和を carbendazim として表す。 

・carbendazim の残留の定義：carbendazim 

・thiophanate-methyl の残留の定義：thiophanate-methyl、carbendazim の和を carbendazim

として表す。 

注) Benomyl: benomyl の使用に由来する残留は、carbendazim に対する残留基準値によ

って網羅されている。 

  Carbendazim：Carbendazim を対象とする残留基準値は、carbendazim として直接使

用された場合の残留と、benomyl あるいは thiophanate-methyl の代謝産物としての

carbendazim の残留を網羅している。 

  Thiophanate-methyl: thiophanate-methyl の使用に由来する残留物は、carbendazim を対

象とする残留基準値によって網羅されている。 

 

例 8：Benthiocarb(抱合体を含む)の残留の定義 

 ある種の農薬については、遊離した状態の残留は速やかに消失し、その大部分が結

合体もしくは抱合体となる。残留物が結合体あるいは抱合体であることは、そのこと

によって、GAP の遵守をモニタリングするためのよりよい指標となる。もし、残留が

結合体もしくは抱合体として定義されていれば、規制のための分析者にとっては、そ

れらをどのように測定すれば良いか、手順が明確になるに違いない。その一例とし

て、特定の条件下で特定の溶媒を用いてサンプルから抽出する、あるいはサンプルを

加水分解することから手順の検討を始めることになるだろう。しかし、このような方

法(手順)は、様々なサンプルマトリクスにおいて放射性標識された残留物を用いずに

は妥当性確認できないため、可能な限り避けるべきオプションである。規制のための
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全ての試験所が、放射性標識された残留物あるいは 14C 残留物を検出する試験環境の

どちらも利用することができない。 

 植物性の農産品：抱合体でない bendiocarb 

  動物性の農産品：抱合体/抱合体でない bendiocarb、2,2dimethyl-1,3-benzodioxol-4-

ol/N-hydroxymethyl-bendiocarb の和を bendiocarb として表す。 

 

例 9：Myclobutanil の残留の定義 

 動物性及び植物性農産品を対象とする残留基準値への適合判定、また動物性農産品

の消費による暴露評価のための残留の定義：Myclobutanil 

 植物性農産品の消費による暴露評価のための残留の定義：Mycrobutanil、α-(4-

chlorophenyl)-α-(3-hydroxybutyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile(RH-9090)及び、その抱

合体の和を mycrobutanil として表す。 

 残留物は脂溶性ではない。 

 

例 10：Spirotetramat の残留の定義 

 植物性農産品を対象とする残留基準値への適合判定のための残留の定義: 

Spirotetramat 及びそのエノール代謝物である 3-(2,5-dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-

methoxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one を spirotetramat として表す。 

 植物性農産品の消費による暴露評価のための残留の定義：Spirotetramat、そのエノー

ル代謝物である 3-(2,5-dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-

one、ケトヒドロキシ代謝物である 3-(2,5-dimethylphenyl)-3-hydroxy-8-methoxy-1-

azaspiro[4.5]decane-2,4-dione、 

モノハイドロキシ代謝物である cis-3-(2,5-dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-

azaspiro [4.5]decan-2-one、エノール配糖体代謝物である 3-(2,5-dimethylphenyl)-4-

hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one の配糖体を spirotetramat として表す。 

 動物性農産品の残留基準値への適合判定及び消費による暴露評価のための残留の 

定義：Spirotetramat 及びそのエノール代謝物である 3-(2,5-dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-

methoxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one を spirotetramat として表す。 

 Spirotetramat のエノール代謝物は脂溶性ではない。 

 残留の定義に親化合物と 4 つの代謝物が含まれる。分子構造が複雑な場合には、不

明瞭さをさけるために、残留物の成分の化学名を明瞭に与えるべきである。 

 

例 11：Fenamidone の残留の定義 

 2 つの代謝物(RPA 412636 とその前駆体である RPA412708)の毒性学的な適切さが確

認された。RPA412636 の毒性は、その親化合物に比べ 10 倍の毒性があると考えられて

いる。 
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植物性農産品の消費による暴露評価のための残留の定義：Fenamidone と(S)-5-methyl-5-

phenyl-3-(phenylamino)-2,4-imidazolidine-dion(RPA410193)の和に、(S)-5-methyl-5-phenyl-

2,4-imidazolidine-dion(RPA412636)と(5S)-5-methyl-2-(methylthio)-5-phenyl-3,5-dihydro-4H-

imidazol-4-one(RPA412708)の和を 

10 倍して足す。計算は全て fenamidone として行う。 

 残留濃度 Ctotal=Cfenamidone + CRPA410193 + 10 x (CRPA412636 + CRPA412708) 

 残留物は脂溶性である。 

 

5. サンプリング 

 信頼できるデータは、試験の目的に沿って採取されたサンプルからのみ得られる。サ

ンプリング法やサンプルの取扱法 (包装、表記、運搬や保存)の選択には、 大限の注意

を払わなければならない。一連の行動の全体を通じた一貫性を確かなものにするために、

試験は計画されなければならない。サンプリングの方法とサンプリングの対象物は、試

験の目的に応じて決まる。 

 作物残留試験では、商業流通する RACs 全体をサンプルとして採取すべきである。作

物によっては、そこから 1 つ以上の RACs になることもある。例えば、トウモロコシか

らは穀粒(種子)、フォダー(ストーバー)、そしてフォレージが RACs になる。通常、サン

プリング期間ごとに作物残留試験用に栽培されている区画から、それぞれの RAC ごと

に 1 つのサンプルを採取する。 

 作物によっては、非可食部等を除いたり洗浄したりした後に流通するわけではない。

そのため、そのような除去や洗浄の処理は、流通前の商業的な取扱いとして行われる場

合にのみ、サンプリングにおいても実施する。もちろん、リスク評価の目的においては、

そのように処理されたサンプルから得られたデータが追加的に利用されるかもしれな

い。作物残留試験において推奨されるサンプリング方法を別添 2 に示す。 

 適合判定(検査)では、一次サンプルの数と重量への 低限の要求を満たした試験室サ

ンプルから得られる残留濃度の平均値と残留基準値とを比較する。 大残留濃度を推定

するための作物残留試験データを提供するためには、残留基準値が設定される農産品の

部位をサンプルとして調製しなければならない。これとは別に、食品の消費による暴露

量推定のためには、可食部における残留データが要求される。RAC と可食部が異なる

農産品、例えばバナナでは、別々に分析する可食部と非可食部とに分けてさらにサンプ

ルを調製しなければならない。 

 先行研究によって、植物性農産品の外側の部分に存在する残留物が内側の部分に接触

することによって急激に分解することが示唆されている。ベノミル、キャプタン、クロ

ロタロニル、ジチオカルバメート、エトキサゾール、ホルペットが典型例として挙げら

れる。いろいろな植物性農産品を室温下で細切する数分間のうちに、残留する農薬の親

化合物の 50-90%が分解するかもしれない。その他にも、サンプル調製の間に植物細胞
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から放出された液体や植物がもつ酵素によって、様々な程度に分解する多くの残留物が

ある。可能な限り残留物の分解を 小限に留めるため、Codex ガイドライン(CAC/GL 33-

1999)には、“バルクサンプルが、必要とされる試験室サンプルに比べ大きい場合には、

代表的な部分となるように分割すべきである。サンプリング器具や四分器を使ったある

いは、その他の適切な方法によりサンプルの減量が行われるかもしれない。しかし、生

鮮の植物性農産品のユニット*あるいは全卵は、切ったり壊したりすべきではない”と書

かれている。 

  *ロットから採取される一次サンプルの単位 

 

6. 分析 

6.1 作物残留試験において得られる分析値の品質への要求 

 新たな作物残留試験は、OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development)

の(あるいはそれに相当する)GLP 原則(GLP; Good laboratory practice、OECD、1995-2002)

に沿ってあるいは、残留データの品質を確かなものにするため、定められた国内の規制

に適合した内容で、計画され、実施され、報告されなければならない。 

 

6.2 分析法の性能に関する一般的な要求 

 残留基準値を設定するための評価の一部として、作物残留試験等の各種試験に使用さ

れる分析法の妥当性を規則的に評価する。 

 個々の分析法は、試験の目的や分析法により定量される化合物また、分析されるかも

しれないマトリクスに対するその全般的な適正を、妥当性確認のためのデータや抽出効

率を含む性能特性に基づき検証される。分析による回収に関するデータは特に重要であ

る。試験や検証の対象となる農産品等を代表するマトリクスに対して、分析法の妥当性

確認が要求される。JMPR において定量下限は、信頼できる回収(通常は 70-120%)と信

頼できる併行分析時の相対標準偏差(通常は 20%以下)が達成されている場合の、残留物

の 低濃度として推定される。様々なマトリクスに低レベルの残留物が存在することを

示しはするが、定量データを与えないため、残留濃度の推定において検出下限は考慮さ

れない。定量下限が、いつどのように推定されるかによって変わりうるものであること

を認識する。 

 分析法は、食品の消費による暴露量推定、残留基準値の設定、加工係数の決定のため

のデータを得るために使用される。残留基準値が設定されれば、分析法はその実効とな

る規制(検査)のためにも用いられる。分析法には、特定農薬の残留の定義に含まれる全

ての分析対象を定量する能力が求められることに注意する。暴露量推定の目的で使用さ

れる残留の定義は、検査の目的で使用される残留の定義と異なるかもしれず、そのため、

異なる分析法が必要になることもある。結果的に、1 つの分析法が特定の残留の定義に

含まれる全ての化合物をカバーすることができない場合には、1 つ以上の分析法が必要
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になることもある。 

 技術的に可能な範囲で、主要な残留の成分は個別に定量されるべきである。特異性の

ない分析法の使用は一般に推奨されない。一部の分析対象や特定の残留物については、

分析法が利用できないあるいは分析の実施が困難になるかもしれない。毒性学的に重要

だと考えられる部分を全ての成分が含んでおり、単一成分が残留濃度の適切な指標にな

らない場合には、共通部分への変換が妥当である。このような状況下では、共通部分分

析法が使用されるかもしれない。 

 試験所は一般に、存在する可能性のある全ての化合物に対する個別分析法を適用する

ための十分な余裕を持たないため、潜在的に回収率がより低くても、より多くの化合物

を分析対象とする一斉分析法を、規制のための分析法として好む。一斉分析法に含める

ことができない分析対象の場合に、個別分析法を使用することになるだろう。 

 現実的に適切ならば、暴露評価用と残留基準値への適合のモニタリング用(検査用)と

して区別される 2 つの独立した残留の定義を決定できるようにするため、柔軟にデータ

を取得すべきかもしれない。そのような場合には、可能であれば、1 つの共通部分の分

析だけを行うのではなく、予想される残留の定義に含まれる個々の成分を別々に分析す

る。あるいは、 初に共通部分を分析し次いで適切な指標となる分子を併行して分析す

る。 

 モニタリングを目的とする適切な分析法の有用性について、以下を考慮すべきである。 

 分析法は、 

・サンプルマトリクス中に存在する、残留の定義に含まれることになるだろう分析対象

になり得る全ての化合物を定量する能力を持っていなければならない。 

・曝露量評価の実施に必要な場合には、個々の異性体や類縁体を区別することができな

ければならない。 

・十分な選択性を有していなければならない。その結果として、干渉する物質は定量下

限の 30%を超えてはならない。 

・許容可能な回収と併行精度が示されていなければならない。 

・飼料として使用されるものを含む全ての作物、適切な場合には動物の組織、ミルクそ

して卵また、飼料として使用される場合にはそれらの副産物を分析の適用範囲とし

てカバーしていなければならない。 

・農薬に処理された作物を家畜が消費するならば、可食可能な全ての動物性農産品を適

用範囲としてカバーしていなければならない。 

・検出可能な濃度の残留があるならば、加工画分も分析法の適用範囲に含まれなければ

ならない。 

  

 規制の目的(検査)において使用される分析法は、技術的に可能であれば 0.01 mg/kg 以

下の濃度の残留物の定量に適しているべきである。また、残留基準値が 0.01 mg/kg 以下
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の場合には、 低、残留基準値の 0.3 倍となる濃度の残留物の定量に適しているべきで

ある。ただし、後者の場合からは、残留物の濃度が検出することができない濃度である

場合また、残留基準値が実質的に定量下限として設定されている場合を除く。 

 一般には、様々な試験に適用される残留分析法は、その目的に適していることを示す

ために、全てのマトリクスに対して妥当であるべきである。妥当性確認の程度は、既に

利用可能であり報告されている情報に依存する。完全な妥当性確認のためのデータは、

新規分析法に対してあるいは、既存の分析法が大きく変更される(例えば溶媒系や定量

技術が変更される)場合にのみ必要とされるべきである。分析法を異なる農産品に適用

する場合に、そのような変更が必要になることがある。 

 植物性のサンプルを分析する試験の場合には、試験すべき農産品の数は、試験結果の

利用に依存する。妥当性確認データは分析される全てのサンプルマトリクスに対して提

出されるべきである。また、規制用と暴露評価用の予想される残留の定義に含まれる全

ての成分について妥当性確認がされるべきである。完全な妥当性確認のための実験は、

代表的な農産品のカテゴリーから 1 つの RAC を選んで主に実施すべきである。 

 家畜が農薬処理された作物を食べる可能性がある場合には、また、給餌試験が要求あ

るいは提起されている場合には、家畜に由来する農産品における残留を決定するための

分析法の妥当性が、以下のマトリクスについて確認されるべきである。ミルク、卵、そ

して全ての可食組織。組織には通常、ウシの筋肉、脂肪、肝臓、腎臓、家禽の筋肉、脂

肪、肝臓が含まれる。多くの場合、ウシの農産品から得られた回収データを、ヤギ、ブ

タ、ウマ、ヒツジ、そして家禽に由良する産品について当てはめることが妥当である。 

 抽出効率の試験と確認、許容可能な性能パラメータの規準そして、報告様式を含む分

析法の妥当性確認の方法の詳細は、幾つかの国際的に認められたガイダンス文書に与え

られている。 

 

 完全な妥当性確認のためのスキームの 小要件は以下のとおりである。 

・ 低 2 つの濃度レベル(定量下限と定量下限の 10 倍)に対して、5 回の回収実験を実施

する。 

・2 つの管理用サンプルを分析する。 

・方法の分析範囲をカバーした、5濃度レベルに対し1点ずつ準備した検量線あるいは、

3 濃度レベルに対し 2 回注入し準備した検量線。 

 

 以前に完全な妥当性確認がされた既存の分析法を、同一のカテゴリーに含まれる比較

可能な他の農産品に適用する場合、通常は、実施内容を減らすあるいは限定した妥当性

確認のデータがあれば十分である。 

 実施内容を減らした妥当性確認のためのスキームの 小要件は以下のとおりである。 

・ 低 2 つの濃度レベル(定量下限と定量下限の 10 倍)に対して、3 回の回収実験を実施
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する。 

・2 つの管理用サンプルを分析する。 

・方法の分析範囲をカバーした、5濃度レベルに対し1点ずつ準備した検量線あるいは、

3 濃度レベルに対し 2 回注入し準備した検量線。 

  

 分析を実施している間の分析法の性能は、適切な品質管理試験によって検証されてい

なければならない。 

 受け入れ可能な分析法の、 小限の一般性能規準は以下のとおり。 

・検量範囲内での濃度と応答(信号)が直線関係であるべき。(溶媒標準溶液、マトリクス

マッチド検量線のいずれもあるいはどちらかで) 

・分析工程の全体を通じて、抽出液と検量線溶液の濃度が変化しない。 

・平均回収と併行精度が表 3 の限界を満たしている。 

 

表 3 農薬分析のための分析法の性能評価規準 

 
 

 定量される化合物、分析法の適用が推奨される農産品の明確な概要を含め、分析法は

要約されていなければならない。さらに、分析法の特異性、併行精度、定量下限、分析

法の妥当性が確認されている残留濃度の範囲、定量下限を含む個々の添加濃度ごとの平

均的な回収と回収の相対標準偏差などが提供されなければならない。 

 提出される情報には、作物残留試験やその他の試験に用いられた分析法の原理・概要

だけではなく、分析されるサンプルの正確な記述を含む分析手順の全体、サンプル調製

時の残留物の安定性、抽出効率を立証するための試験、様々な濃度レベルにおける回収、

定量下限、検出下限、サンプル(残留のあるサンプル、作物残留試験のコントロールサン

プル)のクロマトグラム、そして定量下限と検出下限の推定方法が含まれていなければ

ならない。 

 使用した分析法に関する主要な情報をまとめた要約表があるとよい。 

 事業者によって開発された分析法に加え、規制当局による検査での使用が適切な公開

された分析法もまた提出されなければならない。CCPR は、規制の目的において使用可

能な公開された分析法がない場合には、残留基準値の承認プロセスを進めないことがあ

る。 

 

濃度レベル 併行精度(相対標準偏差%) 平均回収(%)の範囲

≤ 1μg/kg 35 50-120
> 1μg/kg ≤ 0.01 mg/kg 30 60-120
> 0.01mg/kg ≤ 0.1 mg/kg 20 70-120
> 0.1mg/kg ≤ 1.0 mg/kg 15 70-110
≥ 1.0 mg/kg 10 70-110
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6.3 分析値の取扱に関する注意 

6.3.1 複数のデータが 1件の作物残留試験の結果として提出された場合のデータ

特性に応じた取扱 

 1 つの作物残留試験の結果として、複数の残留濃度が提出される場合の原因に考えら

れる可能性を以下に例示する。 大残留濃度、STMR や HR の値の推定に、独立性の確

認された作物残留試験が複数件必要であるという観点から、複製の種類を特定する。そ

の上で、複数の残留濃度を適切に取扱う。 

 a. 1 つの試験室サンプルから分析サンプルが複製され分析された。 

 b. 作物残留試験が実施された圃場全体から採取されたサンプル(圃場サンプル)

 の一部が分割され、試験室サンプルが複製された。 

 c. 圃場サンプルが複製され、独立して分析された (個々の圃場サンプルは、農

 薬が散布された区画の全体から、ランダムに独立して採取された。) 

 d. 1 つの圃場中に区画が複製され、あるいは分割され、あるいは圃場の一部が区

 画とされ、そのそれぞれからサンプルが採取された後、独立して分析された (圃

 場全体を通じて同一の散布方法が採られたが、圃場全体が 2 つ以上の地域に分

 割され、分割された地域ごとに別々にサンプルが採取された。) 

 e. 作物残留試験が複製され、複製された試験ごとにサンプルが採取された後、

 区別して分析された (同一地域で実施された作物残留試験は独立しておらず、複

 製試験と考えられるだろう。) 

  

 a と b の場合には、得られた結果の平均値が、1 つの試験室サンプルにおける残留濃

度の 良推定値と考えられる。C と d の場合には、得られたサンプル中での平均残留濃

度が、 大残留濃度、動物への負担の計算のための高残留濃度、STMR の全ての場合に

使用される。しかし、複製サンプルから得られた残留濃度のうち、 大の値が HR とし

て使用される。全ての場合において、平均残留濃度は、丸める前の測定値から計算すべ

きである。 

 

6.3.2  定量下限値未満での残留 

 一般的な規則として、対応する作物残留試験において得られた残留データの全てが

LOQ 未満であった場合、STMR の値は、残留濃度が“本質的にゼロ”である科学的根拠が

無い限り、LOQ に相当する濃度として想定されるだろう。支持する科学的根拠には、よ

り短い PHIs であるいは、より高濃度の投与によって実施された作物残留試験での残留

データが含まれるだろう。しかし、関連のある投与率あるいはより多くの投与回数、代

謝試験からの推測あるいは関連する農産品から得られた作物残留試験データは含まれ

ない。 

 異なる LOQs で報告されている 2 つもしくはそれ以上の作物残留試験データがあり、
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いずれのデータでも LOQ を超える値の残留が報告されていないとする。この場合、

STMRの値を選択する目的においては、 も低いLOQの値を採用するのが通常である。

取扱う全ての作物残留試験データに、LOQ の 小の値を支持するデータがどのくらい

含まれているかを考慮し判断すべきである。 

 残留物の濃度が“本質的にゼロ”である根拠がある場合には、HR の値についても同じ

ようにゼロを割り当てるべきである。 

 

6.3.3  分析値の丸め 

 作物残留試験データに基づく STMR あるいは HR の特定において、数値の丸めを行

うことなく、報告された実際の残留物濃度の値がそのまま、暴露量の推定には使用され

るべきである。これは、実際の値が、規制目的に対して適切と考えられる実際的な LOQ

を下回っている場合にも当てはまる。STMR や HR の値は、暴露量推定のための計算の

途中で使用されるため、残留濃度の値を丸めることは不適切である。計算された値の丸

めに関する一般的な規則として、数値の丸めは計算の 後の過程( 終的な結果を報告

する直前)においてのみすべきである。 

 

7. 作物残留試験データの検討 

7.1 作物残留試験条件の比較 

7.1.1 一般原則 

 大残留濃度を推定する際には、報告された GAP を反映した作物残留試験により得

られた全てのデータを検討する。信頼できる 大残留濃度推定の前提条件として、適切

な数の独立した作物残留試験の実施が必要となる。また作物残留試験においては、地形

の異なりや、栽培・管理の方法の違い、栽培する季節の違いを考慮した、よく計画され

たプロトコルに従い実施されていることや、cGAP の採用が求められる。 

 作物残留試験データの検討では、はじめに、GAPs を反映した残留濃度の集団の均一

性あるいは連続性を検討する。コンポジットサンプルにおける残留濃度の変動が大きい

ことや、適切な統計学的手法によって残留濃度の乖離が大きいことが示唆される場合に

は、検討しようとしている残留データの中に、異なる集団が含まれていることが疑われ

る。そのような場合には、 大残留濃度また、STMR や HR の値を推定する前に、残留

データや作物残留試験の条件をより厳密に解析する。 

 天候や栽培の内容また、土壌の状態を要素とする地理的な場所の違いによって、農薬

の減衰速度は変化しうる。実際的な条件において、対象農産品に実施できる作物残留試

験の数は限定される。しかし、統計学的な代表性があるつまり残留濃度の集団として異

ならないより大きなデータセットがあれば、1 つの cGAP から得られる唯一の残留濃度

を代表する作物残留試験から得られた小さなデータセットに比べより精確な、 大残留

濃度の推定の基礎となる。 
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 残留データの選択における一般原則を以下に示す。 

 

 ・推奨、登録等された使用の 大、すなわち 大の投与率、 大の投与回数、

 小の収穫前期間(pre harvest interval; PHI)での使用(すなわち、cGAP)に従い実施

 された作物残留試験の結果の みを、 大残留濃度の推定において検討する。 

 ・1 つの地理的条件について、cGAP を反映した十分な数の作物残留試験データ

 がある場合には、 大残留濃度はそれらデータのみに基づき推定する。 

 ・事前の経験によって、農業の実施内容や気候条件が同様の残留濃度をも

 たらすことが示されているならば、ある国における cGAP を、cGAP は適合して

 いるが別の国で実施された作物残留試験の評価に適用することができる。 

 ・合理的な理由が十分でない限り、異なる GAPs に従い実施された作物残留試

 験から得られたデータは統合しない。 

 ・異なる残留データの統合を検討する場合には、分布を注意深く検討し、比較

 可能な GAP に基づく同一の母集団から得られるデータであることが期待できる

 場合にのみ統合する。検討においては、Mann-Whitney U-test や Kraskal-  

   Wallis H-test のような適切な検定と専門家の判断が助けとなる。 

 ・作物残留試験データの比較性を確立する際には、STMR の過小なあるいは過

 剰な推定に繋がるかもしれない、投与率、投与回数、PHI といった 1 つ以上のパ

 ラメータが cGAP から逸脱することによる、残留濃度への組合せ効果について

 考慮する。例えば、組合せの効果によって残留濃度の過小評価に繋がる、cGAP

 に比べ低い投与率、長い PHI に従って実施された試験のデータは通常採用しな

 い。 

 ・GAP に含まれる範囲で条件を変更した同一の試験において、複数の残留濃度

 が得られている場合には、より高い値を選択する。例えば、GAP において 小

 PHI が 21 日と規定されており、作物残留試験において PHI を 21 日、28 日、35

 日と変化させて残留濃度が調べられた結果、35 日の PHI で得られた残留濃度が

 も高 かった場合には、その値を採用する。 

 

7.1.2 投与率 

 作物残留試験における実際の投与率は、GAP における 大投与率の±25%以内でなけ

ればならない。 

 cGAP に沿って農薬が使用されており、作物残留試験の条件がそれを許すならば、予

想される残留濃度に残留データを調整するためにプロポーショナリティ

(proportionality)の原則が適用される。 

 ・ポロポーショナリティのコンセプトは、比率として GAP の比率の 0.3 倍から

 4 倍の範囲で実施された作物残留試験から得られたデータに適用される。プロ
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 ポーショナリティの適用は、データセットに含まれる定量された残留濃度にの

 み妥当である。 

 ・プロポーショナリティの原則に沿って調整された残留濃度のばらつきは、実

 際の残留濃度のばらつきの±25%以内であると考えることができる。 

 ・プロポーショナリティの原則に沿った調整は、投与率が cGAP からのばらつ

 きである場合にのみ適用される。±25%以内だからといって、PHI 等そのほかの

 GAP の パラメータにこのコンセプトを適用することは受け入れられない。残留

 濃度の推定の全体において、不確かさを増加させないためにも、グローバルな

 残留データの利用など、不確かさをさらに大きくするような行為については、

 case-by-case の検討が必要である。 

 ・現時点では、プロポーショナリティのコンセプトを、収穫後の農薬の処理に

 は適用することができない。またデータがないため、水耕栽培される作物につ

 いても同様に適用しないことが推奨される。 

 ・プロポーショナリティのコンセプトは、主要作物と主要でない作物の両方に

 適用することができる。残留データに関していえば、主要作物と主要でない作

 物との違いは、要求される作物残留試験の例数だけであり、残留濃度のプロポ

 ーショナリティとは直接関係がない。代表作物にプロポーショナリティが適用

 されたとしても、その結果を農産品のグループあるいはサブグループに外挿す

 ることへの懸念はない。 

 ・加工農産品について、農薬の投与率の範囲また結果としての残留濃度の範囲

 で、加工係数は一定であると想定されている。そのため、調整したデータセッ

 トに対して加工係数を使用することができる。 

 ・プロポーショナリティのコンセプトは、 大残留量の推定に十分でないデー

 タセットにも適用可能であり、とても有用である。コンセプトの使用は、デー

 タの評価機関において case-by-case で判断されているが、ある場合にはすべての

 データが調整され、そのセットに基づき 大残留濃度が推定されることもある

 だろう。 

 

7.1.3 収穫前期間 (PHI) 

 PHI の変化をどの程度許容できるかは、残留物の減衰率による。残留濃度の±25%の変

化と関連づけるべきであり、減衰試験の結果から推定されるであろう。減衰率は徐々に

小さくなる。そのため、ある PHI を中心に考えると、残留濃度が+25%になる PHI まで

の日数は、残留濃度が-25%になる PHI までの日数に比べ、より少なくなる。残留物濃度

の減少がより緩やかであるほど、農薬のラベルに与えられた PHI を中心に考えられる

作物残留試験での PHI に許容される期間の幅はより広くなる。 
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7.1.4 投与回数 

 作物残留試験における投与回数と登録されている投与回数とを比較する場合には、残

留物の持続性と投与の間隔が要素となる。作物残留試験における投与回数が大きい(5、

6 回以上)としても、残留物の持続性が高いあるいは投与の間隔が異常に短くなければ、

終的な残留濃度への寄与が大きいと考えるべきでない。 

 時には、農薬の 終的な処理の前後の残留データが提出される。このデータは、その

処理以前に処理された農薬の残留物が、 終的な残留にどれだけ寄与しているかを知る

ための直接的な証拠となる。また、農薬の 終的な投与から考えて 3 半減期以前に投与

された農薬の 終残留への寄与は、重要でないと考えることができる。 

 

7.1.5 剤型 

 多くの場合、剤型の違いはその他の要素に比べて残留濃度の変動に影響を及ぼさず、

そのため、異なる剤型の農薬を用いた作物残留試験のデータは比較可能であると考える

ことができる。使用前に水で希釈する剤型が も一般的であり、EC(Emulsifiable 

concentrate) 、 WP(Wettable powder) 、 WG(Water dispensible granule) 、 SC(Suspension 

concentrate)、SL(Soluble concentrate)が含まれる。これらの剤型が類似の残留を導くこと

は、実験的に明らかにされている。 

 作物栽培の遅い段階で、剤を水に溶かして葉面に処理する場合には、製品に有機溶媒

あるいはオイルが含まれているかと PHI の 2 つを要素として、追加データの必要性を

判断する。PHI が 7 日よりも長い場合には、残留の観点からは有機溶媒あるいはオイル

を含むかについて特別に考慮する必要はない。WG を除き、PHI が 7 日かそれより短い

場合には、これら剤型の使用による残留濃度が同等になることを示すためのデータが通

常求められる。 

 作物栽培の中期あるいは後期に、有機溶媒あるいはオイルを含む剤型すなわち、EC

あるいは EO(Emulation, water in oil)が使用される場合については、それら剤型を使用し

た結果の残留がその他の剤型を使用した結果の残留と比較可能かを検証する必要があ

る。 

 

7.1.6 作物残留試験データを解釈するための一覧表 

 複数の国で実施された作物残留試験のデータが利用可能な場合には、それぞれの作物

残留試験の条件を一覧表にまとめ比較する。この比較により、残留濃度に影響する条件

の違いを明らかにする。cGAP の代わりとなる GAP を評価するために使用される作物

残留試験データにも、このこのコンセプトが利用できるかもしれない。 

 表にまとめることで、単一の cGAP に沿って各国で得られた残留データを概観するこ

とができる。次の段階として、残留濃度の集団について検証しデータをまとめるかを判

断する。 
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 表 4 には、一例として、複数の国において実施された作物残留試験の条件を一覧にし

て示す。 

 

表 4 作物残留試験ごとの条件の違いの一例 

 

7.2 作物残留試験の独立性の確認 

 大残留濃度、STMR と HR がどのような値で推定されるかは、同一の cGAP に従い

実施された試験の残留データの選択に依存する。独立した作物残留試験の 1 件につき、

1 つのデータポイント(1 つの残留データ)を選択する。栽培環境や栽培方法の変動を示

すためには、十分な件数の作物残留試験が必要である。 

 個々の作物残留試験が、別々に処理された十分に独立したものと考えることができる

かの判断が必要となる。作物残留試験の独立性の確認では、以下の条件について検討す

る。 

 ・地理的条件：地理的に異なる場所で実施された作物残留試験は独立している

 と考えることができる。 

 ・作付け及び投与日：作付けや農薬の投与日が 30 日を超えて異なる場合には、

 独立した作物残留試験であると考えることができる。 

 ・剤型：7.1.5 を参照 

 ・処理の方法(例えば葉面散布、種子処理、直接投与)：同一の地理条件(site)に設

 置した異なる区域(plot)で、異なる処理方法によって作物残留試験が実施された

 場合、それらは区別されるものと考えることができる。 

kg ai/ha kg ai/hL 投与回数 PHI 残留物(folpet)濃度 備考

A(GAP) 1.7 0.15 7
A(作物残留試験条件) 1.7 1.5 7 7 2.4
B(GAP) 0.13 14
B(作物残留試験条件) 0.65 0.13 3 14 <0.05
B(作物残留試験条件) 0.65 0.13 3 14 <0.05
B(作物残留試験条件) 0.65 0.13 3 14 <0.05
B(作物残留試験条件) 0.66 0.13 3 14 <0.05
B(作物残留試験条件) 0.63 0.12 5 14 <0.02
C(GAP) 2.0 制約無し

C(作物残留試験条件) 2.0 0.67 5 2 1.0
C(作物残留試験条件) 2.0 0.71 5 2 1.6
C(作物残留試験条件) 2.0 0.66 5 2 1.8
C(作物残留試験条件) 2.0 0.71 5 2 0.45
C(作物残留試験条件) 2.0 0.72 5 2 1.3
D(GAP) 0.13 7
D(作物残留試験条件) 1.3 0.16 4 7 0.34
D(作物残留試験条件) 1.3 0.16 4 7 0.58
E(GAP) 0.15 10
F(作物残留試験条件) 1.2 0.13 4 10 0.60
F(作物残留試験条件) 1.3 0.13 4 10 0.70

F(作物残留試験条件) 1.3 0.13 4 10(14) 0.80
PHI14での濃度が

PHI10での濃度

(0.62 mg/kg)を超過

F(作物残留試験条件) 1.2 0.13 4 10 0.43
E(作物残留試験条件) 1.6 0.20 6 10 1.3
E(作物残留試験条件) 2.5 0.16 6 10 1.2

トマト

国作物

作物残留試験の条件
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 ・界面活性剤の添加：もし対応する農薬のラベルにアジュバントの使用が明記

 されていないのであれば、界面活性剤の添加は、独立して処理されたのと同じ

 だけの、十分な違いを生じるかもしれない。 

 ・投与率及び散布濃度：明らかに異なる投与率あるいは散布濃度だが同一の場

 所で実施された作物残留試験は、独立ではない。 大の残留濃度を導く作物残

 留試験を選択するために、プロポーショナリティの原則が適用されるだろう。 

 ・作物の品種：単一の地域で異なる作物品種が栽培される場合も、独立した作

 物残留試験とは考えることができないだろう。 

 ・投与の仕方：同一の地域で同一の散布方法によって実施された作物残留試験

 は独立しているとは考えることができない。 

 ・投与用器具：同一の地域で投与用の器具だけを変えて行った作物残留試験は

 独立しているとは考えることができない。 

 

 天気(天候ではない)は、作物残留試験において得られる残留濃度を決定する主要因の

一つになる。そのため同じ試験地域内(field site)に複数の区画をもうけて試験が平行し

て実施されたとしても、1 つの試験地域あたり 1 つの作物残留試験データが選ばれる。 

 

8. 残留基準値案の導出 

8.1 作物残留試験の結果得られる残留濃度 

 大残留濃度の推定は、主に、対応する cGAP を反映した農薬の使用により実施され

た作物残留試験から得た、信頼できる残留データに基づく。 

 cGAP に従い栽培・生産された農産品における残留が、短期曝露量に関する懸念につ

ながる場合には、より残留濃度が低くなると予想される GAP に従い実施された作物残

留試験のデータを 大残留濃度推定のために検討する。(短期曝露量に関する懸念につ

ながるような残留濃度を与える GAP を cGAP として採用しない。) 

 作物残留試験は、家畜用飼料を含む生鮮農産品における農薬残留物の濃度を決定する

ために実施される。作物残留試験は、可能性のある 大の残留濃度につながる農薬の使

用パターンを反映するように計画すべきである。 

 作物残留試験の課題は以下の通りである。 

 ・提案または確立された GAP に従い農薬が投与された結果として、残留すると予想

される農産品における濃度の範囲の定量 

 ・適切な場合には、農薬残留物の減衰速度の決定 

 ・曝露量評価を実施するための、STMR や HR といった値の決定 

 ・残留基準値の導出 

 

 作物残留試験の用語は、標的とされたあるいはオーソライズされた使用方法とほぼ同
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じ農薬の投与をカバーし、屋外また(ガラスやプラスチックで覆われた)グリーンハウス

内で生育させた作物や、例えば保存穀粒やワックスあるいはディップ処理した果物とい

った収穫後に農薬を投与した作物における残留物の検討を含みさらに、試験手順の注意

深い管理や、信頼できる実験計画の策定とサンプリングを求めている。OECD 試験ガイ

ドラインの記述に沿って実施される残留試験が、作物残留試験であると考えられている。 

 残留基準値は、登録されたあるいは承認された農薬の使用方法に基づく使用の結果と

して生じる残留物の特徴や濃度を決定するために計画された、作物残留試験によって得

られた残留データに主として基づく。農薬の使用が意図される植物性農産品に対応する、

すべての有用な作物残留試験が実施されるべきである。GAP に沿った作物残留試験の

例数が限られている場合には、残留物の減衰試験や LOQ を超えた残留につながる高い

投与頻度で実施された試験といった、そのほかの管理された試験の結果が、補足情報を

提供することになる。一義的には、残留データは、通常収穫される成熟した作物に対し

て示されるべきである。しかし、農薬の投与時に作物の可食部の大部分が出現している

場合には、通常の収穫によって得られる残留データを補完するために、いくつかの残留

物の消失試験が要求される。 

 作物の可食部(ヒト並びに家畜の可食部)の形成期に農薬が投与されるあるいは、 も

早い収穫期あるいはそれに近い時期で食品または飼料となる農産品に残留が起こる可

能性が予想される投与がされる使用については、残留物の減衰データが必要となる。減

衰データは残留物の評価において以下のような目的で使用される。 

・GAP によって要求される PHI よりも長い PHI において残留濃度がより高くなるかの

検証 

・残留物の半減期の推定 

・GAP に示された PHI に対し、PHI の変更が残留濃度に影響を与えるかの検証 

・作物残留試験において採用された内容に直接相当するもののない、PHI を含む農薬の

使用パターンを支持するための外挿の程度の case-by-case での割り当て 

・より GAP の実際に近い条件下での農薬の代謝への理解を追加するためのまた、残留

の定義において適切な残留物が選択されていることを支持するための、全期間を通

じた残留プロファイルの決定 

・ジャガイモあるいは落花生のような作物に投与される浸透性の化合物が 大残留濃

度に達するまでの間隔の検証 

 

 国際的に取引される農産品における農薬残留物の 大の濃度を推定するために、理想

的には、すべての輸出国に普及している典型的な農業の実施内容、生育や気候条件を代

表している作物残留試験の結果が検討されるべきである。そのため、農薬のオーソライ

ズされた使用に起因する 大の残留濃度を残留基準値がカバーすることを確かなもの

としまた、残留物の長期的また短期的な曝露量の現実的な推定値を得るために、対応す



49 
 

る妥当なすべての作物残留試験データと補足情報を提出することがデータ提出者の責

任である。 

 しかし、JMPR においても、データセットが十分であると判断されたならば、そのデ

ータセットが世界全体を代表した農薬の使用を反映しているのかあるいはある地域に

限定された使用を反映するのみなのかによらず、提出された情報を評価し 大残留濃度

を推定していることは、強調しておく。 

 気候条件や作物栽培システムの多様性が考慮された幅広い範囲の地域において作物

残留試験が実施されているならば、1 つの季節の残留データだけであっても十分だと考

えられるかもしれない。 

 

8.2 作物残留試験の計画と実行 

 作物残留試験の計画、実施また報告について考慮すべき一般原則の概略を以下に示す。 

作物残留試験 

 作物残留試験は、商業的により多くの作物が栽培されている地域で実施されるべきで

ある。また、例えばバナナに袋がけをするのかしないのかや、地上部の溝に沿ってある

いは作物上部から水やりをするのか、ブドウの葉の剪定の仕方など、無視することので

きない影響を残留濃度に及ぼす場合には特に、主たる作物の保護と農業の実施内容を反

映させるべきである。例えば、サンドロームやサンディーロームのような土壌の種類を

特定し、作物残留試験を実施したすべての地域について報告すべきである。農薬が直接

土壌に投与されるのであれば、異なる種類の土壌を持つ複数の土地で作物残留試験を実

施すべきである。 

作物の種類 

 作物の種類によって、農薬の有効成分の吸収と代謝の能力が異なるかもしれない。作

物残留試験の報告書では、試験にどのような作物品種を使用したか特定すべきである。

一連の作物残留試験では、たとえば、果物として食べるブドウとワイン用のブドウのよ

うな商業的に重要な作物の品種、たとえば冬小麦と春小麦のような季節により異なる栽

培品種、たとえば成熟の早いあるいは遅い果物といった栄養成長期や成熟期の異なる品

種、チェリートマトのような形態的に異なる品種の選択を検討すべきである。このよう

な作物品種の選択は、現実の農業の状況を反映した農薬の使用条件の幅を与えることに

なるだろう。 

区画の広さ 

 作物残留試験が実施される畑の面積は、作物ごとに違うだろう。しかし、通常の農薬

の使用方法を反映あるいはシミュレートできるだけの十分な広さがなければならない。

これは十分に代表性のあるサンプルを採取するためであり、一般に、畝を設けて栽培す

る作物の場合には 低 10 m2、樹木性あるいはツタ作りをする作物の場合には典型的に

は 4 本の木もしくは 8 つのツタが必要である。もし可能であれば、機械的なサンプリン
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グや収穫時のコンタミネーションを避けるための十分な広さも必要である。生育管理を

類似・同一の条件で行うために、管理区画(未処理区画)は、処理区画の直近に確保すべ

きである。それと同時に、クロスコンタミネーションを避けるために区画を離したり区

画間に干渉地帯をもうけたりすることも重要である。 

被験物質(農薬)の投与 

 農薬の投与は、使用する器具の校正ができる限り、手持ちで使うあるいは商業化され

た器具を使用し行われるだろう。作物残留試験において農薬の投与に手持ちの器具を使

用する際には、実際の商業栽培での実施を模倣した使用方法とする。 

 作物残留試験では、農薬の有効成分をラベルにある 大の比率、 大の投与回数また

小の投与間隔で(すなわち cGAP に従って)投与する。 

投与のタイミング 

 農薬投与のタイミングは、病害虫やたとえば開花前あるいは花蕾の 50%が出現すると

いった生育の段階に関する管理への必要性、またあるいは、収穫前の何日目であるとい

ったことによって決められる。たとえば、“収穫前の 14 日よりも短い日にこの製品を投

与してはいけない”といった特定のPHIがラベルによって指定されている場合にはどの

ような場合であっても、cGAP の一つの要素として作物残留試験における PHI として

守らなければならない。このことに比べると、投与時における作物の生育段階の重要性

は小さい。逆に、たとえば出芽前、作付け時、開花前、指標となる葉あるいは花蕾の出

現時といった作物の生育段階が GAP の決定的な要素になる場合がある。このような場

合には、PHI の重要性は二次的になる。たとえば一年草に対する出芽前処理の場合を考

えると、作付けから成熟までの期間が異なる品種を可能な限り多く含めることが、PHI

の適切な幅を評価するために重要である。基本的に、すべての作物残留試験において、

投与した作物の生育段階と PHI の両方を記録すべきである。 

 収穫前に行われたすべての農薬の投与に対し、投与率すなわち、単位面積あたりの農

薬製品または農薬の有効成分の量を、たとえば kg ai/ha といった内容で表現する。ま

た適切な場合には、濃度たとえば kg ai/100 L(=kg ai/hL)といった内容で表現する。 

畝作りの作物 

 畝作りで栽培する作物(ジャガイモ、小麦、大豆など)への典型的な投与にはブロード

キャストスプレーが用いられ、そのような場合には区画面積(縦 x 横)が考慮の主題と

なる。これに対し、ナッツ類、果樹、支柱で支えた野菜やツタのようないくつかの作物

では、作物の高さ、樹冠の高さあるいは木の高さすなわち、農薬が処理された葉のある

高さが、作物の畝の容量(row volume)あるいは木の畝の容量の推定あるいは、必要に応

じて単位面積あたりの投与率を計算するために記録されるべきである。たとえば果樹や

ツタ作物、ホップやグリーンハウス栽培されるトマトのように、背の高い作物の葉面に

対する投与では特別な考慮が必要になる場合がある。これらの作物に対する農薬の投与

方法としては、平面へのブームスプレーは共通な方法ではなく、(空気で助成し)霧状に
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して散布する器具が一般的に使用される。これら作物を対象に作物残留試験を計画し実

行する場合には、様々な作物の生育段階における噴霧用溶液の濃度 kg ai /L と、スプ

レーした噴霧用溶液の容量 L/ha の両方を考慮し報告することが重要である。 

種子への処理 

 種子処理に対する投与の率は、「g ai/1000 kg 種子」として表す種子の単位重量あた

りの農薬の有効成分量と「kg 種子/ha」として表す播種率を用いるのが通常である。 

残留物減衰試験 

 残留物減衰試験では、目的とする PHI に加え、3～5 のサンプリングのための間隔を

設定すべきである(可能であれば投与後 0 日目のサンプリングを含める)。サンプリング

する間隔は等間隔程度とすべきである。商業的な成熟度にある幅が許容されるのであれ

ば、可能であれば、目的とする PHI に対して相対的により長いあるいは短い間隔をと

ってサンプリングを実施すべきである。GAP に複数回の農薬投与が含まれている場合

には、以前の農薬投与の寄与や残留物の半減期への効果を検討するために、 後の農薬

投与の直前にサンプリングすることが望ましい。 

 残留物減衰試験の計画として受け入れることのできる別の計画としては、“reverse 

decline”と呼ばれる計画がある。この計画では、区別した区画に目的となる商業的な収

穫期から異なる間隔をとって農薬を投与する。商業的な収穫日となる同じ日にすべての

プロットからサンプルを採取することにより、収穫から異なる間隔で 後の農薬投与が

されたことになる。短い期間に収穫されるような作物にとって、この実験計画は適して

いるだろう。たとえば、成熟に近い収穫前の乾燥薬の使用といった、投与後短い期間に

収穫しなければならないような場合において計画を検討できるだろう。 

 残留物減衰試験を実施する際には、作物あたり 1 つ以上の農産品あるいはマトリクス

のサンプリングが必要になるかもしれない。穀類のフォレージやフォダー、穀粒や藁と

いったように、作物の異なる生育段階で食品や家畜用飼料となる異なる農産品が生産さ

れるような場合が該当する。その結果、1 回の残留物減衰試験の中に、2 組以上のサン

プリング期間の設定がされることになる。 

剤型 

 作物残留試験で試験される農薬の剤型は、可能な限り、商業的に利用可能で、その作

物の生産に 終的に使用される製品に近いものであるべきである。 

アジュバント 

 湿潤剤、展着剤、非イオン性界面活性剤また、作物油濃縮物のようなアジュバントを

使用した結果、農薬残留物のより強い沈着、浸透、持続が起こるかもしれない。そのた

め、そのラベルによって不特定のアジュバントの使用が認められている農薬については、

作物残留試験においてもアジュバントのラベルにある推奨される使用方法に従ってア

ジュバント(そこで利用可能なアジュバント)を使用しなければならない。特定のアジュ

バントの使用をラベルによって推奨している農薬については、作物残留試験においても、
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アジュバントのラベルによって推奨される使用方法に従って、特定されているアジュバ

ントあるいは類似のアジュバントを使用しなければならない。 

 

8.3 作物残留試験の例数 

 現在のところ、 大残留濃度、STMR や HR の値を推定するための前提となる、作物

残留試験の例数に国際的な合意はされていない。異なる国が、農薬の使用登録に要求す

る 小限の作物残留試験の例数を決め、適切な 大基準値を設定している。 

 JMPR もまた、 大残留濃度、HR また STMR を推定するために要求する 小限の作

物残留試験の例数を特定してはいない。(通常 6 から 8 例となる)作物残留試験とサンプ

ルの数は、農薬の使用条件の多様性、残留データの乖離の程度、生産、取引また食品消

費の観点からの農産品の重要度に依存する。上記の例数は、 大残留濃度の推定に必要

な作物残留試験の 小限(absolute minimum)の数である。残留データ数が少ないほど信頼

できなくなるので、 大残留濃度をより頑健に推定するためには、より多くの例数(主

要作物については 小が 8 例、理想的には 低 15 例)が推奨される。 

 また主要でない作物については、その作物の分類に応じて、4 例あるいは 5 例の作物

残留試験により得られたデータから 大残留濃度を推定することで、Codex 委員会並び

に JMPR の意見は一致している。ほかに考慮すべき材料(過剰な率で投与しても検出可

能な残留がないなど)がある場合には、case-by-case で、より少ない例数でも受け入れる

ことができるだろう。 

  

8.4 植物性農産品を対象としたグループ 大残留濃度、STMR と HR の値の推

定 

 個々の農産品に対する残留基準値に対をなすものとして、農産品グループ残留基準値

の設定は、国内的なまた国際的なレベルの両方において、長い間受け入れ可能な手段と

考えられてきた。このアプローチの使用は、あるグループに含まれる全ての個別作物に

対する作物残留試験の実施が、経済的に正当化することができない可能性の認識に基づ

いている。またこのアプローチは、柑橘果実のようなある作物のグループに使用方法が

登録される場合には、国内的な登録のシステムにも論理的に適っている。原則として、

このアプローチでは、あるグループに含まれる主要な作物に対する適切なデータがあれ

ば、そのグループ全体に対する 大残留濃度を推定するのに十分かもしれないと認識さ

れる。 

 異なる状況下で異なる挙動をとる農薬があるかもしれない。その結果として、グルー

プ残留基準値の設定につながるデータを常に得ることができる農産品を厳密に決める

ことはできない。もし、残留物の濃度が も高くなる状況が特定できるのであれば、そ

れに対応するデータを信頼して、その他の作物に外挿可能である。この外挿によって、

ある農産品における残留濃度が過剰推定されるかもしれないことが認識されている。許
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容可能な一例として、ガーキンについて得られた残留データのキウリへの外挿が挙げら

れる。しかし、表面積と重量との比が異なる結果としてガーキンにおける濃度がより高

くなると予測されるために、逆向きの外挿(キウリの残留データのガーキンへの外挿)は

不可能である。 

 外挿するためには、その土地での農業への取組みや作物の生育パターンに関する詳細

な知識が必要になる。例えば、世界中のどこでも、コムギには似た様な栽培方法が採ら

れるが、ブドウには幅広く変化するさまざまな育て方がある。後者のブドウのような作

物の場合には、対応する GAPs が比較可能であるかの確認に注意を払わなければならな

い。農産品の表面の特質、形状、生育の仕方、生育また季節ごとの耕作の比率、また表

面積と重量の比率が果たす重要な役割における違いが大きいという観点から、適切な対

応する情報が入手された時に、case-by-case で、外挿の判断はされるべきである。 

 現在、Codex における食品分類が CCPR において見直されている 中であり、Type 1 

果実グループの分類が完了した。見直された分類では、サブグループごとにそのグルー

プを代表する農産品挙げられている。CCPR は、代表する農産品の選定に下記の原則の

使用を決めている。 

 ・残留物の濃度が も高くなるだろう農産品を代表とする。 

 ・生産と消費が共にあるいはそのいずれかが主要な農産品を代表とする。 

 ・グループもしくはサブグループに含まれる関連する農産品と、形態、生育の仕

方、害虫に関する問題、可食部の点において も類似した農産品を代表とする。 

 上記 3 つの原則の適用は、グループもしくはサブグループごとに、そこに属する全て

の農産品が、同様の使用パターンあるいは GAP に従い農薬により処理されるという想

定に基づいている。CCPR は、残留基準値のための農産品グループの世界的な使用を促

進することで合意している。食品消費量と特定農産品の生産あるいはそのいずれかにお

ける地域的な違いを原因として変わる、異なる国あるいは地域において実施される残留

農薬研究の使用に柔軟性を与えるために、代わりの代表作物が選択されることもある。 

 CCPR により適用される原則について、時折矛盾を生じ、同時には適用できないこと

が JMPR により指摘されている。例えば、形態的な観点から代表とされた農産品が、グ

ループ内でより高い残留濃度を与えることが常に保証できない。また、CCPR による代

表作物の選択は、残留というよりはむしろ、主に生産と消費もしくはそのいずれかによ

るものであるとも指摘されている。 

 Codex による食品と飼料の分類は、あくまで、個別のあるいはグループ化された農産

品に対する 大残留濃度を推奨するための基礎として、case-by-case に JMPR では使用

される。グループ残留基準値設定の前提は、代表作物に対するデータが利用可能ならば、

そしてグループに含まれる個々の農産品の間で GAP や慣習となった農業が同様である

ならば、残留濃度は大きくは変化せず、同じグループに含まれるデータの利用できない

その他の農産品に対しても十分にあり得る 大残留濃度が推定できるというものであ
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る。 

 データ評価のプロセスの透明化を進め、様々な状況での一貫した適用を促進するため

に、JMPR では、過去の経験を考慮・評価し、農産品グループに対する残留濃度の推定

において以下の原則に従い判断している。 

 ・農薬がある農産品のグループあるいはサブグループに対して登録されており、

 農産品のグループ分類について Codex と国内との違いが許される場合にのみ、

 グループ 大残留濃度は推定される。 

 ・cGAP を反映した残留濃度データのセットが 1 つにまとめられるだろう。個別

 の農産品に対するデータセットをいったん確立したら、農産品グループに対す

 る残留濃度の推奨について、以下の原則に応じて検討されるだろう。 

 ・一般に、各農産品の残留濃度の中央値が 5 倍の範囲に収まっている場合に、

 農産品グループ残留濃度の確立が検討されるだろう。 

  (i)その農産品グループに含まれる個々の農産品における残留濃度の分布

  が統計学的に異ならない場合には、グループでの残留濃度を推定するた

  めに、残留データを統合することができる。 

  (ii)個々の農産品における残留データに統計学的な違いが認められる場

  合には、十分なポイントの残留データが利用可能であることを条件とし

  て、 も高い 大残留濃度を与えるデータセットがグループに対しては

  使用されるだろう。    

  (iii) (ii)により特定されたデータセットが、グループ 大残留濃度の推定

  に必要な十分なデータポイント(8 以上が望ましい)を含んでいない場合、

  その農産品の除外が検討されるべきである。 

 ・あるひとつの個別農産品のデータセットについて、残留濃度の中央値がその

 他の農産品における残留濃度の中央値に比べ 5 倍以上違う場合には、その農産

 品をグループには含まず除外し、除外したことを示す。 

 ・グループに含まれる 1 つ以上の農産品について、残留濃度の中央値がその他

 の農産品における残留濃度の中央値に比べ 5 倍以上違う場合には、グループ残

 留濃度の推奨が適切でない可能性があり、入手可能な全ての情報に基づく判断

 が必要になる。 

 

 残留データの大きな多様性が、その農薬やその他の要因に依存しているという観点か

らは、利用可能な残留データの case-by-case の評価の検討が必要になる。 

 利用可能な情報の case-by-case の評価のために、JMPR の経験に基づく以下の一般原

則と観察が、グループ 大残留濃度の推定において考慮される。 

 a. 一般に、農薬の使用パターンが類似していなければならず、作物グループの

 全体に適用可能でなければならない。農薬の使用パターンは異なっているが残
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 留の程度が類似している場合には、グループ 大残留濃度が推奨されるだろう。 

 b. 残留物の性質としての浸透性あるいは非浸透性、分解/消失の比率 

 c. 作物グループと農産品グループの乖離を明確に示すべきである。例えば、“パ

 イナップル“の用語が、ある文脈では圃場に植わった作物を意味し、別のある文

 脈では果実を意味するといったように、作物と農産品を表現するのに同じ用語

 が使わ れることがあるため、作物グループと農産品グループとの違いは常に明

 確ではない。圃場での使用では、農薬は作物に投与されるのであり、そのため、

 農薬製品のラベルには、作物あるいは作物グループが表記されるべきである。

 残留基準値と残留物は農産品に対して表現されるものであり、そのため残留基

 準値の表には、農産品と農産品のグループが表記されるべきである。 

 d. 例えば果実、野菜といった Codex の大分類に対して 大残留濃度を推定する

 ことは控えられている。通常、残留データと許可された使用方法は、例えば仁

 果類や柑橘類といった、より小さな Codex のグループあるいはサブグループに

 対して のものである。 

 e. 1 つの農産品に対する十分なデータがない場合、 大残留濃度の推定を支援す

 るために、GAP が類似した、例えば洋ナシとリンゴ、あるいはブロッコリーと

 カリフラワーのような類似した作物から得られたデータが使用される場合があ

 る。 

 f. 短期の暴露量推定が目的の場合には、 大残留濃度に基づく特定の農産品の

 HR をグループ全体の単一農産品に対し適用すべきである。グループ HR の使用

 により ARfD を超える場合には、グループ 大残留濃度は推奨されるべきでは

 ない。 

 g. 例えば仁果類などの、ある農産品のグループに対して残留基準値が推奨され

 てきた場合には、そのグループに対して、単一の STMR の値が計算されるべき

 である。 

 h. 暴露量の評価後、農産品グループ残留基準値が、下記の 小条件に沿って提

 案されるかもしれない。 

  ・対応する適切な残留データが、そのグループにとって主要な農産品の 

 少なくとも 1 つに対して利用可能である。(しかし、同じグループ の農産品に

対して対応するデータの全てが考慮されるべきである。) もし提案されるグルー

プ残留基準値が本質的に幾つかの農産品や登録された使用方法にとって不適切

だと分かる場合には、グループ残留基準値を改めるためのあるいは、特定の農産

品残留基準値を提案するための追加データの提供が妨げられるものではない。 

 ・そのグループに含まれる 1 つ以上の農産品について、IESTI の計算によって短

期間での暴露量が ARfD を超える可能性がある場合には、代わりとなる GAP や

単一農産品への残留基準値の設定などの代替え案が検討また推奨される。 
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 i. その他の検討が許されるならば、あるグループに含まれる残留濃度が高くな

 る可能性のある 1 つ以上の主要な農産品に関するデータが、そのグループに含

 まれる主要でない農産品に外挿される 大残留濃度の推定を可能にするかもし

 れない。 

 j. 夏に急速に生育する作物に対する残留データを、あまり望ましくない条件下

 でゆっくりと生育する同じあるいは関連する作物に外挿することはできない。

 (例えば summer squash から winter squash への外挿など) 

 k. 1 つ以上の作物における農薬の代謝や消失に関する詳細な知見を、グループ残

 留基準値の設定において考慮しなければならない。 

 l. JMPR により推奨され、受け入れ可能だと思われるグループ残留基準値の設定

 に関する例を表 5 に示す。 

 m. 他の条件が同じならば、場合によっては、未成熟な状態で採取されたが急速

 に生育する作物から得られた残留データが、表面積と重量の比率がより小さな

 密接に関連する種の作物に外挿されるかもしれない。作物の生育による残留濃

 度の希釈があるために、推定された 大残留濃度をガーキンからキウリに外挿

 することはできても、その逆の外挿はできない。 

 n. 終的な残留が予想されず、このことが代謝試験の結果から支持されて

 いるならば、個別の残留基準値をグループに外挿することがより容易にできる。

 例として、生育の非常に早い段階での投与、種子の処理、樹木性作物に対する

 除草剤の処理などが挙げられる。 

 

 Case に応じてこれらの原則に従い、対応するサブグループに対して残留濃度を推奨

するための代表作物として適当かを検証する。代表的な農産品に対応する十分な残留デ

ータが利用可能な場合には、残留基準値の推奨はそれらデータに基づくだろう。 
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表 5 農産品グループの例と 大残留濃度推定のための相互支援(mutual support) 

 

 
8.5 異なる地域で実施された作物残留試験から得られた残留データの統合 

 Zoning report*の検討結果として、農薬残留物に対する気候区分(climatic zones)の影響

は小さいとの結論に合意がされており、同様の使用方法また生育条件下で得られた残留

データは、その作物残留試験がどのような地理的な場所で実施されたかに依らず比較さ

れうる。 

 *Report of the OECD/FAO Zoning Project Series on Pesticides, Number 19, ENV/JM/MONO 

(2003)4 16 May 2003 

 JMPR は、RAC を生産するための生育と加工の内容が比較可能であることを条件に、

残留濃度を推定するために利用可能な作物残留試験データを世界的規模で利用するこ

との原則を定めた。 

化合物 残留基準値を支持するデータのある農産品
最大残留基準値の設定が推奨される

グループあるいは農産品

ピリミカーブ マンダリン、オレンジ 柑橘類
ビフェナゼート リンゴ、西洋なし 仁果類
フルジオキソニル リンゴ、西洋なし 仁果類
ピリミカーブ リンゴ 仁果類
チアクロプリド リンゴ、西洋なし 仁果類
ビフェナゼート アプリコット、チェリー、もも 核果類
ピリミカーブ チェリー、ネクタリン、もも、プラム 核果類
ピラクロストロビン チェリー、もも、プラム 核果類
チアクロプリド もも、スイートチェリー 核果類

ピリミカーブ スグリ、グーズベリー、ラズベリー
ベリー及びその他の小粒果実類(ブドウ
といちごを除く)

チアクロプリド スグリ、ラズベリー、いちご
ベリー及びその他の小粒果実類(ブドウ
を除く)

エンドスルファン アボカド、カスタードアップル、マンゴー、パパイヤ
相互支援：アボガド、カスタードアップ
ル、マンゴー、パパイヤ

エンドスルファン ライチ、柿 相互支援：ライチ、柿
ピリミカーブ ブロッコリー、芽キャベツ、カリフラワー、キャベツ アブラナ科野菜
ビフェナゼート カンタロープ、キウリ、サマースクワッシュ ウリ科果菜類
プロパモカルブ キウリ、メロン、サマースクワッシュ ウリ科果菜類
ピリミカーブ キウリ、サマースクワッシュ ウリ科果菜類(メロンとスイカを除く)
チアクロプリド メロン、スイカ 相互支援：メロン、スイカ

ピリミカーブ スイートペッパー、トマト
ウリ科を除く果菜類(マッシュルーム、菌
類、スイートコーンを除く)

ピリミカーブ まめ(bean、pea) マメ科野菜(大豆を除く)

プロパルギット 乾燥したまめ(bean)、そらまめ、ひよこ豆、ルピン豆
相互支援：乾燥したまめ(bean)、そらま
め、ひよこ豆、ルピン豆

ピリミカーブ 乾燥した豆(bean, pea) 乾燥した豆類(pulses)(大豆を除く)
エンドスルファン ジャガイモ、サツマイモ 相互支援：ジャガイモ、サツマイモ
ピリミカーブ ニンジン、ジャガイモ、テンサイ 根菜類及び根茎類

エンドスルファン ヘーゼルナッツ、マカデミアナッツ
相互支援：ヘーゼルナッツ、マカデミア
ナッツ

ビフェナゼート アーモンド、ピーカンナッツ ナッツ類
チアクロプリド アーモンド、ピーカンナッツ、クルミ ナッツ類
アミノピラリド 大麦、オーツ麦、小麦 大麦、オーツ麦、小麦、ライ小麦
ピリミカーブ 大麦、トウモロコシ、小麦 穀類 (コメを除く)
ピリミカーブ 大麦の藁、トウモロコシのフォダー、小麦の藁 コメを除く穀類の藁及びフォダー
アミノピラリド 大麦の藁、オーツ麦の藁、小麦の藁 大麦、オーツムギ、小麦、ライ小麦の藁
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 第一段階：その国あるいは地域の cGAP を反映した作物残留試験によって得られた残

留物が考慮されまた、関連する残留物が選択されるだろう。 

 ・cGAP を代表するある特定の国あるいは地域から、十分な数の残留データが得

 られた場合には、そのデータセットを残留濃度の推定に使用する。 

 ・事前の経験によって、その農業の実施や気象条件が同様の残留をもたらすこ 

 とが示されているならば、ある一国の cGAP を、その cGAP に適合しているが

 別の国で行われた作物残留試験の評価に適用することができる。 

 ・その国あるいは地域で実施された作物残留試験により得られた残留データが

 十分でなくても、異なる投与率で実施された作物残留試験が考慮されるだろう。

 そして、 大の可能性のある残留濃度のデータセットを得るためにプロポーシ

 ョナリティのアプローチに基づき残留濃度が調整されるだろう。 

  

 第二段階：第一段階によって十分な残留データが得られなかった場合には、cGAP に

適合する作物残留試験を実施したその他の国から得られた相当する残留データあるい

は、cGAP に対するプロポーショナリティによって調整された相当する残留データを得

る。得られたデータは、第一段階で得られたデータと共に検討することができる。 

  

 第一段階と第二段階とで得られたデータセットは、それらの中央値が 5 倍の範囲に含

まれていれば統合することができる。統合されたデータセットに含まれる個々の残留濃

度が、中央値の 7 倍の範囲を超えて乖離している場合には、残留濃度を推定するための

データセットとしての適正を、相当する情報を考慮してさらに注意深く検証する必要が

ある。この 7 倍という設定は、1950 件の残留データのセット(個別の残留濃度として

25766 データ)を詳細に解析した結果に基づいている。このデータセットの解析結果とし

て、その残留データが単一の国から得られたものかあるいは異なる地域の国から得られ

たものかによらず、対応するデータセットの中央値の 7 倍の範囲に約 90%の残留デー

タが含まれることが明らかにされている。 

 

8.6 植物性農産品における 大残留濃度の推定 

 JMPR では、提出された情報と作物残留試験のデータから選ばれた残留濃度の値に基

づき、 大残留濃度推定の可能性が検討される。この検討に引き続き、GAP に従って使

用された農薬の農産品における 大残留基準値が提案される。 

 大残留濃度の推定では、全ての対応する情報、特に作物残留試験によって得られた

残留濃度、また作物残留試験の条件と確立された GAP との一致が考慮される。Codex に

おける 大基準値(Codex MRL)の推定と勧告の手順は、国レベルでの推定と勧告の手順

とは若干異なるかもしれない。これは、Codex MRL が世界的にオーソライズされた農

薬使用によってもたらされる残留をカバーし、そのことによってさまざまな農業の実施
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と環境条件を反映しているためである。国レベルの残留基準値は、その国における GAP

により密接に関連している。 

 作物残留試験は、そのときに普及する GAP に従い実施されるが、GAP は投与の比率、

剤型、投与方法、投与回数と PHI の変更によってしばしば修正されうる。GAP が修正

されたときには、プロポーショナリティの原則が当てはまるかも考慮しつつ、作物残留

試験の条件が対応する修正された GAP に未だ十分に近いと言えるかの判断が必要にな

る。 

 

8.6.1 大残留濃度の推定で考慮される情報 

 作物残留試験における農薬の単位面積当たりの投与量は、商業的な実践における可能

性のある変化を含め、GAP による投与量の約±25%以内にあれば、GAP と一致している

と考えられるのが通常である。ほとんどあるいは全く残留がない場合には、より高い投

与率で実施された試験により得られたデータが重要になるだろう。cGAP に適合した作

物残留試験によって得られた利用可能なデータが 大残留濃度の提案に十分でなく、残

留濃度を cGAP によって調整可能な場合には、プロポーショナリティの原則が適用され

る。 

・投与方法と投与回数 

 農薬の投与方法は、残留濃度に極めて大きな影響を及ぼす可能性がある。例えば、直

接投与と全面散布とを比較することはできない。また、地上部への投与と地面への投与

も比較することができない。 

 持続性のない農薬にとって、投与の回数は残留濃度に影響を及ぼしにくいだろう。持

続性のある農薬にとって、投与の回数は、残留濃度に影響を及ぼすと予測される。作物

の特性も考慮すべきである。例えば、サマースクワッシュは開花後数日以内に収穫され

るだろう。そのため、開花前に投与した非浸透性農薬の残留濃度は低くなることが期待

され、投与の回数は残留濃度に対してほとんど効果を持たないだろう。 

・収穫前期間(PHI) 

 農薬の投与後収穫するまでの期間(収穫前期間;PHI)は、必ずではないが通常、残留濃

度に影響する。 

・検出することのできない残留 

 種子の処理や生えてくる前の除草剤処理のような、いくつかの農薬の使用方法では、

終的に収穫される農産品でその残留物が検出されないことが通常である。しかし、た

くさんある作物残留試験の結果の中には、時折、残留物が検出されているものもある。

GAP に従った使用の結果としての残留が、多くの場合に検出できない一方で、 大残

留濃度の推定の際には、時折検出される残留を無視すべきではない。ジャガイモにおけ

るホレートと作付け前のグリホサート処理に起因する残留は、このような場合対応する

2 例となる。 
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・気候 

 ある国において確立された GAP に従いかつ、その国の中での気候条件や作物管理内

容の変化を反映して作物残留試験が実施されていた場合に、その作物残留試験に気候条

件が適切に反映されていることのより高い確からしさが与えられる。同様の気候条件と

作物管理の内容をもつその他の国において実施された作物残留試験は、case-by-case に

受け入れられるだろう。気候条件の評価は難しく、多くの農薬の持続性にとってより重

要であるために残留濃度にとっても重要となる、温度あるいは日光の強度のようないく

つかの気候条件の違いに注意した評価が必要になる。 

・作物の記述 

 GAP の施行と GAP への適合を管理可能にするため、CCPR は取引される状態の農産

品に対して Codex MRLs を設定する。そのために、 大残留濃度は実行可能な限り農産

品の全体に対して推定される。 

 国内 GAP で特定されている作物と同一の作物を使用して、作物残留試験は実施され

るべきである。作物残留試験において使用される作物の適切な記述は、実施された作物

残留試験に使用された作物と農薬のラベルに記載する作物とを一致させるために重要

である。Codex による分類は、収穫された農産品に対して使用すべきである。“まめ類”

といった作物の記述は、幅広い種類の“まめ類”が栽培されているため、解釈を困難にす

る。より具体的な記述が必要である。結球レタスと非結球レタスでは、同じように葉面

投与しても、残留濃度が異なるかもしれない。そのために、単純に“レタス”とだけ作物

を記述した作物残留試験の結果は利用できなくなるかもしれない。 

 国内の農薬製品のラベルにある葉菜類、キャベツ類、マメ科の豆といった作物グルー

プが Codex の農産品グループと同じとは限らない。国内ラベルの作物グループに含ま

れる特定の作物を確認することが必要である。 

・残留濃度の変動 

 残留濃度に予想される変動への注意が必要である。商業栽培時にあり得る条件、投与

方法、季節そして栽培の実施内容の幅を真に反映したデータであるならば、無視するこ

とのできない残留濃度の変動が予想される。評価済みのデータを JMPR が解析した結果

からは、圃場間での残留濃度の相対標準偏差は、時に 110%を超えていた。豊富なデー

タが利用できる場合には、残留濃度の乖離や変動を考慮することが、 大残留濃度の推

定値における小さな違いの解釈を誤らないようにするために役立つ。大多数の作物残留

試験データ(多くの場合に 6-8 データセット)に当てはまる、限定されたデータしか利用

できない場合には、実際の変動が低く推定される可能性があり、現実的であり実用的で

ありそして一貫している推定値を得るための判断が必要になる。批判的な意味ではなく、

データは幅広く乖離し変動する。もし複数の場所で数年にわたり作物残留試験が行われ、

結果が得られたならば、それは商業栽培の実施内容をよりよく表していると同時により

広い範囲でばらつくだろう。気候、農業の実施内容、病害虫の状況や農薬の推奨される
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使用に関して、一定と想定することのできる限定された区画内での残留濃度の変動に加

え、例えば地中海や熱帯地域といった気温の異なる国等、条件が幅広く異なる区画間で

の一層大きな残留濃度の変動があるだろう。使用条件の違いが非常に大きくなるならば

その結果は、異なる残留濃度の分布となる。 

 たくさんのデータや情報が利用可能な場合でさえ、状況はしばしば複雑になる。代わ

りとなる解釈も可能であり、だからこそ現実的であり実用的でありそして一貫している

推定値を得るために判断が必要になる。 

 

8.6.2 大残留濃度を推定するための残留データ選択の原則 

 大残留濃度の推定では、報告されている GAP を支持しているあるいは反映してい

る作物残留試験によって得られた全ての残留データを検討する。 

 残留濃度の分布が複数であることが疑われる場合には、高い残留濃度を含む分布を示

す限定的なデータが、その分布(そして農薬の使用パターン)を反映した 大残留濃度の

推定に十分でなくなるかもしれない。そのような場合には、利用可能な残留データが十

分にある、農薬の使用方法だけを反映した 大残留濃度が推定されるかもしれない。一

方で、以前の推定値の元となった GAP が変更されるあるいは、 大残留濃度の推定に

使用されたデータを取得したオリジナルの作物残留試験が現時点で再考され不適切で

ない限り、より低い残留濃度を示す新たな少ないデータセットによって以前の推定値を

再考したり低く設定し直したりすることはできない。 

 Codex による定義と JMPR の一般原則とに従い、 大残留濃度は一義的に、 大の残

留濃度を与える GAP(cGAP)、すなわち、1 つの GAP(ラベル)に指示された通常許される

大の投与率と 短の PHI に従い農薬が投与された結果として予想される 大の残留

濃度を代表する作物残留試験の結果に基づき推定される。このことは、 も高い濃度の

残留を与えると予想される、国内的に勧告され、オーソライズされ、登録された農薬の

使用方法に従った作物残留試験の結果だけが 大残留濃度の推定には含まれることを

意味する。すなわち 1 国当たり cGAP は 1 つだけ、そして様々な国の cGAP のうちの 1

つだけが、 大残留濃度推定のためのデータの選択では使用されることを意味する。

大残留濃度を推定するために選択された残留濃度の独立性を確かなものにするため、1

つの試験が複数の区画(plot)で併行して実施された場合には、試験の実施された地区

(site)あたり唯一 1 つの圃場(field)で行われた試験の結果のみが通常選択される。 

 暴露量の問題が特定されている場合には、cGAP の代わりとなる GAP の評価が焦点

となる。そのような場合においては、残留データが許容するのであれば、代わりの国内

GAP が考慮され、その GAP を支持する残留データのセットが急性毒性への懸念に繋が

らない 大残留濃度の推定に使用される。 

 同様の残留パターンを示すことが明らかにされているあるグループに含まれる農産

品を網羅するために、 大残留濃度の推定値は外挿に基づくかもしれない。1 つの農薬
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と農産品との組合せに対するデータセットの評価に使用される原則が、1 つの農産品グ

ループ内での評価に適用されるかもしれない。例えば、1 つの農産品について得られた

大残留濃度データに基づくあるグループの 大残留濃度の推定のために、“1つのGAP

の原則”が適用されるかもしれない。 

 ここに概要を述べている一般原則によって網羅することのできない状況があるかも

しれない。そのような場合には、case-by-case の考慮が必要となり、利用可能な全ての

情報と以前の経験に基づく専門的な判断が必要となる。 

 少数の残留データしか利用できない場合には、 大残留濃度の推定において、以下を

考慮する。 

・作物残留試験により得られた利用可能なデータセットにおける 大値と中央値。 

・ラベルにある率以外の率で投与された結果としての残留濃度。(例えば、ラベルにあ

る 大の率で投与しても検出される残留がないことを支持するために 2 倍の率で投与

されたサンプルにおける LOQ 未満の残留濃度の使用、あるいは PHI に規定されたより

も長い間隔を置いて採取したサンプルから得られた 大の残留濃度の使用。) 

・作物残留試験によって得られる残留データの典型的な分布に関する経験。 

・代謝試験から得られた残留物の挙動に関する知見。例えば、表面への残留か否か、葉

から種子あるいは根に転流するかなど。 

・比較可能な作物について実施された作物残留試験から得た知見。 

 

8.7 個別農産品を対象とした 大残留濃度の推定における特定の考慮 

8.7.1 果実類並びに野菜類 

 果実類並びに野菜類を対象とした 大残留濃度の推定において、これまでに述べた一

般的な考慮事項の全てが適用される。果実類並びに野菜類に対する農薬の投与は、植物

の生育過程のどのような段階でも、また播種の前後の土壌に対しても行われる可能性が

あり、残留濃度は処理の方法に高く依存する。 

 PHI は通常、GAP の重要な要素の 1 つであり、残留濃度に大きな影響を与える。果実

類並びに野菜類にとって、収穫に近い時期での葉面投与は特に重要である。 

 果皮と果肉の重量がわかっているならば、果実全体としての残留濃度は、場合によっ

ては果皮と果肉別に得られた残留データから得られるかもしれない。 

 

8.7.2 穀粒並びに種子 

 穀粒あるいは種子に対する残留基準値は、農産品の全体に適用される。ある種の穀粒

と種子は殻(husk)付きであり、また別の穀粒と種子は殻無しであるため、農産品がどの

ような形状であるかを区別できることと、codex 分類に従って生鮮と加工された農産品

を記述することが重要となる。時折、精米の残留データが提出されることがある。農産

品がどのように分類されるかによって、残留濃度は通常大きく異なる。 大残留濃度の
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推定は、国際的に取引される可能性のある状態の農産品における残留に基づくべきであ

る。穀粒と種子が粉砕されている場合、それらは加工農産品に属する。 

 

8.7.3 フォレージ並びにフォダー 

 農薬は、家畜飼料となるフォレージやフォダー用の作物の生産にも必要であり、その

結果として、フォレージやフォダーでの残留も予想される。作物の水気が多い段階はフ

ォレージとして知られ、多くの場合生えている状態のまま家畜が直接食べるか、刈り取

ってすぐに家畜に与えられる。トウモロコシのフォレージやアルファルファのフォレー

ジ、マメ科作物のツタが例として挙げられる。作物の乾燥したあるいは水分含量が低く

なった段階はヘイ、藁、あるいはフォダーとして知られ、商取引用の農産品として容易

に貯蔵や輸送される。 

 Codex MRL が必要となる国際的に取引される農産品ではないため、JMPR はフォレー

ジに対する MRL を勧告しない。しかし、フォレージにおける残留データは評価され、

家畜への暴露量を推定に用いられる。 

 主要な作物への勧告がない場合、家畜用飼料や加工された農産品に対する勧告もされ

ないだろう。 

 国際的に取引される乾燥した飼料用農産品に対する 大残留濃度は乾燥重量として

表現・勧告される。 

 

8.8 主要でない作物への残留データの外挿 

 主要作物やあるグループにおける 大残留濃度を推定するために適切と考えられた

データは、一般に、主要でない作物を含むグループの全体に対する 大残留濃度を推定

するために十分であると考えられる。 

 しかし、適切な情報があれば、1 つもしくはそれ以上の主要作物から主要でない作物

への外挿への判断は、case-by-case で検討される。適切な情報には、対応する作物に対

する GAP の情報、元となる 大残留濃度を支持するために使われた残留データへの参

照、そして外挿に対する論理的な説明が含まれる。 

 主要でない作物への外挿を支持するために提出されるデータには、以下の情報が含ま

れていなければならない。 

 ・以下に関する背景となる情報：その作物を主要ではないとする理由、病害虫

 管理の観点から農薬を使用することの重要性、農薬の使用の程度、そして国際

 的な取引における問題あるいは可能性のある問題の特徴。 

 ・以下に関する記述：主要作物の生産における慣習的な実施内容、主要作物に

 ついて承認あるいは登録された農薬の使用方法。 

 ・以下に関する記述：主要でない作物の生産における慣習的な実施内容、ラベ

 ルを含む承認あるいは登録された農薬の主要でない作物に対する使用方法、主
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 要作物での残留濃度と同様の残留が主要でない作物で起こると予想することの

 理由。 

 ・ 大残留濃度の推定が可能な、主要作物に対し実施された作物残留試験の結

 果あるいは、その結果がすでに評価済みである場合には、それへの参照。 

 

 利用できる場合には、下記の補足情報をデータの提出に含めるべきである。 

 ・主要でない作物を対象に行われた承認あるいは登録された使用方法による作

 物残留試験から得られたデータ。 

 ・農薬がすでに使用されていると知られている場合には、典型的な商業栽培条

 件下で生産された主要でない作物のモニタリングデータ。 

 

8.9 作物残留試験により得られたデータに基づく、植物性農産品を対象とした

大残留濃度推定のための統計学的方法 (OECD MRL calculator による計算) 

 いくつかの規制当局は、 大残留濃度のハーモナイズされた推定を促進するために、

すなわち同一の残留データセットであれば評価者が異なっていても同一の 大残留濃

度の推定値が得られることを目的として、統計学に基づく計算方法を使用している。適

切かつ妥当性の確認された統計学的方法の適用が、 大残留濃度推定の透明性を向上さ

せ、結果的に国際的に幅広く受け入れられることにつながるだろうと、示唆されている。 

 OECD MRL calculator*は、上記の目的を達成するために開発され、JMPR における

大残留濃度の推定においても使用されている。1)潜在的な残留濃度分布の 95%タイルを

反映し、そのことによって、GAP に従って農薬を使用し生産された農産品が規格に不

適合になる機会が減少することになる、 大残留濃度を推定するためのツールの提供、

2)同一のデータであれば、異なる専門家や国によって検討されたとしても、ハーモナイ

ズされた 大残留濃度が推定されるメカニズムの提供を、OECD MRL calculator は目指

している。 

*OECD MRL Calculator: User Guide Series on Pesticides No 56, 2011. 

 

 LOQ 以上の値を含むデータセット(not fully censored datasets)に対しては、3 つの計算

結果の 大の値が、残留基準値案としてさらなる検討に進められる。 

 ・残留基準値案が常に 大残留濃度以上の濃度となることを保証するため、

 高の残留濃度(HR)が“フロア値”として使用される。 

 ・データセットの算術平均と標準偏差の値が計算される; “算術平均に標準偏差

 の 4 倍の値を加算した値”が、基礎提案値として評価される (Mean + 4 x SD 法

 と呼ぶ) 

 ・“3 x Mean x CF”法における CF は、補正因子(correction factor)であり、 大

 残留濃度推定のために選択されたデータセットにおける残留濃度の分布にあわ
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 せ、データセットの相対標準偏差が 低 0.5 になることを保証する。 

   残留濃度の全てが LOQ の値を下回った場合には、LOQ の も高い値を 大残    

   留濃度の推定値とする。 

 

 作物残留試験において 1 つの区画から 2 つの複製サンプルが採取されている場合に

は、残留濃度の平均値をスプレッドシートに入力する。計算された 大残留濃度が、2

つの複製サンプルの分析値のいずれかの値よりも低い場合には、 大残留濃度推定のた

めに選択されたデータセットにおける残留濃度の分布を考慮に加え、推奨する残留基準

値案が調整されるべきである。 

 データセットが 3～7 個の残留濃度の値で構成されている場合、OECD MRL 

calculator によって“データセットが小さいため、 大残留濃度の推定値の不確かさが

大きい；High uncertainty of MRL estimate due to [small dataset]”というメッセージ

が表示される。これは、そのようなデータセットに対して計算されるどのような統計量

にも無視することのできないレベルの不確かさが付随していることへの注意を OECD 

MRL calculator の使用者に対し促すためである。8 個の残留濃度で構成されたデータ

セットに対する、推定される失敗の率(すなわち、 大残留濃度が残留濃度分布の 95%

タイルを下回る確率)は、約 25%に達する。残留濃度分布の 95%タイル値を過小でも過

剰でもなく 適に推定するためには、理想的には 15～20 個の妥当な残留濃度の値が必

要となる。 

 OECD MRL calculator の使用に関する詳細と、それに採用されている統計学的な原則

は、OECD MRL Calculator User Guide(別添 3)と OECD MRL Calculator Statistical White 

Paper(別添 4)に記述されている。 

 

9. その他 

9.1 GAP 情報の比較の詳細 

 GAP の情報は、農薬の 大残留濃度を推定するための基礎となる。GAP の情報は、

大の残留濃度を導く農薬の使用に関するシナリオを特定するために使用する。(その

ような GAP はクリティカル GAP; cGAP あるいは 大 GAP と呼ばれる。) 

 登録あるいは承認された GAP は、国と国との間で大きく変わるだろうし、特に気候

の大きく異なる地域間では、使用方法がしばしば大きく異なる。生育条件と作物のタイ

プは、農薬の使用方法が大きく異なる原因になる。GAP の定義に従い、農薬は残留濃度

が実行可能な限り 小となるように使われるべきである。実行可能な 小量を超える残

留濃度は、不必要に高い投与率あるいは、不必要に短い PHI の結果であり、GAP のコ

ンセプトに反している。  

 検討されている現在の GAP 情報が提供されていなければならない。cGAP は、同一

の国における同一の作物に対する同一の農薬の 大投与率、 も短い PHI を含む現在
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登録されている使用のセットであり、作物残留試験における農薬の使用方法はこの

cGAP を反映したものでなければならない。GAP 情報は、標準化された様式に従い、系

統的に示されなければならない。GAP 情報が様式に従い示されることで、作物残留試

験条件との比較を容易にする。 

 GAP 情報の要約は、提出されたデータを評価する上での補助となり、認証されたラ

ベルに加えて提供されるべきものである。GAP 情報の要約に加えて、認証されたオリ

ジナルラベルの複製も提出されるべきであることを強調しておく。 

 GAP 情報の要約には、ラベルに依って特定されていない、いかなる使用情報も含め

てはいけない。(例えば kg ai/ha とのみ特定されている場合に、kg ai/hL という使用情報

を含めてはいけない。特定の生育段階での投与が認められているからといって、PHI を

計算してはいけない。特定されている間隔と PHI から投与回数を計算してはいけない。)  

 Codex 分類に示された農産品グループの農産品を代表していない限り、葉菜類や果物

といったグループに含まれている作物は、個別に明記すべきである。妥当なラベルが提

供されないならば、その化合物の特定の使用について評価することはできない。 

 現在の GAP を反映したラベルは「提案される」ラベルとは明確に区別されるべきで

ある。さらに、GAP の要約、作物残留試験との相互比較を容易にするラベルのインデッ

クス化が評価をしやすくする。 

 農薬の使用方法は、データの提出者によって、以下 2 つの観点から要約されていなけ

ればならない。観点 1：生物学的な効き目。観点 2：剤型及び投与方法。生物学的な効

き目については、管理する主要な害虫や病気をリスト化することあるいは表にまとめる

ことによって示すことができるだろう。表によってまとめる場合、その表には作物、管

理する害虫、農薬の投与に関する情報が必要になるだろう時期の作物の成長段階を含め

なければならない。表 6 に一例を挙げる。 

 

表 6 農薬の効能に関する情報の一例 

 

 

 剤型、投与方法、農薬有効成分の一回当たりの投与量の割合を表にまとめる。GAP に

従った使用として妥当な、特定の情報(害虫に応じた投与量、繰り返し投与する場合の

特定の 長間隔、成長期を通じて投与される有効成分の総量、灌水処理あるいは空中処

理における制限)は、注記する。表 7 に一例を挙げる。 

 

 

作物 管理する害虫/病気 投与のタイミング

バナナ アブラムシ、穿孔虫、ゾウムシ、線虫 年に2-4回
ワタ 土壌の害虫、ハリガネムシ 植え付け時に畦の溝に処理
ジャガイモ black maize beetle、ハリガネムシ 植え付け時に畦の溝に処理

サトウキビ
線虫、pink spittlebug、サトウキビアワフキムシ、West
Indian canefly、コガネムシの幼虫、ハリガネムシ

植え付け時あるいは追肥時に、畦の溝に処理。PHIは4ヶ月
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表 7 GAP 情報比較の一例 

 
 

9.2 分析における注意点 

9.2.1 分析における残留農薬の抽出効率への注意と検証 

 データがある場合には、分析法で使用されるサンプルからの抽出の効率を、代謝試験

により得られるサンプル中の残留成分における放射能測定結果と比較する。 

 抽出効率は分析法開発の鍵となる要素であり、通常使用される溶媒と条件(温度、pH、

時間)に対してデータが提出されるべきである。乏しい抽出効率は分析法バイアスの主

たる要因となるため、抽出効率は、分析結果の確からしさに重大な影響を及ぼしかねな

い。しかし、分析前の短時間に添加したサンプルを用いて実施される従来の回収検証で

は確認することができない。残留の定義に含まれる全ての残留物が効率よく抽出されて

いることの厳密な妥当性確認は、サンプルへの通常の残留の仕方を反映して含まれるに

至った分析対象を含むサンプルを用いてしか実施することができない。一般に代謝試験

がそれに当たる。代謝試験では、放射性標識された分析対象の平均値によって抽出の効

率を求めることができる。 

 植物並びに動物に由来する食品における結合した外因性化学物質の残留物に対する

IUPAC の報告書では、“残留物分析法において用いられる抽出の手順は、放射性標識さ

れた化学物質が、ラベルあるいは GAP に沿った方法で投与された試験において得られ

たサンプルを用いて妥当性確認されるべき”と推奨されている。 

 理想的には、代謝あるいは転作試験により得られる農産品が、規制のための分析法並

びに作物残留試験や転作試験に用いられる分析法の抽出効率を決めるために確保され

るべきである。なぜその作物を選択したかの正当性の根拠は、試験報告書に含まれるべ

きである。対象となる分析法の抽出手順を、確保された農産品に適用すれば、放射化学

的な手順(燃焼分析や液体シンチレーションカウンティング、放射能検出器を使用した

クロマト解析)によって、抽出効率を容易に決定することができる。抽出効率は、分析対

象となる可能性のある全てではないかもしれないが大部分の物質を取り除くために計

画された厳密な抽出手順によって農産品が操作される代謝試験から得られる、抽出され

た相対的な量に対して比較することができる。この比較は、放射性物質による妥当性確

認(radio-validation)として知られ、可能であれば全ての分析法に含まれる抽出スキームに

対して実施されるべきである。Radio-validation の代わりとして、アセトン+水、酢酸エ

方法 率 kg ai/ha 濃度 kg ai/hL 回数 間隔 PHI, 日

大麦 A 1.5 21
マメ類 B WP 800 g/kg 葉面散布 0.6-1.5 0.1-0.25 3-4 7
マメ類 C WP 800 g/kg 葉面散布 0.13 1-2 7
マメ類(鞘付) D WP 800 g/kg 葉面散布 1.6 0.16 21
アブラナ科野菜 E WP 800 g/kg 葉面散布 0.35-0.40 10

レタス A WP 800 g/kg 葉面散布 0.64 21-41
レタス F WP 800 g/kg 葉面散布 2 1週間ごと 11

作物 国
投与

剤型
散布
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チル、アセトニトリルといった頻繁に使われる抽出溶媒を含む抽出効率の比較試験を、

残留の定義に含まれると予想される化合物を対象に、作物残留試験によって得られたサ

ンプルに対して実施することが可能である。対応する規制のための分析法に使用される

溶媒の抽出効率に関する情報が提供されるべきである。 

 新たな分析法開発において使用することのできる、代謝試験によって得られたサンプ

ルが既に無くなってしまっている場合には、2 つの溶媒系の“橋渡し”をすることが可能

である。第一段階目の検討として、例えば作物残留試験で得られた実際にサンプルに含

まれている残留物を、代謝試験で採用された条件と同じ条件で溶媒により抽出する。つ

いで第二段階目の検討として、同じ残留物を検討しようとしている条件で溶媒により抽

出する。これら 2 つの検討により得られた分析結果の直接比較によって、検討しようと

した条件での抽出能力に関する情報を得ることができる。 

 抽出効率に関する検証は、代謝試験もしくは分析法開発検討いずれの一部でもあり得

る。どんな場合にも、(登録前また登録後に必要となる)両方の分析法の開発にとって必

要となるため、検証結果が分析法の妥当性確認において引用されるべきである。 

 

9.2.2 保管された分析用サンプル中での農薬残留物の安定性への注意と検証 

 家畜給餌試験、食品加工試験、作物残留試験で得られた残留のあるサンプルを、分析

の前に一年やそれ以上の期間、凍結条件下で保存することが日常的に行われる。そのよ

うな状況下では、保管されたサンプル中での残留物が、新鮮なサンプル中と根本的に同

一であることを確かなものとするために、冷凍保存安定性試験が必要になる。分析前の

保存期間中に、もし残留物の 30%以上が失われているとしたら、同様の期間保存したサ

ンプルから得られた残留物のデータは妥当とは言えなくなるかもしれない。 

 作物残留試験データの妥当性の判断を補助するために、保存安定性試験の結果と条件

を、作物残留試験で採用された分析サンプルの保管の期間と条件と比較しなければなら

ない。 

 保存安定性試験の期間中、以下のことに注意すべきである。 

・試験計画 (期間中、サンプルを分析する間隔、サンプル(分析)の複製、操作回収試験

の数) 

・保存容器 (大きさ、材質、密閉の程度) 

・試験されるサンプルの特徴 (農産品の種類、細切されているか否か。均質化されてい

るか否か) 

・残留物の特徴 (単一の化合物か、複数の化合物の混合物か) 

・自然の残留物か、添加した残留物か (添加の濃度はどのくらいか) 

・操作回収(量若しくは率)と操作回収の変動 

・保管の温度 (設定温度と実際の温度の記録) 

 操作回収(保管しておいたサンプルを分析するのと同じタイミングで添加サンプルを
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分析する)は、そのときに行われる一連の分析の妥当性を判断するために使用すべきで

ある。保管サンプルの分析結果を操作回収(率)によって補正すべきではない。 

 保存安定性試験では、“%回収”の用語が、“%分析あるいは操作による回収”や“%保存

後の残存”の意味合いで用いられることがある。混乱を避けるため、JMPR の評価書で

は、残存する濃度あるいは、保管サンプルの保管期間後に残存した%、そして操作回収

試験により得られた操作回収％を報告している。 

 多くの場合、残留データをざっと見ただけでも試験された期間中残留物が安定であっ

たか否かは分かる。しかし、データがかけ離れていたり、安定性の程度が中程度であっ

たりとそれほど明確な結果ではない場合には、さらにデータ解析をして確証を得る。 

 一次減衰が想定されるのであれば、 ln(残留濃度)を時間に対してプロットすれば半減

期が分かる。 

半減期=ln(0.5)/傾き 

 

残留物の 30%の消失にかかる保存期間=0.51 x 半減期 (おおむね 0.5 x 半減期) 

  

 この期間を超えて保管されたサンプルの妥当性は疑うべきである。 

 理想的には、代謝試験において得たサンプルまた、残留物分析のためのサンプルは、

-18℃以下で保存すべきである。それ以外の温度で保存する場合には記録を残し、正当

な理由を示す必要がある。サンプルを冷やして保存したとしても、残留物の分解や消失

にはたくさんのルートが考えられるので、保存安定性試験が要求される。 

 残留物試験の多くの場合、分析に先立つある期間、サンプルは保管される。この保管

期間に、残留の定義に含まれる農薬の残留物とそれらの代謝物は、揮発や酵素による分

解などによって減衰する可能性がある。そのため、サンプルが分析される時に、サンプ

ルが集められた時と残留の程度が同一であることの確証を得るために、保存による残留

の程度への影響を評価するための管理試験が必要となる。保存安定性試験は、分析され

るサンプルが凍結保存される間、農薬の残留物が安定であることを示すためあるいは、

保存期間中の残留物の減衰の程度を示すために行われる。 

 保存安定性試験は、保存されたサンプル中での残留物の安定性を明確に決定できるよ

うに計画されなければならない。分析法が“総残留量“を求めるような場合、保存安定性

試験では、総残留量だけではなく、残留の定義に含まれる可能性のある全ての化合物の

個別分析を含まなければならない。 

 通常、サンプルは、サンプリング後 24 時間以内に凍結すべきである。しかし、これ

に当たらない場合、保存安定性試験の計画において、周辺と同じ温度あるいは冷蔵で保

存される期間について考慮しなければならない。 

 保存安定性試験の対象とする農産品の状態、例えば均質化された状態、粗切りされた

状態、農産品の全体のままといった状態、抽出された状態は、対応する作物残留試験に
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おけるサンプルの状態と可能な限り同一にすることが望ましい。場合に依っては、1 つ

以上の状態のサンプルを、保存安定性試験で用いることが必要になるかもしれない。例

えば、作物残留試験において、サンプルが均質化された状態で数ヶ月保存された後、抽

出され、抽出された状態で分析前の数週間保存されるのだとしたら、そのような保存の

され方を反映した保存安定性試験が必要となる。 

 残留物が安定だと考えられる場合、サンプル採取の間隔として、0、1、3、6、12 ヶ

月が採用されるべきである。また作物残留試験におけるサンプルが、2 年を超えるよう

な長期間にわたって保存されるのであれば、保存安定性試験におけるサンプル採取の間

隔もそれに応じて延長する。対照的に、残留物が比較的急速に減衰することが疑われる

のであれば、サンプル採取の間隔として、0、2、4、8、16 週間が採用されるだろう。

それまでに安定性に関する知見が得られていない場合には、上記間隔を組合せてサンプ

ルを採取する。 

 残留の定義に含まれる全ての化合物を、各サンプル採取のタイミングにおいて、全て

の作物について 2 つのサンプル(duplicate sample)を準備し分析することが要求される。

しかし、20%を超えるような顕著な違いが同時に採取された duplicate sample の分析

結果に観察された場合には判断し、その時点におけるサンプルをさらに追加で採取し得

られた結果を考慮する。 

 実際に残留のあるサンプルが保存安定性試験で使用される場合には、残留の定義に含

まれる全ての化合物がサンプルに含まれていることや、それら化合物濃度が減衰を観察

するのに十分なレベルであることを確かめておく。この場合大事なことは、まず採取直

後の新鮮な状態のサンプルを分析し、その後の適切な間隔をおいて保存安定性のための

分析を行うことである。凍結保存された、新鮮でない実際に残留のあるサンプルでは、

既に残留物が分解し、濃度が安定な状態に達してしまっているかも知れず、新鮮なサン

プルを保存した場合の安定性を反映した結果が得られないかもしれない。 

 農薬を投与していない農産品に、試験室において被験物質が添加される場合、農薬の

有効成分と(または)特定されている適切な代謝物が添加されるのが一般である。残留の

定義に 1 つ以上の化合物が含まれている場合には、個々の化合物の安定性を示せるよう

に試験を計画する必要がある。ある化合物が別の化合物に変換されるようなことがあっ

ても、その事実を観察することができなくなるため、結果的に混合添加溶液の使用は推

奨されない。そのため、保存安定性試験は、個々の農産品について、残留の定義に含ま

れる個々の化合物を添加し、独立したサンプルについて実施しなければならない。 

 保存条件下での残留物の安定性を適切に決定するために、保存安定性試験で使用する

サンプルには分析法の定量下限の 10 倍(10 x LOQ)の濃度で個々の分析対象物を添加し

なければならない。この方法を用いる場合、回収(量若しくは率)の変動が大きいと、残

留物の安定性の決定の妨げになる。添加の方法は、分析法の妥当性確認、例えば回収デ

ータの取得に使用するサンプルへの添加の方法と同一にすべきである。そのようにする
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ことができない場合には、データの実用性に関する完全な理由付け、あるいは正当化の

根拠が提出されるべきである。作物残留試験で得られた農産品に検出可能な残留物が含

まれていない場合、あるいは、残留レベルが分析法の LOQ に近接している場合、実際

に残留のあるサンプルではなく、添加した管理用農産品を保存安定性試験では採用すべ

きである。 

 家畜由来の農産品に残留基準値の設定が必要な場合には、家畜の組織、ミルクや卵中

での保存安定性試験を実施すべきである。 

 作物由来の農産品を含む試験の場合には、特定の農産品のカテゴリーに含まれる農産

品間の外挿(extrapolation)の原則が支持される。農産品のカテゴリーを以下に示す。 

 

・水分含量の高い農産品 

・酸の含量が高い農産品 

・油脂(油)の含量が高い農産品 

・タンパク質の含量が高い農産品 

・デンプンの含量が高い農産品 

  

 試験された全ての農産品において、残留物の安定性が高いことが示されているならば、

5つの農産品のカテゴリーのそれぞれから 1つの農産品を選んで試験することを受け入

れることができる。そのような場合においては、同一の保存条件と保存期間であれば、

他の全ての農産品において残留物は安定であると仮定すべきである。 

 残留基準値の設定が 5 つの農産品のカテゴリーのうち、唯一 1 つのカテゴリーにつ

いてのみ検討されているのであれば、そのカテゴリーに含まれる 2～3 種類の農産品に

おける安定性が検証されるべきである。分析対象の安定性が確認されたならば、そのカ

テゴリーに含まれるその他の作物を用いたさらなる試験は不要である。 

 5 つの農産品のカテゴリーを通じて、残留物の減衰が観察されなかった場合には、加

工食品を対象とした特別な保存安定性のデータは必要とされないだろう。しかし、ある

一定期間保存した後の不安定性が示されたならば、いかなる農産品(RAC もしくは加工

された農産品)も、安定であることが示されている期間中に分析されるべきである。 

 採取、調製、保存を通じて、サンプルの一貫性が保たれているかを検証しなければな

らない。検証条件は、作物残留試験によって得られたサンプルの取扱やその条件を反映

していなければならない。サンプルからの抽出物が分析の前に 24 時間以上保管される

のであれば、残留物の安定性は、同様の条件下で実施される回収試験によって示されな

ければならない。 

 無傷のサンプルにおける残留物の濃度が、そのサンプルが均質化される(つぶす、細

切する、挽く)過程において顕著に変化する可能性もある。抽出前の短時間に、均質化さ

れた分析サンプルに規定量の標準品を添加することによって行われる、通常の添加試験
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の観察結果から、つねに残留物の分解や揮散が観察できるとは限らない。相当な量の被

験物質が均質化の過程において消失していたとしても、受け入れ可能な回収が得られる

こともあるだろう。安定な化合物と安定性の分かっている他の幾つかの化合物を含む被

験物質の混合液を投与した果物や野菜を用いて実施された系統的な試験により、凍結サ

ンプルを凍結した状態のまま均質化することによって、残留物の分解を相当な割合で減

少あるいは完全におきないようにすることができることが明らかにされている。 

 サンプルを調製し保管する間の残留物の安定性に関する詳細な報告が提出されるべ

きである。 

 作物残留試験により得られたサンプルが、凍結した状態で保存され 30 日以内に分析

されるのであれば、残留物が揮発しないあるいは不安定でないことを示す物理的なまた

化学的な特性データ等の提供により正当化されることを条件に、保存安定性試験を実施

しないことが認められる。 
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本文書の記載と参照した FAO manual の項目との関係 

 

 

 

本文書 FAO manual (thrid edition)
3.1.2対象農薬に関する情報 CHAPTER 3 3.2

3.1.3農薬の使用に関する情報 CHAPTER 3 3.5

3.2.1 代謝試験 CHAPTER 3 3.3

①植物代謝試験 CHAPTER 3 3.3.1

②家畜代謝試験 CHAPTER 3 3.3.3

3.2.2その他の試験(転作試験、環境動態試験)

①転作試験 CHAPTER 3 3.3.2

②環境動態試験 CHAPTER 3 3.3.4
4. 残留の定義 CHAPTER4

4.1 一般原則 CHAPTER4 4.1.1

4.2 規制のための残留の定義の原則 CHAPTER4 4.1.3

5. サンプリング CHAPTER3 3.6.2

6. 分析 CHAPTER3 3.6.2

6.1 作物残留試験において得られる分析値の品質への要求 CHAPTER3 3.6

6.2 分析法の性能に関する一般的な要求 CHAPTER3 3.4.1
6.3.1 複数のデータが1件の作物残留試験の結果として提出された場合のデータ特性に応じ

た取り扱い
CHAPTER5 5.2.6

6.3.2 定量下限値未満での残留 CHAPTER5 5.4.2

6.3.3 分析値の丸め CHAPTER5 5.4.3

7.1 作物残留試験条件の比較 CHAPTER5 5.2

7.1.1一般原則 CHAPTER5 5.2.1

7.1.2 投与率 CHAPTER5 5.2.2

7.1.3 収穫前期間(PHI) CHAPTER5 5.2.3

7.1.4 投与回数 CHAPTER5 5.2.4

7.1.5 剤型 CHAPTER5 5.2.5

7.1.6 作物残留試験データを解釈するための一覧表 CHAPTER5 5.2.6

7.2 作物残留試験の独立性の確認 CHAPTER5 5.3

8.1 作物残留試験の結果得られる残留濃度 CHAPTER3 3.6

8.2 作物残留試験の計画と実行 CHAPTER3 3.6.1 

8.3 作物残留試験の例数 CHAPTER3 3.6.1.1
8.4 植物性農産品を対象としたグループ最大残留濃度、STMRとHRの値の推定 CHAPTER5 5.5.1

8.5 異なる地域で実施された作物残留試験から得られた残留データの統合 CHAPTER5 5.5.2

8.6 植物性農産品における最大残留濃度の推定 CHAPTER5 5.6

8.6.1 最大残留濃度の推定で考慮される情報 CHAPTER5 5.6.1

8.6.2 最大残留濃度を推定するための残留データ選択の原則 CHAPTER5 5.6.2

8.7 個別農産品を対象とした最大残留濃度の推定における特定の考慮 CHAPTER5 5.7

8.7.1 果実類並びに野菜類 CHAPTER5 5.7.1

8.7.2 穀類並びに種子 CHAPTER5 5.7.2

8.7.3 フォレージ並びにフォダー CHAPTER5 5.7.3

8.8 主要ではない作物への残留データの外挿 CHAPTER5 5.8
8.9 作物残留試験により得られたデータに基づく、植物性農産品を対象とした最大残

留濃度推定のための統計学的方法 (OECD MRL calculatorによる計算)
CHAPTER5 5.9

9.1 GAP情報の比較の詳細 CHAPTER3 3.5

9.2.1 分析における残留農薬の抽出効率への注意と検証 CHAPTER3 3.4.2

9.2.2 保管された分析用サンプル中での農薬残留物の安定性への注意と検証 CHAPTER3 3.4.3
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補足資料の参照元 

 

本文書 補足資料

補足資料1
農薬残留物の摂取量推定

FAO manual CHAPTER6

補足資料2
外因性の最大残留濃度

FAO manual CHAPTER5 5.11.2

補足資料3

農薬の最大残留基準値設定(最大残留濃度の推定)において比率性(Proportionality)

の考え方を適用するための原則と指針

Codex procedural manual Section
IV ANNEX C

補足資料4

主要でない作物(マイナー作物)に対する最大残留基準値の設定を促進するための指

針

補足資料5
作物を消費カテゴリーに割りあてるための方法論

Codex procedural manual Section
IV ANNEX D
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別添 1 

 
残留基準値が設定される食品の分類群及び分析のための 

サンプル調製のためのガイダンス 
 

(1～6 群/全 33 群) 

 

食品(一次農産品)の分類 Codex MRLが適用される部位(分析部位)

根菜及び塊茎野菜類は、多様な植物種がもち多くの場合地下にあ
り、肥大した固まりとしての根、茎、球茎、地下茎に由来するデンプ
ンに富んだ食品。全体を食べる。

テンサイ、ニンジン、セロリアック、パースニップ、ジャガイモ、ダイコ
ン、ルタバガ、サトウダイコン、サツマイモ、カブ、ヤムイモ

上部を除いた後の全体。必要であれば、土や付着物を除くため、冷え
た流水中で柔らかなブラシを用いて洗い、洗った後は清浄なティッシュ
ペーパーで余分な水分を軽く除いて乾かす。ニンジンの場合には､乾
かした後、外側の葉柄と根が繋がる部分の茎に対して最も下部で注
意深く切り離す。切り離す際に、環状の根の組織もハロークラウンルー
トから切り離されてしまった場合には、その部分を根と合一する。

鱗茎菜類は、ユリ科allium 属の鱗茎葉や成長した芽に由来する辛

みがあり、においの強い食品。紙状の外側の部分を除いて鱗茎の
全体を食べる。

付着した土を(例えば、流水中ですすぐあるいは乾いたもので優しくブ

ラッシングするなどして)除く。

ニンニク、リーキ、タマネギ、葉タマネギ
鱗茎、乾燥タマネギ、ニンニク：根と簡単に剥がすことのできる紙状の
外側の部分を除いた全体。リーキ、葉タマネギ：根と付着した土を除い
た全体。

葉菜類(4群の野菜を除く)は1群野菜の葉の部分を含む、食べること

のできる幅広い植物の葉に由来する食品。葉の全体を食べる。

ビーツの葉、コーンサラダ(ノジシャ)、エンダイブ、レタス、ダイコンの

葉、ホウレンソウ、サトウダイコンの葉、スイスチャード、コラード、
ケール、マスタードグリーン(カラシ菜)

明らかにしおれていたり傷んでいる葉を除いた全体。

アブラナ科(ケール)葉菜は、一般にそして植物学的にアブラナ科に

分類されケール野菜としても知られる植物の、葉や茎、未成熟な花
蕾に由来する食品である。全体を食べる。

ブロッコリー、芽キャベツ、キャベツ、ハクサイ、赤キャベツ、サボイ、
カリフラワー、コールラビ

明らかにしおれていたり傷んでいる葉を除いた全体。カリフラワーとブ
ロッコリーでは、葉を除いた花蕾と茎(未成熟な花序のみ)。芽キャベツ

では、ボタン(芽キャベツそのもの)のみ。

5群：茎野菜

茎野菜は、多様な植物の食べることが可能な茎あるいは芽に由来
する食品

アーティチョーク、セロリ、チコリ、ルバーブ

明らかにしおれていたり傷んでいる葉を除いた全体。ルバーブとアス
パラガスは茎のみ。セロリとアスパラガスでは、土を除く(例えば、乾い

たものでやさしくブラッシングしながら流水中で洗うなどして。)

6群：マメ科野菜

マメ科野菜(legume vegetables)は、乾燥したあるいは水気の多い種

子と未成熟な鞘あるいは一般にbeanやpeaとして知られるマメ科の

植物に由来する食品である。水気のあるものは、鞘のままあるいは
鞘を除いて消費される。乾いたもの(完熟したもの)(pulses)は鞘の付

いていない豆として消費される。

豆(bean;インゲンマメ)、ソラマメ、カウピー(ササゲ)、dwarf bean、

french bean、green bean(サヤインゲン)、(kidney bean)インゲンマメ、

ライママメ、navy bean、runner bean、snap bean、ダイズ、エンドウマ

メ、sugar pea

全体。

1群：根菜及び塊茎野菜類

2群：鱗茎菜類

3群：葉菜類

4群：アブラナ科(ケールあるいはキャベツ)野菜
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(7～14 群/全 33 群) 

 

果菜類(皮を食べることができるもの)は、通常一年性のつる性ある

いは背の低い多くの植物の、未成熟あるいは成熟した果実に由来
する。果菜類の全体を食べる。

キウリ、ナス、ガーキン、オクラ、トウガラシ、サマースカッシュ、トマ
ト、マッシュルーム

茎を除いた全体。

果菜類(皮を食べることができないもの)は、通常一年性のつる性あ

るいは背の低い多くの植物の、未成熟あるいは成熟した果実に由
来する。可食部は皮(薄い皮:skin、外皮:husk)によって守られており、

消費の前に取り除かれ廃棄される。

カンタロープ、メロン、パンプキン、スクワッシュ、すいか、カボチャ 茎を除いた全体。

柑橘類は、Rutaceae 科の木になる、芳香の油に富んだ皮に包まれ、

球状で、内部には果汁で満ちた果肉をもつ。成長期を通じて、果実
に農薬が散布される。果肉はそのままあるいはジュースとして消費
される。果実全体として保存される。

オレンジ、レモン、マンダリン、ポメロ 全体。

仁果類は、バラ科(Rosaceae )のPyrus 属にあたる木の実。種を含む

薄い紙状の心皮からなる中心部分を、新鮮な組織が取り囲んでるの
が特徴。中心部分を除いた果実全体がそのままあるいはさらに加
工した後に消費される。

リンゴ、ヨウナシ、マルメロ 茎を除いた全体。

核果類は、バラ科(Rosaceae )のPrumus 属にあたる木の実。単一の

堅い殻に覆われた種を新鮮な果肉が取り囲んでるのが特徴。種を
除いた果実全体がそのままあるいは加工された後に消費される。

アプリコット、サクランボ、ネクタリン、モモ、プラム
種と茎を除いた後の全体。ただし、残留濃度は茎を除く全体に対して
表す。

小果類とベリー類は、表面積に対する重量割合が高いという特徴を
持つ様々な植物の果実。果実の全体またしばしば種を含んだまま、
そのままあるいはさらに加工した後に消費される。

ブラックベリー、ブルーベリー、ボイセンベリー、クランベリー、スグ
リ、ディユーベリー、グーズベリー、ブドウ、ローガンベリー、ラズベ
リー、イチゴ

へたと茎を除いた全体。スグリは茎ごと。

集果類(皮を食べることのできるもの)は、熱帯あるい亜熱帯地域の

木あるいは低木になる様々な植物の、未成熟なあるいは成熟した
果実。そのままあるいはさらに加工した後に消費される。

ナツメヤシ、イチジク、オリーブ
ナツメヤシやオリーブ、類似した堅い種子をもつ果実：種と茎を除いた
後の全体。ただし、残留濃度は茎を除く全体に対して表す。イチジク：
全体。

集果類(皮を食べることのできないもの)は、熱帯あるい亜熱帯地域

の木あるいは低木になる異なる植物の、未成熟なあるいは成熟した
果実。可食部が皮(skin, peel, husk)によって守られている。そのまま

あるいは加工された後に消費される。

アボガド、バナナ、グアバ、キウイ、マンゴー、パパイヤ、パッションフ
ルーツ、パイナップル

指定がなければ全体。パイナップル：冠を除いた後。アボガドやマン
ゴー、それらに類する堅い種のある果物：種を除いた全体。ただし残
留農薬濃度の計算には種を含む。バナナ：冠組織と茎除いた後。

7群果菜類(皮を食べることができるもの)

8群果菜類(皮を食べることができないもの)

9群柑橘類

10群仁果類

11群核果類

12群小果類とベリー類

13群 集果類 (皮を食べることのできるのもの)

14群 集果類 (皮を食べることができないもの)



77 
 

(15～21 群/全 33 群) 

 

 

 

 

 

食品(一次農産品)の分類 Codex MRLが適用される部位(分析部位)

穀粒は、第一にイネ科(Gramineae )に属する多様な植物によって生

産されるデンプンに富んだ種子に由来する食品。消費する前に皮
(husk)を除く。

オオムギ、トウモロコシ、オーツムギ、コメ、ライムギ、ソルガム、ス
イートコーン、コムギ

全体。新鮮なコーンとスイートコーン：皮(husk)を除いた穀粒とひげ

飼料用としてまた砂糖生産のために幅広く栽培される、多くがイネ
科に属する多様な植物の幹や茎。飼料用の茎や幹は、新鮮な飼料
(forage)やサイレージ(silage)、乾燥させたフォダー(fodder)やヘイ

(hay)として消費される。砂糖生産用の作物は加工される。

オオムギのfodderや藁。イネのfodder。トウモロコシのfodder。ソルガ

ムのfodder。
全体。

直接消費用あるいは搾油用に栽培されたマメ科植物から得られる
成熟した種子。

ラッカセイ 殻を除いた全体。

動物の飼料(forage)、grazing(放牧して食べさせる飼料)、フォダー、

ヘイ、あるいはサイレージ用の種子つきあるいは種子を除いたマメ
科の様々な種。新鮮な飼料あるいは乾燥させたフォダーあるいはヘ
イとして給餌される。

アルファルファのフォダー、インゲンマメのフォダー、クローバーの
フォダー、ピーナッツのフォダー、エンドウマメのフォダー、ダイズの
フォダー

全体。

油料種子を堅い非食用の殻が覆うことが特徴の、様々な樹木や低
木の種子。木の実の可食部は新鮮なまままたは乾燥させて、あるい
は加工された状態で消費される。

アーモンド、クリ、filbert(ハシバミの実；ヘーゼルナッツ)、マカデミア

ナッツ、ピーカンナッツ、クルミ
殻を除いた全体。クリ：皮(skin)の内側全て。

食用油を生産するために用いる、様々な植物の種子。重要な油料
種子の幾つかは、繊維や果実作物の副生産物。

綿の種子、亜麻の種子、菜種の種子、紅花の種子、ひまわりの種子 全体。

その多くが飲料やお菓子の生産に使用される熱帯性や亜熱帯性の
樹木や低木から採れる種子。熱帯性植物の種子は加工後に消費さ
れる。

ココアマメ、コーヒーマメ 全体。

17群　マメ科の油料種子類

18群　マメ科の動物用飼料

19群　木の実類

16群 幹と茎(stalk and stem)作物

15群 穀類

20群 油料種子類

21群 熱帯性植物の種子(tropical seeds)類
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(22～24 群/全 33 群) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品(一次農産品)の分類 Codex MRLが適用される部位(分析部位)

その他の食品の香り付けのために比較的少量が使用される様々な
種類の草本性植物の葉、茎、そして根。その他の食品の一部として
新鮮なままあるいは乾燥した状態で消費される。

ハーブ 全体。

その他の食品の香り付けのために比較的少量が使用される様々な
種類の植物から採れる香りの強い種、根、果実やベリー。その他の
食品としてほとんどが乾燥した状態で消費される。

スパイス 全体。

原則的にはCamellia sinensis  だが、数種類の植物の葉に由来す

る。元気になるための飲料(嗜好飲料？：stimulating beverage)として

消費するために煎じて使う。抽出物あるいは加工した製品が消費さ
れる。

茶 全体。

23群　スパイス類

24群　茶類

22群　ハーブ類
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(25～33 群/全 33 群) 

 

食品(一次農産品)の分類 Codex MRLが適用される部位(分析部位)

その全部が商用として流通するよう準備された枝肉から採られる、
付着した脂肪組織を含む筋肉組織。製品全体が消費される。

枝肉(と枝肉脂肪)、ウシの枝肉、ヒツジの枝肉、ウマの枝肉、ブタの

枝肉、羊ヒツジの枝肉

全体。(脂溶性農薬の場合には、枝肉脂肪が分析され、枝肉脂肪に対

してMRLsが適用される。)

動物の脂肪組織から溶かし出されたあるいは抽出された脂肪。製
品の全体が消費される。

ウシの脂肪、ブタの脂肪、ヒツジの脂肪 全体。

その全部が商用として流通するよう準備された、屠殺された動物か
ら得られる肉と動物性脂肪以外の食べることのできる組織や器官。
例：肝臓、腎臓、舌、心臓。製品全体が消費される。

ウシの肉副産物、ヤギの肉副産物、ブタの肉副産物、ヒツジの肉副
産物

全体。

通常家畜化された、搾乳用草食性反芻動物の乳房からの分泌物。
全体が消費される。

乳 全体。

乳から溶かし出されたあるいは抽出された脂肪。

乳脂肪 全体。

その全部が商用として流通するよう準備された、家禽の枝肉から得
られる付着した脂肪や皮を含む筋肉組織。全体が消費される。

家禽類の肉
全体。(脂溶性農薬の場合には、枝肉脂肪が分析され、枝肉脂肪に対

してMRLsが適用される。)

家禽の脂肪組織から溶かし出されたあるいは抽出された脂肪。全
体が消費される。

家禽類の脂肪 全体。

屠殺された家禽から得られる肉と脂肪を除いた食べることのできる
組織と器官。

家禽類の副産物 全体。

鳥類が繰り返し生むもののうち、食べることのできる新鮮な部分。殻
を除いたあとの卵白と卵黄を含む食べることのできる部分。

卵 殻を除いた後、卵白と卵黄を合わせる。

33群　卵

27群　肉類副産物

28群　乳類

29群　乳類の脂肪

30群　家禽類の肉類

31群　家禽類の脂肪

32群　家禽類の肉類副産物

25群　肉類

26群　動物性脂肪
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別添 2 

 

作物残留試験においての使用が推奨されるサンプリング方法 

 

1. 一般推奨事項 

 試験下における農薬残留物の挙動に関する 良の情報は、その試験区画の全ての生

産物を分析して得られる。しかし、そのようなことは実際的ではない。そのため、代

表サンプルを採取しなければならない。労力を費やしてサンプルを採取するからに

は、サンプリングの詳細について相当の注意を払うことが必須である。妥当な分析結

果は、サンプルが適切に採取、輸送され、分析までの間適切に保存されて始めて得ら

れる。 

 サンプルを採取する地点とサンプリング方法を選択する際には、試験区画の全体を

カバーする残留の分布に影響する全ての要素を検討しなければならない。どのような

試験区画であっても、 良のサンプリングへの取り組みは、要求される残留データの

重要性と有用性を認識できる能力を持ち、結果を解釈することのできる十分に訓練さ

れた人物によってのみ決めることができる。 

 サンプルは、そこから得られる分析結果を試験単位の全体に適用できる、代表性を

有していなければならない。ある試験区画からより多くの数の植物体が採取されるこ

とで、そのサンプルはより代表的なものになるだろう。しかし、大きなサンプルを取

り扱うことに関連した経済的なまた実際的な問題が、サンプリングプログラムの規模

に影響する。示されたサンプルサイズ(サンプルの数)は、代表性のある妥当なサンプ

ルに必要な、経験的に示された 小の値である。サンプルサイズは通常、分析法によ

って規定されない。分析法は、時に、少量のサンプルに含まれる残留物の 小量を決

定する。 

 

サンプリング法 

 全般的に、その試験区画を代表するサンプルを調製するための部分(一次サンプル)

の選択は、以下の詳細に従うべきである。 

・無作為に選択する。例えば、乱数を使用する。 

・系統的に選択する。例えば、アルファベットの X や S になぞらえて試験区画の全体

から一次サンプルを採取する場合がある。 

・事前にサンプルを採取する位置が決められているような場合には、層別無作為サン

プリングに従い選択する。例えば、天蓋に覆われている部分とそうでない部分に実っ

た果実のサンプリングにおける選択が挙げられる。すなわち、層別化した果樹のそれ

ぞれの層には、直接農薬にスプレーされた果実と、葉に隠れて直接農薬がスプレーさ
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れなかった相対的に大部分を占める果実とがあるが、1 つの層からサンプルを採取す

る際には、そのように異なる果実が等確率で採取されるようにする。 

考慮すべきポイントは、 

・試験区画の始まりの地点あるいは 終の地点(農薬をスプレーする始まりの地点と

終の地点)からサンプルを採取することは避ける。 

・試験圃場では、必要な数あるいは量のサンプルの採取と袋詰めだけを行う。採取し

たサンプルからのサブサンプリングは、分析のための試験所等、外部からの残留農薬

による汚染等が疑われることのない場所で行う。 

・ヒトあるいは家畜によって消費される可能性のある作物の全ての部位をサンプルと

して採取する。 

・下記表に示された通常商業取引される農産品を構成する作物の部位をサンプルとし

て採取する。 

・適切な場合には、通常の GAP を反映した商業的な収穫の習慣も考慮する。 

 

サンプルの複製 

 通常は、1 試験区画当たり 1 サンプルで十分である。安全を理由に、追加のサンプ

ルが採取・保持されることがあるかもしれない。安全を理由にとは、輸送中のサンプ

ルの損失や損壊の可能性に対して保険をかけるということであり、作物残留試験への

投資を確実なものとし無駄にしないためのものである。 

 全工程(サンプリングから分析結果を得るまでの試験の全工程)を通じて、サンプル

の一貫性を保たなければならない。 

 

サンプルの取扱 

・サンプルを取扱、包装し、調製する間、農産品の外部(表面)に存在する残留物を除

いてしまわないよう注意する。 

・残留濃度に影響する可能性のあるサンプルへのいかなるダメージや劣化も避ける。 

・生鮮農産品を代表するサンプルを得るために、根作物のようなある作物に付着した

土壌は除去すべきかもしれない。もし必要な場合には、ブラッシングや冷えた流水で

すすぐなどして付着した土壌を除去する。 

・農薬処理区に先立ち、農薬を処理しないコントロール区からサンプルを採取する。 

 

2. コンタミネーション 

 試験下での農薬によるあるいは、サンプリング、輸送またそれに引き続き行われる

取扱時におけるその他の化学物質によるいかなるコンタミネーションをも避けること

は、 も重大である。そのため、下記のような特別な注意を払う必要がある。 

 



82 
 

・サンプリングに用いる器具や袋が、農薬やその他化学物質の付着等がないきれいな

ものであることを確実にする。コンタミネーションを避けるために、適切な大きさと

強さを持った新しいバッグと容器を使用する。袋や容器は、分析に干渉しない材料に

よって作られていなければならない。 

・農薬に触れる可能性のある手や衣服からのコンタミネーションを避けなければなら

ない。 

・サンプルが農薬の輸送や保存に使用される容器や器具(輸送のための乗り物を含む)

と接触することを許してはならない。 

・残留の程度が代表的でないかもしれないため、試験区画の縁からのサンプリングは

避ける。 

・商業的な機械的収穫の方法を採用する場合には、コンタミネーションを避けるため

の特別な注意を払う。 

・作物サンプルと土壌サンプル間でのクロスコンタミネーションを避ける。 

・サンプリングは、コントロール区、低濃度処理区、高濃度処理区の順に行う。 

 

3. コントロールサンプル 

 どのような場合であっても、コントロールサンプルは処理区から採取するサンプル

と同様に重要である。例えば果実の成熟度やフォレージのタイプなど、コントロール

サンプルの品質は、処理区から採取したサンプルの品質に類似していなければならな

い。 

 常にコントロールサンプルを採取する。減衰期間が 14 日までの減衰試験において

は、コントロールサンプルは処理後 0 日に相当する日と減衰期間の 終日に採取すれ

ば十分である。 

 

４．減衰試験また通常の収穫期におけるサンプリング 

 減衰試験と通常の収穫期に実施する作物残留試験とでは、代表的かつ妥当なサンプ

ルを採取するためのプロトコルが異なる可能性がある。 

 

作物残留試験におけるサンプリング 

 初のサンプリングは農薬を散布した当日に行われるかもしれない。この 初に採

取されるサンプルは、農薬を散布した直後に採取しなければならない。農薬がスプレ

ーによって散布された場合には、スプレーした溶液が乾いた直後に採取しなければな

らない。 

・コンタミネーションに 大の注意を払う。 

・その試験区で成長している作物の平均的な大きさや重量を代表するようにサンプル

を採取する。 
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通常の収穫期でのサンプリング 

・典型的な収穫を代表するようにサンプルを採取する。 

・通常であれば収穫されないであろう、病気にかかったあるいは大きさの小さい作物

の部位あるいは農産品を採取することは避ける。 

詳細なサンプリング手順 

 特に言及されない限り、下記の推奨は通常の収穫期における成熟した作物のサンプ

リングを指示している。 

 

果物のサンプリング方法 

 

 

 

 

鱗茎菜、根菜類、塊茎類のサンプリング方法 

 

 

 

 

 

 

食品(一次農産品) 例 サンプルの数(量)、収集の方法

柑橘類
オレンジ、レモン、マンダリン、ポメロ、グレープフルーツ、クレモン
ティーヌ、タンジェロ、タンジェリン、キンカン

仁果類 リンゴ、ヨウナシ、マルメロ、セイヨウカリン
大型の核果類 アプリコット、ネクタリン、モモ、プラム
集果類(Miscellaneous(assorted)
fruits)

アボカド、グアバ、マンゴー、パパイヤ、ザクロ、カキ、キウイ、ライ
チ、パイナップル

(亜)熱帯性果実類(皮を食べること
ができるもの)

ナツメヤシ、オリーブ、イチジク 4つの独立した木の、幾つかの箇所から、計1 kgを収集する。

小型の核果類 サクランボ 4つの独立した木の、幾つかの箇所から、計1 kgを収集する。

ブドウ類
全量として最低1 kgになるように、区別できる蔓から、12房、あるいは
12房の一部を収集する。

スグリ、ラズベリー、その他の小型
のベリー類

区別できる12箇所または6つの茂みから、計1 kgを収集する。

ストロベリー、グースベリー 区別できる12個体あるいは6つの茂みから、計1 kgを収集する。
小型の集果類 オリーブ、ナツメヤシ、イチジク 4つの独立した木の異なる箇所から、計1 kgを収集する。
パイナップル 12個の果実

バナナ、プランテン
24個の果実。収穫可能な4つの房のそれぞれ上部、中部、下部から2
本ずつ収集する。

木の実類 クルミ、クリ、アーモンド 1 kgを収集する。
ココナッツ 12個を収集する。
果物ジュース、ワイン、リンゴ酒 1 Lを収集する。

4つの独立した木の、幾つかの箇所から、計12個の果実を収集する。
(この方法で収集された1つのサンプル:12個の果実をまとめたものが、
2　kg未満の重さである場合には、2 kgとなるまで追加で果実を収集す
る。)

食品(一次農産品) 例 サンプルの数(量)、収集の方法
テンサイのフォダー、サトウダイコ
ン

12個体を収集する。

ジャガイモ、サツマイモ
12個の塊茎を収集する。(収集された1つのサンプル:12個の塊茎をまと
めたものが、2　kg未満の重さである場合には、2 kgとなるまで追加で
塊茎を収集する。)

その他の根菜類

ニンジン、レッドビート、エルサレムアーティチョーク(キクイモ)、サツ
マイモ、セロリアック、カブ、スウィード(ルタバガ)、パースニップ、ホー
スラディッシュ、サルシフィ、チコリ、ダイコン、キクゴボウ(キバナバラ
モンジン)、タピオカ、タロイモ

12個の根を収集する。(収集された1つのサンプル:12個の根をまとめた
ものが、2　kg未満の重さである場合には、2 kgとなるまで追加で根を
収集する。)

リーキ、タマネギ
12個体を収集する。(収集された1つのサンプル:12個の個体をまとめた
ものが、2　kg未満の重さである場合には、2 kgとなるまで追加で個体
を収集する。)

葉タマネギ
24個体を収集する。(収集された1つのサンプル:24個の個体をまとめた
ものが、2　kg未満の重さである場合には、2 kgとなるまで追加で個体
を収集する。)

ニンニク、エシャロット
12個体から12個の鱗茎を収集する。(収集された1つのサンプル:12個
の鱗茎をまとめたものが、2　kg未満の重さである場合には、2 kgとなる
まで追加で収集する。)
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その他野菜のサンプリング方法 

 

 

 

 

穀物のサンプリング方法 

 
 

 

 

食品(一次農産品) 例 サンプルの数(量)、収集の方法
大型のアブラナ科作物 キャベツ、カリフラワー、コールラビ 12個体を収集する。
ブロッコリー、オクラ 12個体から1 kgを収集する。

芽キャベツ
12個体から1 kgを収集する。個々の個体の最低2つの葉からボタン(芽
キャベツそのもの)を採取する。

キウリ 独立した12個体から12個のキウリを収集する。

ガーキン、ズッキーニ、スクワッ
シュ

12個体から12個の実を収集する。(収集してひとまとまりにしたサンプ
ルの重量は最低2 kgとする。2 kgにするために必要な場合には、より
多くの実を収集する。)

メロン、ユウガオ(gourds)、パンプ
キン、スイカ

独立した12個体から12個の実を収集する。

ナス 独立した12個体から12個の実を収集する。

スウィートコーン
12本を収集する。(収集してひとまとまりにしたサンプルの重量は最低2
kgとする。2 kgにするために必要な場合には、より多くの本数を収集す
る。)

キノコ
12個(アイテム)を収集する。(収集してひとまとまりにしたサンプルの重
量は最低0.5 kgとする。0.5 kgにするために必要な場合には、より多く
の個数で収集する。)

トマト、ペッパー

小さな実をつける品種の場合には24個の実を、大きな実をつける品種
の場合には12個の実を収集する。全ての品種で12個体から実は採取
する。(収集してひとまとまりにしたサンプルの重量は最低2 kgとする。
2 kgにするために必要な場合には、より多くの個数で収集する。)

エンダイブ 12個体を収集する。
非結球レタス、結球レタス、立ちレ
タス(ロメインレタス)、エンダイブ/
エスカロール(英)/ｽｶﾛｰﾙ(仏)、

12個体を収集する。

ホウレンソウ、チコリの葉 12個体から1 kgを収集する。
ケール、カラードグリーン(Collards) 12個体のそれぞれから2枚ずつの葉を収集し併せて2 kgとする。

小型のサラダ用作物
コショウソウ(cress)、タンポポ、コーンサラダ(ノジシャ)、ラムサラダ
(コーンサラダの別称)、パセリ、ミント

12個体(または1区画中の12箇所)から採取し、併せて0.5 kgとする。

セロリ 12個体を収集する。

アスパラガス、ルバーブ
独立した12個体から12個の茎。。(収集してひとまとまりにしたサンプル
の重量は最低2 kgとする。2 kgにするために必要な場合には、より多く
の個数の茎を収集する。)

アーティチョーク (グローブアーティ
チョーク；エルサレムアーティチョー
クとは異なる)

12部位(head)を収集する。

エンドウマメ、インゲンマメ
サヤインゲン(french bean)、乾燥したインゲンマメ(きんときまめ；
kidney bean)、ベニバナインゲン(runner bean; 乾燥したマメ。未成熟
な鞘付の状態を欧米では食べることもある。)

1 kgを収集する。_(新鮮な鞘付のもの、あるいは適当であれば乾燥した
種子)

乾燥マメ(pulses)
乾燥ソラマメ､field bean（乾燥マメが一次農産品となる､マメ科作物
の総称)、レンズマメ、ダイズ

1 kgを収集する。

フォダー作物
栽培区画の独立した12地点から2 kgを収集する。(機械的に収穫され
る作物であれば、作物の刈り取りを通じて刈り取り機から収集すること
ができる。  )

ヘイ 栽培区画の独立した12地点から0.5 kgを収集する
フォダー作物、ワラ 栽培区画の独立した12地点から0.5 kg-1 kgを収集する
フォレージ 栽培区画の独立した12地点から1 kgを収集する

油料種子 ナタネ種子、カラシナ種子、ケシの実(popy seed)
栽培区域の独立した12地点から2 kgを収集する。(機械的に収穫され
る作物であれば、作物の刈り取りを通じて刈り取り機から収集すること
ができる。  )

食品(一次農産品) 例 サンプルの数(量)、収集の方法

穀粒
小麦、大麦、オーツ麦、ライ麦、ライ小麦とその他の小粒穀物、トウ
モロコシ(穂軸から外したもの)、コメ、ソルガム

1 kgを収集する。(機械的に収穫される作物であれば、作物の刈り取り
を通じて刈り取り機から収集することができる。 )

上記穀物のワラ 0.5 kgを収集する。

トモウロコシのワラ、フォダー、フォ
レージ(穂軸を除く成長した植物体)

12個体を収集する((各個体の茎を葉が付いたまま3等分する。)12個体
から採取した12本の茎全ての部位がサンプルに含まれるようにするた
め、4本ずつから上部、中部、下部を切り取り混合する。)

青刈りしたあるいはサイレージ用ト
ウモロコシ

12個体を収集する(茎の適当な部位についた穂軸を残したまま、茎と
付属物を切り取る。)

トウモロコシの穂軸
トウモロコシ12本を収集する。(収集してひとまとまりにしたサンプルの
重量は最低2 kgとする。2 kgにするために必要な場合には、より多くの
本数で収集する。)



85 
 

フォレージ用作物と家畜飼料 

 

 

 

 

ハーブ、スパイス、茶葉、ホップ、ビールのサンプリング方法 

 

 

 

5. 動物の組織、ミルクと卵のサンプリング 

 家畜動物の給餌試験あるいは外生的な動物への処理試験は、肉、ミルク、卵そして脂

肪、また肝臓、腎臓といった食べることのできる肉の副産物における残留物の濃度を定

量するために、農薬の使用に引き続き実施される。 

 サンプリングプロトコルは、各試験における特別な課題・目的を考慮して計画されな

ければならない。採取しなければならないサンプルの 小量を下表に示した。 

 

反芻動物のサンプリング方法 

 

 

 

 

家禽類のサンプリング方法 

 

 

食品(一次農産品) 例 サンプルの数(量)、収集の方法
アルファルファ、クローバー、マメ
科植物の青刈りしたフォレージあ
るいはサイレージ作物、マメ科植
物のフォレージ、ベッチ、サイン
フォイン(イガマメ)、ハス、ダイズの
フォダーとフォレージ、ライ麦の
フォレージ、フォダー穀物、ソルガ
ムのフォレージ

栽培区画の独立した12地点から1 kgを収集する。(機械的に収穫され
る作物であれば、作物の刈り取りを通じて刈り取り機から収集すること
ができる。  )

上記作物の乾燥したヘイ 0.5 kgを収集する。

食品(一次農産品) 例 サンプルの数(量)、収集の方法
庭園ハーブ、薬用植物 パセリ、タイム 新鮮な産品 0.5 kgを収集する。乾燥した産品は 0.2 kgを収集する。
茶葉(乾燥した葉) 0.2 kgを収集する。
ホップ（乾燥したコーン） 0.5 kgを収集する。
ビール 1Lを収集する。

食品(一次農産品) 例 サンプルの数(量)、収集の方法

肉
0.5 kgを収集する。(ロイン、ともバラあるいは後ろ足を約等量になるよ
うに集める。)

脂肪
0.5 kgを収集する。(皮下脂肪、腸管脂肪、腎臓周囲脂肪を約等量とな
るように集める。)

肝臓
0.4 kgを収集する。(器官全体もしくはそれを代表する部位、例えば葉
の切片を集める。)

腎臓 0.2 kg を収集する(両方の腎臓から一部を採取する。)
未調整乳 0.5 Lを収集する(それぞれの個体から別々に乳を集める。 )

食品(一次農産品) サンプルの数(量)、収集の方法 分析試料の調製方法

肉 0.5 kg を収集する。(もも肉と胸肉とをほぼ等量で集める。)
三羽のメス鳥から集めた柔らかな肉をミキサーに入れ、注意深く混合
する。

脂肪付の皮
0.05 kgを収集する。(最低三羽のメス鳥から全ての腹腔内脂肪を集
める。)

三羽のメス鳥から集めた脂肪をたたき混ぜる。

肝臓 0.05 kgを収集する。(臓器の全体を集める。) 三羽のメス鳥から集めた肝臓をたたき混ぜる。

卵 3ユニットを集める。
三羽のメス鳥から集めたからのきれいな卵を割り、白身と黄身を混ぜ、
殻は捨てる。ある種の化学物質の分析時には、白身と黄身とを分け
る。
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ブタのサンプリング方法 

 

 

6. 加工農産品のサンプリング 

 収穫から市場に並ぶまでの間に、農産品が通常加工される場合、例えば製粉、圧搾、

発酵、乾燥や抽出をされる場合には、それら加工農産品に対するデータが要求されるか

もしれない。保存や取扱履歴の付属するサンプルとともに、加工方法の詳細が提供され

るべきである。加工農産品の場合には、残留濃度が適切なサンプルが提供されるように

試験が計画されるべきであり、そうすることによって加工工程における残留物の動態を

調べることができる。家畜用飼料として使われる植物性農産品の外皮や副産物も別々に

サンプリングする。Codex が勧告するサンプリング方法に記載されているようなサンプ

ルの 小量は実際的であるとして見るべきである。 

 

7. 貯蔵された農産品のサンプリング 

 貯蔵された農産品のポストハーベスト処理に関する試験は、貯蔵施設の広い範囲を網

羅するよう実施すべきであり、もし妥当なサンプルを得ようとするならばサンプリング

のための技術を注意深く選ばなければならない。貯蔵された 1 つの単位に含まれる大部

分の農産品から妥当なサンプルを採取するための手順は、十分に確立されていなければ

ならない。そのような手順が農薬残留物分析のためのサンプリングでは受け入れられる。

適切な参照が与えられていれば、それが使われるかもしれない。 

 通常、貯蔵される農産品の 3 種類に対してサンプリング手順は計画される。 

 

バルクからのサンプリング 

 (大きな)バルクコンテナ、例えば穀粒のバルクコンテナ等から代表サンプルを採取す

ることは難しい。可能であれば、コンテナからコンテナに農産品が移動する際に、頻繁

な間隔をもってサンプルを採取すべきである。サシで抜き取られたサンプルは代表的な

ものではないが、以下の場合であれば許容可能かもしれない。 

・ 貯蔵用コンテナの全ての部分に(サンプルを採取する人員が物理的に)到達可能であ

る。 

・ 混合前に多数の個別サンプル(一次サンプル：インクリメントサンプル)が採取可能

であり、 終的なサンプルの調製のために減量することができる。 

 ダストとなる部分での残留濃度は通常より高くなる。サンプリング手順においてはこ

のことが認識されているべきである。 

食品(一次農産品) 例 サンプルの数(量)、収集の方法

肉
0.5 kgを収集する。(ロイン、バラ肉あるいは後ろ足を約等量になるよう
に集める。)

脂肪
0.5 kgを収集する。(皮下脂肪、腸管脂肪、腎臓周囲脂肪を約等量とな
るように集める。)

肝臓 0.4 kgを収集する。(器官全体もしくはそれを代表する部位を集める。)
腎臓 0.2 kg を収集する(両方の腎臓から一部を採取する。)
皮 0.5 kg を収集する。(背、脇腹、腹から約等量になるように集める。)
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袋詰めされた農産品からのサンプリング 

 袋詰めされた農産品のサンプリングは無作為でなければならない。たくさんの袋が積

み重ねられた状況下では、全ての袋に(サンプルを採取する人員が物理的に)到達可能で

ある場合にのみ、代表サンプルを採取することができる。実際には、このようなことが

常に可能ではなく、その代替え方法として、無作為に選択した幾つかの袋からサシによ

ってサンプルを採取する。袋の表面に対して農薬が直接処理されることがあるため、袋

の位置による効果や、農薬の袋への浸透を知るための選択的なサンプリングが必要にな

るかもしれない。 

 

包装作業所における果実と野菜のサンプリング 

 包装作業所において果実や野菜にポストハーベスト処理がされる場合には、処理工程

のばらつきに起因する残留濃度の範囲を明かにするために、適切な数のサンプルを採取

しなければならない。温度、処理と乾燥の期間やその後の取扱による残留濃度への影響

を考慮する必要があるかもしれない。 

 ポストハーベスト処理された果物あるいは野菜は、そのままあるいは袋詰めされて商

用のコンテナあるいはかごに入れ、通常の商業における取扱に従って周辺と同じ温度あ

るいは低温に置かれなければならない。ポストハーベスト処理から流通されるまでに予

測される時間を代表する適切な間隔で、分析のためのサンプルが採取されなければなら

ない。ある種の農薬の消失あるいは分解の率は、農産品を密閉したあるいは部分的に密

閉した容器に入れた場合と、密閉せず外気に触れさせた場合とで異なる。 

 

8. サンプル量の減量 

 特に、凍結や長距離輸送がされる場合など、大きなサンプルは経済的に取り扱うこと

ができない。 小のサンプルの数(量)を示した試験計画に指示された数量のサンプルの

みを採取する。 

 コンベアベルト上であるいは、ある大きなコンテナから別のコンテナに移す際に採取

された穀粒を除き、圃場でのサンプルの混合や減量は推奨されず避けるべきである。サ

ンプリングから試験所において分析するまでの間の、残留物濃度の変化を避けるあるい

は限定する手段をもたなければならない。 

 

9. サンプルの包装と保存 

 サンプルの性質に応じて、一度包装されラベルがつけられたサンプルは、保存される

か直ちに残留物の分析のために試験所に送付されるだろう。輸送の条件、例えば凍結す

るのかあるいは外気温と同じ温度とするといった条件は、残留物の安定性と実施される

試験の内容を考慮して選択しなければならない。 

 包装され発送された後に、例えば分解、物理的な損傷、コンタミネーション、残留物
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の損失、水分含量の変化といったいかなる変化もおこらないようにして、できる限り速

やかに(通常 24～36 時間以内)に分析のための試験所に到着する方法によって、サンプ

ルは包装され輸送されなければならない。 

 サンプルの保存と輸送は常に超低温条件下で行わなければならない。 

 

サンプルの包装 

 個々のサンプルは、例えばポリエチレン重袋のような適切なコンテナに入れ、必要な

らばさらにそれを厚紙袋の中に入れ、関係する化学物質の性質を念頭に置いて、サンプ

ル採取後できるだけ速やかに凍結あるいは冷蔵しなければならない。ポリエチレン袋だ

けを使用すると、ドライアイスとの接触により脆くなり、サンプルを損失する可能性が

ある。 

 その他のプラスチック製のコンテナやプラスチックのラインがはいったキャップな

どの使用は避ける。ただし、テフロン製や分析に干渉しない不活性なプラスチック製の

製品は除く。PVC 製の袋は用いない。もし缶を使用するのであれば、 初に油膜、ラッ

カー、はんだづけした箇所からの樹脂のコンタミネーションがないことを示すための確

認をすべきである。これらは、分析において干渉する。 

 液体サンプルに対しては、ガラス製のコンテナを使用すべきである。ガラス製のコン

テナは、農薬を含まないアセトン、イソプロピルアルコール、ヘキサンといった溶媒で

一回以上の洗浄とゆすぎを十分に行い、使用前に乾燥させる。農薬は、コンテナの壁面

に移行し、吸収されうる。たとえガラス製のコンテナであっても、サンプルを入れた後

には、そのコンテナを使って抽出が行われるので無い限り、溶媒でゆすぐべきである。 

 まとめると、どのようなコンテナあるいは包装用資材であっても、分析法との干渉ま

た、分析法の定量下限での干渉の可能性について事前に検証すべきである。 

 

サンプルの輸送 

 試験所到着に必要な時間を超えて安定だと知られている残留物を含む腐敗しない農

産品は、凍結しない状態で輸送することができる。しかし、サンプルは分解やコンタミ

ネーションを起こすかもしれないいかなる効果に対しても保護されていなければなら

ない。 

 サンプルを凍結しなければならない場合、可能であれば、適材であることからポリス

チレンフォーム製の輸送用コンテナを使用する。難しい場合には、わずかに大きさの違

うボール紙製の箱をいれこにして使用する。間には断熱材を入れる。サンプルを凍った

まま試験所に送付することを確実にする適切な断熱材である必要がある。試験所が受け

取った時に、一部が残る程度の十分な量のドライアイスを使用する。通常、サンプル 1 

kg あたり、1 kg のドライアイスが必要になる。サンプルを中に含む輸送される荷物は、

輸送に関する規制に適合していなければならない。 
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 凍結したサンプルが、輸送の前あるいは輸送の間に決して融解するようなことがあっ

てはならない。 

  

サンプルのラベルと記録 

 サンプルを適切に同定する内容のラベルを、それぞれのサンプルにつける。濡れても

にじまない材質のラベルとインクを使う。輸送の間に紛失しないようにしっかりとラベ

ルをつける。濡れない場所にラベルをつける。 

 要求された試験の詳細の全てとともに明確かつ正確にサンプリング報告書(残留デー

タシート)を作成する。そのようなサンプリング報告書が無いことが、データが受け入

れられなくなることに繋がるかもしれない。サンプリング報告書はポリエチレン製の袋

に入れて保護した上で、サンプルと一緒に送付すべきである。サンプルの送付者は報告

書を複製し手元に保管する。 

 

サンプルの受け取りとその後の取扱 

 サンプル到着後、受け取った試験所の人間は、速やかに以下のことをすべきである。 

・サンプリング報告書がサンプルと共に送付されていることの確認。 

・サンプルの状態の確認と報告。 

・サンプルがサンプリング報告書の記載と一致していることの確認。 

・サンプリング報告書の正確さ(特に散布率と期間のデータ)及びサンプリング報告書に

含まれる情報が完全であることの確認。 

・特別な処理又は試験が指示されていないかを判断するためのサンプリング報告書の

確認。 

 

 重要な内容に何らかの乖離が合った場合や、サンプリング報告書が同時に送付されて

こなかったあるいは不完全だった(サンプリング報告書ないもしくは不完全であると、

適切な比較が不可能)場合には、農薬の残留物と作物を保護する も単純な方法でサン

プルを保存する。試験の統括者はその後どのように進めるかを決めるためにすぐに連絡

すべきである。 

 

サンプルの保存 

 サンプルは集められた後、物理的なまた化学的な変化が起こる前に、できる限り速や

かに分析しなければならない。長期間保存せざるを得ない場合には、一般に-20℃以下

の低温で保存することが望ましい。このような低温で保存することにより農薬を分解す

る可能性のある酵素と残留物との反応が避けられ、組織中で残留物が結合物になること

も防がれる。残留物の安定性の適切な確認無しに、サンプル(サンプル調製前の全体も

しくは均質化した)を保存しない。燻蒸剤の使用による残留物の損失を防ぐためには、-
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20℃での保存は不適当かもしれない。 

 保存期間の全体と保存温度の条件で、代表的な残留物とマトリクス(農産品)を使用し、

残留物のサンプル中での安定性を検証しなければならない。保存における残留物の安定

性が疑われる場合には、サンプルもしくはその抽出物に標準品を添加した管理用サンプ

ルを、同一の保存条件で保持しなければならない。 

 光は多くの農薬を分解する。そのため、サンプルや分析に要する各種溶液や抽出物を

不必要に光にさらさない方が良い。水以外のサンプルは、普段から-20℃以下のフリー

ザーに保管すべきである。そのようにしても、物理的なあるいは化学的な変化がサンプ

ルと検証する残留物のいずれかに起こる可能性がある。フリーザーに長期間保存すると、

水分がサンプルの表面に、さらにはフリーザーのコイルにと侵出していき、結果、ゆっ

くりとサンプルは乾燥する。水分含量が分析に影響する場合や残留濃度の計算に影響す

る場合には、この凍結期間中におこるサンプルからの水分の損失が重要になるかもしれ

ない。凍結した結果としてコンテナが破裂するのを避けるために、水サンプルは凍結し

ないぎりぎりの温度で保存すべきである。
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別添 3 

 

OECD MRL CALCULATOR: USER GUIDE 
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序  文 
 

 

 2008 年、農薬に関する OECD ワーキンググループの残留化学専門家グループは、

OECD 全体にわたって MRL の計算をハーモナイズすることを目標として、新たな MRL

計算手順の提案を、専門家グループに依頼した。この手順を作成するにあたって従うべ

き原則は以下のとおりであった。 

・堅実な統計学的方法を現実的に実施すること。 

・単純であって、使用者が広範囲な統計学的な知識を必要としないこと。 

・作物残留試験から得られるデータセットの大部分に対して、明快で曖昧さのない

MRL 提案値を与えること。 

・可能な限り、EU 及び NAFTA の手順と整合していること。 

 農薬に関するワーキンググループは、2010 年に OECD MRL calculator 案及びその使用

ガイドを、OECD が公開することを考慮するために、化学物質委員会と化学物質、農薬

及び生物工学ワーキングパーティの合同会議に進めることを提言した。 

 化学物質委員会と化学物質、農薬及び生物工学ワーキングパーティの合同会議は、本

文書及び OECD MRL calculator を機密扱いとせず、公開されることに同意し、合同会議

の責任のもとに公開した。 

 OECD MRL calculator は OECD 公開ウェブサイト(http://www.oecd.org/env/pesticides)の

Pesticide Publications/Publication on Pesticide Residue で入手できる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

目次 
OECD MRL calculator 
OECD MRL calculator スプレッドシートの使用法 
 Calculator により示される解説メッセージ 
OECD MRL calculator はどのように機能するか 
 LOQ 未満の値のみのデータセット (Not Fully Censored Datasets) 
 LOQ 未満の値のみのデータセット (Fully Censored Datasets) 
 数値の丸め 
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OECD MRL calculator 

1. OECD MRL calculator の統計学的な目標は、既存の方法と共通しており、潜在する

残留濃度の分布の 95%タイル値(以下、p95 と略記する)の領域にある MRL 提案値を得

ることである。この目標は、大部分のデータセットにおいて、p95 を過小に評価するよ

りも、過大に推定することの誤りの傾向が大きいという点で、保守的である。 

2. 本ユーザーガイドに記述されている方法論の統計学的な議論については、OECD 
MRL calculator white paper を参照されたい。 

 
 

OECD MRL calculator スプレッドシートの使用法 

3. MRL を計算するためには、“Input-Output”シートの一番左の青いカラムの“Residues 
(mg/kg)”の下に、データを入力する。LOQ 未満の値(Censored data)は、LOQ の値(例、0.01)
を入力し隣のカラムにアスタリスク(*)をつける。データを入力する順序は結果に影響

しない。同一のサンプルに何回かの測定を行ったなら、それらの平均値が評価されるべ

きであり、平均値を calculator に入力する。圃場サンプルが複製された作物残留試験に

ついては、繰り返しの平均が calculator の入力値として使用されるべきである。 

4. スプレッドシートは全ての計算を自動的に行い、必要な結果全てを同じページに報

告する。残留データカラムの上部には、データセットの記述のための 4 つのセルが用意

されている。 

5. 空白のスプレッドシートに戻る場合には、“Reset file”ボタンをクリックする。

“Generate table”ボタンは、全ての残留濃度の値を昇順に並べた表を作成する。“Select 
frame”及び “Select table”を押すと、計算の詳細あるいは残留濃度の値の表を選択できる

ようになり、それらを報告書に張り付けることができる。 

6. 計算式を意図せず変更して結果が影響されることを避けるために、スプレッドシー

トはプロテクトされている。スプレッドシートプログラムの詳細を見たいと望む使用者

は、パスワード“MRL”を入力すればプロテクトを解除できる。 

 
Calculator により示される解説メッセージ 

7. 「MRL calculation not possible. [Check data entry] (MRL 計算は不可能です。[入力した

データをチェックしてください])」という警告は、数字ではないデータ、0 mg/kg 以下の

残留濃度、10000 mg/kg 以上の残留濃度のような、あり得ない値で、おそらく誤りであ

るデータが入力されたときに示される。2 番目のカラムにアスタリスクが入力されてい

る(結果が LOQ 未満であることを示す)ときに、左側のセルに LOQ 値が入力されないと

きにも、同じ警告が示される。 

8. データセットに含まれるデータ数が 3 未満であると、“MRL calculation not possible. 
[Too small dataset](MRL 計算は不可能です。[データセットが小さすぎます]”がスプレッ

ドシートの下部に示される。3 という数は、OECD 加盟国間の共通の 低限の要求に基

づいて選択された。1 個の残留濃度の値だけでは、計算手順に必要なデータセットの標

準偏差推定値の計算が不可能となる。 
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9. データセットに含まれるデータ数が 3～7 の場合は、“High uncertainty of MRL 
estimate.[Small dataset](MRL 推定値の不確かさが大きい。[データセットが小さい])”が示

され、このような小さなデータセットからどのような統計量を計算しても、それにはか

なりの不確かさが伴うことを、使用者に想起させる。8 個の残留濃度の値で構成された

データセットでは、失敗率つまり、残留濃度分布の 95%タイルを下回る MRL が得られ

る確率は、25%まで低下する。 

10. 同様に、データセットの 50%以上が LOQ 未満の値(Censored data)であるときも、

同じ理由から“High uncertainty of MRL estimate.[High level of censoring](MRL 推定値の不

確かさが大きい。[LOQ 未満の値が多い])”という警告メッセージが表示される。MRL の

計算のために選択された方法は、不検出となった残留が存在することに対しては非常に

頑健ではあるが、残留濃度の大部分が LOQ 未満である残留データセットにおける不確

かさはかなり大きい。 

 

OECD MRL Calculator はどのように機能するか 

11. 計算結果は、入力データの右側の枠内に表示される。 初の幾つかのフィールドに

は、データ数、LOQ 未満のデータの率、 高の残留濃度、 低の残留濃度、残留濃度の

中央値を含む、データセットの一般情報が示される。 低の残留濃度と 高の残留濃度

を比較して、残留濃度の範囲に注目していただきたい。範囲が広ければそれだけデータ

中の変動が大きい。この変動は MRL の計算時に考慮され、その結果、 高の残留濃度

(HR)よりはるかに大きい MRL 値が提案されることがありうる。 

12. Calculator は LOQ 未満の値のみのデータセット(すべての測定値が、1 種類以上の

LOQ 未満である)と LOQ 以上の値を含むデータセット(少なくとも 1 つの測定値が、採

用された分析法の LOQ 以上である)を区別する。 

 

LOQ 以上の値を含むデータセット 

13. LOQ 以上の値を含むデータセットでは、Calculator は下記の計算結果の 大値を

MRL として提案する。 

・MRL 提案値が常に HR 以上となることを保証するため、HR を 低限(フロア値)
として使用する。 

・データセットの算術平均と標準偏差を計算する。「算術平均+4×標準偏差」を基礎

提案値として評価する(「Mean + 4 x SD」法と呼ぶ) 

・「3 x Mean x CF」法(次のパラグラフを参照のこと) 

注：算術平均と標準偏差の計算では、LOQ 未満の値はすべて LOQ に等しいとして

計算する。 

14. 「3×算術平均」を求め、計算のもう一つのフロア値とする。計算に使用するサンプ

ルの変動計数(CV＝標準偏差/算術平均)が少なくとも 0.5 であることを保証するためで

ある。変動計数が 0.5 以下であることは、大部分のデータセットで確認された。小さな

データセットでは標準偏差が過小に推定される傾向があることから、この要求が必要と
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された。LOQ 未満の値のみのデータセットではその算術平均が過大に推定されること

が観察されたために、補正因子(correction factor, CF)が加えられた。補正因子は、1 – 2/3×
データセット中の LOQ 未満のデータの割合、である。この計算は「3 x Mean x CF」
法と呼ばれる。 

 従って、LOQ 以上の値を含むデータセットの MRL 提案値は 

 HR、算術平均+4×標準偏差、3×算術平均×CF のうち、 大の値となる。 

15. LOQ 未満の値が大部分であって、複数の LOQ が存在するデータセットの場合、一

番大きい LOQ よりも小さい定量結果があるときは特に、より複雑になる。上記の手順

を使用して MRL を提案するが、使用者は case-by-case で提案値の見直しを考える可能

性がある。 

 

LOQ 未満の値のみのデータセット 

16. LOQ 未満の値のみのデータセットでは、calculator が提案する MRL は、そのデー

タセットに含まれる も高い LOQ である。 

 

数値の丸め 

17. 国際的な環境でハーモナイズした MRL 設定を促進するため、MRL 提案値は計算

の 終段階で丸められる。1 と 10 の間の数は 1 桁の数字に丸める。10 と 100 の間の数

字は 10 の倍数とする。100 と 1000 の間の数字は 100 の倍数とし、以下同様に進む。中

間の数値である 0.015、0.15、0.5、15 などは切り上げにより MRL が倍になることを避

けるために含められている。従って、0.12 は 0.15 に、0.16 は 0.2 になり、12 は 20 では

なく 15 になる。MRL のレベルが規定された値を超過した場合には、切り下げの可能性

もある。 

 より精密には、丸めた値の可能性は以下のとおりである。 

18. 0.01 mg/kg 未満の MRL 設定が望ましくない時には、より小さな MRL 提案値はそ

の値に切り上げる。分析法の限界により、0.015 mg/kg が望ましくない場合は、MRL を

0.02 に切り上げる。 

19. 実際よりも精確であるという印象を与えることを避けるため、MRL は 後の有効



97 
 

な数字の後ろに 0 をつけないで表示する。例えば、MRL は 2.0 mg/kg ではなく、2 mg/kg
と表示する。0.1 mg/kg はあり得るが、0.10 mg/kg はない。 

20. 2 つの MRL 丸め値の間に MRL 提案値があり、低い方の丸め値との差が 2 つの

MRL 丸め値の差の 10%未満であるときは、切り下げが起こりうる。 

 

数値の丸めの例 

丸め前の提案値  1.04 mg/kg  → 丸め後の提案値  1 mg/kg 

丸め前の提案値  1.12 mg/kg  → 丸め後の提案値  1.5 mg/kg 

丸め前の提案値  1.53 mg/kg  → 丸め後の提案値  1.5 mg/kg 

丸め前の提案値  1.58 mg/kg  → 丸め後の提案値  2 mg/kg 

丸め前の提案値  2.07 mg/kg  → 丸め後の提案値  2 mg/kg 

丸め前の提案値  2.12 mg/kg  → 丸め後の提案値  3 mg/kg 

丸め前の提案値  21.0 mg/kg  → 丸め後の提案値  30 mg/kg 
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別添 4 

OECD MRL CALCULATOR: STATISTICAL WHITE PAPER 
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序  文 

 

 2008 年、農薬に関する OECD ワーキンググループの残留化学専門家グループは、

OECD 全体にわたって MRL の計算をハーモナイズすることを目標として、新たな MRL

計算手順の提案を、専門家グループに依頼した。この手順を作成するにあたって従うべ

き原則は以下のとおりであった。 

・堅実な統計学的方法を現実的に実施すること。 

・単純であって、使用者が広範囲な統計学的な知識を必要としないこと。 

・作物残留試験から得られるデータセットの大部分に対して、明快で曖昧さのない

MRL 提案値を与えること。 

・可能な限り、EU 及び NAFTA の手順と整合していること。 

 農薬に関するワーキンググループは、2010 年に OECD MRL calculator 案及びその使用

ガイドを、OECD が公開することを考慮するために、化学物質委員会と化学物質、農薬

及び生物工学ワーキングパーティの合同会議に進めることを提言した。 

 化学物質委員会と化学物質、農薬及び生物工学ワーキングパーティの合同会議は、本

文書及び OECD MRL calculator を機密扱いとせず、公開されることに同意し、合同会議

の責任のもとに公開した。 

 OECD MRL calculator は OECD 公開ウェブサイト(http://www.oecd.org/env/pesticides)の

Pesticide Publications/Publication on Pesticide Residue で入手できる。 
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緒言 

1. 作物残留試験により得られたデータセットから、MRL あるいはトレランスを推定

するための方法であって、現在世界中で使用されている統計学に基づく計算手順は、2

つある。いわゆる EU 法及び NAFTA 法である。EU 法はヨーロッパ及びその他の地域

で、長年に亘って使用されてきた。北アメリカの専門家グループにより開発された

NAFTA 法はより新しく、そのために EU 法ほどは広範囲に使用されていない。しかし

ながら、2 つの方法を批判的な観点から見たとき(文献参照)、両方法の明らかな欠点を

指摘するコメントが寄せられた。 

2. これらの批判に対応すると同時に、OECD 全体にわたって MRL の計算をハーモナ

イズすることを目的として、残留化学専門家グループ(Residue Chemistry Expert Group, 

RCEG)は、2008 年のワシントンにおける会合で、規制者と産業界の専門家から構成さ

れる専門家グループに、新たな MRL 計算手順を提案するよう依頼した。この手順を作

成するにあたって従うべき原則は以下の通りであった。 

・堅実な統計学的方法を現実的に実施すること。 

・単純であって、使用者が広範囲な統計学的な知識を必要としないこと。 

・作物残留試験から得られるデータセットの大部分に対して、明快で曖昧さのない

MRL 提案値を与えること。 

・可能な限り、EU 及び NAFTA の手順と整合していること。 

3. 原則に従って、OECD RCEG MRL 計算グループは、頑健な方法論の開発と実践に着

手し、その後、その方法論は多くの実際の残留データセットで試験され、満足できる結

果を与えると考えられるようになった。 

4. OECD MRL calculator の統計学的な目標は、既存の方法と共通しており、潜在する

残留濃度の分布の 95%タイル値(以下、p95 と略記する)の領域にある MRL 提案値を得

ることである。この目標は、大部分のデータセットにおいて、p95 を過小に評価するよ

りも、過大に推定することの誤りの傾向が大きいという点で、保守的である。 

 

残留データセット 

作物残留試験データの収集 

5. 作物残留試験は、飼料用作物を含む生鮮農産品における、作物保護製品すなわち農
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薬の残留の程度を決めるために実施される。OECD 作物残留試験ガイドライン[1]は、圃

場(つまり屋外)で栽培された作物における残留に加えて、温室(ガラスまたはプラスチッ

クで覆われる)で栽培された作物及び、収穫後に処理された作物(穀物の貯蔵、果実のワ

ックスあるいは浸漬処理など)における残留の評価も含めている。作物残留試験には、

次に挙げるようないくつかの目的がある。特定の適正農業規範(Good agricultural practice, 

GAP)に従い処理された農産品に期待される範囲の残留物の定量、時間による残留物の

減少率の決定、食事によるリスク評価で使用するための作物残留試験データの中央値

(supervised trial media residue value; STMRs)及び 高の残留濃度(highest residue; HR)の決

定、あるいは残留基準値(maximum residue limit, MRL)を導くためのデータ提供である。 

6. クリティカル GAP(critical GAP, cGAP)は 大の残留量を与えるため、通常は作物残

留試験で採用される。一般に、cGAP では、 大の投与率で 大の回数を投与し、再処

理までの期間を 短とし、収穫前期間(pre-harvest interval, PHI)あるいは投与における生

育段階のいずれかで決められる、処理から収穫までの期間を 短とする。 

7. 本文書は MRL の計算に関わっており、計算の基礎となる作物残留試験では、少な

くとも規制を目的とした残留の定義に含まれる成分が分析されているべきである。残留

の定義の過程は他のガイダンス文書に詳細が示されている。MRL を計算するという目

的のため、作物残留試験は、取得されるデータの信頼性を確実なものにするための適切

な品質管理と共に実施される、と当然のこととして考えられてもいる。 

8. OECD 加盟各国及び各地域では、作物残留試験の数、地理的分布、作物残留試験の

タイプ、その後の分析の数への要求が異なっているかもしれない。これらの要求を満た

す、適切な作物残留試験プログラムの設計は複雑であり、ここではこれ以上の議論はし

ない。本文書で詳細に解説する OECD MRL calculator は、このような試験プログラムか

ら提供される残留データセットのほとんどに適用できるように設計されている。 

 

残留データ 

9. 作物保護製品(crop protection product, CPP)の残留濃度の母集団の通常の分布は、左側

で切れており(つまり、定量下限(LOQ)レベルより小さいデータの値がない)、右側に歪

んでおり(つまり、非対称であって、右側の尾部が長い)、他のデータとは矛盾するよう

に見える極端に大きな値を含んでいる。Figure 1 を参照のこと。 
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Figure 1 典型的な残留データ 

 

10. LOQ 未満の値があることは、情報が失われたということであり、平均や標準偏差

のような統計量の計算に重大な影響を与える可能性がある。データセットに長い右側の

尾部があることにより、平均値の 7 倍あるいは 8 倍の残留濃度の値が現れる。このこと

から、これらの極端に大きな値を外れ値に分類する手順が複雑になる。 

11. 残留データセットの外観は、それぞれ非常に異なっている。正規分布(釣り鐘型あ

るいはガウス分布とも呼ばれる、Figure 2 参照)に従っているように見える場合もある。

対数正規分布(残留濃度の値の対数が正規分布に従う)に従っているように見えるもの

もある。対数正規分布は、特に変動係数が大きいときには、Figure 1 に示すような右に

歪んだ分布となる。その他には、対数正規分布よりも右に歪んでいるように見えるもの

もあり、ついには、あまりにも規則性がなく、既知のどんな分布にも当てはまらないデ

ータセットもある。環境統計学の一般的な入門は、[2]を参照されたい。 
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既存の計算方法 

EU の計算法 

12. EU は MRL 計算のための詳細な統計ガイドライン[3]を提供しており、その中で 2

つの方法を指定している。方法Ⅰは、サンプルが正規分布から得られたとして、95%タイ

ル値の 95%上側信頼限界(upper confidence limit, UCL)を MRL とする。すなわち、潜在的

な正規分布を仮定し、試行の 95%で、その分布の 95%が MRL より小さくなるように、

MRL を設定する(Figure 2 参照)。信頼区間とパーセンタイル値の両者ともに、正規分布

に対応した式を用いて計算される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Figure 2 EU の方法Ⅰでは正規分布が仮定される。 

14. 方法Ⅱでは、残留データが特定の分布に従うことを仮定しない。その代わりに、サ

ンプルの 75%タイル値を計算し、2 倍する。パーセンタイル値はワイブル法を用いて計

算される([4]を参照)。 

15. 方法Ⅰあるいは方法Ⅱで使われるパーセンタイル値を計算するには、Excel で用いら

れる”PERCENTILE”関数は適切でない、と指摘しておくことは重要だろう。方法Ⅰでは、

[3]で解説されている、正規分布から導かれる適切な方法論を使用すべきである。方法Ⅱ

では、[4]に示されているワイブル法を実行できる、特別な Excel アドインを作成すべき
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である。 

16. EU の規制当局は、どのような場合に方法ⅠとⅡを使用すべきか、あるいは 2 つの方

法で得られた MRL が違っているときにどうすべきか、に対するガイダンスを与えてい

ない。この次の段階では、[3]にリストが示されている 16 の MRL 分類の 1 つに当ては

まるように、MRL を丸めることのみが指示されている。 

17. EU ガイドラインは、検出せずとなった残留データを LOQ の値で置き換えること

を要求している。このような要求は、非常に誇張された 悪シナリオを与える。そして、

残留濃度の分布をゆがめ、平均の推定値を大きくし、変動の推定値を小さくする[5,6]の

で、統計学的観点からは、明らかに望ましくない。一方で EU ガイドラインは、残留濃

度分布の正規性を仮定したディクソンの Q 検定を用いて、外れ値と疑われる値を除去

することを認めている。非常にもっともなことだが、ガイドラインは、非正規である残

留分布にディクソンの Q 検定を使用することに対しての注意を促している。 

18. EU ガイドラインに含まれる 2 つの方法では、方法Ⅰは正規性を仮定しているとい

う事実のため、検出せずとなったデータの置き換えと、外れ値の除去への感受性が高い。

方法Ⅱは(検出せずとなったデータの割合が小さければ)感受性は低い。分布に関する過

程を置いていないからである。この方法論の性能評価については文献[7]を参照のこと。 

 

NAFTA が提案した計算法 

19. 近、NAFTA 地域から新しい MRL 計算法が提案された。この地域では、MRL は

トレランスとも呼ばれている[8]。計算法の開発過程において、規制者は多数の可能性の

ある計算法を考慮し、その中からいくつかを使用のために選択した。 

20. この手順の 初に、サンプルが対数正規分布から採られたと仮定して、検出せずと

なったデータ(NDs、ここでは LOQ 未満)の値を“埋める”操作が要求される。結果として

得られたデータセットの対数正規性は、視認による方法と、Shapiro-Francia 検定の両者

により確認される。データセットが対数正規ではないと考えられたときは、サンプル平

均に標準偏差の 3 倍を加えた値を MRL とする(正規分布ならば、99%タイル値を超える

濃度に MRL を設定することとおおむね同等となる)。 

 データセットが対数正規とされた場合は、3 つの異なる統計量が必要となる。 

・95%タイル値の 95%上側信頼限界 

・99%タイル値の推定値 

・中央値の上側予測限界(この量は UCLMedian95 と呼ばれる)と 3.9 の積 
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21. これらの統計量は、対数正規分布の規則に従って計算される。そのため、1 番目の

量は EU の方法Ⅰで使われる量と非常に似ているように見えるが、より大きな結果とな

ることが多い。3 番目の量を得るためには、変動係数(coefficient of variation, CV)は 1 で

あるという仮定が追加される。 

22. 大きなデータセット(データポイントが 15 以上)では、 初の 2 つの値の小さい方

が選ばれる(これらの 2 つの値はまとめて「95/99 ルール」と呼ばれる)。小さなデータセ

ットでは、3 つの量全ての 小値が必要とされる。どちらのオプションを選んでも、結

果は、calculator に含まれている決められた手順に従って丸められる。 

23. NAFTA 法では、どのような統計学的方法に依ろうとも、外れ値と疑われる値を除

くことは許されていない。この方法論の性能評価については、文献[9]を参照のこと。 

 

OECD MRL calculator の開発 

24. OECD MRL calculator の 初の案では、NAFTA calculator で使用されている方法論

に類似した、分布の解析が採用された。データは対数正規分布を考慮することに加えて、

正規分布及びワイブル分布に対しても評価された。 も大きい相関係数が得られた分布

が選択された。その分布を使用して、a)95%タイル値の 95%信頼区間上限と b)99%タイ

ル値の点推定値、の小さい方が MRL 提案値とされた。分布の解析にとって小さすぎる

残留データセット、あるいは 3 つの分布のどれにも適合しないデータセットでは、分布

によらない方法、つまり「算術平均+3×SD」により MRL 提案値が計算された。 

25. これら OECD MRL calculator の初期バージョンでは、HR の 2 倍、また中央値の 3

倍よりも大きな MRL 提案値を避ける手段として、規制のための 高限界(シーリング)

が導入されていた。NAFTA calculator 及び対数正規分布法での経験で、高濃度側で分布

にうまく適合しない残留データセットでは、HR に関連して相対的に高い MRL 提案値

が、しばしば現れることが示された(テイリング効果)。初期には、専門家グループは、

シーリングは統計学的ではないが常識と歴史的な経験で正当化される現実的な方法と

考えていた。シーリングは恣意的であり、いかなる統計学的な正当性によっても支持さ

れないことは、常に認識されていた。この理由により、規制のためのシーリングは、集

中的な試験と評価を必要とする calculator の一側面と特定されていた。 

26. 初期の試験において、482 の EU データセット中、規制のためのシーリング値が

MRL として選択されたのは 1 回だけであった。しかし、試験されたデータセットの 2%

で、規制のためのシーリングが分布の選択に影響を与えた。この効果に注目して、規制

のためのシーリングは、何らかの統計学的なあるいは現実的な観点から「合理的」なの

か、あるいは全く恣意的で正当化されないのかを見極めるために、影響を受けたデータ
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セットの見直しが行われた。これらのデータセットのすべてが、確率プロットにおいて

テイリング効果を示し、HR に比較して大きな MRL となった。一例を下に示す。 

 

Figure 3 テイリングが疑われる例 

 

27. NAFTA calculator を用いて解析されたデータセット中、少数ではあるが注目に値す

るパーセンテージで、テイリング効果が観察され、相対的に高い MRL を通常与える結

果となった。OECD MRL calculatorの旧バージョンで採用された 3つの異なる分布では、

テイリング効果が見られる頻度は減少した。しかしながら、小さなパーセンテージのデ

ータセットはやはりテイリング効果を示したことから、規制のためのシーリングに代わ

って、テイリングのあるデータへの、calculator で使用可能で統計学的な適合検定法を見

出す、あるいは開発する努力が行われた。不幸なことに、残留データにおいて規制のた

めのシーリングと同程度に機能する検定方法は見つからなかった。 

28. OECD MRL calculator の現在のバージョンでは、分布への適合検定は使用されてい

ない(詳細は付属書 B を参照のこと)。その結果、もはやテイリングは対処すべき事項で

はなくなった。さらに、現在の分布によらないアプローチの使用により、残留濃度の集

合に対して相対的に異常に高い MRL が得られる事例は減少した。Figure 9 に示す実際

のデータセットの結果は、現在の OECD MRL calculator は 20 及び 16 ポイントの大きさ

のデータセットならば、2×HR よりも小さい MRL を提案することを示している。合成
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データによる試験の結果はより説得力があり、10 以上のデータポイントのデータセッ

トの 95%において、現在の OECD MRL calculator を用いると 2×HR 以下の MRL が提案

された。現在の OECD MRL calculator で採用されている方法論は、 大の残留濃度ある

いはデータセットの中央値に関して、MRL 提案値を制限していない。実際に、より小

さなデータセット(10 ポイント未満)では、HR の 2 倍、あるいは 3 倍さえも超過するよ

うな MRL が提案される可能性がある。このように小さなサイズのデータセットでは、

本質的に不確かさが大きく、特にデータセット内の変動が大きいときには、大きな MRL

が現れることも正当である。 

 

現在の OECD MRL Calculator 

29.  現在の OECD MRL calculator は、LOQ 未満の値のみのデータセット(すべての測

定値が、1 種類以上の LOQ 未満である)と LOQ 以上の値を含むデータセット(少なくと

も 1 つの測定値が、採用された分析法の LOQ 以上である)を区別する。 

 サンプリングの繰り返しが行われた作物残留試験(1 つの作物残留試験あたり 2 つ以

上のコンポジットサンプルが採取された場合)に対して、検討グループは作物残留試験

の代表値として、繰り返しサンプルの平均または算術平均を使うことを推奨している。

これは、同一のコンポジットサンプルの分析が繰り返された場合と全く同じやり方であ

る。統計学的観点からは、繰り返しサンプルの算術平均あるいは平均は、潜在的分布の

p95 を目標とする MRL 設定の根拠となる(下記の OECD MRL calculator の性能を参照の

こと)。しかし、繰り返しサンプルの 1 つの妥当な結果が、平均あるいは算術平均から

推定された MRL を超過する状況が起こるかもしれない。このような場合には、規制当

局は消費者の安全の観点から、食事を介したリスク評価においてこの単一の値を HR と

することを考えてもよい。 

30. この取り組みの正当性と 2007 年の JMPR によってされた異なる勧告との違いにつ

いては、付属書 D を参照のこと。 

 

LOQ 以上の値を含むデータセット 

31. LOQ 以上の値を含むデータセットでは、calculator は下記の計算結果の 大値を

MRL として提案する。 

・MRL 提案値が常に HR 以上となることを保証するため、HR を 低限(フロア値)

として使用する 1。 
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・データセットの算術平均と標準偏差を計算する。「算術平均+4×標準偏差」を基礎

提案値として評価する(「Mean + 4 x SD」法と呼ぶ) 

・「3 x Mean x CF」法(次のパラグラフを参照のこと) 

注：算術平均と標準偏差の計算では、LOQ 未満の値はすべて LOQ に等しいとして

計算する。 

1 MRL calculator の設計を完全にするために必要な政策的な問いを含む質問書を、

1 年にわたって JMPR と OECD の種々の委員会に回覧し、その回答を反映してこ

の要求が導入された。 

32. 「3×算術平均」を求め、計算のもう一つのフロア値とする。計算に使用するサンプ

ルの変動計数(CV＝標準偏差/算術平均)が少なくとも 0.5 であることを保証するためで

ある。変動計数が 0.5 以下であることは、大部分のデータセットで確認された 2。小さ

なデータセットでは標準偏差が過小に推定される傾向があることから、この要求が必要

とされた 3。LOQ 未満の値のみのデータセットではその算術平均が過大に推定されるこ

とが観察されたために、補正因子(correction factor, CF)が加えられた。補正因子は、1 – 

2/3×データセット中の LOQ 未満のデータの割合、である。この計算は「3 x Mean x CF」

法と呼ばれる。 

 従って、LOQ 以上の値を含むデータセットの MRL 提案値は 

 HR、算術平均+4×標準偏差、3×算術平均×CF の 大値となる。 

2 CV=0.5 ならば、SD=0.5×算術平均となり、「算術平均+4×標準偏差」＝「算術平

均+2×算術平均」＝「3×算術平均」となる。 

3 calculator の以前のバージョンでは、15 以下のポイント数のデータセットにのみ、

「3×算術平均×CF」が適用された。しかし、多くの探索を行っても、計算手順グ

ループは、15 を超える LOQ 以上のデータセットで、CV が 0.5 未満の例を見つ

けられなかった。そのため、単純さを選択して、データセットの大きさによる区

別は計算手順から除かれた。 

33. LOQ 未満の値が大部分であって、複数の LOQ が存在するデータセットの場合、一

番大きい LOQ よりも小さい定量結果があるときは特に、より複雑になる。上記の手順

を使用して MRL を提案するが、使用者は case-by-case で提案値の見直しを考える可能

性がある。 
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LOQ 未満の値のみのデータセット 

34. OECD 残留化学専門家グループ(RCEG)は、2010 年 8 月にワシントンで開かれた会

合で、LOQ 未満の値のみのデータセットでは、そのデータセットに含まれる も大き

い LOQ を MRL とすることを提案した。この時、委員会は計算手順グループの勧告を

採用しないことを決定した。計算手順グループの元の提案の詳細は付属書 C に示されて

いる。 

35. 分析法の LOQ 未満であるが、LOD(検出下限)を超える残留濃度の値を使った方法

の提案、特に LOQ 未満の残留濃度の値が得られる場合の改善が検討された。この区別

は、これらの残留濃度の値に付随する固有の問題(バリデーションデータにより支持さ

れていない、分析機器の検出下限に非常に近い値である可能性がある、規制者が入手で

きないことが多い)があることから、calculator には含められていない。しかしながら、＜

LOQ の残留濃度の値が MRL 提案値に与える影響を見るために、多くの試験が行われ

た。幸運なことに、「Mean + 4 x SD」法の頑健性と、「3 x Mean x CF」法に補正因子

(CF)を含めたことから、LOQ 未満の値は MRL 提案値に強く影響しなかった。従って、

LOQ 未満の残留濃度の値を含めることの MRL 提案値への影響は、仮にあったとしても

通常は非常に小さい。 

 

数値の丸め 

36. 国際的な環境でハーモナイズした MRL 設定を促進するため、MRL 提案値は計算

の 終段階で丸められる。1 と 10 の間の数は 1 桁の数字に丸める。10 と 100 の間の数

字は 10 の倍数とする。100 と 1000 の間の数字は 100 の倍数とし、以下同様に進む。中

間の数値である 0.015、0.15、0.5、15 などは切り上げにより MRL が倍になることを避

けるために含められている。従って、0.12 は 0.15 に、0.16 は 0.2 になり、12 は 20 では

なく 15 になる。MRL のレベルが規定された値を超過した場合には、切り下げの可能性

もある。 

37. 0.01 mg/kg 未満の MRL 設定が望ましくない時には、より小さな MRL 提案値はそ
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の値に切り上げる。分析法の限界により、0.015 mg/kg が望ましくない場合は、MRL を

0.02 に切り上げる。 

38. 実際よりも精確であるという印象を与えることを避けるため、MRL は 後の有効

な数字の後ろに 0 をつけないで表示する。例えば、MRL は 2.0 mg/kg ではなく、2 mg/kg

と表示する。0.1 mg/kg はあり得るが、0.10 mg/kg はない。 

39. 2 つの MRL 丸め値の間に MRL 提案値があり、低い方の丸め値との差が、2 つの

MRL 丸め値の差の 10％未満であるときは、切り下げが起こりうる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値の丸めの例 

丸め前の提案値  1.04 mg/kg  → 丸め後の提案値  1 mg/kg 

丸め前の提案値  1.12 mg/kg  → 丸め後の提案値  1.5 mg/kg 

丸め前の提案値  1.53 mg/kg  → 丸め後の提案値  1.5 mg/kg 

丸め前の提案値  1.58 mg/kg  → 丸め後の提案値  2 mg/kg 

丸め前の提案値  2.07 mg/kg  → 丸め後の提案値  2 mg/kg 

丸め前の提案値  2.12 mg/kg  → 丸め後の提案値  3 mg/kg 

丸め前の提案値  21.0 mg/kg  → 丸め後の提案値  30 mg/kg 
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OECD MRL Calculator の性能 

40. これまでに解説した手順は、計算手順グループによって選択された。その理由を挙

げる。a) 使い方が簡単である、b) 分布の仮定に依存しない 4、c) LOQ 未満のデータの

存在に対して頑健性がある、d) 特に小さなデータセットで、分布に基づく方法に比べ

て性能が勝っている。合成データセットと実際のデータセットの両者で本手順の性能が

試験された。また、MRL 提案値を伝統的な EFSA 及び JMPR の MRL と比較するととも

に、NAFTA calculator により得られる MRL とも比較した。 

4 本計算法はいかなる分布の仮定にも依存しないが、チェヴィシェフ不等式と呼

ばれる古典的な理論は、有限の算術平均と分散をもつどのような分布であっても、

そこから抽出された十分に大きいサンプルにおいては、「Mean + 4 x SD」法は

93%タイルを超えるパーセンタイル値の推定値を与える、と述べている。対数正

規分布においては、十分に大きいサンプルは 99%タイルを超える推定値を与え

る。 

 

合成データでの性能 

41. CV=1.05の対数正規分布から採られた 100,000 の合成データセットで、試験が行わ

れた。この分布は実際の作物残留試験データにおける合理的な 悪の場合を代表すると

考えられた。つまり、大部分のデータセットにおいて、以下に述べるよりも良好な性能

が期待される。 

5 潜在的な分布が正規ならば、算術平均は 1 であり、標準偏差は ln(2)1/2≃0.83 

42. 対数正規分布からから発生させたデータセット毎に、MRL 提案値を計算した。考

えうる 小のデータセット(3 データポイント)では、計算された MRL 提案値の大部分

(95%)は 0.37×p95 と 4.50×p95 の範囲内であった(Figure 4)。MRL/HR 比は 2.0 と 2.7 の間

で変動した(Figure 5)。試行の 95%がこの範囲内となることから、これらの範囲を計算の

95%予想範囲と呼ぶ。失敗率、つまり p95 を下回る 大残留濃度が得られる率は、3 ポ

イントのデータセットでは 42.5%であった(Figure 6)。8 ポイントのデータセットでは失

敗率はおよそ 25%に減少し、29 データポイントでは 5%のレベルに達した。 
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Figure 4  MRL/p95 比の 95%予想範囲は、CV が 1 の対数正規分布から採取されるデー

タポイント数に依存する。赤(+)と緑(*)のラベルはそれぞれ上と下の境界を示す。青い

線は比が 1 であることを示す。右側の縦軸には、対数正規分布での対応するパーセンタ

イルを表す。左のグラフでは比がノーマルスケールで示され、右のグラフでは対数スケ

ールで示されている。この例は実際の作物残留試験データにおける合理的な 悪の場合

を表しており、大部分の実際のデータセットにおいて、上に述べたよりも良好な性能が

期待される。数値の丸めにより緑と赤のラインはともに上に移動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5  MRL/HR 比の 95%予想範囲は、データポイント数に依存する。赤(+)と緑(*)

のラベルはそれぞれ上と下の境界を示す。この例は実際の作物残留試験データにおける

合理的な 悪の場合を表しており、大部分の実際のデータセットにおいて、上に述べた

よりも良好な性能が期待される。丸めにより緑あるいは赤のラインは上に移動する。 
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Figure 6 失敗率、つまり p95 を下回る MRL が得られる率とデータポイント数。この例

は実際の作物残留試験データにおける合理的な 悪の場合を表しており、大部分の実際

のデータセットにおいて、上に述べたよりも良好な性能が期待される。丸めは失敗率を

減少させる。 

43. この合理的な 悪の場合であり極端に小さいデータセットであっても、MRL 提案

値は 95%タイル値の大体半分から 4 倍になると期待される。極端に小さなデータセッ

トであっても、MRL 提案値が 95%タイル値を下回るよりも、超過する確率がより大き

い(ほぼ 60%)。 

 

実際のデータ(大きなデータセットからのサブサンプル)での性能 

44. 実際のデータセットに対しての性能比較プロジェクトでは、考えうる異なる計算

オプションとの比較に、かなりの労力と時間がかけられた。この文書では、提案した方

法の結果のみを報告する。 

45. 実際のデータセットでは、潜在的な分布もパーセンタイル値も未知である。実際の

データセットにおいて、考慮された方法論の性能を評価するために、大きな実際のデー

タセット(少なくとも 20 または 30 の残留濃度の値を含む)を選択し、そこから異なるサ

イズの複数のサブセットを抽出し、それぞれのサブセットで MRL 提案値を求めた 6。

大きなデータセットの HR は、潜在的な分布の 高のパーセンタイル値の範囲にあると

期待される(典型的には、20 以上の残留濃度の値のデータセットで 95 パーセンタイル

以上)。そこで、Figure 7 に示すように、この値を参照点とした。 
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6 入れ替え無しでサンプリングを行ったので、ブートストラッピングに似てはい

るが同一ではない。 

 

46. 図(Figure 7)からわかるように、16 及び 20 ポイントのサブセットでは、大部分の

MRL 提案値はフルデータセットの HR を超える。5 及び 8 ポイントのサブセットでは、

大部分の MRL 提案値は親データセットの HR の 0.5 倍から 2.5 倍の範囲にある。これ

らの小さなサブセットでも、MRL 提案値が親データセットの HR を超える頻度は下回

る頻度よりも大きい。 

47. calculator の性能(さらに頑健性も)を評価する別の方法が、Figure 8 に示されている。

サブセットの MRL 提案値とフルデータセットから得られた MRL 提案値との比が示さ

れている。すべてのサブセットサイズで、1 付近に明瞭なピーク、つまり完全一致が認

められる。非常に小さなサブセットでは、ピークを示す比は 0.5 と 1.5 の間で平らにな

る。 後に、Figure 9 は、サブセットの MRL 提案値と HR の比を示しており、非常に小

さなデータセットではその比が 3 を超えることを示している。 

48. これらの試験において、EFSA の残留データ及び JMPR データから得た 63 の大き

なデータセットから、5、8、16、20 ポイントの 10 個のサブセットを抽出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 数値を丸めた後の、各サブセットに対する MRL 提案値と親データセットの HR

との比 
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Figure 8 数値を丸めた後の、それぞれのサブセットに対する MRL 提案値と親データセ

ットに対する MRL 提案値との比 

 

 

Figure 9 数値を丸めた後の、それぞれのサブセットの MRL 提案値と HR との比 
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既存の MRL との比較 

49. 近 EFSA あるいは JMPR の専門家により評価され、MRL の導出に使用された実

際の残留データを用いて、提案した方法を試験した。EFSA により評価された残留デー

タは、2008 年 11 月から 2010 年 2 月の間に EFSA により公表された「MRL に対する合

理的意見」から採られた。JMPR により評価された残留データは、2008 年の JMPR レポ

ートから採られた。2 つの残留データコレクションの特性を以下に示す。 

 

Table 1 EFSA 及び JMPR データコレクションの特性 

50. 潜在的な分布が未知である実際のデータセットの場合は、calculator により提案さ

れた MRL が適切か否かを判断することは困難である。そこで、いくつかの統計処理に

より calculator の性能の特性を求めた。 

・丸めた MRL と HR の比 

・丸めた MRL と丸める前の MRL の比 

・丸めた MRL と、EFSA あるいは JMPR により提案された MRL の比 

・丸めた MRL と、同じデータセットを用いて NAFTA calculator で得た MRL の比

(注：NAFTA calculator を使用するとき、LOQ 以下の値は 尤推定値で置き換え

ていない。つまり、MLE 法は使用していない) 

 

51. 全ての EFSA と JMPR のデータセットにおいて、それぞれの比の、 小値、 大値

及び、算術平均を求めた。さらに、データセットを大きさと LOQ 以下の値のパーセン

テージで分類し、算術平均を求めた(Table 2 及び 3 参照)。 
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Table 2 EFSA の残留データを用いた提案された MRL calculator の試験 

 

 

Table 3 JMPR の残留データを用いた提案された MRLcalculator の試験 

 

52. 数値の丸めの手順は、MRL を平均して 10-20%増加させる傾向がある。いくつかの

EFSA データセットでは、数値の丸めによる 3 倍の増加が見られた。これは、これらの

データセットの LOQ が 0.00097 mg/kg で、丸める前の MRL が OECD MRL calculator で

実行されている 0.01 mg/kg の 低の MRL のクラスよりもはるかに小さかったからであ

る。 

53. 丸めた MRL と HR の比の平均は、EFSA データセットコレクションでは 2.1、JMPR

データセットコレクションでは 1.8 であった。データセットのサイズが大きくなると、

この比が低下する傾向が見られた。LOQ が 0.00097 mg/kg で LOQ を超えるデータのな

い EFSA のデータセットのいくつかでは、比が 10 倍以上になった。 

54. OECD MRL calculator で得られた 大残留濃度の推定値は、EFSA 及び JMPR の専

門家により提案された MRL を、平均してそれぞれ 12%及び 5%超過した。しかし、個々

のデータセットのいくつかではより大きなずれが認められた。OECD MRL calculator に

よって得た 大残留濃度の推定値と専門家により提案された MRL との比は、EFSA の

データセットについては 0.3 と 2.0 の範囲にあり、JMPR のデータセットについては 0.40

と 3.0 の範囲にあった。 
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55. OECD MRL calculator で得られた 大残留濃度の推定値は、NAFTA calculator によ

る MRL を、平均して超過する傾向が見られた。平均的な超過率は EFSA データセット

では 11%、JMPR データセットでは 15%であった。ここでも、個々のデータセットのい

くつかで大きな違いが認められた。OECD MRL calculator によって得た 大残留濃度の

推定値と NAFTA calculator で得られた MRL との比は、EFSA のデータセットについて

は 0.43 と 2.7 の範囲にあり、JMPR のデータセットについては 0.50 と 3.0 の範囲にあっ

た。 

56. 以下のグラフは OECD MRL calculator により得られた MRL(Y 軸)と EFSA あるい

は JMPR の専門家により提案された MRL、さらに NAFTA calculator で得られた MRL(X

軸)を比較している。2 つの軸は対数スケールである。青い線上の点は、OECD MRL 

calculator が、専門家あるいは NAFTA calculator により得られた MRL と等しい 大残留

濃度の推定値を与えたデータセットに対応している。線の上(下)の点は、OECD MRL 

calculator が、専門家あるいは NAFTA calculator による MRL より大きい(小さい) 大残

留濃度の推定値を与えたデータセットに対応している。1 つの点が複数のデータセット

を表していることがある。 

 

 

Figure 10 OECD MRL calculator で得られた MRLs と EFSA の専門家により提案された

MRLs の比較 (EFSA データセット) 
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Figure 11  OECD MRL calculator で得られた MRLs と JMPR の専門家により提案された

MRLs の比較 (JMPR データセット) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12  OECD MRL calculator で得られた MRLs と NAFTA calculator により得られた

MRLs の比較 (EFSA 及び JMPR データセット) 
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付属書 A 算術平均+k×SD アプローチ 

 非常に小さなデータセットにおいて 95%タイル値の過小推定を減らすために、「フロ

ア」法を導入することの代替法として、他の多くの方法が研究された。これらの手順の

大部分では、計算で標準偏差に乗ずる係数を、データセットのサイズに従って調節する。 

 「算術平均+k×SD」法において、k はデータポイント数 n に依存する整数の係数であ

る。従って、k=k(n)と表せる。「算術平均+k×SD」の値が 高の残留濃度(HR)より小さい

ならば、HR を MRL 提案値とする。つまり MRL 提案値は 

大値(算術平均+k(n)×SD, HR) 

 k を計算するための、つまりデータセットのサイズ n への k の関数的依存を求めるた

めのいくつかの規準が提案された。それらの 1 つだけを以下に示す。他の規準も同様な

結果となった。 

 MRL 提案値の目的とする規準は以下の通りである。1)EU 及び NAFTA の勧告と一致

させるため、MRL 提案値がｐ95 よりも大きいこと。2)高い信頼レベル q で、MRL 提案

値は F×p95(F は整数の係数)よりも小さい。EU 及び NAFTA の勧告と一致させるため、

信頼レベルの既定値は q＝95%とする。しかし、小さなデータセットでは、1)と 2)を同

時に満足することは不可能となる。そのような場合には、信頼レベルをデータセットの

サイズに応じて引き下げる。a) 大残留濃度の推定値を極端に大きくせず、b)小さなデ

ータセットで合理的な信頼レベルとするためには、係数 F は 4 とされた。 

 k(n)及び q(n)の傾向を導くために、CV が 1.0 の対数正規分布から採取された 100,000

の合成データセットを検討した。それぞれのサイズのそれぞれのデータセットで、MRL

提案値を計算した。MRL 提案値の信頼区間の上限と下限が、それぞれ 4×p95 未満であ

り、1.0×p95 を超えた場合に、そのデータポイント数における k として受け入れる。2 つ

の条件は、それぞれ要件の 1)と 2)に対応している。必要であれば、信頼レベル q を 95%

から引き下げる。 

 k の計算結果は、3 データポイントでは 9 となり、39 以上のデータポイントでは 4 の

範囲で変動した(Figure 12)。 悪のケース(3 データポイント)での信頼レベルは 60%で、

22 データポイントでは 95%に達した(Figure 13)。 悪のケース(3 データポイント)では、

MRL 提案値の計算結果の大部分は、0.4×p95 と 9.0×p95 の範囲にあり、MRL/HR 比は 1.9

から 5.1 の範囲にあった(Figure 15)。一方、計算された信頼レベルにおいて MRL 提案値

を考えれば、手順の定義により、全てのデータセットサイズにおいて要求される境界の

上限と下限の間になるだろう(Figure 14 の灰色のラベル)。失敗率、つまり MRL が p95

を下回る率は、データポイント n が 3 の時に 大の 19.1%となり(Figure 16)、n の増加と



123 
 

主に 2-3%のレベルに急速に低下した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 データポイント数に依存した計算された k の値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 データポイント数に依存した計算された信頼レベル 
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Figure 15 データポイント数と MRL/p95 比の 95%範囲。赤(+)と緑(*)のラベルはそれぞ

れ上と下の境界を示す。青い線は 1×p95 と 4×p95 であることを示す。黒(〇)ラベルは

1×p95 と 4×p95 を MRL 提案値の下限と上限として用いた計算値を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 MRL/HR 比の 95%範囲。赤(+)と緑(*)のラベルはそれぞれ上と下の境界を示

す。 
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Figure 17 データポイント数と「失敗率」つまり MRL 提案値が p95 を下回る率 

 

 算術平均+k×SD 法は、EFSA と JMPR の評価で得られた実際の残留データを用いて試

験された。試験結果を Table 4 と Table 5 にまとめる。 

 

 

 

Table 4  EFSA の残留データを用いた算術平均+k×SD 法の試験結果 
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Table 5  JMPR の残留データを用いた算術平均+k×SD 法の試験結果 

 数値の丸めの手順は、平均して MRLs を 10～20%増加させる傾向がある。いくつかの

EFSA のデータセットでは、数値の丸めによる 10 倍以上の増加が見られた。これは、こ

れらのデータセットの LOQ が 0.00097 mg/kg で、丸める前の MRL が 低の MRL クラ

スである 0.01 mg/kg よりもはるかに小さかったからである。 

 丸めた MRL と HR の比の平均は、EFSA データコレクションでは 2.9、JMPR データ

では 2.4 であった。データセットのサイズが大きくなると、この比が低下する傾向が見

られた。LOQ が 0.00097 mg/kg で LOQ を超えるデータのない EFSA のデータセットの

いくつかでは、比が 10 倍以上になった。 

 OECD MRL calculator で得られた 大残留濃度の推定値は、EFSA 及び JMPR の専門

家により提案された MRL を、平均してそれぞれ 59%及び 39%超過した。しかし、個々

のデータセットではより大きなずれが認められた。OECD MRL calculator によって得た

大残留濃度の推定値と専門家により提案された MRL との比は EFSA のデータセット

では 0.40 と 3.0 の範囲にあり、JMPR のデータセットでは 0.50 と 5.0 の範囲にあった。 

OECD MRL calculator で得られた 大残留濃度の推定値は、NAFTA calculator により

得られた MRL を、平均して超過する傾向が見られた。平均的な超過率は EFSA データ

セットでは 53%、JMPR データセットでは 47%であった。ここでも、個々のデータセッ

トのいくつかで大きな差が認められた。OECD MRL calculator によって得た 大残留濃

度の推定値と NAFTA calculator で得られた MRL との比は、EFSA データセットでは 0.67

と 3.8 の範囲にあり、JMPR データセットでは 0.63 と 2.9 の範囲にあった。 

以下のグラフは「算術平均+k×SD 法」により得られた MRL(Y 軸)と EFSA あるいは

JMPR の専門家による MRL、さらに NAFTA calculator で得られた MRL(X 軸)を比較し

ている。大部分の点が青い線より上にあり、これは、 近 EFSA 及び JMPR の専門家に

より提案された MRL および、NAFTA calculator で計算された MRL と比較して、試験さ

れた「算術平均+ｋ×SD 法」がより高い MRL を与えることを示している。 
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Figure 18 「算術平均+k×SD 法」で得られた MRL と EFSA の専門家により提案された

MRL の比較 (EFSA データセット) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 「算術平均+k×SD 法」で得られた MRL と JMPR の専門家により提案された

MRL の比較 (JMPR データセット) 



128 
 

 

Figure 20 「算術平均+k×SD 法」で得られた MRL と NAFTA calculator により得られた

MRL の比較 (EFSA 及び JMPR データセット) 

 

 全体として、この方法は MRL 計算グループの提案よりも保守的であるだけでなく、

これまでに使われたどの MRL 計算手順より保守的である。 

 

結論 

 本項に含めた手順は全て、科学的に健全で、確立された統計手順に基づいている。小

さなデータセットでの、保守性の程度と性能がそれぞれ異なっている。 

 基本として提案された「算術平均+4×SD 法」は、非常に小さなデータセットでも、分

布による方法よりも常に頑健であり、性能が良いと期待された。よく似た方法がすでに

NAFTA calculator の一部となっているのは、この理由からである。しかし、20 から 30 ポ

イントのデータセットにおいても、分布による方法の性能を上まわる、あるいは少なく

とも同程度の性能であったことは、計算手順グループのメンバーにとって嬉しい驚きで

あった。 

 データセットサイズに依存して標準偏差に掛ける数を決めることにより、非常に小さ

なデータセットにおいて、95 パーセンタイル値が過小に推定されることを減らそうと

いう努力は、ずっと保守的な方法となり過大評価が増加した。フロア法が追加されたの

は、この実験に基づく現実的な決定であり、過大評価を増やすことなく、 悪の過小評

価を修正することを目的としている。 
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 過大評価に関連した事項として、グループ内では、「外れ値」が存在する可能性が何

度も議論された。小さなデータセットでは、その傾向を決定するに足る十分な情報がな

いため、ある高い値を外れ値であると分類することは、非常に難しいと結論された。あ

る分布(正規、対数正規、ワイブルその他)に従っていることが明らかに示される、より

大きなデータセットならば、その分布からの外れ値の適切な検定が可能だろう。例えば、

残留濃度の値を正規分布に対して Dixon 検定する、あるいは残留濃度の値の対数を対数

正規分布に対して検定できる。このような手法で、さらなる検討が必要な残留濃度の値

を特定することができる。しかし、統計検定に基づいて、このようなデータポイントを

除外して無視することを、グループは推奨しない。 
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付属書 B 分布に基づく方法と分布に基づかない方法 

 大きなデータセットでは、分布に基づく方法(正規、対数正規、ワイブル分布への適

合)は、基づかない方法よりも精確だろうという期待に基づいて、 初の calculator が設

計された。しかし、calculator ワークグループは、「算術平均+4×SD」法が、小さなデー

タセットだけでなく、20 から 30 ポイントの大きさのデータセットでも、分布に基づく

方法よりも性能が良いことを見出した。 

 提案された計算法と、過去に使用された分布に基づく方法の性能を比較するために、

CV=1.0 の対数正規、正規、ワイブル分布から、サイズ 3-308のデータセットを 10,000 サ

ンプリングした。それぞれの分布のデータポイント数毎に、計算された MRL の真の p95

に対する比の 95%予想範囲 9を計算した。正規分布から負の数がサンプリングされたと

きは、0.001 で置き換えた。 

8 対数値の平均＝1.0、対数値の SD が 0.83 の対数正規分布、平均＝1.0、SD=1.0 の

正規分布、シェイプパラメータ＝1、スケールパラメータ＝1 のワイブル分布、が検

討された。 

9 すべてのデータセットから計算された比の小さい方から 2.5%と 97.5%の間の範

囲 

Figure 21-23 は 16～30 のデータセットサイズ(より小さなデータセットでは分布に基

づく方法は適用されなかった)で、一般的に、提案法が分布に基づく方法よりも性能が

良いことを示している。対数正規分布とワイブル分布のデータセット(それぞれ Figure 

21 と 23)では、提案法は分布に基づく方法よりも、MRL/p95 の範囲がより狭く、上限と

下限は 1 に近かった。つまり、残留分布の 95%タイル値がより正確に推定された。正規

分布のデータセットでも、MRL/p95 は 1.0 に近く区間は狭かった(Figure 22)。一方、提

案法はより保守的に働き、16 以上のポイント数のデータセットでは、MRL/p95 区間全

体が 95%タイル値を超えた。これに対し、分布に基づく方法は、中間的なサイズのデー

タセットでも、潜在的な正規分布の 95%タイル値を過小推定した。CV が 0.5 から 1.5 の

範囲でも同様な結果が得られた。 
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Figure 21 対数正規データセット：MRL/p95 比の 95%予想範囲はデータポイント数に

依存する。赤と緑のラベルは、提案法で計算された上限と下限を示す。青のラベルは分

布に基づく方法による値を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 正規データセット：MRL/p95 比の 95%予想範囲はデータポイント数に依存

する。赤と緑のラベルは、提案法で計算された上限と下限を示す。青のラベルは分布に

基づく方法による値を示す。 
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Figure 23 ワイブルデータセット：MRL/p95 比の 95%予想範囲はデータポイント数に

依存する。赤と緑のラベルは、提案法で計算された上限と下限を示す。青のラベルは分

布に基づく方法による値を示す。 
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付属書 C LOQ 未満の値のみのデータセットに対する統計学的な合理性 

 OECD RCEG は 2010 年 8 月の会議で、LOQ 未満の値のみのデータセットの MRL を、

そのデータセットにおける も高い LOQ とすることを提案し、この付属書に示される

統計に基づく提言を採用しないことを決定した。 

 n 個のデータの全てが 1 つの LOQ 未満である場合、「算術平均+4×SD」法は、数学的

には、0 と LOQ のおよそ 2.5 倍のどれかの値となりうる(小さいサンプルサイズではお

そらく 3×LOQ までになる)。CV に対して仮定/必要条件を設定しても、それ以上の範囲

は得られない。この結果、異なるアプローチが必要となった。HR<LOQ が手にすること

ができる唯一の確かな情報であることから、HR に基づく合理的な手順を考え、HR を

LOQ で置き換えた。次に、ｐ95(残留濃度の 95%タイル値)を上回る確率が少なくとも

50%となる MRL 提案値を得ることが原則である。 

 一般的に、どのような連続分布であっても、HR が p95 未満である確率は(0.95)n とな

る。n≧14 ならば(0.95)n＜0.5 となり、HR そのものがｐ95 を超える確率は少なくても

50%である。純粋に統計に基づくと、n=3 のような小さなサンプルサイズで、MRL=HR

とすることは合理的ではないように思われる。 

 しかし、HR の何倍か、例えば 2×HR を MRL とすることは合理的であった。2×HR が

95%タイル未満である確率は、分布に依存する。Figure 24 は、CV<1.5 の対数正規分布

及びワイブル分布で、n≧4 ならば、2×HR が少なくとも 50%の確率でｐ95 を上回るこ

とを示す。CV がより大きいときは n≧5 で、CV<1 ならば n=3 で、同じことが成立する。

従って、n≧4 の時には MRL=2×HR とすることは合理的であるが、単純さのために n=3

の時に拡張することは合理的でないと考えられた。n が大きくなれば、ｐ95 を超える確

率は実質的に 50%よりも大きくなると予想できた。それ故、サンプルサイズによっては

HR と 2×HR の間の値となると考えた。 

 Figure 25 は CV<2 の対数正規分布及びワイブル分布で、n≧8 の時、1.5×HR が 95%タ

イルを上まわる確率は 小 50%であることを示している。 

 終的に、n=14 ではなく n=16 で 1.5×HR を HR に切り替えることにした。計算で手

順変更が起こる点に一貫性をもたせるためである。LOQ 以上の点が 1 個以上ある場合

に使用される方法の保守性を、幾分か保てるという利点もあった。 

 議論を結び付けていくことにより、ホワイトペーパー本体で提案された計算法が得ら

れた。算術平均に基づく方法は HR に基づく方法よりもサンプリングによる変動が少な

いという理由により、「Mean+4×SD」法と可能な場合は他の算術平均に基づく方法を使

用する、ということが 終的なコメントであった。上記の計算は多くの場合に 95%タイ

ル値を上まわる確率が 50%であることを示したが、MRL/95%タイル値の比の変動は示
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さなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 広範な CV 範囲のワイブル分布および対数正規分布における 2×HR＞p95 と

なる確率。データセットサイズ：3-7。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 広範な CV 範囲のワイブル分布および対数正規分布における 1.5×HR＞p95 と

なる確率。データセットサイズ：7-10。 
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 2 つ以上の LOQ が含まれるときは、calculator は 大の LOQ に対して同様に動作す

る。しかし、そのような場合には、それぞれに異なる LOQ を下回った分析値の数のバ

ランスによって、より低い MRL を設定する考え方があることを認識すべきである。 

 LOQ 未満の値のみのいかなるデータセットにおいても、計算手順グループが提案し

たよりも低い MRL を設定する考え方がありうることを認識すべきである。例えば、作

物残留試験とは別に、残留濃度が LOQ よりもずっと低い値であることを示す証拠があ

るようなときである。 
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付属書 D 大残留濃度を計算するときに作物残留試験の繰り返しの平均値を使用す

ることの正当性 

 

 OECD MRL calculator は一般式「算術平均+4×SD」に基づいている。この式において、

SD は独立した作物残留試験から得られた残留濃度の標準偏差である。現在の OECD 及

び FAO の作物残留試験と同一の原則が、OECD MRL calculator 法開発の枠組みとなっ

た。 

 FAO 及び OECD 両者のガイダンスに従い、作物における残留のデータは、個別の圃

場あるいは圃場内の区画で実施される複数の作物残留試験から得られる。「代表」サン

プルは、コンポジットサンプルであり、それぞれの作物残留試験が実施される圃場の区

画から採取される。区画に決められたサンプリング地点から、ランダムにあるいは系統

的にサンプリングされた一部を統合して、コンポジットサンプルが調製される。FAO の

マニュアル「作物残留試験からの農薬残留データ作成ガイドライン」に従えば、「分析

結果を実験単位全体に適用するために、サンプルは代表性を有しなくてはならない」。

従って、作物残留試験においてコンポジットサンプルを集める目標は、農薬製品の適用

後の特定の時間点における単一の作物残留試験の平均あるいは「真の」残留濃度を推定

することと、理解されている。 

繰り返し測定 – 基本的な分析の原理 

 繰り返し測定値を集めて解析することは、分析化学の基本原則である[10]。繰り返し

試験に含まれている分析原則は、複数の繰り返しの値の平均は、潜在する集合の真の平

均のより良い推定値を与えるということである。繰り返し間の変動の性質が非確定的

(ランダムで制御できない因子に影響されており、その結果が「真値」より大きい確率と

小さい確率が等しい)ならば、平均値は個々の繰り返しの値よりも信頼できるというの

は正しい。 

 この原則は、試験室で繰り返し測定が行われる(作物残留試験において得られる同一

のサンプルに対して)、現在の規制環境で支持されている。この状況では、 良解(作物

残留試験において得られるサンプルの「真」の残留濃度に も近い答え)は試験室での

繰り返しの平均と理解される。作物残留試験で「真」の残留濃度を決定しようとするな

らば、 良解は作物残留試験の繰り返しの平均となる。 

 複数の繰り返しが行われたときに、繰り返した作物残留試験の 大値のみを考慮する

手法は基本的な分析化学の原則に背いている。「真」の作物残留試験における残留濃度

の 良の推定を行うのではなく、 大の残留濃度のみを考慮すると、系統的なバイアス

が入ってくる。正の値の確定的な誤差で結果をゆがめることになる。MRL の過小評価
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を 小にしようとすることは、保守的な戦略と考えられるかもしれないが、OECD MRL 

calculator の現在の基本は、このようなことを全く不必要としている。大部分のデータセ

ットにおいて、算術平均+4×SD の計算結果は、理論的に 95%よりも大きいパーセンタ

イル値となる。現在の OECD MRL calculator は、ヨーロッパの専門家あるいは JMPR が

同一のデータセットから確立した MRL よりも高い値を与える傾向があることが、多く

の試験で示された。 

変動性 

 どの段階においても繰り返し測定値を平均すると、そのレベルでの変動が小さくなる。

測定値が歪んでいない(平均値の周りに対称的にランダムに分布する)なら、繰り返し測

定値の平均は、そのレベルでの平均値あるいは真値の推定値である。残留データの変動

は、工程の全てのレベルで固有である。 も下のレベルでは、分析機器による変動があ

る。次のレベル(サンプルのレベル)では分析法がもつ変動とサブサンプリングの変動(機

器の変動と結合されて)がサンプル分析間の変動に寄与する。現在のガイドラインは繰

り返し注入や繰り返し分析を求めていないが、もし試験室が繰り返し注入や繰り返し分

析をして、その繰り返し結果が適切に平均されたならば、真の残留濃度の 良推定値が

得られ、これらの原因からの変動が小さくなるだろう。 

 作物残留試験のレベルでは、サンプリングの変動と、サンプルをコンポジットすると

きの変動が、繰り返し間の変動(サイト内または区画内変動)に寄与する。繰り返しにな

るが、このレベル(1 つの区画内)での繰り返しを平均すれば、この原因からの変動が小

さくなる。 

 後の 高のレベルでは、環境因子、調査者の実施内容、装置の差(そして他の既知、

未知の要因)があり、作物残留試験あるいは(作物残留試験が行われる)地区間の変動が生

まれる。これらの地区間変動の総和は、より下のレベルの変動よりずっと大きく、そこ

から MRL を導こうとする残留データで重要なのは、この地区間変動である。 

 (繰り返しではなく)単一の作物残留試験サンプル間の変動は、地区内変動を含めた工

程のすべてのレベルの変動を含んでいる。地区内変動は地区間変動よりかなり小さく、

残留濃度の全体の変動に対する効果はわずかであり、MRL 提案値にあまり影響しない。 

 繰り返しの平均(作物残留試験において得られた複製サンプルから得た値の平均)間

の変動も、工程のすべてのレベルの変動を含む。しかし、地区内の変動は平均された繰

り返しの数に関連した量だけ減少する。単一の繰り返し値がある場合には、MRL 提案

値は主として地区間変動により動かされる。 

 もし、繰り返しの平均値の代わりに 大値だけが考慮されたならば、繰り返し間の変

動には地区内(1 つのサンプルの場合)と地区間の変動の両者が含まれる。しかし、残留
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濃度はもはや真の作物残留試験における残留濃度の 良推定値ではない。実際には、残

留濃度には正のバイアスが含まれ、MRL の過大な評価につながる可能性がある。 

 

繰り返し値を用いた試験結果 

 OECD MRL calculator の 2010 年 6 月版を用いて、 近 JMPR 及び NAFTA に提出され

た 101 セットの作物残留試験データを検討した。この残留データ集合のそれぞれのデー

タは、2 回繰り返しで表されていた。試験データごとに以下の方法で MRL を計算した。 

・それぞれの繰り返しの平均値 

・それぞれの繰り返しの大きい方の値 

・繰り返しから交互に値を選ぶ(1 番目のペアでは A、2 番目のペアでは B、3 番目

のペアでは A、・・・)10 

10 繰り返しから交互に値を選ぶ方法は、それぞれのサイトから 1 個だけの値が得

られたときに MRL がどうなるかを試験するために行われた。 

 

 繰り返しの平均から求めた MRL と繰り返しの大きい方から求めた MRL とを比較し

た。繰り返しの大きい方及び平均から求めた MRL を、繰り返しから交互に選んだ値か

ら求めた MRL と比較した。これらのデータセットについて標準偏差と算術平均も比較

した。 

 繰り返しの大きい方から求めた丸め後の MRL は、繰り返しの平均を用いたときに比

較して、同じ(60%)あるいはより高かった(40%)。この原因の一部は、上記のように、繰

り返しの一方だけを集めると、区域内変動が小さくなり、標準偏差が本来よりもわずか

に小さくなることである。また、繰り返しの大きい方だけから作られた残留データセッ

トの算術平均計算値は、ほぼ常に繰り返しの平均値よりも大きいという事実も原因であ

る。 

 繰り返しの平均から求めた MRL を繰り返しから交互に選んだ値から求めた MRL と

比較すると、通常は同じ値だが、小さくなる場合も大きくなる場合もあった(20%が低く、

72%が同じ、8%が高い)。予想通り、繰り返しの平均の標準偏差の方がわずかに小さく

(作物残留試験内の変動が小さくなったことによる)なったが、平均は同程度に大きくな

ったり小さくなったりした。 

繰り返しの大きい方から求めた MRL と繰り返しから交互に選んだ値から求めた
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MRL とを比較すると、通常は同じ値だが、時々高くなる傾向が見られた(2%が低く、

73%が同じ、25%が高い。うち、7%は 1.5 倍以上高い)。この原因は、データセットの平

均が大きくなる(86%)という事実のみである。 

繰り返しの大きい方だけを考慮することは分析化学の基本原則に反していることと、

繰り返しを収集し分析することは、1 つのサンプルだけを集めるよりも高い MRL につ

ながることが、この結果により示された。この議論をさらに考慮すると、サンプリング

と分析の繰り返しを多くすれば、より多くのデータが得られ、より高い MRL が得られ

ることになる。 

Figure 26 左の図は繰り返しの大きい方から求めた MRL と繰り返しから交互に選んだ

値から求めた MRL の比較(MRL(max)/MRL(alt)比)である。右の図は繰り返しの平均から

求めた MRL と繰り返しから交互に選んだ値から求めた MRL の比較(MRL(ave)/ 

MRL(alt)比)である。 

 

2007 年の JMPR 報告への対応 

 2007 年の JMPR 報告([11])では、標準偏差(SD)と標準誤差(SE)の使用に混乱が見られ

た。この 2 つの用語は作物残留試験データに関係する可能性があるので、下記に説明す

る。 

 

標準偏差 

 標準偏差は個々の測定値の「平均化した距離」と考えることができる。つまり、「個々



140 
 

の残留濃度」の平均した測定値(つまり平均残留)との距離である。一般に、小さなサン

プルサイズでも、常に大きかったり小さかったりすることのない(偏りのない)、良い標

準偏差の推定値が得られる。これは、サンプルが多くても、必ずしも標準偏差の推定値

が小さくならないことを意味している。さらに、サンプル数が大きければ、推定値はよ

り正確になる。しかし、標準偏差の推定値は決してゼロにはならない。個々の残留濃度

と平均残留の「平均化した距離」はゼロではないからである 11。 

11 算術平均からの実際の「平均距離」はいつもゼロである。この理由から、標準

偏差の計算では、個々の観測値と算術平均の差あるいは「距離」を 2 乗する(こ

の方法で、計算を距離の絶対値に効果的に限定できる) 

 

標準誤差 

 標準誤差は推定の精密さの尺度である。追加の指定がない場合には、通常は、標準誤

差は算術平均の標準誤差を意味する(しかし、平均、標準偏差、95%タイル値のような母

集団の推定値は全て、標準誤差、つまりその推定の精密さの尺度を持つ)。正規分布で

は、サンプル標準偏差(そのサンプルに基づく標準偏差の推定値)を n(サンプルの数)の

平方根で割った値である。標準偏差とは異なり、サンプルが大きくなれば標準誤差はゼ

ロに近づく。これは、算術平均の推定値はサンプルサイズが大きくなるにつれてより精

密になるからである。算術平均の標準誤差を、いくつかの算術平均推定値と実際の(真

の)平均との「平均化した距離」と考えることもできる。10 回の作物残留試験があり(そ

れぞれの試験で 1 個の残留濃度が得られる)、その平均を計算することを想像してみよ

う。これは真の平均の推定値である。ここで、これが 50 回繰り返されたとする。10 回

の試験のセットが 50 あり、真の平均の推定値が 50 個得られる。平均の標準誤差は、真

の平均の 50 個の推定値間の変動の尺度である。それぞれのセット内の数が 10 から 100

に増えたとしよう。(100 試料に基づく)50 の真の平均の推定値はより精密、あるいは真

の平均に「より近い」だろう。そしてこの 50 個の平均の推定値間の変動はより小さい

だろう。ついには、50 セットで十分な作物残留試験サンプル(例えば 10,000)が集められ

たなら、それら 50 の平均の推定値の変動は実質的にゼロになるだろう。一方、作物残

留試験の個々の残留濃度がたとえ 10,000 あったとしても、それらの標準偏差はゼロに

はならず、個々の残留濃度と平均のあいだの「平均化された距離」をより正確に求めら

れるだけである。 

 要約すると 2 つの用語の違いは、標準偏差は個々の残留濃度と平均残留間の「平均化

した距離」であり、標準誤差は母集団のパラメータ、通常は平均、の精密さの尺度であ

る。 
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 2007 年の JMPR 報告は、「1 つの圃場からランダムに採取された繰り返しから測定し

た平均残留が 1 つの残留濃度として使用されると、残留濃度の真の分布は、圃場サンプ

ルの繰り返し数の平方根に比例して、見かけ上減少する」と述べている。 

 サンプリング理論に従えば、i 個のサンプルの母集団から採取された、n 個のサンプ

ルの平均残留の標準偏差(標準誤差とも呼ばれる)は 

Sn＝Si/sqrt(n) 

 この結果、2 つのランダムに採取された繰り返し圃場サンプルの平均を用いると、残

留濃度の標準偏差は 1.41 分の 1 に減少する。 

 報告は、サンプルサイズが大きくなると標準誤差が減少すると述べているように見え

る。これは正しいが、OECD MRL calculator で使用される MRL の計算(すなわち、算術

平均+4×SD)では標準誤差が使用されていない。さらに、偏りのない標準偏差推定値が使

用されるなら、サンプルサイズが大きくなっても標準偏差は必ずしも減少しない。 

 後に、我々が圃場からの 2 つの繰り返しの平均値を使うとき、(標準偏差の計算)の

分母に現れる「n」は、作物残留試験が実施された区域の数であって、繰り返しの数で

はない。例を挙げれば、5 カ所の作物残留試験場から 2 サンプルずつ採取されるとき、

標準偏差の計算に使われるサンプルサイズは 5 であって、10 ではない。言い換えれば、

作物残留試験により得られる残留濃度の平均に基づく標準偏差の計算の分母は、作物残

留試験の大きい方の値を使ったときに JMPR が提案している数と同じである。 

 

付属書の参考文献 

Fundamentals of Analytical Chemistry, 2nd edition. D. A. Skoog and D. M. West. 

Pesticide residues in food 2007. Joint FAO/WHO Meeting on Pesticides Residues. Report 2007. 

Altman, D.G. and Bland, J.M. Standard Deviations and Standard Errors. BMJ 331:903, 2005. 
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補足資料 1 

農薬残留物の摂取量推定 

 

1. 背景 

 残留基準値としての使用を目的に提案される 大残留濃度が、消費者にとって十分に

安全であるかを評価するために、消費者によって摂取される可能性のある農薬残留物の

量を推定するために、利用可能な残留データが文化的な食事の情報とともに使用される。

推定された農薬残留物の摂取量が許容一日摂取量(Acceptable daily intake; ADI)、若しく

は急性参照用量(Acute reference dose; ARfD)を超えない場合、消費者は適切に保護されて

いると考えられる。 

 1989 年に WHO により出版された「農薬残留物の慢性摂取量の予測に関するガイド

ライン」に基づき、理論的な 大一日摂取量(Theoretical maximum daily intake; TMDI)の

計算が行われている。任意の特定農薬残留物の摂取量は、食品に設定された残留基準値

と“地域的な食事”としても知られる“グローバルな”、そして“地域的な”食事としても知

られる 5 つの“文化的な”食事において消費される農産品の量とを掛け合わせて得られ

た。それぞれの食事グループにおける農薬残留物の総摂取量は、対象とされた農薬残留

物を含む全ての農産品からの摂取量の総和として得られた。 

 

                            	

TMDI	 	 MRL F  

 

 農産品の可食部における濃度、商業的な加工や食品の調理における濃度の増減を考慮

に加えることで、農薬残留物の摂取量推定はさらに洗練されたものになり得る。 

 1995 年に開かれた FAO/WHO専門家会合において、既存のガイドラインは見直され、

農薬残留物の摂取量を予測するための方法の信頼性と精度を向上させるための実行可

能なアプローチが勧告された。目的は、各国政府、そしてなにより消費者による Codex 

MRL の受け入れの促進にあった。摂取量推定値の改善に資する勧告の中では特に、国

際的に推定された一日摂取量(International estimated daily intakes; IEDIs)と国内で推定さ

れた一日摂取量(National estimated daily intakes; NEDIs)の計算に、残留基準値に代えて

supervised trial media residue(STMR)の濃度を使用する事が強調された。 

  

 IEDI には、国際的なレベルで適用可能な要素と、国内的に検討することができるか

も知れない要素のサブセットで構成された要素とが組み入れられている。IEDI の計算

で検討される要素は以下の通りである。 
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 ・作物残留試験において得られる残留濃度の中央値 (STMR) 

 ・毒性学上の懸念がある全ての代謝物と分解物を含む残留の定義 

 ・定量下限に相当するあるいはそれ以下の濃度での残留(明確に*をつけて示す)  

    については、作物残留試験あるいは支援研究により得られた証拠が、残留物が

 本質的にゼロであることを示唆する場合を除き、残留濃度の中央値が定量下限

 に相当するとして推定されるべき 

 ・農産品の可食部位 

 ・貯蔵、加工や調理による残留濃度への影響 

 ・その農薬について知られている他の使用方法 

  

 NEDI の計算では、IEDI の計算に用いられるのと同じ要素を用いるべきである。しか

しそれらの要素に加え、国内での農薬の使用方法や食品の消費データに基づく下記の追

加要素を考慮に加えるべきである。そうすることで、より適正な NEDI の推定につなが

る。 

 ・取り扱われる作物あるいは食用農産品の割合 

 ・作物の国内生産量と輸入量との割合 

 ・モニタリングとサーベイランスのデータ 

 ・トータルダイエット(マーケットバスケット)スタディー 

 ・年齢や性別を要素とするサブグループを含む、国民の食品消費量のデータ 

 

 見直された WHO ガイドライン*には、農薬残留物がもたらす急性ハザードと、毒性

のある農薬残留物に予測される急性の摂取に関するリスク評価のセクションも含まれ

ている。 

*WHO. 1997. Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues. 

 

2. 長期摂取量 

 長期摂取量は、残留物の濃度(STMRs、STMR-Ps、それらが利用できない場合には、勧

告される 大残留濃度)に、GEMS/Food ダイエットに基づき各農産品に対して推定され

た 1 人あたりの 1 日消費量の“平均値”をかけることで摂取量を計算した後、各食品につ

いて計算された摂取量を足し併せることで計算される。  

 1997 年に、WHO は GEMS/Food クラスターダイエットを導入した。 初のクラス

ターダイエットは、1990-1994 FAO food supply utilization account (SUA)データに基

づいている。183 カ国を代表する 13 の食事(diet)を決めるために、19 の指標となる食

品の使用に基づくクラスター分析と反復アプローチが方法として用いられた。13 クラ

スターダイエットは後に、1997-2001 SUA データの使用によって更新された。2006-

2013 年の期間の農薬残留物の曝露量を予測するために、13 クラスターダイエットは
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JMPR により使用された。 

 2012 年に、WHO は、179 カ国における食事パターンの統計学的類似性に基づき、

SUA データを 17 ダイエットにクラスター化する新しい方法論を導入した。この新しい

クラスターダイエットは、2002-2007 SUA データに基づいている。これらの平均デー

タは、5 年間を通じた kg/人/クラスターの平均値を得るために集団の大きさによって重

み付けされている。17 クラスターダイエットでは、ある国にとって重要な食品の消費

量は、同じ食品が重要な国との間で分配されている。13 クラスターダイエットと比較

するすると、ある特定の国にとっては、そのような食品の消費量増加があり得ることが、

主要な影響となる。さらに、17 クラスターダイエットのデータが FAO データベースに

集められたより統合された食用農産品に基づいているため、ある種の農産品に対しては

より高い曝露量が推定されるかも知れない。 

 2014 年には、農薬の摂取に伴うリスク評価に必要な消費データの詳細化を促進させ

るために、WHO は、国内の消費データベースから得られた分割ファクターの使用によ

り GEMS/food データベースに含まれる統合された消費データの分割を決めた。この改

善された 17 クラスターダイエットは、WHO コラボレイティングセンターとして活動

する RIVM(Dutch national institute for public health and environment)により、

JMPR における IEDI モデルに組み込まれ、2014 年に開催された JMPR において初め

て使用された。JMPR IEDI モデルとは、農薬残留物の慢性的な摂取量を計算するため

の自動化された Excel スプレッドシートである。IEDI モデルを使用するために、JMPR

によって準備された推定値(ADI、STMR(-P)、必要な場合には 大残留濃度の値)がモデ

ルに付属する仕様書に沿って入力される。計算と総括表の作成は自動で行われる。2014

年の会合では、IEDI で使用される平均体重が、G09 クラスターでは 55 kg、そのほか

のクラスターでは 60 kg のままであることが注記された。 

 加工食品について STMR-P の値が利用可能な場合の RAC の加工割合や、可食部位

に対する残留濃度が利用可能な場合の農産品の可食部位といった要素を考慮し、食品と

対応する残留物の値とが正しく一致することを確実にするために、データの入力には十

分注意する必要がある。 

 いくつかの場合において、特定の残留物と農産品との組み合わせに対し、STMR の値

が利用できないかも知れない。そのような場合には、TMDI と IEDI との中間的な推定

値を得るために、 大残留濃度の値がスプレッドシートに入力されるかも知れない。そ

のような場合には、報告書に十分な説明がされなければならない。 

  

摂取量スプレッドシートに対する注意点 

 ・食事は、g/人/1 日で表現される。 

 ・1 日摂取量は、μg/人で表現される。 

 ・計算に使用されない限り、残留基準値は入力されない。 



145 
 

 ・牛とその他ほ乳動物については、脂肪/筋肉の割合を 20/80%として、家禽類に

 ついては脂肪/筋肉の割合を 10/90%として、肉と脂肪に関するデータを入力す

る。 

 

 一例となる手順を以下に示す。 

 

Deltamethrin 

 給餌試験の結果から、ウシの脂肪における残留濃度は、HR として 0.19 mg/kg、STMR

として 0.16 mg/kg。ウシの筋肉に相当する部位における残留濃度は、HR として 0.027 

mg/kg、STMR は 0.01 mg/kg。家禽の脂肪における残留濃度は、HR として 0.09 mg/kg、

STMR として 0.038 mg/kg。家禽の筋肉に相当する部位における残留濃度は、HR とし

て 0.02 mg/kg、STMR は 0.02 mg/kg。下記の表が肉に対する新しい計算手順を説明す

る。 

 

 

 

 STMR もしくは、STMR-P が計算に用いられる場合にのみ、IEDI を算出することが

できる。 

                         	

IEDI	 	 	 	  

 

 上記の式において 

農産品 mg/kg mg/kg 食事量 一日摂取量 食事量 一日摂取量 食事量 一日摂取量

肉
(海洋性を除くほ乳類)

31.2 72.44 20.88

筋肉に相当する部位
(肉の消費量 x 80%)

0.01 24.96 0.25 57.95 0.58 16.70 0.17

脂肪
(肉の消費量 x 20%)

0.16 3.29 0.53 6.14 0.98 0.82 0.13

家禽類の肉

筋肉に相当する部位
(肉の消費量 x 90%)

0.02 13.17 0.26 26.78 0.54 7.24 0.14

脂肪
(肉の消費量 x 10%)

0.04 0.10 0.00 0.10 0.00 NC -

1.0 2.1 0.4
0 0 0

Total

%ADI

DELTAMETHRIN: IEDI

ADI =0.01mg/kg bw or 600 μg/人、極東では550 μg/人

食事: g/人/ 日　一日摂取量: μg/人
MRL

STMR or
STMR-P G01 G02 G03
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STMRi (あるいは STMR-Pi): 食品となる農産品 i に対する STMR (あるいは STMR-P) 

Fi:    食品となる農産品 i の GEMS/Food 地域消費量 

 

 農薬が動物用医薬品としても使用され、動物性の農産品に残留基準値が設定されてい

る場合には、動物用医薬品の残留物もまた、IEDI の計算で考慮されなければならない。 

 55 kg が体重として使用される G09 (アジア)地域の計算を除き、長期摂取量は、体重

が 60 kg の人、1 人あたりに対する ADI のパーセンテージとして表現される。パーセ

ンテージは、9 までは一桁に丸められ、それ以上は一番近い 10 の位の数字に丸められ

る。IEDI が計算されたある化合物についてパーセンテージが 100 を超える場合には、

提供された情報が ADI を下回る摂取量推定値を与えないということであり、その影響

を報告書に記載する。しかし、保守的な仮定が評価の基本にあるため、パーセンテージ

が 100 を超えたことを必ずしも健康危害上の問題として提起するべきではない。推定

値が ADI を超えた場合、報告書において、リスク評価に改善の余地があることが示唆

される。 

 国内レベルでは、より詳細な食品消費の情報、モニタリングやサーベイランスデータ、

トータルダイエットや、農薬が処理される作物のパーセンテージや輸入される作物のパ

ーセンテージに関する信頼できるデータを考慮することで、摂取量計算をより改善させ

ることが可能である。 

 

3. 短期摂取量 

 急性の毒性がある農薬に対する残留基準値の提案を CCPR が保留したことを受け、

1994 年に JMPR は急性の摂食リスクを検討した。CCPR は、残留物への短期間の暴露を

反映したリスク評価のためには、従来の ADI による評価が適切ではないかも知れない

と示唆していた。1997 年に WHO により発行された見直されたガイドラインには、急性

ハザードのリスク評価と毒性のある農薬残留物の急性の摂取量予測の章が盛り込まれ

た。その後も手順と実際的なガイドラインが引き続き開発され、1999 年から JMPR は、

食品における農薬残留物の急性摂取のリスク評価を正式に開始した。 

 高濃度で農薬が残留する食品を多量に消費したときに、たくさんの残留物を摂取する

ことになるだろう。大きな食品消費量(The large portion size)は、その食品を食べる人

全員の 1 日あたりの消費量をデータセットとしたときに、97.5 パーセンタイルに当た

る量として合意されている。英国とその他の国で実施された研究により、果物や野菜の

1 ユニット、すなわち 1 個のリンゴや 1 本のにんじん当たりの残留物の濃度は、ロット

における典型的な残留物の濃度を示すコンポジットサンプルの濃度に比べて高いこと

が示されている。この問題は、変動係数(vari1ability factor)をリスク評価に導入するこ

とで説明されている。この考え方が、農薬残留物の短期摂取量の評価の基礎となってい

る。 
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 大残留濃度の推定に使用される、作物残留試験において調製された可食部のコンポ

ジットサンプルにおける 高の濃度が HR として定義されており、mg/kg で表現され

る。可食部ではなく農産品の全体に対する情報しかない場合には、 小推奨事項ではあ

るが、農産品の全体として HR が表現され、摂取量の計算に使われるだろう。 

 通常、cGAP に従って実施した作物残留試験では、コンポジットサンプルにおける濃

度が 高になる。しかし、 大の投与条件未満で実施したある試験から 高の残留濃度

が得られている場合には、その試験の結果から HR を選択すべきである。 

 作物残留試験が行われた 1 つのサイトから複製サンプルが得られ、 大残留濃度の推

定が複製サンプルから得られた分析値の平均値に基づいている場合であっても、HR は

単一の試料から検出された残留物の濃度から選択されるべきである。 

 例えばドライフルーツや缶詰のパイナップルのように、消費される状態の農産品にお

ける残留物の濃度にバルクにすることや混ぜることの影響がなさそうな加工された農

産品を対象とする摂取量の計算では、“高い残留濃度”が必要となる。そのような場合に

は、 大残留濃度よりもむしろ、cGAP に従った作物残留試験で得られた 高の濃度に、

加工係数(processing factor)が適用される。HR に関しては、数値の丸めや残留の定義

に関連する同様の議論が当てはまる。加工された農産品における“高い残留濃度”は、

HR-P と呼ばれる。 

 HR-P は、RAC における 高濃度と対応する加工係数から計算によって得られる、

加工された農産品における残留物の濃度である。 

 WHO GEMS/Food によって提供される 高の食品消費量(the highest large-portion 

diet)が、対象とする国の小児や一般の人(general population)の体重の値とともに、

IESTI の計算に使用される。 

  農産品(場合によってはその可食部)のユニットの重さ、大きな食品消費量(large 

portion consumption: 集団における食品消費量分布の 97.5 パーセンタイル)と、その

食品の消費に関連した特定集団の平均体重が、RIVM が開発した Excel のテンプレート

にともに入力される。 

 摂取量の計算は 4 つのケース(ケース 1、2a、2b、そしてケース 3)に区別されている。

ケース 1 はわかりやすく、コンポジットサンプル中の残留物が、食事の量に相当する農

産品における残留濃度を反映している。ケース 2 では、消費する食品の一部に、コンポ

ジットにおける濃度を超えた残留のある果物 1 個あるいは野菜 1 ユニットが含まれる

状況が取り扱われている。ケース 2 は、ケース 2a とケース 2b とに細分化されており、

それぞれのケースで、ユニットの重量が大きな食品消費量を下回るケースと上回るケー

スとが取り扱われている。ケース 3 では、粉体や植物油、フルーツジュースなどのバル

ク化や混合をされる加工農産品のようなケースが取り扱われている。 

 

LP: 報告されている、大きな食品消費量(その食品を食べる人たちの消費量の 97.5 パー
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センタイル値)。1 日に消費する食品の重量(kg)で表現される。 

HR: 大残留濃度の推定に用いられる作物残留試験において見いだされる、可食部を

コンポジットしたサンプルにおける 高の残留濃度。 

HR-P: RAC の 高の濃度と加工係数を掛け合わせて計算される加工された農産品にお

ける 高の残留濃度。mg/kg で表現される。 

U: 農産品全体をユニットとする重さ。(残留基準値設定のために定義され、非可食部を

含む。) 

Ue: 高の残留濃度が得られた作物残留試験の実施国によって提供される中央値とし

て与えられる可食部位のユニットの重さ 

v: 変動係数。 高の残留濃度になる、あるユニットにおける残留濃度を推定するため

に、コンポジットサンプルの濃度に乗じられる値。ユニットの残留濃度の 97.5 パーセ

ンタイル値をロットの平均残留濃度によって割った値として定義される。 

STMR: 作物残留試験により得られる中央値。mg/kg で表現される。 

STMR-P: 加工された農産品における STMR 

 

 特に、以下に注意する。 

 ・HR あるいは STMR が関連する Codex 農産品の LP を考慮するべきである。

 農産品が主として生鮮の果物や野菜として消費されるのであれば、LP は RAC

 に関連づけるべきである。しかし、穀粒のように、農産品の主要な部分が加工

 されて消費されるような場合には、また加工された農産品における残留濃度の

 情報が利用可能であるならば、小麦粉やパンのように、LP は加工された農産品

 に関連づけるべきである。 

 ・ユニットの重量の中央値(Ue)を IESTI の計算において使用する事が、1998 年

 に開かれた「the International conference on pesticide residues variability 

 and acute dietary risk assessment」において決定されているが、この値を常に

 利用できるとは限らない。各国は、しばしば、平均値やおおむねの値を使用す

 る。JMPR では、ユニットの重量の中央値を代表する値であると仮定し、Codex

 加盟国が WHO GEMS/Food に登録した値を使用している。 

  

 ケース 1 

 (生の若しくは加工された農産品の)コンポジットサンプルにおける残留は、農産品の

消費される部分における残留農薬濃度を反映している(ユニットの重量 U が 0.025 kg

未満)。ケース 1 は、肉、肝臓、腎臓、可食臓物、卵そして穀粒、また、収穫後の農薬の

使用を想定した推定の場合には、油糧種子とマメ科の農産品にも適用される。 

                 



149 
 

              IESTI 	 	 	  

 

 ケース 2 

 果実 1 個や、野菜の 1 ユニットといった、食事で規定される分量の一部での残留濃度

が、コンポジットサンプルの濃度に比べて高い可能性がある(果物 1 個分あるいは野菜

1 ユニット分の重量 U が 0.025 kg を超える場合。) 

 

 ケース 2a 

 農産品の可食部 1 ユニット当たりの重量(Ue)が、大きな食品消費量(LP)の重量よりも

小さい場合。 

         	

IESTI 	 	 	 	 	 	 	 	
 

 

                                      

 ケース 2a の数式は、1 つめのユニットの残留物の濃度は[HR x v]であり、2 つめ以降

のユニットの残留物の濃度は、1 つめのユニットと同じロットから得たコンポジットサ

ンプルの残留物濃度を代表する HR であることを仮定している。 

 

 ケース 2b 

 農産品の可食部 1 ユニット当たりの重量 Ueが、大きな食品消費量(LP)の重量よりも

大きい場合。 

                       	

IESTI
	 	 	

 

 

 ケース 2b の数式は、1 つのユニットだけが消費されることを仮定しており、消費さ

れるユニットの残留物の濃度は[HR x v]である。 

 

 ケース 3 の数式は、バルク化や混合によって加工された農産品を対象としており、

STMR-P が可能性のある 高の残留物濃度を代表する。ケース 3 は、収穫前の農薬の

使用に基づく推定をするならば、ミルク、穀粒、油糧種子そして豆にも適用される。 
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IESTI
	

 

 

4. 急性参照用量 

 化学物質の急性参照用量(acute reference dose; ARfD)は、評価時に得られた全ての知

見を基にした、消費者に対する明らかな健康リスクがない、通常 1 回の食事もしくは

1 日といった短期間に摂取される可能性のある食品もしくは飲料水に含まれる化学物

質の量の推定値であり、体重を基礎として表現される。ARfDs は、実験動物を使った

給餌試験の結果として得られる毒性学的なデータに由来する。リスク評価では、推定

された残留物の短期摂取量が、ARfD と比較される。 

 

 化学物質の短期リスク評価では、ARfD を中心として 3 つの状況がある。 

1) ARfD が利用可能であり、特別なケースとして、妊娠可能な年齢の女性(14-50 歳)を

対象とする ARfD が確立されている。  

2) ARfD が不要である。 

3) その化学物質の ARfD がこれまでに評価されていない。 

 

 ある ARfD の値が利用可能な場合には、計算された IESTI の値は ARfD に占める割

合(%)として表現される。 

 ARfD が不要と考えられる場合には、IESTI の計算も不要である。HR や HR-P の値

の推定も必要ではなく、また使用されない。しかし、農産品の種類によっては、動物

の摂食負荷(animal dietary burden)を推定するために、 高の残留濃度の値が変わらず必

要とされるかも知れない。 

 

5. IESTI 表 

 LP の情報がある農産品と、ARfD が確立されている化学物質については、ARfD に

占める IESTI の割合を評価することにより、農産品と化学物質の組み合わせごとに急

性のリスク評価が実施される。割合が 100%を超える場合には、提供された情報からは

その農産品における残留物の急性の摂取量の推定値が ARfD を下回るだろうとはいえ

ず、この効果が報告書に含まれる。 

 長期摂取量の計算用に提供されているのと同様の自動化された Excel スプレッドシ

ートが、IESTI の計算用にも RIVM と WHO GEMS/Food との協力により提供されてい

る。 

  

・体重 

 JMPR は、適切な国の政府により提供された体重を計算に使用すべきと勧告してい
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る。また、そのような体重が利用できない場合には、ディフォルトの値として、6 歳

の子供の体重として 15 kg を、一般の人の集団の体重として 60 kg を使用することに合

意している。 

 

・食品のユニット当たりの重量と、可食部位の割合(%) 

 ケース 2 の IESTI の計算では、食品のユニット当たりの重量が極めて大きな影響を

持つ。WHO GEMS/Food に提供されている特定の食品に対するユニットの重量のデー

タが、ある程度の範囲を網羅するだろう。 

 JMPR は、 大残留濃度を勧告するために GAP が使用されてきた地域に対して適切

な、ユニット当たり重量の使用を決めた。また、1 つのデータも提供されていない場

合には、典型的なユニット重量が、一般に地域間で類似していることを結論づけるこ

とができない限りは、計算を実行しないだろうことに合意している。 

 ユニット重量に関するデータを提供した国の政府は、同じように、可食部位の割合

についても情報を提供する。ケース 2 の計算におけるユニット重量は、ユニットの可

食部位の重量である。例えば、アボガドのユニットの重量は 0.3 kg であり、その重量

の 60%に相当する重量が可食部の重量となり、結果、ユニットの可食部の重量は 0.18 

kg である。 

 

・変動係数 

 1997 年に導入されて以降、作物のユニットにおける農薬残留物の分布の特性に関す

る情報とデータベースの拡充を背景に、変動係数は徐々に改善されてきた。 

 2003 年の JMPR では、作物のユニットにおける 大残留濃度並びにそれに対応する

コンポジットサンプルにおける残留濃度の平均値との関係に関する、利用可能な情報

の評価が行われた。この会合において、ユニットの重量が 25 g を超える場合、IESTI

の計算において 高の残留があるユニットにおける残留濃度推定のために、ディフォ

ルトの値として変動係数 3 を適用することが合意された。変動係数の平均値(2.8)を丸

めた値である、ディフォルトとした変動係数 3 の適用性は、作物ユニットにおける残

留濃度の広範囲にわたるデータの評価に基づき、2005 年の JMPR において確認され

た。 

 

6. 動物性農産品に関する IESTI の計算 

 CAC/GL 33 によれば、以下の場合にロットは 大基準値に適合している。 

a. 肉と家禽類を除く農産品の(統合された一次サンプルによって構成された) 終的な

サンプルに残留基準値を超えた値で残留物が含まれていない場合。 

b. 分析される肉と家禽類産品の一次サンプルのうちに 1 つも、残留基準値を超えた値

で残留物を含むものがない場合。 
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 この記載は、動物性農産品に関する IESTI の計算において、変動係数を使用すべき

でないことを意味している。 

 ミルクを除く動物性農産品の消費による急性の摂取量推定は、ケース 1 に従って実

施すべきである。牛とその他の哺乳動物については、脂肪と筋肉に相当する部位との

比率として 20/80%を、家禽類については 10/90%を値として使用すべきである。ミル

クについては、ケース 3 を適用する。 

 

7. 摂取量推定値が ADI や ARfD を超過した場合の取り扱い 

 JMPR では、推定した長期摂取量の値が 1 つ以上のクラスターダイエットで ADI を

超過した場合、勧告のための表にその旨の注釈をつけ、リスク評価結果の要約を報告

に含める。その際、以下の様な表現を用いる。 

「評価に使用した情報からは、[化合物名]残留物の長期摂取には、公衆衛生上の懸念

があるかもしれないと結論された。」 

 ある化合物について推定した短期摂取量が 1 つ以上の農産品に対して ARfD を超過

した場合には、勧告のための表中のそれらの農産品に対して注釈をつける。その際、

以下の様な表現を用いる。 

「評価に使用した情報からは、[農産品名]の消費による[化合物名]残留物の短期摂取に

は、公衆衛生上の懸念があるかも知れないと結論された。」 

 推定された摂取量の小さな違いが、食品の安全にとっても実際に違いがあると社会

的に認識されることがある。つまり、ARfD に占める割合が 80%なら受け入れられる

が、120%なら受け入れられない。しかし、ARfD の導出と摂取量推定の両方におい

て、保守性が考慮されている。例えば、ARfD が確立される際には、個体間変動に対

する安全係数が含められており、そのことによって、感受性の も高い個人の保護ま

でが計画されている。   

 ARfD を超える残留物を摂取すると推定される人の集団と、ある特定の農薬に非常

に高い感受性を持つ人の集団とが極めて限定的に重なることはあり得る。そのため、

ARfD を超過する場合には、例えば、ARfD の超過によりもたらされる量、確立された

ARfD の根拠、摂取量推定値の不確かさといった内容について、追加検討すべきであ

る。 大の ADI または、あるいは ARfD が超過している場合、JMPR は、リスク評価

の部分を改善のために保留することをその報告書において示す。それ以上の改善がで

きない場合、推定された 大残留濃度は、CCPR により残留基準値として承認されな

いだろう。
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補足資料 2 

 

外因性の 大残留濃度 

 

 農薬として広く使用されてきており、その使用が中止された後も比較的長期間環境

中に残り続け、監視することの十分な理由をもった濃度で食品や飼料に含まれると予

想される化学物質に対して、外因性 大残留基準値(extraneous maximum residue limits; 

EMRL)の設定が必要となる。 

 環境での残留性(また食品や飼料となる作物による吸収の可能性)は、以前に農薬と

して承認された化学物質について通常利用可能な、データの組み合わせに基づき予測

することができる。これらのデータには、物理的また化学的な特徴に関する情報、代

謝試験、作物残留試験のデータ、環境動態試験のデータ、転作試験のデータ、類似の

化学物質の残留性に関する知見が含まれるだろう。特に、モニタリングデータが重要

である。 

 国際貿易をカバーするための合理的な推定値を得るために、全ての適切なまた地理

的な代表性のあるモニタリングデータ(検出されなかったことの結果を含む)が必要と

なる。より網羅的なデータが利用可能であれば、貿易上の懸念を考慮した、外因性

大残留濃度のよりよい推定値を得ることができる。しかし、わずか 3 ないし 4 カ国(通

常は先進国)から提供される典型的なデータのみを利用できる場合がほとんどである。

国内モニタリングの特徴として、 初のデータは、国内の水準において残留物が検出

されまた貿易上の困難につながる可能性のある作物に関するものであることが通常で

ある。 

 外因性 大残留濃度の推定において、JMPR はいくつかの要素を考慮することを試

みている。これらの要素には、データの量、国際貿易上のその作物の重要性、貿易上

の困難の可能性あるいはその説明、検出頻度、例えばにんじんによる DDT の吸収とい

った、ある特定作物による吸収の傾向に関する知見、例えば以前のモノグラフといっ

た、履歴となるモニタリングデータ、特に同じグループに属する類似の作物における

検出頻度と検出濃度が含まれる。場合によっては、特に比較的良いデータベースが利

用可能であり検出結果が合理的に狭い範囲でばらついている場合には、推定値が報告

された 高の濃度となることがわかっている。 

 近、外因性 大残留濃度が、それまでに見つかっていた 高の残留濃度を下回る

値で推定されることがあった。特に、より高い濃度でまれに検出されるような場合

に、そのような結果になった。例えば、1993 年の JMPR によって、にんじんにおける

DDT に対して 0.2 mg/kg の外因性 大残留濃度が勧告されたが、ある国から報告され

た 2～4 つの輸入農産品の試料から、0.4 mg/kg と 0.5 mg/kg の濃度で DDT が検出され
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た。JMPR では、800 を超える試料のうち、2 試料のみが 0.2 mg/kg の濃度を超過する

ことが考慮されていた。この設定濃度は、残留濃度の集団の 99%以上を 99%の信頼度

をもって網羅する値である。1996 年の JMPR では、同様のアプローチが脂肪における

DDT に対してとられた。このアプローチでは、残留濃度が徐々に減少すること並び

に、古くなったモニタリングデータは有効でなくなる可能性があることも認識されて

いる。まれにより高い濃度の残留があるような場合には、よりそのような結果になり

やすいだろう。 

 高い残留濃度は通常、真の統計学上の外れ値ではなく、広い分布の一方の裾に属す

る値であるため、外因性 大残留濃度の検討に関して JMPR は、統計学的な感覚か

ら、極大の残留濃度を外れ値とすることを考えていない。不必要な貿易障壁を作り出

さないようにするのと同時に、化学物質の濃度が徐々に減少する予測を反映するため

に、それらの極大の値を除外することが合理的である場合に、そのことを判断するこ

との試みは、外因性 大残留濃度を勧告する上での典型的な課題である。外因性 大

残留濃度のデータは、由来のわからないサンプルの分析に基づいており、正規分布と

はかけ離れているため、JMPR は外因性 大残留濃度の推定に必要となるデータベー

スこそが重要だと考えている。( 大残留濃度推定のための作物残留試験データと、外

因性 大残留濃度推定のためのモニタリングデータとは性質が大きく異なるため、そ

れぞれのデータベースを比較することは難しいことを強調しておく。) 例えば、推定

された外因性 大残留濃度が集団の 99.5%をカバーし、95%の信頼水準で 0.5%の不良

率を保証することを確実にするために必要となる無作為に選択されたサンプルの数は

598 となる。一方で、ある国が 10%の不良率を想定してわずか 100 サンプルしか分析

しなかったとしたら、このことは重大な影響を与える。 

 

(本補足資料作成者補足：集団の 99.5%をカバーする外因性 大残留濃度の推定と、あ

る集団の不良率並びに不良品を発見する信頼水準の想定とは、本来全く別のことであ

る。一方の前提には分布があり、一方にはない。数値的なつながりもない。おそらく

原文では、「集団の 99.5%をカバーする外因性 大残留濃度が推定され、それが指標と

されるならば、その集団に含まれる不良品の割合(不良率)は 0.5%になる。」→「不良率

0.5%の集団から、不良品 1 個を 95%の信頼水準で発見するためには、598 サンプルの

分析が必要」を思考の流れとしているものと考える。分布の形状が異なれば、集団の

99.5%をカバーする外因性 大残留濃度の値は異なる。一方で、不良品 1 個を 95%の

信頼水準で発見するために必要なサンプルの数は常に 598 である。この説明を正しく

理解し実行するためには、「集団の不良率を○○、その発見の信頼水準を○○と想定す

る。この想定で不良品 1 個を発見するために必要なサンプルの数は○○」と、 初に

不良率と発見の信頼水準の想定を立て、その想定の下で必要になるサンプル数を計算

により求める。そのサンプル数以上のデータを対象に、不良率に想定したのと同じ値
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のパーセンタイル値を使って、外因性 大残留濃度を推定することを思考順と手順と

するのが良い。そうすることで、実データを対象に、想定した不良率と信頼水準で 1

つの不良品を発見するための指標が設定されたことが、実データにより検証されたこ

とになり、説得力をもつ。なお、指標からかけ離れて高濃度の残留が検出される可能

性は否定できず、これは外因性の残留を 1 つのデータセットで 1 つの集団としてとら

えようとすることの限界に他ならない。しかし、十分な数と適正をもったモニタリン

グデータが実データとなる限り、その可能性は小さくなるといえるだろう。) 

  

 外因性 大残留濃度推定のためのデータベースは、異なる集団の無作為なモニタリ

ングによって構築されるため、JMPR では通常、“世界的なデータの集団”とは考えら

れていない。しかし JMPR は、データの集団を統合できるか判断する前に、例えば地

形的に異なる地域や異なる動物から得られた異なる集団のデータについて、個別に考

察する。そのため、分析したサンプルの数によらず、適切な全てのモニタリングデー

タが JMPR に提供されなければならない。 

 JMPR では、ある外因性 大残留濃度が与えられたとして、起こりそうな不良率(違

反率)の観点からデータの分布を比較する。受け入れ可能な不良率に国際的な合意は得

られておらず、そのため JMPR は、利用可能なデータに基づき外因性 大残留濃度を

勧告する。しかし、一般に、0.5～1%あるいはそれ以上の不良率は受け入れられないと

考える。 

 2000 年の JMPR で行われた肉中の DDT の評価では、脂肪における残留濃度が、

0.1、0.2、0.5%の不良率を想定して推定された。受け入れ可能な不良率と勧告される外

因性 大残留濃度との調整、貿易上の問題となりうる可能性は、JMPR が行うべき科

学的な検証の対象ではなく、リスク管理者による意思決定の領域に含まれる。 

 外因性 大残留基準値が設定された後に、基準値が設定された化学物質の残留濃度

が段階的に減少し、ついには消失することが期待される。どの様な速度で減少、消失

するかは、化学物質、作物、地域の特性また環境条件などいくつかの要素に依存する

だろう。 

 残留物が徐々に減少するため、JMPR は外因性 大残留基準値の 5 年ごとの見直し

を推奨している。ついには、その化学物質をもはやモニターする必要がなくなったこ

とをデータが示すかも知れない。貿易上の大きな問題が起こる可能性がもはやないま

た、重要な健康への影響が懸念される残留の濃度若しくは事実がもはやないとの結論

に基づき、このような見解が示されるだろう。 

 JMPR が外因性 大残留濃度を推定するために特定のモニタリングデータを使用す

る事はない。しかし、その意味のあることがより明確な、高い濃度が無作為モニタリ

ングにおいて発見された場合には、フォローアップ研究を行うことの重要性には合意

がされている。そのようなフォローアップ研究が適切に実施されれば、国際的には認
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められていない農薬の使用の存在が示唆されるかもしれない。また、作物の生産を制

限すべき地域の特定、あるいはそのような地域における残留濃度低減戦略の実施につ

ながるかもしれない。



157 
 

補足資料 3 

 

農薬の 大残留基準値設定( 大残留濃度の推定)において比率性

(Proportionality)の考え方を適用するための原則と指針 
 

原則 1. 

 残留データの解析により、この比率性の考え方を土壌、種子、葉への農薬の処理に適

用できることが確認されている。農薬の有効成分としては、殺虫剤、殺菌剤、除草剤、

そして乾燥剤を除く成長調整剤への使用が確認されている。  

 

原則 2.  

 比率性の考え方は、GAP に規定される農薬の投与率の 0.3 倍から 4 倍までの投与率

の範囲内で実施された作物残留試験のデータに適用することができる。 

 

原則 3.  

 このアプローチの使用に由来する残留農薬の値に付随する変動は、投与率に対する

±25%規則に従って選択されたデータの使用に由来する残留農薬の値に付随する変動と

比較可能であると考えることができる。 

 

原則 4. 

 投与率が cGAP からのばらつき内にあるときにのみ、拡大や縮小(scaling)が認められ

る。JMPR による実施との一致のために、±25%規則を PHI といった投与率以外のパラ

メータに追加的に使用することは認められない。例えば、グローバルな残留データの使

用など、持ち込まれる追加的な不確かさについては、残留濃度の推定値に付随する包含

的な不確かさが増加しないように、case-by-case の検討が必要である。 

 

原則 5. 

 現時点では、比率性の考え方をポストハーベストの状況について適用することはでき

ない。同様に、データがないため、水耕栽培される作物についても、比率性の考え方を

適用しないことが推奨される。 

 

原則 6. 

 主要な作物と主要でない作物の両方に、比率性の考え方を適用することができる。主

要な作物と主要でない作物との主要な違いは、国の/地域の当局者により求められる作

物残留試験の数であり、この違いは、残留物の比率性に対する直接の関連性を持たない。

代表作物に対して拡大や縮小が適用されるのであれば、作物群の全体あるいは、副群に
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属するその他の作物への外挿について、特定された懸念はない。 

 

原則 7. 

 加工農産品に関連し、ある農薬投与率の範囲において加工係数は一定であり、その結

果として加工される農産品における残留濃度が決まると想定される。そのため、既存の

加工係数は、拡大・縮小されたデータセットに対しても使用する事ができる。 

 

原則 8. 

 暴露評価に関しては、何ら制限が必要ないように見える。個々の試験から拡大・縮小

に必要な情報が利用できるのであれば、果皮と果肉との間の残留物の分布に対しても、

この考え方は適用できるかも知れない。 

                 

原則 9. 

 そのほかの点において、残留基準値案を勧告するためにはデータセットが十分でない

場合であっても、比率性の考え方を使うことができるかもしれない。このことこそ、こ

の比率性の考え方がもたらす 大の利点である。これまでにも JMPR や異なる国の規

制当局者によって case-by-case に比率性の考え方は使われてきており、ある場合にお

いては、全てのデータが拡大・縮小された作物残留試験の結果から、 大残留濃度が推

定される可能性もある。 

 

原則 10. 

 比率性の考え方は、100%の拡大縮小をされた作物残留試験(100% scaled residue 

trial)を含む大きなデータセットに対して使用する事もできる。しかし、例えば拡大・縮

小の係数の範囲に依存して、 低 50%の作物残留試験はGAPに従っていることが case-

by-case で求められるかも知れない。また、比率性を使用した結果が著しい曝露量につ

ながる残留濃度となった場合などには、GAP に従った複数の作物残留試験結果が、比

率性を適用した結果を評価するための確認データとして有効となるかも知れない。
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補足資料 4 

 

主要でない作物(マイナー作物)に対する 大残留基準値の設定を促

進するための指針 
 

1. マイナー作物(に由来する農産品)に 大残留基準値を設定するための、作物残留試

験の 小例数 

1. Codex 加盟国によるマイナー作物の特定と JMPR へのデータ提供を支援するた

 めに、CCPR と JMPR によって使用される規準が開発された。この規準には、

 マイナー作物(に由来する農産品)に対する 大残留基準値の確立を支持するた

 めに必要となる作物残留試験の 小例数が含まれている。消費の観点から見た

 場合のマイナー作物の重要性の低さによって、主要な作物に比べると、 大残

 留基準値設定のために必要とされる作物残留試験例数は少なくなるかも知れな

 い。 

 

2. マイナー作物に対する 大残留基準値を設定するための作物残留試験例数につ

 いて、消費の水準(1 人当たりの総 1 日消費量に占める割合%)に基づき、3 つの

 カテゴリーの区分がある。 

    ・カテゴリー1 

  消費水準に関する FAO の統計データと GEMS Food クラスターデータが

 ない：case-by-case の検討が必要。 

 ・カテゴリー2 

  全世界的また全てのクラスターでの消費水準が 0.5%未満： 小例数 4       

 ・カテゴリー3 

  全世界的な消費水準が 0.5%未満であり、1 つ以上のクラスターでの消費水準

 が 0.5%を超えている： 小例数 5 

 

3. これらのカテゴリーに作物を割り当てるための方法論が決められた(Annex I)。

 この方法論は 2 層化されたアプローチに基づいており、第一層は全世界的な消

 費に基づき、第二層は GEMS Food クラスターに規定されている“地域的な”消

 費に基づく。    

 

4. 世界的な消費の値が、規準となる閾値を超えるか超えないかによって、作物は

 割り当てられる。 

 

5. この指針を適用するための情報提供文書が Codex ウェブサイトに掲載されてい
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 る。この情報提供文書には、以下の内容が含まれる。 

 ・1 人当たりの総 1 日消費量の 0.5%を閾値とし、その値を世界的な消費量の値

 が上回っている作物 

 ・この 0.5%の閾値を世界的な消費量が下回っている作物の 3 つのカテゴリー。 

 

6. 作物のリスト作成は、国ごとの消費量データと加盟国の要望に答え、さらに改

 善された。季節的な高い消費量またはあるいは、平均的な消費量の代わりに消

 費の 大量に関する特定の場合においては、追加の規準が使用された。 

 

7. 世界的な消費水準の変化と Codex における食品と飼料の分類への作物の追加を

 考慮して、必要に応じて情報提供文書と作物残留試験の 小例数は見直される

 だろう。     

 

8. 特定されている作物残留試験の例数は、 大残留基準値を設定するために提案

 される 小数である。データの提供者は、GAP に対応したできる限り多くの作

 物残留試験データを提出すべきである。専門家の判断に基づき JMPR は、提供

 された作物残留試験データが JMPR の要求を満たし、頑健な 大残留 基 準

 値の設定に適当かを決定することができる。 

 

9. グループ 大残留基準値とモニタリングデータの使用は、この指針のスコープ

 に含まれていない。この指針に示されている作物残留試験の 小例数は、個々

 の作物に対する 大残留基準値の設定にのみ適当である。 

 

2. ラベル 

10. 公式なラベルがない場合、マイナー作物に対するデータは、作物に使用された

 化学物質とその国において使用される GAP とを宣言した政府機関により発行

 された公式な文書を伴わなければならない。 

 

3. グローバルデータセット 

11. マイナー作物に対する 大残留基準値の設定において、世界の異なる地域で得

 られた作物残留試験データが考慮されるかも知れない。JMPR は、世界的な使

 用を反映しているか、あるいはある地域における使用に限定されるのかに依ら

 ず、提供された情報を評価し 大残留濃度を推定する。このことによって、Codex

 大残留基準値は、農産品がどの国や地域で生産されたかに関係なく適用可能

 となる。 
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12. 作物残留試験データが、要求される GAP の 25%の変動の範囲内で管理された

も のであるならば、Codex 大残留基準値の確立を支援するために JMPR は複数

 の国から提供されたデータを積極的に受け入れる。その一方で、多数の国によ

 ってとりまとめられた優先される化学物質と、1 つの国から提供されただけだが

 他に先行することの合意が得られている化学物質の提供もまた受け入れられる

 べきである。 

 

4. 比率性の考え方の利用 

13. CCPR は、比率性の考え方の原則が殺虫剤、殺菌剤、除草剤そして植物生長調

 整剤に適用されることまた、農薬の投与率のみが cGAP からの変動であること

 に合意している。 

 

14. 大きなデータセットについては、その 100%が拡大・縮小されたデータ(100% 

 scaled data)が使用可能であり、例えば拡大・縮小の係数の範囲に依存して、

 低 50%の作物残留試験は GAP に従っていることが case-by-case で求めら

 れるかも知れない。また、GAP に従った複数の作物残留試験結果が、確認のた

 めのデータとして有効になるかも知れない。しかし、データが十分に頑健であ

 ると考えることができるならば、100%が拡大縮小されたデータであっても、マ

 イナー作物に対する 大残留基準値の設定を促進するための一助となるかも知

 れない。 

 

15. 比率性の考え方の原則は、残留濃度の推定に付随する包括的な不確かさを増加

 させない限り、全世界の異なる地域から提供された残留データに適用すること

 ができる。 

 

5. 外挿 

16. CCPR により確立された外挿の原則をマイナー作物を含むグループ 大残留基

 準値の設定に使用すべきである。農薬事業者と加盟各国は、化合物評価の優先

 度を検討する際、マイナー作物を積極的に含めるべきである。そうすることで、

 GAP を支持するラベルが JMPR に提供されるならば、追加的なマイナー作物に

 対して、すでに存在している候補となる作物に加えられること並びに外挿を通

 じて 大残留基準値が設定されることになる。 

 

17. マイナー作物が作物群(あるいは作物副群)の代表作物の 1 つであり、 大残留基

 準値が群全体を対象とすることを意図している場合、群全体の消費水準をカバ

 ーするための十分な例数の作物残留試験データが提供されるべきである。
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補足資料 5 

 

作物を消費カテゴリーに割り当てるための方法論 
 

第一層の計算 

1. 第一層の順位は、GEMS/Food クラスターダイエットから以下のように計算

 された。 

2. 同一の起源を持つ食品は 1 つのグループにまとめられた。可能であれば 1 つ

 の作物に対して 1 つの食品のみとなるように、基本となるグルーピングは提

 案され た。このグルーピングは、 大残留基準値設定のプロセスや作物残

 留試験により即しており、例えば、小麦と小麦の抽出物を含む全ての農産品

 は、仮に 1 つのグループにまとめられた。 

 

3. 個々の農産品グループごとに前もって決めておいたリストに一致するよう

 に、国 ごとの消費データ(GEMS/Food の 5 年間分の平均値: 2002-2007)は

 まとめられた。そして対応する消費量の値が合計された。 

 

4. そして、まとめられた消費量の値は対応する国の人口により重み付けされ、

 全世界人口によって割られた。個々の農産品ごとに得られた合算値は、結果

 として 個々の農産品の世界における相対的な重要度を良く模しており、第

 一層のアプローチによりよく適合していると考えられた。 

 

5. よって、個々の農産品ごとに、以下の計算が実行された。 

                       	

%

∑
消費量

,
人口

人口
ｗ

∑
総消費量 人口

人口

 

 

                           

 ・% :  農産品 i の世界におけるパーセンテージ 

 ・消費量 i,c: 農産品 i の対応する国 c における消費量 (g/hab/day) 

 ・総消費量 c: 対応する国 c における総消費量(砂糖、飲料、動物由来の農産

 品等を含む)(g/hab/day) 
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 ・人口 c:  国 c の人口 (hab) 

 ・人口 w :  全世界人口 (hab)      

 

第二層の計算 

1. 第二層では、個々のクラスター内にある、消費プロファイルの違いに焦点が

 当てら れている。実際に、全世界を基礎とした計算では重要度が低いと考え

 られた作物が、ある国の食事においては比較的高い重要度を持つと考えられ

 る場合がある(その国 において消費される作物あるいは農産品の量と品種に

 依存する)。 

 

2. クラスタリングシステムでは、食事の間に認められる類似性がともに扱われ

 ており、それによって全世界における消費プロファイルの概観が良くとらえ

 られている。しかし、あるクラスター内部の高い地域的な消費による結果に

 過剰な影響を与えないように、また非常に地域的な消費が、おそらく国際的

 な取引にとって重要な課題となりその結果として codex 残留基準値の設定が

 必要となる農産品ではないため、特定のクラスターにおけるよりよい消費

 プロファイルを得るために、個々の国の消費はそのクラスター内のその国の

 人口によって重み付けされた。このよりよい消費プロファイルでは、各クラ

 スター内の実際の消費者の数が考慮されている。 

 

3. よって、個々の農産品とクラスターごとに、以下の計算が実行された。 

                           	

%

∑
消費量

,
人口

人口

∑
総消費量 人口

人口

 

 

 ・% :  農産品 j のそのクラスターにおけるパーセンテージ 

 ・消費量 j,c: 農産品 j の対応する国 c における消費量 (g/hab/day) 

 ・総消費量 c: 対応する国 c における総消費量(砂糖、飲料、動物由来の農産

 品等を含む)(g/hab/day) 

 ・人口 c:  国 c の人口 (hab) 

 ・人口ｚ :  全クラスター人口 (hab)      

 



   
 

 

 

 

II. 分担研究報告 2 

 

 

残留農薬基準値設定に関する食品分類等の情報に関する検討 

 
 
 
 
 
 

山田友紀子 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

 

平成 29 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 食品の安全確保推進研究事業 

食品に残留する農薬の管理手法の精密化と 

国際的整合性に関する研究 

研究分担報告書 

 

残留農薬基準値設定に関する食品分類等の情報に関する検討 

 

研究分担者：山田友紀子 

 

 研究要旨 

 食品における農薬の最大残留基準値（MRL）は、どのような物質に対して設定する

か(residue definition)だけでなく、どのような食品に設定するのかを明確に示す必要が

ある。本研究は、国際的に整合性があり、MRL の一貫性のある記述を可能にするとと

もに、マイナー作物の残留もカバーできるようにすることを目的として、国内の実態

に即した新たな食品分類を提案した。この食品分類は、Codex 委員会で設定されてい

る食品群を対象とするグループ MRL を日本で設定したり導入したりすることも可能

にする。 

 

A．研究目的 

 食品の最大残留基準値（MRL）は、

農薬の使用基準のうち残留が最大にな

る条件で実施した作物残留試験の結果

に基づいて設定される。農薬が使用基

準に従って使用されたかどうかの指標

及びそれら食品を消費する消費者の健

康保護のため、の 2 つの目的を持って

設定されている。 

 従って、どのような物質に対して

MRL を設定するか(residue definition)だ

けでなく、どのような食品に MRL を設

定するのかを明確に示す必要がある。 

 Codex 委員会は、そのために Codex 

Classification of Foods and Animal Feeds

を策定し、食品と飼料の分類や各々の

定義を示している。 

 最近、マイナー作物をカバーする必

要性が国際的に議論されている。わが

国でもマイナー作物への農薬の利用は

重要な政治問題の 1 つである。わが国

は平地が少ないため、マイナー作物の

種類は極めて多いが、農薬製造企業に

とってマイナー作物は生産量が少なく
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利益につながらないため、作物残留試

験を実施することはまれである。そこ

で、米国や欧州連合は、国内外のマイナ

ー作物に基準値を設定するためのプロ

ジェクトを実施したりしているが、

Codex においても、食品分類にそれら

マイナー作物を含め、Codex MRL が適

用できるような作業を行っている。さ

らに貿易をより容易にするために食品

群に基準値を策定できるよう分類が再

検討されている。すでに、果実類、野菜

類、穀物類については新たな中分類等

を導入した改定案が 2017年までの総会

で採択されている。 

 一方我が国では、食品衛生法に基づ

いて、厚生労働省が残留農薬基準を設

定し、それらは、いわゆる「ポジティブ

リスト」に含められている。そのリスト

に含まれる食品は、これまでの経緯や

インポートトレランス設定を申請する

国の要望などにより記載されており、

一貫した原理・原則に基づいているよ

うには見えない。 

 わが国では食品の自給率が低く、食

品の円滑な輸入は国民のために必須で

ある。また最近では農産物の輸出促進

が標榜されている。これら食品の国際

貿易を円滑に進めるためには、国際的

に合意された方法論と、データに基づ

いた残留基準の設定と設定対象となる

食品の分類・定義の国際調和が必要で

ある。また、国際的に調和された食品分

類を策定することにより、マイナー作

物に由来する食品の残留農薬をカバー

していることをアピールできる。 

 本研究は、より国際的に整合性があ

り、食品の輸出入を円滑にできる残留

基準値の設定と記述を可能とすること、

Codex 等で設定されている食品群を対

象とするグループ MRL を日本で設定

したり導入したりすることを可能にす

ることを目的とした。 

 

B．研究方法 

以下に記述する原理・原則に基づい

て、新たな食品分類(作物分類ではない

ことに留意)を策定した。 

 日本の実情に合う限り、2012 年か

ら 2017 年 7 月までに採択された

Codex の改訂食品分類を活用した。

また未改訂の食品群については

1993 年出版の Codex Alimentarius 

Vol. 2 を参考にした。 

 植物由来の食品については、大分

類、中分類等に基準値を策定するた

めに、Codex の Principles and 

Guidelines on the Selection of 

Representative Commodities for the 

Extrapolation of Maximum Residue 

Limits for Pesticides to Commodity 

Groups を参考に、作物残留試験を

実施する代表作物を提案した。 

o ただし、近縁の植物の大小や表

面積と重量の割合の関係が、欧
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米の植物とは異なる場合には、

代表作物の選択にもわが国の実

情を優先した(例、きゅうりとズ

ッキーニ、なすとトマト等) 

 植物学的な分類だけでなく、部位や

形態による農薬への暴露や農薬の残

留濃度を考慮して分類する。 

o 作物群として農薬の使用基準(方

法)が同じである場合、食品群と

して基準値を検討するのは適切

であるため、食品群は必要であ

る。 

o 面積当たりの投下量が残留濃度

の決定要因になる場合は、食品

群として基準値を検討すること

は適切であるため、食品群は必

要である。 

o 農薬の使用基準(使用方法)が大

きく異なる場合、同じ食品群と

して基準値を設定するのは不適

切であり、個別の食品を記載す

る必要がある。 

o 同じ科や属であっても、形態が

大きく違ったり、摂食部位が違

ったり、病害虫が異なったりす

る場合も、同じ食品群として基

準値を設定するのは不適切であ

り、個別の食品を記載する必要

がある。 

 いわゆるマイナー作物は、そもそも

生産量が少ないだけでなく、摂取量

も少ないため、残留農薬に由来する

健康リスクに寄与する率は低い。ま

た生産量が少ないということは、作

物残留試験の対象とされがたいの

で、可能な限りメジャーまたは準メ

ジャー作物が含まれている群に含め

た。 

 家畜、家禽に由来する食品につい

て、重複がないように、また食品と

しての観点から、分類を見直しし

た。 

 基準値の対象とする食品は、日本人

の食品摂取量に寄与するものでなけ

ればならない。この際、過去の分類

も参考にする。 

 なお、飼料の安全性の確保及び品質

の改善に関する法律（飼料安全法）

により、残留農薬の基準値が設定さ

れる飼料は対象としなかった。ま

た、硬骨魚類・軟体動物を除く水生

動物並びに加工食品も除いた。 

 

C．D. 結果及び考察 

(1) 植物由来食品の新しい分類 

 Codexにおける改訂分類においては、

中食品群・小作品群を有する階層構造に

なっている。大括りの定義が示されてい

るが、野菜類等については、Codex分類

に含まれている食品には欧米で普及し

ているものが多く、日本の食品を詳細に

記述するためにはあまり参考にはなら

ないため、日本の食品摂取量等を参考に

例を提案した。 



168 
 

 さらに、これまで活用されてきた「そ

の他…」という記述はマイナー作物を

カバーするためにも有用であるため、

新規分類でも活用した。 

 Codexにおける記述は、流通されてい

る形態をWhole commodityと記述してお

り、それが分析部位を決定する要因にな

ることが多い。 

 農薬登録においては、多くの国で、当

該農薬を使用してもよい作物(食品では

ない)をすべて記述することが多いが、

残留農薬基準値の設定の場合、すべての

食品に対して残留試験を実施すること

は不可能であるため、すべての食品を記

載することには意味がない。 

 表１には、植物由来食品の新たな分類

とそれぞれの分類に含まれる食品の例

及びそれぞれの分類全体についてグル

ープ基準値を設定するための、代表作物

の例を示した。 

 表２には、植物由来食品の新たな分類

とそれぞれの分類の定義を示した。 

 表３には、新しいMRLリストのイメ

ージを示した。 

 

本新規分類の活用 

 大分類、中分類に含まれている農

薬の使用基準が同一である場合(作

物群に使用基準がある場合)は、残

留濃度が同様であれば、分類ごと

に基準値を設定する。 

o 濃度の同等性については JMPR

のルールに従う。 

 その際には代表作物の作物残留試

験を活用し、分類に含まれるすべ

ての作物の残留試験は求めない。 

 同一の使用基準であっても、残留

濃度が著しく異なる場合には、分

類全体に基準値を設定することは

できない。 

o 分類に設定し、「…を除く」とい

う注を付ける。 

o 又は個別の食品に基準値を設定

する（この場合、マイナー作物

をカバーできない）。 

 海外で実施した残留試験であって

も、同一の又はプロポ―ショナリ

ティが適用できる使用基準であれ

ば、上記と同様に食品群を活用す

る。 

(2) 畜産物食品の新しい分類 

 Codex分類では、家畜由来の食品につ

いてはMeat, Fat, Edible offals(肝臓・腎臓

などが含まれている)及びMilksに、家禽

由来の食品についてはMeat, Fat, Edible 

offals及び卵に分類されており、重複は

ない。CodexにおけるFatは、Fatとして販

売されている食品(商品)を示すなど、残

留農薬の基準値の記述のためには、「食

品」としての分類になっている。 

一方、Codexの動物用医薬品や薬理作

用のある飼料添加物の基準値は組織・器

官に対して設定されている。 
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食品衛生法に基づく「ポジティブリス

ト」は、残留農薬だけではなく、動物用

医薬品や薬理作用のある飼料添加物の

残留物の基準値も含むため、これまでの

慣習に基づき、臓器・器官の記述とする

が、重複がないように、変更するべきで

ある。 

表４には、家畜・家禽由来食品の新た

な分類とそれぞれの分類の定義、それぞ

れの分類に含まれる食品の例を示した。 

JMPR/CCPRの枠組みでは、牛の飼養

試験の結果があれば、哺乳類の基準値を

設定し、鶏の飼養試験の結果があれば、

家禽類の基準値を設定している。 

さらに、代謝試験や飼養試験の結果か

ら、残留物が脂溶性であると判断される

場合には、食肉の周辺にある脂肪をはぎ

取り、その部分を分析するため、食肉の

基準値は、脂肪の基準値と同一の値とし、

(fat)という注を付けるが、ポジティブリ

ストの場合、組織・器官に基準値を設定

することになるので、これは採用しなか

った。 

 

(3) ポジティブリストに含める食品の

特定 

平成22年度厚生労働省食品等試験検

査費事業「食品摂取頻度・摂取量調査」

の報告書（独立行政法人国立健康・栄養

研究所）のデータ(表５参考表)を活用し、

各々の分類に記述すべき食品を特定し

た。もともとの計画では、１％以上の寄

与をカットオフとしたが、それでは食品

数が少なすぎるので、カットオフ値を

0.1％まで下げた。なお、それに伴い、平

均値のみを活用して特定している。(表

５) 

 

E．研究発表   

特になし。 
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表 1 新しい植物由来食品分類表 

 
大分類 中分類 個別食品(例) 群に対して使用基準が同一である場合、

残留試験を実施する代表作物の例 

柑橘類 全て  温州ミカン類またはオレンジ類 
及び 
レモン類またはゆずその他の小型酸みか

ん類またはきんかん類 
 大型柑橘類 全て 

グレープフルーツ 
タンジェロ（大型） 
なつだいだい 
なつみかん 
その他 

なつみかん 
(中型柑橘類と使用基準が同じである場

合のみ、中型柑橘類の作物残留試験の結

果を活用して基準値を設定) 

 中型柑橘類 全て 
温州みかん類 
たんかん 
タンジェリン 
タンジェロ 
ぽんかん 
オレンジ類（ネーブルを含む） 
不知火 
その他 

温州ミカン類またはオレンジ類 

 小型柑橘類 すべて 
レモン類 
ライム類 
きんかん類(注：暴露評価には果実

全体の残留濃度を使用) 
ゆず(注：暴露評価には果実全体の

残留濃度を使用) 

レモン類またはゆずその他の小型酸みか

ん類またはきんかん類 
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大分類 中分類 個別食品(例) 群に対して使用基準が同一である場合、

残留試験を実施する代表作物の例 

かぼす 
すだち 
その他 

仁果類 バラ科仁果類(かきを含む) 全て(かきを含む) 
全て（かきを除く） 
りんご 
なし 
クラブアップル 
かりん 
マルメロ 
びわ 
かき 

りんご 
及び 
なし 

核果類 全て  おうとう 
及び 
すもも 
及び 
ももまたはうめ 

 おうとう（さくらんぼ）類 全て おうとう 
 すもも類 全て（新鮮プルーンを含む） すもも 
 もも類 全て 

あんず 
うめ 
もも・ネクタリン 
もも 
ネクタリン 

ももまたはうめ 

ベリー・小果実類 バラ科の木本のベリー類（ば

らの実を除く） 
全て 
ブラックベリー 
ラズベリー 

ブラックベリーまたはラズベリー 
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大分類 中分類 個別食品(例) 群に対して使用基準が同一である場合、

残留試験を実施する代表作物の例 

その他 
 つつじ科及びすぐり科のベリ

ー類(低木)及びばらの実 
 

全て 
つつじ科ベリー類 
ブルーベリー類 
ブルーベリー 
ハックルベリー 

クランベリー 
すぐり類（カラント類他のすぐり

類） 
ばらの実 
その他 

ブルーベリーまたはすぐり類 

 ぶどう類 すべて 
生食用ぶどう 
ワイン用ぶどう 

ぶどう 

 いちご いちご いちご 
 その他のベリー類 全て 

くわの実 
その他 

くわの実 

熱帯果実（果皮が食べられる

もの） 
 全て 

アサイー 
アセロラ 
いちじく 
オリーブ 
グアバ 
デーツ 
なつめ 
その他 

いちじくまたはオリーブまたはグアバ 

熱帯果実（果皮が食べられな  全て キーウイ 
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大分類 中分類 個別食品(例) 群に対して使用基準が同一である場合、

残留試験を実施する代表作物の例 

いもの） アボカド 
ウチワサボテンの実 
キーウイ 
ざくろ 
ジャックフルーツ 
タマリロ 
ドラゴンフルーツ 
ドリアン 
バナナ（プランテインを含む） 
パイナップル 
パッションフルーツ 
パパイヤ 
ピタヤ 
マンゴー 
マンゴスチン 
ライチ 
ランブータン 
ロンガン 
その他 

及び 
バナナ 
及びパイナップル 

ねぎ属野菜 全て  たまねぎ類 
及び 
ねぎ類またはにら 

 たまねぎ類（鱗茎作物、ユリ根

を含む） 
全て 
たまねぎ類 
にんにく類 
らっきょう 
シャロット 
ユリ根 
その他 

たまねぎ類またはニンニク類 
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大分類 中分類 個別食品(例) 群に対して使用基準が同一である場合、

残留試験を実施する代表作物の例 
 ねぎ類 全て 

あさつき 
行者にんにく 
にら 
ねぎ 
わけぎ 
リーキ 
その他 

ねぎまたはあさつきまたはわけぎまたは

にら 

アブラナ科野菜（葉菜を除く） 全て  ブロッコリ類 
及び 
コールラビ 

 花蕾類 全て 
ブロッコリ類 
カリフラワー類（ロマネスコを含

む） 
その他 

ブロッコリ類(カリフラワーも可) 

 茎野菜 コールラビ 
その他 

コールラビ 

うり科果菜類 全て  きゅうり及びズッキーニ 
及び 
メロン類 

 未成熟うり科野菜（未成熟で

収穫するもの） 
全て 
きゅうり（ピクルス用を含む） 
ズッキーニ 
しろうり類 
にがうり 
へちま 
漬物用うり・すいか 
その他 

きゅうり 
及び 
ズッキーニ 



175 
 

大分類 中分類 個別食品(例) 群に対して使用基準が同一である場合、

残留試験を実施する代表作物の例 
 成熟ウリ科野菜（成熟してか

ら収穫するもの） 
かぼちゃ類 
メロン類 
カンタループメロン 
ハニーデューメロン 
マスクメロン 
まくわうり 

すいか類 

メロン類 

うり科以外の果菜類 全て  トマト及びチェリートマト 
及び 
ピーマン類及び唐辛子およびオクラ 
及び 
なす 

 トマト類 全て 
全て(くこの実を除く) 
トマト 
チェリートマト 
くこの実 

トマト 
及び 
チェリートマト 
(状況によってはチェリートマトのみ) 

 ピーマン・唐辛子類(オクラを

含む) 
全て 
全て(オクラを除く) 
ピーマン・パプリカ類 
 ピーマン 
パプリカ 

唐辛子類 
オクラ 
その他 

ピーマン類 
及び 
唐辛子 
及び 
オクラ 

 なす類 なす類 なす類 
葉菜類（あぶらな科の葉菜を

含む） 
全て  こまつなまたはみずなまたはだいこんの

葉 
及び 
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大分類 中分類 個別食品(例) 群に対して使用基準が同一である場合、

残留試験を実施する代表作物の例 

キャベツ類または白菜類 
及び 
非結球レタス(状況によっては結球レタ

スも可) 
及び 
ほうれんそう類 

 あぶらな科の葉菜 全て 
だいこんの葉 
かぶの葉 
クレソン類 
からし菜 
こまつな 
みずな 
わさび菜 
キャベツ類 
芽キャベツ 
ケール 
白菜類 
チンゲンサイ 
タイサイ類 
パクチョイ 
なばな類・かいらん 
その他 

こまつなまたはみずなまたはだいこんの

葉 
及び 
キャベツ類または白菜類 

 きく科の葉菜 全て 
全て（軟白チコリ・春菊は除く）

レタス・ちしゃ類 
 結球レタス・ちしゃ類 
 非結球レタス・ちしゃ類 
エンダイブ 

非結球レタス(状況によっては結球レタ

スも可) 
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大分類 中分類 個別食品(例) 群に対して使用基準が同一である場合、

残留試験を実施する代表作物の例 

チコリ 
軟白チコリ 
春菊 
ルコラ 
その他 

 ひゆ科の葉菜 全て 
ほうれんそう類 
おかひじき 
ふだんそう 
ビートの葉 
その他 

ほうれんそう類 

 せり科の葉菜 全て 
あしたば 
みつば 
パセリ類（チャービルも含む） 
コリアンダーの葉（パクチー、香

菜） 
その他 

みつばまたはパセリ類 

 その他の葉菜 全て 
うるい 
しその葉 
とうがらしの葉 
ナスタチュームの葉 
えんさい(空心菜) 
ぶどうの葉 
その他 

しその葉またはとうがらしの葉 

 ベビーリーフ類（のぢしゃの

幼葉を含む） 
全て いずれか 

 スプラウト類 全て 豆苗及び緑豆もやし 
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大分類 中分類 個別食品(例) 群に対して使用基準が同一である場合、

残留試験を実施する代表作物の例 

豆苗 
大麦若葉 
貝割れ大根 
アルファルファ 
大豆もやし 
緑豆もやし 
その他 

 

未成熟豆類 全て  さやいんげん及びさやえんどう 
及び 
えんどう及びえだまめ及びそらまめ 

 未成熟豆類（未成熟の莢と種

子を食べるもの） 
全て 
さやいんげん 
ささげ類（さやいり） 
さやえんどう 
スナップエンドウ 
その他 

さやいんげん及びさやえんどう 
 

 未成熟豆類（未成熟種子を食

べるもの） 
全て 
えんどう（グリーンピース）類 
リマ豆 
そらまめ 
えだまめ（だいず） 
その他 

えんどう及びえだまめ及びそらまめ 

完熟豆類 全て  いんげん・ささげ属のいずれか 
及び 
だいず 
及び 
えんどう 
および 
そらまめ 
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大分類 中分類 個別食品(例) 群に対して使用基準が同一である場合、

残留試験を実施する代表作物の例 
 いんげん属・ささげ属 全て 

いんげん属豆 
  いんげん 
  その他いんげん属豆 
ささげ属豆 
  あずき 
  ささげ 
  緑豆 
  その他ささげ属豆 
その他 

いずれか 

 だいず だいず だいず 
 えんどう えんどう えんどう 
 らっかせい らっかせい らっかせい 
 その他の豆類 そら豆 

ひよこ豆 
レンズ豆 
その他 

そら豆 

根菜類 全て  じゃがいもまたはさつまいも 
及び 
だいこん 
および 
にんじん 

 いも類 全て 
きくいも 
キャッサバ 
こんにゃくいも 
さつまいも 
さといも類 
ばれいしょ類 

じゃがいもまたはさつまいも 
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大分類 中分類 個別食品(例) 群に対して使用基準が同一である場合、

残留試験を実施する代表作物の例 

ヤーコン 
やまいも類 
その他 

 その他の根菜類（水性植物を

除く） 
全て 
かぶ類 
くずの根 
ごぼう 
砂糖大根 
西洋わさび(わさびだいこん) 
セロリアック 
チコリの根 
だいこん類 
タンポポの根 
おたねにんじん（朝鮮人参） 
にんじん 
ビート 
わさび 
畑わさび 
水わさび 

その他 

だいこんおよびにんじん 

 水性植物の根・塊茎等 くわい 
れんこん 

－ 

茎野菜類 全て  セロリ 
及び 
アスパラガス 

 茎及び葉柄 全て 
ずいき 
セロリ 
ふき 

セロリ 
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大分類 中分類 個別食品(例) 群に対して使用基準が同一である場合、

残留試験を実施する代表作物の例 

ルバーブ 
その他 

 茎及び新芽 全て 
アスパラガス(軟白アスパラガス

を含む) 
うど 
しだ類（ぜんまい、わらびなど）

たけのこ類 
その他 

アスパラガス 

 その他 アーティチョーク（ちょうせんあ

ざみ） 
ふきのとう 
その他 

いずれか 

エディブルフラワー  全て 
食用菊 
その他 

食用菊またはその他いずれかのエディブ

ルフラワー 

きのこ類（栽培されているも

の） 
きのこ類 全て 

全て（原木しいたけを除く） 
えのきだけ 
エリンギ 
しいたけ（菌床） 
しいたけ（原木） 
しめじ 
なめこ 
ひらたけ 
ふなしめじ 
まいたけ 
マッシュルーム 
その他 

いずれかのキノコ 2 種類 
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大分類 中分類 個別食品(例) 群に対して使用基準が同一である場合、

残留試験を実施する代表作物の例 
穀類（擬似穀類も含む） 全て 全て 

全て（擬似穀類を除く） 
擬似穀類 

米 
及び 
大麦 
及び 
とうもろこし 
及び 
スイートコーン 

 小麦、小麦類似穀類及び擬似

穀類のうち殻のないもの 
全て 
小麦類・ライ麦 
小麦類 
ライ麦 
アマランス 
キノア 
サイリューム 
チアシード 
その他 

小麦 

 大麦、大麦類似穀類及び擬似

穀類のうち殻があるもの 
全て 
全て（そばを除く） 
大麦・オート麦 
大麦 
オート麦 
そば 
その他 

大麦 

 米類 全て 
米類 
ワイルドライス 

米類 

 もろこし・きび類 全て 
全て(はとむぎを除く) 
あわ 

いずれか 
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大分類 中分類 個別食品(例) 群に対して使用基準が同一である場合、

残留試験を実施する代表作物の例 

きび 
こーりゃん 
ひえ 
もろこし（ソルガム） 
はとむぎ 
その他 

 トウモロコシ類 全て 
完熟トウモロコシ類 
スイートコーン（粒のみ） 

とうもろこし及びスイートコーン 

砂糖・シロップ製造用のイネ

科作物 
 サトウキビ サトウキビ 

ナッツ類（落花生を除く）  全て 
アーモンド 
カシューナッツ 
ぎんなん 
くり 
くるみ 
ココナッツ 
とちの実 
ピーカンナッツ 
ピスタチオ 
ブラジルナッツ 
ヘーゼルナッツ 
マカデミアナッツ 
まつの実 
その他 

（Codex では未設定） 

油糧種子 全て 全て 
全て（落花生を除く） 
綿実 

（Codex では未設定） 
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大分類 中分類 個別食品(例) 群に対して使用基準が同一である場合、

残留試験を実施する代表作物の例 

リンシード 
からし種子 
オイルパーム 
菜種 
ごま 
ひまわり 
その他 

飲料製造用の種子  全て 
カカオ豆 
コーヒー豆 
その他 

（Codex では未設定） 

ハーブ 全て 全て 
木の芽(さんしょうの若葉) 
未成熟さんしょう果実 
その他 

（Codex では未設定） 

スパイス 全て 全て 
成熟さんしょう果実 
その他 

（Codex では未設定） 
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表２.分類の定義 

 

「改定」は、Codex 委員会で 2017 年までに改定済みか否かを示す 

名称 
文字 
コード 

改

定 
定義 特徴 農薬への暴露 摂食 含まれている中分類 

柑橘類  
Citrus fruits 

FC 済 

ミカン科の高木又は低

木の果実 

 

芳香性精油

を含む果

皮、球状、

内果皮で分

離された果

汁の満ちた

果肉 

生育期間を通じて農

薬に果実全体が暴

露。 

病気、害虫、乾燥に

よる劣化の防止のた

め輸送・流通時に農

薬や液体ワックスに

よるポストハーベス

ト処理もあり得る 

果肉は新鮮なまま、

あるいはジュースと

して摂食。果実全体

をマーマレードなど

として加工すること

もあり得る 

 大型柑橘類 

 中型柑橘類 

 小型柑橘類 

仁果類  
Pome fruits 

FP 済 

バラ科の特定の属（特

にリンゴ属及びナシ

属）に属する高木又は

灌木の果実。温帯で生

産される仁果様の果実

を含む 

種子を包む

羊皮紙様の

心皮からな

る芯、その

周りの果肉

生育期間を通じて使

用された農薬に果実

全体が暴露。収穫直

後のポストハーベス

ト処理もある得る 

芯以外の果実全体を

新鮮なまま、または

加工後 

 バラ科仁果類 

(かきを含む) 

核果類  
Stone fruits 

FS 済 

バラ科サクラ属に属す

る高木の果実。温帯で

生産される核果様の果

実を含む 

堅い殻に包

まれた一つ

の種子、そ

の周りの果

肉 

着果から収穫までに

使用された農薬に果

実全体が暴露。収穫

後直後の浸漬処理

（特に防かび剤）も

あり得る 

芯以外の果実全体を

新鮮なまま、または

加工後 

 おうとう類 

 すもも類 

 もも類 

ベリー類・小果実類 
Berries and small fruits 

FB 済 

多種の多年生植物や灌

木の高い表面積/重量比

を持つ果実 

― 開花から収穫までに

使用された農薬に果

実全体が暴露 

果実全体(しばしば

種子も含んで)を新

鮮なまま、または加

工後 

 つつじ科およびすぐり

科ベリー類 

 ぶどう類 

 いちご 

 その他のベリー類 
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名称 
文字 
コード 

改

定 
定義 特徴 農薬への暴露 摂食 含まれている中分類 

熱帯果実類（果皮が

食べられるもの） 
Assorted tropical fruits 
- edible peel 

FT 済 

多様な品種の多年生植

物（通常、灌木又は高

木）の未熟又は成熟果

実 

― 果実形成期において

農薬に果実全体が暴

露 

果実全体を新鮮なま

ま、または加工後 

－ 

熱帯果実類（果皮が

食べられないもの） 
Assorted tropical and 
sub-tropical fruits - 
inedible peel 

FI 済 

多様な品種の多年生植

物（通常、灌木又は高

木）の未熟又は成熟果

実 

― 果実形成期おいて農

薬に果実全体が暴露

可食部は果皮や殻で

保護され、農薬には

暴露しない 

果実の可食部を新鮮

な状態でまたは加工

後 

－ 

ねぎ属菜類  
Allium vegetables 

VA 済 

ユリ科ネギ属の鱗茎

（いくつかの品目は茎

葉を含む）。フェンネ

ル鱗茎を含む。 

鱗茎様の野菜は同様の

農薬残留を示す 

刺激臭 地下にある鱗茎と新

芽は、生育期間中に

使用される農薬に暴

露しない 

薄皮を除いた野菜全

体。いくつかの品種

においては茎葉も 

 たまねぎ類 

 ねぎ類 

アブラナ科野菜類(葉
菜を除く)  
Brassica vegetables 
(other than leafy 
vegetables)  

VB 済 

アブラナ科アブラナ属

に属する植物のうち、

葉菜を除いたもの 

― 外葉または薄皮(コ

ールラビ)により、

可食部は、生育期間

中に使用される農薬

への暴露から部分的

に保護されている 

明らかにしおれてい

たり、傷んでいたり

する葉を除いた野菜

全体 

 花蕾類 

 茎野菜 
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名称 
文字 
コード 

改

定 
定義 特徴 農薬への暴露 摂食 含まれている中分類 

うり科果菜類 
Fruiting vegetables, 
Cucurbits 

VC 済 

ウリ科に属する各種の

植物（通常は一年生の

つる又は低木）の未熟

又は成熟果実 

― 果実形成期を通じて

農薬に野菜全体が暴

露。非可食部である

皮を摂食前に除く野

菜では、可食部は薄

皮や果皮によって浸

透移行性を持たない

農薬への暴露から保

護 

果菜全体、あるいは

可食部(非可食部で

ある皮を除いた後)

を新鮮な状態で、ま

たは加工後。いくつ

かの果菜類では同品

種でも未熟の場合は

果実全体だが、成熟

果実では固くなって

いる皮を除いた可食

部分のみ 

 未成熟うり科野菜 

 成熟うり科野菜 

果菜類（ウリ科以

外） 
Fruiting vegetables, 
other than Cucurbits 

VO 済 

多様な植物(通常一年性

のつる又は低木)の未熟

又は成熟果実。多くが

ナス科に属する。ウリ

科の果菜及びマメ科の

さやは含まない 

― 果実形成期を通じて

農薬に果実全体が暴

露。ただし、ホオズ

キのように外皮を持

つ果実では、浸透移

行性を持つ農薬以外

の農薬への暴露から

外皮によって保護 

果実全体又は皮を除

いた可食部を新鮮な

状態で、または加工

後 

 トマト類 

 ピーマン・唐辛子類

（オクラを含む） 

 なす類 

葉菜類（あぶらな科

葉菜を含む） 
Leafy vegetables 
(including Brassica 
leafy vegetables)  

VL 済 

多種の食用植物（通常

は一年生又は二年生）

の葉 

表面積/重

量比が高い

生育期間を通じて使

用される農薬に葉菜

全体が暴露 

葉菜全体を新鮮な状

態で、または加工・

調理後 

 あぶらな科葉菜 

 きく科葉菜 

 ひゆ科葉菜 

 せり科葉菜 

 その他葉菜 

 ベビーリーフ類 

 スプラウト類 
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名称 
文字 
コード 

改

定 
定義 特徴 農薬への暴露 摂食 含まれている中分類 

未成熟豆類 
Legume vegetables 

VP 済 

マメ科植物の水分の多

い種子及び未熟さや(未

熟種子を内部に含む)。

英語で通常 bean や pea

と言われるもの 

― さやは、生育期間を

通じて農薬に暴露。

種子は、浸透移行性

農薬以外の農薬への

暴露からさやによっ

て保護 

水分の多い豆は、さ

やごと、またはさや

を除いたのち 

 未成熟豆類（未成熟

の莢と種子を食べる

もの） 

 未成熟豆類(未成熟

種子を食べるもの) 

完熟豆類 
Pulses 

VD 済 

マメ科の完熟種子（天

然に乾燥、または人工

的に乾燥）。 

英語で bean(dry)や pea

(dry)として知られるも

の 

― さや中の種子は、生

育期間を通じて使用

される浸透移行性農

薬以外の農薬への暴

露から保護 

乾燥完熟豆類は、ポ

ストハーベスト処理

されることもある 

加工後または調理後  いんげん属・ササゲ

属 

 だいず 

 えんどう 

 落花生 

 その他の豆類 

根菜及び塊茎野菜類 
Root and tuber 
vegetables 

VR 済 

多種の植物(多くは一年

生)の、ほとんどの場合

地中に存在する根、塊

茎、球茎又は根茎 

デンプンを

高濃度に含

む 

地中にあるため、生

育機関を通じて作物

の地上部に散布され

る農薬から可食部は

保護されている。し

かし、土壌処理に由

来する残留農薬には

暴露 

全体を新鮮な状態で

または加工後 

 いも類 

 その他の根菜類(水

生植物を除く) 

 水生植物の根・塊茎

等 

茎野菜類 
Stalk and stem 
vegetables 

VS 済 

多種の一年生又は多年

生植物の、可食茎・葉

柄又は若芽。厳密には

このグループには属さ

ないがキク科のアーテ

ィチョーク（未熟な花

蕾）を含む 

― 食用とされる作物部

位や栽培方法によっ

ては、茎や葉柄は、

生育期間を通じて農

薬に暴露されるが、

暴露の程度は異なる

全体またはその一部

を新鮮な状態で、乾

燥後または加工後 

 茎及び葉柄 

 茎及び新芽 

 その他 
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名称 
文字 
コード 

改

定 
定義 特徴 農薬への暴露 摂食 含まれている中分類 

エディブルフラワー 
Edible flowers 

 済 
花を食用とするもの。

装飾として使われるこ

ともある 

― ― 花 － 

きのこ類 
(栽培されているも

の) 
Edible fungi 
(cultivated) 

 済 
原木やおがくずなどか

らなる培地で栽培され

ている担子菌の子実体 

― ― 子実体 ― 

穀類 
Cereal grains 

GC 済 

主としてイネ科の植物

のデンプンに富んだ種

子からなる穂または

実。種子の大きさと形

状、残留のパターン、

使用方法が類似するの

で、タデ科に属する双

子葉植物であるソバ及

びアカザ科に属する 2

種のアカザ属も含める 

― 可食種子は、生育期

間を通じて使用され

る農薬への暴露から

殻によって保護され

ているが、その程度

は異なる。 

ポストハーベスト処

理されることもしば

しばある 

殻は、加工や摂食の

前に除去される 

 小麦類、小麦類類似

穀類及び疑似穀類の

うち、殻のないもの 

 大麦類、大麦類類似

穀類及び疑似穀類の

うち、殻のあるもの 

 米類 

 もろこし・きび類 

 トウモロコシ類 
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名称 
文字 
コード 

改

定 
定義 特徴 農薬への暴露 摂食 含まれている中分類 

砂糖又はシロップ製

造用イネ科作物類 
Grasses, for sugar or 
syrup production 

GS 済 

特に茎に、高濃度の糖

を含むいくつかのイネ

科植物 

― 記載なし 茎は主に砂糖・シロ

ップ製造に使用され

るが、一部は野菜や

甘味としても使用。

葉や穂及び砂糖・シ

ロップ製造残渣は、

動物飼料としても使

用 

― 

堅果類  
Tree nuts 

TN 未 

多種の高木及び灌木の

種子。油分の高い種子

を堅い殻が取り囲んで

いる可食部の実はその

まま、乾燥、加工後に

食される 

― 種子は、生育期間を

通じて使用される農

薬への暴露から、殻

等により保護 

堅果の可食部を、水

分の高い状態で、乾

燥後または加工後 

― 

油糧種子類  
Oilseed 

SO 未 

食用植物油、動物飼料

として使う搾油粕等の

製造に使用される多様

な植物の種子。いくつ

かの重要な植物油原料

種子は、繊維や果実作

物の副産物（例：綿

実、オリーブの実） 

 

― 種子は、生育期間を

通じて使用される農

薬への暴露から、殻

やさやによって保護

いくつかの油糧種子

は、直接またはわず

かは加工（ロースト

等）後に、食品(落

花生等)または風味

づけ（ポピーシー

ド、ゴマ等）として

― 

飲料及び菓子用種子

類 
Seed for beverages and 
sweets 

SB 未 

熱帯及び亜熱帯に生育

する高木・灌木の種

子。加工後に飲料及び

甘味菓子用種子類の製

造に使用される 

― 生育期間を通じて使

用される農薬への暴

露から、殻等によっ

て保護 

加工後、飲料や菓子

の製造に使用 

－ 
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名称 
文字 
コード 

改

定 
定義 特徴 農薬への暴露 摂食 含まれている中分類 

ハーブ類  
Herbs 

HH 未 

多種の草本植物の葉、

花、茎及び根。食品や

飲料の風味づけのため

調味料として比較的少

量使用 

― 生育期間を通じて使

用される農薬に、作

物全体が暴露。乾燥

品がポストハーベス

ト処理されることも

ある 

新鮮な状態で、また

は天然乾燥して使

用。水分の高い状

態、乾燥後または抽

出物の形態で他の食

品の成分として使用

― 

スパイス類  
Spices 

HS 未 

多種の植物の方向に富

む種子・根・ベリーそ

の他の果実。食品の風

味づけのため比較的少

量 

― 生育期間を通じて使

用される農薬に、暴

露。その程度は異な

る。乾燥品がポスト

ハーベスト処理され

ることもある 

主として乾燥状態で

調味料として 

― 
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表３. 新たな最大残留基準値(MRL)リストのイメージ 
(柑橘類のみ) 

 

分類ごとまたは個別に基準値を記述できるようにする。どの農薬でも同じ表で記述。 

ただし、下表では簡略化のため個別食品は 1－２のみを例示している。 

   MRL (ppm) 

柑橘類 [柑橘類全体のグループ基準値の

場合はここに記述。個々の食品に

は記述しない] 

 大型柑橘類  [大型柑橘類のグループ基準値の

場合はここに記述。個々の差北品

には記述しない。以下同じ] 

  グレープフルーツ [個別食品の基準値の場合はここ

に記述。以下同じ] 

 中型柑橘類   

  温州ミカン  

  不知火  

 小型柑橘類   

  すだち  

  レモン  
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表４. 畜産物の分類 
 
 

筋肉(海洋性哺乳類は

除く哺乳類) 
Meat (from mammals 
other than marine 
mammals) 

MM 未 

と殺された動物の胴体

から得られる筋肉質組

織（筋肉内、筋肉間、

皮下脂肪を含む）また

は部分肉 

小売りされ

る部分肉は

骨、結合組

織、腱や神

経、リンパ

節を含む可

能性 

動物用医薬品または

飼料添加物の使用の

結果として、または

飼料から経口摂取さ

れた残留農薬の動物

による代謝の結果と

して残留 

骨以外の全体  ウシ 

 ブタ 

 ヒツジ 

哺乳類の脂肪 
Mammalian fats 

MF 未 

動物の脂肪性組織(未加

工)。乳脂肪は除く 

― 同上 全体  ウシ 

 ブタ 

 ヒツジ 

内臓等(哺乳類) 
Edible offal 
(Mammalian) 

MO 未 

と殺された動物の可食

組織または器官で卸売

りまたは小売りされる

もの。筋肉(肉)と脂肪

を除く。例：肝臓、腎

臓、舌、心臓、胃、膵

臓と胸腺(胸腺)、脳そ

の他。Codex の商品規

格の定義あり 

― 同上 全体  ウシ、ブタの肝臓 

 ウシ、ブタの腎臓 

 ウシ、ブタのその他

の組織・器官 

 

牛乳 
Cattle milk 

ML 未 

乳牛の乳房からの分泌

物 

一回または複数回の搾

乳で得られる乳房から

の正常な分泌物のみ。

添加や抽出をしてはい

― 同上 全体  牛乳 

 その他の家畜の乳 
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けない（Codex の定

義） 

組成を変えずに処理や

脂肪含量を国内法に基

づいて標準化したもの

も含む 

家禽の筋肉 
Poultry meat 

PM 未 

と殺した家禽の胴体か

ら得られる卸売りまた

は小売り用の筋肉質組

織。付着する脂肪と皮

を含む 

― 家禽または家禽舎に

農薬を使用した結果

または飼料から経口

摂取された残留農薬

の動物による代謝 

全体 ― 

家禽の脂肪 
Poultry fats 

PF 未 

家禽の脂肪組織 ― 家禽または家禽舎に

農薬を使用した結果

または飼料から経口

摂取された残留農薬

の動物による代謝 

全体  脂肪 

 皮膚(脂肪が付着し

たもの) 

 

家禽類の内臓等 
Poultry, Edible offal of 

PO 未 

人の摂取に適切とさ

れ、と殺された家禽類

の可食組織や器官。肉

と脂肪を含まない。

例：肝臓、砂嚢、心

臓、皮その他 

― 飼料から経口摂取さ

れた残留農薬の動物

による代謝または家

禽または家禽舎に農

薬を使用した結果 

全体  肝臓・腎臓 

 その他の組織・器官 

卵 
Eggs 

PE 未 

特に家禽のメス鳥が生

産する新鮮な可食物 

― ― 殻を除去した可食

部。卵黄と卵白 

― 
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表５. 個別食品の平均総食品摂取に対する寄与度 

 

 平成 22 年の食品摂取頻度・摂取量調査の結果に基づく  
 総摂取量に対する個別食品の割合は、平均摂取量 (参考表 )に基づく  

 

 総数 

(全数) 

高齢者 

(65 歳以上)
妊婦 小児(1-6 歳)

対象者数        40394 8733 77 1619

年齢（歳）      45.4 72.5 27.4 3.8

体重 (kg)       55.14 56.12 58.54 16.5

総摂取量(g/日) 1315 1426 1199 965

 
 

 食品 

総摂取量に対する割合（％） 

全数 

高齢者

(65 歳以

上) 

妊婦 

小児

(1-6

歳) 

401 牛･乳 15.8 12.6  20.3  29.7  

1 玄米・精白米 12.5  12.6  8.79  8.87  

2 小麦粉 4.54 3.5  5.76  4.59  

409 豚･肉 3.16  2.12  3.53  3.43  

424 鶏･卵 3.14  2.64  3.99  3.40  

13 じゃがいも(ばれいしょ) 2.92  2.46  3.49  3.53  

51 だいず(大豆加工品) 2.68  3.02  2.31  1.85  

237 てんぐさ 2.59  3.48  0.00  2.01  

90 
だいこん類(含ラディッシュ)

（根） 

2.51  3.20  1.72  1.18  

122 ﾄﾏﾄ     2.44  2.56  2.67  1.97  

114 たまねぎ    2.37  1.95  2.94  2.35  

220 りんご 1.84  2.27  1.57  3.20  

80 ｷｬﾍﾞﾂ類(含芽ｷｬﾍﾞﾂ他) 1.83  1.67  1.59  1.21  

236 こんぶ 1.62  1.87  1.14  0.87  

69 きゅうり(含ｶﾞｰｷﾝ)     1.58  1.79  1.18  0.99  

125 にんじん 1.43  1.31  1.87  1.47  

419 鶏･肉 1.42  0.97  1.65  1.41  

168 うんしゅうみかん 1.35  1.84  0.05  1.70  

104 はくさい 1.35  1.51  1.38  0.53  

25 砂糖 1.32  1.24  1.83  1.53  

396 牛･肉 1.17  0.70  1.74  1.01  

194 ﾊﾞﾅﾅ 1.00  1.32  1.36  1.58  
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 食品 

総摂取量に対する割合（％） 

全数 

高齢者

(65 歳以

上) 

妊婦 

小児

(1-6

歳) 

108 ほうれんそう 0.97  1.22  1.18  0.61  

123 なす 0.91  1.20  0.83  0.22  

179 柿 0.75  1.27  0.32  0.18  

296 さけ･ます 0.73  0.77  0.30  0.49  

117 ねぎ類(含ﾘｰｷ) 0.71  0.75  0.56  0.38  

67 かぼちゃ(含ｽｶｯｼｭ)     0.69  0.89  0.66  0.37  

245 わかめ 0.68  0.78  0.46  0.46  

211 ぶどう 0.66  0.63  1.69  0.85  

134 ﾚﾀｽ 0.66  0.57  0.81  0.37  

277 かつお 0.62  0.70  0.76  0.38  

109 もやし 0.58  0.40  0.48  0.46  

212 すいか(果実) 0.58  0.79  1.20  0.57  

175 ｵﾚﾝｼﾞ(含ﾈｰﾌﾞﾙｵﾚﾝｼﾞ) 0.53  0.30  1.04  1.51  

14 さつまいも(かんしょ) 0.52  0.69  1.02  0.65  

262 いわし 0.49  0.72  0.44  0.25  

344 まぐろ 0.49  0.47  0.32  0.30  

187 日本なし 0.49  0.55  0.76  0.34  

382 いか 0.47  0.49  0.19  0.20  

223 しいたけ    0.45  0.52  0.27  0.31  

447 なたね油 0.45  0.32  0.45  0.39  

379 えび 0.44  0.34  0.50  0.31  

452 緑茶(茶葉･乾燥) 0.44  0.62  0.19  0.08  

248 あじ 0.42  0.54  0.17  0.14  

158 いちご 0.41  0.41  0.43  0.81  

3 大麦 0.40  0.31  0.73  0.45  

92 はなやさい(ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ) 0.40  0.40  0.46  0.34  

15 さといも 0.38  0.52  0.12  0.16  

95 こまつな 0.38  0.45  0.54  0.19  

300 さば 0.38  0.43  0.21  0.30  

133 ﾋﾟｰﾏﾝ    0.37  0.34  0.64  0.23  

57 とうもろこし 0.36  0.30  0.45  0.56  

305 さんま 0.34  0.39  0.09  0.22  

176 ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ 0.32  0.25  0.75  0.23  

317 たら 0.31  0.33  0.15  0.22  

85 ごぼう 0.29  0.32  0.32  0.16  

445 大豆油 0.29  0.21  0.30  0.26  
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 食品 

総摂取量に対する割合（％） 

全数 

高齢者

(65 歳以

上) 

妊婦 

小児

(1-6

歳) 

112 たけのこ    0.29  0.30  0.08  0.16  

224 しめじ 0.29  0.30  0.41  0.17  

214 ﾒﾛﾝ(果実) 0.27  0.30  0.37  0.28  

215 もも 0.26  0.31  0.44  0.38  

269 えそ 0.25  0.28  0.18  0.18  

337 ぶり 0.25  0.28  0.17  0.14  

455 ｺｰﾋｰ豆    0.25  0.17  0.01  0.01  

221 えのきたけ 0.24  0.21  0.22  0.16  

64 かぶ類（根） 0.22  0.35  0.00  0.09  

18 やまいも(長いも) 0.20  0.27  0.09  0.07  

46 未成熟いんげん(含ふじまめ) 0.19  0.23  0.01  0.11  

82 きょうな 0.17  0.19  0.11  0.04  

182 ｷｳｨｰ 0.17  0.20  0.19  0.15  

239 ひじき 0.16  0.18  0.31  0.13  

402 ﾊﾞﾀｰ 0.16  0.09  0.36  0.17  

119 にら     0.15  0.14  0.15  0.09  

280 かれい(含子持ちがれい) 0.15  0.23  0.07  0.07  

161 いよかん 0.14  0.22  0.00  0.08  

44 
あずき類(含ささげ､たけあず

き) 

0.14  0.21  0.07  0.06  

101 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ 0.14  0.14  0.15  0.07  

423 鶏･軟骨 0.13  0.08  0.24  0.12  

146 れんこん 0.13  0.15  0.17  0.10  

49 えだまめ 0.13  0.19  0.05  0.10  

89 
だいこん類(含ラディッシュ)

（葉） 

0.13  0.19  0.26  0.06  

375 ほたてがい 0.13  0.15  0.07  0.05  

193 ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ 0.13  0.12  0.11  0.24  

60 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ     0.13  0.17  0.09  0.08  

313 たい 0.13  0.18  0.00  0.06  

72 にがうり 0.13  0.16  0.05  0.03  

48 未成熟えんどう(含とうみょう)  0.12  0.17  0.01  0.05  

78 しゅんぎく 0.11  0.18  0.22  0.03  

88 しょうが 0.11  0.12  0.09  0.03  

450 やし油 0.11  0.06  0.18  0.16  

385 たこ 0.11  0.10  0.09  0.04  
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 食品 

総摂取量に対する割合（％） 

全数 

高齢者

(65 歳以

上) 

妊婦 

小児

(1-6

歳) 

244 もずく 0.11  0.14  0.00  0.07  

233 えごのり 0.11  0.19  0.00  0.00  

63 ｵｸﾗ 0.11  0.12  0.11  0.11  

154 うめ 0.10  0.12  0.05  0.03  

363 かき(貝) 0.10  0.13  0.03  0.02  

170 なつみかん 0.10  0.15  0.40  0.07  

53 らっかせい 0.10  0.10  0.05  0.06  

358 あさり 0.09  0.11  0.03  0.06  

127 ｾﾛﾘ     0.09  0.08  0.03  0.06  

265 うなぎ 0.09  0.12  0.03  0.02  

22 こんにゃくいも 0.09  0.09  0.07  0.04  

340 ほっけ 0.09  0.11  0.00  0.04  

218 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 0.09  0.10  0.04  0.07  

6 そば米・そば粉 0.08  0.08  0.15  0.05  

107 ふき(含ふきのとう) 0.08  0.12  0.05  0.01  

102 なばな 0.08  0.12  0.00  0.02  

225 なめこ 0.08  0.09  0.00  0.06  

174 ぽんかん 0.08  0.14  0.00  0.06  

228 まいたけ 0.08  0.10  0.11  0.02  

227 ｴﾘﾝｷﾞ 0.08  0.07  0.09  0.06  

232 のり 0.07  0.07  0.07  0.09  

318 たら･卵 0.07  0.07  0.12  0.04  

157 ﾌﾟﾙｰﾝ 0.07  0.07  0.05  0.07  

34 ごま(種子) 0.07  0.09  0.05  0.03  

178 その他のかんきつ類 0.07  0.05  0.02  0.07  

103 のざわな 0.06  0.07  0.03  0.01  

380 かに(身) 0.06  0.05  0.00  0.03  

75 とうがん 0.06  0.05  0.00  0.05  

453 ｳｰﾛﾝ茶(茶葉･乾燥) 0.06  0.04  0.07  0.02  

26 はちみつ 0.06  0.07  0.09  0.05  

50 そらまめ 0.06  0.06  0.07  0.02  

171 はっさく 0.06  0.09  0.00  0.02  

149 ぜんまい 0.05  0.07  0.00  0.02  

150 わらび 0.05  0.08  0.00  0.01  

100 たかな 0.05  0.08  0.00  0.01  

421 鶏･肝臓 0.05  0.05  0.00  0.05  
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 食品 

総摂取量に対する割合（％） 

全数 

高齢者

(65 歳以

上) 

妊婦 

小児

(1-6

歳) 

289 きんめだい 0.05  0.05  0.00  0.06  

413 豚･その他食用部分 0.05  0.03  0.01  0.03  

307 ししゃも(含子持ちししゃも) 0.04  0.04  0.03  0.04  

159 いちじく 0.04  0.08  0.00  0.01  

459 乾燥とうがらし 0.04  0.04  0.09  0.00  

31 くり   0.04  0.05  0.00  0.03  

115 らっきょう 0.04  0.08  0.02  0.00  

189 西洋なし 0.04  0.04  0.00  0.02  

301 さめ 0.04  0.03  0.05  0.04  

24 葛･塊根 0.04  0.05  0.09  0.03  

400 牛･その他食用部分 0.04  0.03  0.28  0.00  

70 しろうり (野菜) 0.04  0.06  0.00  0.01  

136 ｻﾆｰﾚﾀｽ 0.04  0.04  0.12  0.05  

304 さわら 0.04  0.04  0.07  0.03  

62 うど 0.04  0.07  0.07  0.00  

145 みょうが 0.04  0.07  0.00  0.00  

297 さけ･卵 0.04  0.05  0.03  0.04  

210 びわ 0.04  0.03  0.16  0.03  

316 たちうお 0.04  0.05  0.00  0.03  

249 あなご 0.04  0.04  0.09  0.02  

91 はなやさい(ｶﾘﾌﾗﾜｰ) 0.04  0.04  0.00  0.02  

166 ﾚﾓﾝ 0.04  0.04  0.02  0.01  

45 
いんげん類(含べにばないんげ

ん､らいまめ) 

0.04  0.06  0.00  0.01  

326 にしん 0.04  0.08  0.00  0.00  

19 
やまいも類(いちょういも､じね

んじょ､だいじょ､大和いも) 

0.04  0.04  0.05  0.02  

229 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ    0.04  0.01  0.09  0.05  

414 豚･脂肪 0.03  0.02  0.07  0.02  

173 ぶんたん 0.03  0.06  0.00  0.02  

120 にんにく 0.03  0.03  0.08  0.01  

441 ｵﾘｰﾌﾞ油 0.03  0.03  0.05  0.02  

132 とうがらし 0.03  0.04  0.01  0.01  

110 ﾓﾛﾍｲﾔ 0.03  0.05  0.05  0.01  

129 みつば    0.03  0.03  0.01  0.01  

77 きく･花びら 0.03  0.06  0.00  0.00  
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 食品 

総摂取量に対する割合（％） 

全数 

高齢者

(65 歳以

上) 

妊婦 

小児

(1-6

歳) 

172 ひゅうがなつ 0.03  0.06  0.18  0.00  

185 おうとう(ﾁｪﾘｰ) 0.03  0.02  0.00  0.07  

142 つるむらさき 0.03  0.04  0.00  0.01  

135 ｻﾗﾀﾞ菜 0.03  0.02  0.01  0.02  

153 ｱﾎﾞｶﾄﾞ 0.03  0.03  0.00  0.01  

65 かぶ類（葉） 0.03  0.04  0.00  0.01  

254 ｱﾗｽｶめぬけ 0.03  0.03  0.00  0.02  

442 ごま油 0.02  0.02  0.04  0.01  

276 かじき 0.02  0.02  0.00  0.04  

151 その他の野菜 0.02  0.03  0.00  0.00  

282 かんぱち 0.02  0.03  0.00  0.00  

283 きす 0.02  0.03  0.00  0.01  

426 うずら･卵 0.02  0.01  0.03  0.04  

365 しじみ 0.02  0.03  0.01  0.01  

418 人･乳 0.02  0.00  0.00  0.71  

206 ﾏﾝｺﾞｰ 0.02  0.02  0.00  0.03  

306 しいら 0.02  0.03  0.00  0.01  

288 ぎんだら 0.02  0.02  0.00  0.03  

350 めばる 0.02  0.02  0.00  0.00  

155 あんず(含ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ) 0.02  0.03  0.00  0.01  

329 はたはた 0.02  0.03  0.00  0.01  

99 たいさい 0.02  0.02  0.00  0.00  

258 いさき 0.02  0.02  0.00  0.01  

93 からしな 0.02  0.02  0.00  0.02  

257 いかなご 0.01  0.02  0.00  0.00  

74 へちま 0.01  0.00  0.00  0.05  

81 ｹｰﾙ 0.01  0.01  0.00  0.01  

334 ひらめ 0.01  0.02  0.00  0.00  

147 こごみ 0.01  0.02  0.00  0.00  

279 かます 0.01  0.02  0.00  0.01  

165 ゆず 0.01  0.02  0.01  0.00  

213 まくわうり 0.01  0.04  0.00  0.00  

83 その他のみずな類 0.01  0.01  0.00  0.00  

383 ほたるいか(含内臓) 0.01  0.01  0.00  0.00  

226 ひらたけ 0.01  0.02  0.03  0.01  

156 すもも 0.01  0.01  0.00  0.00  



201 
 

 食品 

総摂取量に対する割合（％） 

全数 

高齢者

(65 歳以

上) 

妊婦 

小児

(1-6

歳) 

393 いのしし･肉 0.01  0.02  0.03  0.00  

86 しそ 0.01  0.02  0.01  0.00  

203 ﾊﾟﾊﾟｲｱ 0.01  0.00  0.00  0.03  

252 あゆ 0.01  0.02  0.00  0.00  

71 ｽﾞｯｷｰﾆ 0.01  0.01  0.00  0.01  

403 馬･肉 0.01  0.01  0.00  0.00  

404 くじら･肉 0.01  0.02  0.00  0.01  

388 くらげ 0.01  0.01  0.03  0.01  

118 わけぎ 0.01  0.01  0.00  0.01  

454 紅茶(茶葉･乾燥) 0.01  0.00  0.05  0.00  

261 いぼだい 0.01  0.02  0.00  0.00  

285 きびなご 0.01  0.02  0.00  0.00  

431 かも･肉 0.01  0.01  0.00  0.00  

335 ふぐ 0.01  0.02  0.04  0.01  

131 ふだんそう 0.01  0.02  0.00  0.00  

281 かわはぎ 0.01  0.01  0.00  0.00  

410 豚･肝臓 0.01  0.01  0.00  0.05  

456 ｶｶｵ豆 0.01  0.01  0.03  0.02  

128 ﾊﾟｾﾘ     0.01  0.01  0.00  0.00  

312 すずき 0.01  0.01  0.00  0.02  

137 その他のﾚﾀｽ類 0.01  0.01  0.01  0.02  

177 ｽｳｨｰﾃｨｰ 0.01  0.01  0.00  0.01  

126 せり 0.01  0.01  0.03  0.00  

97 さんとうさい 0.01  0.01  0.00  0.00  

354 わかさぎ 0.01  0.01  0.00  0.01  

246 あいなめ 0.01  0.01  0.00  0.01  

420 鶏･その他食用部分 0.01  0.01  0.00  0.00  

216 ﾈｸﾀﾘﾝ 0.01  0.01  0.00  0.00  

222 きくらげ 0.01  0.01  0.02  0.01  

32 くるみ    0.01  0.01  0.01  0.00  

98 ﾀｱｻｲ 0.01  0.01  0.00  0.01  

204 ﾋﾟﾀﾔ 0.01  0.00  0.00  0.01  

247 あこうだい 0.01  0.01  0.00  0.01  

303 さより 0.01  0.01  0.00  0.00  

169 きんかん 0.01  0.01  0.00  0.01  

47 えんどう 0.01  0.01  0.00  0.01  
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 食品 

総摂取量に対する割合（％） 

全数 

高齢者

(65 歳以

上) 

妊婦 

小児

(1-6

歳) 

387 うに 0.01  0.00  0.00  0.00  

415 羊･肉 0.01  0.00  0.00  0.00  

148 わさび 0.01  0.01  0.01  0.00  

54 りょくとう 0.01  0.00  0.00  0.01  

319 たら･しらこ 0.01  0.01  0.01  0.00  

368 つぶ 0.01  0.01  0.00  0.00  

16 水いも 0.01  0.01  0.00  0.00  

291 こい 0.01  0.01  0.00  0.00  

348 むつ 0.01  0.01  0.00  0.00  

73 はやとうり 0.01  0.01  0.00  0.00  

240 ひとえぐさ 0.01  0.01  0.00  0.00  

96 ｻﾞｰｻｲ 0.01  0.00  0.00  0.00  

374 はまぐり 0.01  0.01  0.00  0.00  

30 ぎんなん    0.01  0.01  0.00  0.00  

397 牛･肝臓 0.01  0.00  0.11  0.00  

163 ｼｲｸﾜｼｬｰ 0.01  0.00  0.00  0.00  

27 ﾒｰﾌﾟﾙｼﾛｯﾌﾟ 0.01  0.00  0.00  0.01  

274 かさご 0.01  0.01  0.00  0.00  

144 西洋ﾜｻﾋﾞ 0.01  0.00  0.01  0.00  

351 ﾒﾙﾙｰｻ 0.01  0.01  0.00  0.02  

106 その他のｱﾌﾞﾗﾅ科野菜 0.01  0.01  0.03  0.00  

299 にじます 0.01  0.01  0.00  0.01  

38 ｱｰﾓﾝﾄﾞ    0.01  0.00  0.00  0.01  

164 すだち 0.01  0.01  0.00  0.00  

61 あしたば 0.01  0.01  0.00  0.00  

444 ｻﾌﾗﾜｰ油 0.01  0.00  0.01  0.01  

68 そうめんかぼちゃ 0.01  0.01  0.00  0.00  

308 したびらめ 0.01  0.01  0.00  0.01  

198 ｸﾞｧﾊﾞ 0.01  0.00  0.00  0.01  

267 うまづらはぎ 0.00  0.01  0.00  0.00  

460 ﾁﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ 0.00  0.00  0.00  0.01  

255 あんこう 0.00  0.01  0.11  0.00  

9 きび 0.00  0.01  0.00  0.00  

323 とびうお 0.00  0.01  0.00  0.00  

320 ちか 0.00  0.01  0.00  0.00  

4 ﾗｲ麦粉 0.00  0.00  0.04  0.00  
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 食品 

総摂取量に対する割合（％） 

全数 

高齢者

(65 歳以

上) 

妊婦 

小児

(1-6

歳) 

241 ふのり 0.00  0.00  0.00  0.01  

268 えい 0.00  0.01  0.00  0.00  

341 ぼら 0.00  0.01  0.00  0.00  

364 さざえ 0.00  0.01  0.00  0.00  

349 めじな 0.00  0.01  0.00  0.00  

446 とうもろこし油 0.00  0.00  0.05  0.01  

111 ようさい 0.00  0.00  0.00  0.01  

273 おひょう 0.00  0.01  0.00  0.00  

162 かぼす 0.00  0.01  0.00  0.00  

425 うこっけい･卵 0.00  0.01  0.00  0.00  

251 あまだい 0.00  0.00  0.00  0.01  

79 その他のきく科野菜  0.00  0.01  0.00  0.00  

390 なまこ 0.00  0.01  0.00  0.00  

195 ｱｾﾛﾗ 0.00  0.00  0.02  0.00  

311 ｼﾙﾊﾞｰ 0.00  0.00  0.00  0.01  

339 ﾎｷ 0.00  0.00  0.00  0.01  

463 ｶﾚｰ粉 0.00  0.00  0.01  0.00  

141 ﾛｹｯﾄｻﾗﾀﾞ 0.00  0.00  0.01  0.00  

443 米ぬか油 0.00  0.00  0.00  0.01  

376 ほっきがい 0.00  0.00  0.04  0.00  

208 ﾗｲﾁｰ 0.00  0.00  0.00  0.01  

183 ｸﾞｽﾞﾍﾞﾘｰ 0.00  0.00  0.02  0.00  

160 ｵﾘｰﾌﾞ 0.00  0.00  0.01  0.00  
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(参考表)農産物・地区水産物平均摂取量(470 群)(男女系・年齢階級別) 

  

平均摂取量(g/日・人) 

全人口 

高齢者 

65 歳以

上 

妊婦 

小児 

(1-6

歳） 

1 玄米・精白米 164.203 180.151 105.320 85.621 

2 小麦粉 59.753 49.858 69.005 44.258 

3 大麦 5.265 4.386 8.777 4.358 

4 ﾗｲ麦粉 0.060 0.053 0.483 0.027 

5 燕麦 0.016 0.021 0.000 0.019 

6 そば米・そば粉 1.090 1.138 1.771 0.506 

7 ｱﾏﾗﾝｻｽ 0.028 0.067 0.000 0.004 

8 あわ 0.025 0.058 0.000 0.000 

9 きび 0.061 0.114 0.000 0.012 

10 はとむぎ 0.013 0.034 0.000 0.000 

11 ひえ 0.010 0.019 0.000 0.000 

12 その他の穀類(もろこし) 0.000 0.001 0.000 0.000 

13 じゃがいも(ばれいしょ) 38.366 35.121 41.870 34.045 

14 さつまいも(かんしょ) 6.829 9.826 12.239 6.292 

15 さといも 5.061 7.411 1.449 1.513 

16 水いも 0.089 0.108 0.000 0.000 

17 八つ頭 0.063 0.069 0.000 0.000 

18 やまいも(長いも) 2.645 3.921 1.127 0.682 

19 

やまいも類(いちょういも､

じねんじょ､だいじょ､大和

いも) 

0.480 0.517 0.564 0.169 

20 きくいも 0.030 0.045 0.000 0.015 

21 くわい 0.004 0.009 0.000 0.000 

22 こんにゃくいも 1.156 1.344 0.805 0.364 

23 ｷｬｯｻﾊﾞ 0.007 0.000 0.000 0.035 

24 葛･塊根 0.547 0.780 1.047 0.299 

25 砂糖 17.333 17.683 21.901 14.755 

26 はちみつ 0.773 1.058 1.127 0.471 

27 ﾒｰﾌﾟﾙｼﾛｯﾌﾟ 0.072 0.062 0.000 0.138 

28 麻(実) 0.000 0.000 0.000 0.000 

29 えごま 0.006 0.017 0.000 0.000 

30 ぎんなん    0.078 0.110 0.000 0.031 

31 くり   0.574 0.735 0.000 0.287 

32 くるみ    0.108 0.168 0.081 0.019 

33 まつ(実) 0.005 0.011 0.000 0.000 
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平均摂取量(g/日・人) 

全人口 

高齢者 

65 歳以

上 

妊婦 

小児 

(1-6

歳） 

34 ごま(種子) 0.872 1.284 0.644 0.280 

35 かぼちゃ(種子) 0.001 0.000 0.000 0.008 

36 すいか(種子) 0.001 0.000 0.000 0.000 

37 ひまわり(種子) 0.001 0.000 0.000 0.015 

38 ｱｰﾓﾝﾄﾞ    0.070 0.041 0.000 0.054 

39 ｶｼｭｰﾅｯﾂ 0.039 0.039 0.000 0.035 

40 ﾋﾟｽﾀﾁｵ 0.008 0.009 0.000 0.004 

41 ﾏｶﾀﾞﾐｱﾅｯﾂ 0.005 0.006 0.000 0.000 

42 その他の種実 0.007 0.009 0.000 0.004 

43 ここやし 0.007 0.004 0.000 0.000 

44 
あずき類(含ささげ､たけあ

ずき) 
1.835 2.969 0.805 0.586 

45 
いんげん類(含べにばない

んげん､らいまめ) 
0.495 0.900 0.000 0.107 

46 
未成熟いんげん(含ふじま

め) 
2.448 3.218 0.081 1.095 

47 えんどう 0.102 0.134 0.000 0.103 

48 
未成熟えんどう(含とうみ

ょう)    
1.642 2.385 0.161 0.486 

49 えだまめ 1.738 2.740 0.644 0.957 

50 そらまめ 0.749 0.807 0.805 0.207 

51 だいず(大豆加工品) 35.186 43.122 27.699 17.853 

52 ひよこまめ 0.030 0.016 0.000 0.000 

53 らっかせい 1.252 1.384 0.564 0.624 

54 りょくとう 0.090 0.050 0.000 0.115 

55 ﾚﾝｽﾞまめ 0.001 0.003 0.000 0.000 

56 しかくまめ 0.008 0.006 0.000 0.000 

57 とうもろこし 4.684 4.297 5.395 5.377 

58 ｼﾞｬｲｱﾝﾄｺｰﾝ 0.008 0.000 0.000 0.000 

59 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ 0.001 0.000 0.000 0.000 

60 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ     1.701 2.456 1.047 0.731 

61 あしたば 0.069 0.126 0.000 0.035 

62 うど 0.526 0.980 0.805 0.004 

63 ｵｸﾗ 1.390 1.722 1.369 1.080 

64 かぶ類（根） 2.838 4.970 0.000 0.823 

65 かぶ類（葉） 0.336 0.567 0.000 0.088 

66 ひのな 0.010 0.024 0.000 0.000 
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平均摂取量(g/日・人) 

全人口 

高齢者 

65 歳以

上 

妊婦 

小児 

(1-6

歳） 

67 かぼちゃ(含ｽｶｯｼｭ)     9.046 12.715 7.891 3.607 

68 そうめんかぼちゃ 0.067 0.112 0.000 0.000 

69 きゅうり(含ｶﾞｰｷﾝ)     20.714 25.594 14.171 9.570 

70 しろうり (野菜) 0.536 0.921 0.000 0.069 

71 ｽﾞｯｷｰﾆ 0.156 0.138 0.000 0.077 

72 にがうり 1.646 2.300 0.564 0.245 

73 はやとうり 0.081 0.202 0.000 0.000 

74 へちま 0.192 0.055 0.000 0.463 

75 とうがん 0.780 0.782 0.000 0.486 

76 ゆうがお 0.031 0.036 0.000 0.019 

77 きく･花びら 0.388 0.881 0.000 0.019 

78 しゅんぎく 1.489 2.500 2.577 0.329 

79 その他のきく科野菜  0.043 0.073 0.000 0.004 

80 ｷｬﾍﾞﾂ類(含芽ｷｬﾍﾞﾂ他) 24.118 23.808 19.003 11.642 

81 ｹｰﾙ 0.188 0.194 0.000 0.073 

82 きょうな 2.228 2.733 1.369 0.414 

83 その他のみずな類 0.169 0.178 0.000 0.019 

84 ｷﾝｻｲ 0.000 0.000 0.000 0.000 

85 ごぼう 3.872 4.555 3.865 1.585 

86 しそ 0.159 0.268 0.081 0.023 

87 じゅんさい 0.017 0.058 0.000 0.000 

88 しょうが 1.482 1.695 1.127 0.287 

89 
だいこん類(含ラディッシ

ュ)（葉） 
1.725 2.772 3.060 0.613 

90 
だいこん類(含ラディッシ

ュ)（根） 
32.957 45.683 20.613 11.431 

91 はなやさい(ｶﾘﾌﾗﾜｰ) 0.509 0.528 0.000 0.195 

92 はなやさい(ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ) 5.214 5.709 5.475 3.324 

93 からしな 0.202 0.229 0.000 0.222 

94 ｸﾚｿﾝ 0.053 0.027 0.000 0.027 

95 こまつな 4.985 6.445 6.442 1.846 

96 ｻﾞｰｻｲ 0.080 0.043 0.000 0.000 

97 さんとうさい 0.113 0.120 0.000 0.000 

98 ﾀｱｻｲ 0.108 0.083 0.000 0.054 

99 たいさい 0.216 0.272 0.000 0.027 

100 たかな 0.692 1.125 0.000 0.138 
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平均摂取量(g/日・人) 

全人口 

高齢者 

65 歳以

上 

妊婦 

小児 

(1-6

歳） 

101 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ 1.792 1.937 1.771 0.670 

102 なばな 1.062 1.684 0.000 0.222 

103 のざわな 0.823 1.045 0.403 0.134 

104 はくさい 17.715 21.558 16.587 5.105 

105 ひろしまな 0.023 0.029 0.000 0.000 

106 その他のｱﾌﾞﾗﾅ科野菜 0.071 0.105 0.322 0.000 

107 ふき(含ふきのとう) 1.068 1.661 0.644 0.077 

108 ほうれんそう 12.767 17.436 14.171 5.928 

109 もやし 7.641 5.710 5.717 4.450 

110 ﾓﾛﾍｲﾔ 0.410 0.694 0.564 0.130 

111 ようさい 0.053 0.011 0.000 0.096 

112 たけのこ    3.803 4.322 0.966 1.570 

113 ﾕﾘ根 0.028 0.045 0.000 0.012 

114 たまねぎ    31.232 27.767 35.268 22.629 

115 らっきょう 0.565 1.115 0.242 0.035 

116 ｴｼｬﾛｯﾄ 0.011 0.014 0.000 0.000 

117 ねぎ類(含ﾘｰｷ) 9.384 10.654 6.764 3.676 

118 わけぎ 0.151 0.191 0.000 0.100 

119 にら     2.029 2.067 1.771 0.896 

120 にんにく 0.422 0.452 0.966 0.092 

121 ぎょうじゃにんにく 0.000 0.001 0.000 0.000 

122 ﾄﾏﾄ     32.051 36.572 31.966 18.968 

123 なす 11.964 17.079 9.984 2.125 

124 その他の果菜類 0.001 0.000 0.000 0.000 

125 にんじん 18.758 18.677 22.465 14.146 

126 せり 0.114 0.173 0.322 0.000 

127 ｾﾛﾘ     1.208 1.160 0.322 0.609 

128 ﾊﾟｾﾘ     0.121 0.183 0.000 0.046 

129 みつば    0.400 0.496 0.081 0.088 

130 ﾋﾞｰﾄ 0.000 0.000 0.000 0.000 

131 ふだんそう 0.133 0.295 0.000 0.000 

132 とうがらし 0.414 0.584 0.081 0.057 

133 ﾋﾟｰﾏﾝ    4.838 4.904 7.649 2.229 

134 ﾚﾀｽ 8.635 8.174 9.743 3.577 

135 ｻﾗﾀﾞ菜 0.349 0.320 0.081 0.203 

136 ｻﾆｰﾚﾀｽ 0.532 0.618 1.449 0.475 
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平均摂取量(g/日・人) 

全人口 

高齢者 

65 歳以

上 

妊婦 

小児 

(1-6

歳） 

137 その他のﾚﾀｽ類 0.119 0.107 0.161 0.146 

138 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ 0.001 0.001 0.000 0.000 

139 ﾁｺﾘｰ 0.005 0.000 0.000 0.000 

140 ﾊﾞｼﾞﾙ 0.021 0.015 0.000 0.000 

141 ﾛｹｯﾄｻﾗﾀﾞ 0.028 0.026 0.081 0.012 

142 つるむらさき 0.361 0.562 0.000 0.080 

143 とんぶり 0.005 0.006 0.000 0.000 

144 西洋ﾜｻﾋﾞ 0.072 0.069 0.081 0.000 

145 みょうが 0.515 0.954 0.000 0.023 

146 れんこん 1.759 2.193 2.013 0.942 

147 こごみ 0.179 0.290 0.000 0.015 

148 わさび 0.091 0.107 0.081 0.000 

149 ぜんまい 0.723 0.937 0.000 0.188 

150 わらび 0.722 1.110 0.000 0.080 

151 その他の野菜 0.306 0.420 0.000 0.031 

152 あけび 0.023 0.046 0.000 0.000 

153 ｱﾎﾞｶﾄﾞ 0.338 0.371 0.000 0.088 

154 うめ 1.377 1.759 0.564 0.291 

155 あんず(含ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ) 0.220 0.403 0.000 0.096 

156 すもも 0.166 0.153 0.000 0.046 

157 ﾌﾟﾙｰﾝ 0.914 0.978 0.564 0.663 

158 いちご 5.426 5.918 5.153 7.828 

159 いちじく 0.588 1.131 0.000 0.057 

160 ｵﾘｰﾌﾞ 0.005 0.012 0.081 0.000 

161 いよかん 1.863 3.106 0.000 0.789 

162 かぼす 0.052 0.102 0.000 0.008 

163 ｼｲｸﾜｼｬｰ 0.072 0.036 0.000 0.019 

164 すだち 0.069 0.107 0.000 0.000 

165 ゆず 0.175 0.314 0.081 0.035 

166 ﾚﾓﾝ 0.503 0.584 0.242 0.119 

167 ﾗｲﾑ 0.019 0.011 0.000 0.000 

168 うんしゅうみかん 17.763 26.194 0.564 16.448 

169 きんかん 0.102 0.132 0.000 0.065 

170 なつみかん 1.266 2.114 4.751 0.709 

171 はっさく 0.745 1.243 0.000 0.207 

172 ひゅうがなつ 0.385 0.795 2.174 0.008 
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平均摂取量(g/日・人) 

全人口 

高齢者 

65 歳以

上 

妊婦 

小児 

(1-6

歳） 

173 ぶんたん 0.439 0.895 0.000 0.207 

174 ぽんかん 1.009 1.974 0.000 0.605 

175 ｵﾚﾝｼﾞ(含ﾈｰﾌﾞﾙｵﾚﾝｼﾞ) 6.984 4.227 12.481 14.571 

176 ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ 4.181 3.549 8.938 2.252 

177 ｽｳｨｰﾃｨｰ 0.115 0.075 0.000 0.061 

178 その他のかんきつ類 0.865 0.722 0.242 0.709 

179 柿 9.874 18.175 3.865 1.735 

180 かりん 0.004 0.001 0.000 0.000 

181 ﾏﾙﾒﾛ 0.005 0.012 0.000 0.000 

182 ｷｳｨｰ 2.190 2.896 2.255 1.428 

183 ｸﾞｽﾞﾍﾞﾘｰ 0.009 0.000 0.242 0.000 

184 ぐみ 0.016 0.004 0.000 0.008 

185 おうとう(ﾁｪﾘｰ) 0.382 0.294 0.000 0.686 

186 ざくろ 0.017 0.011 0.000 0.000 

187 日本なし 6.403 7.789 9.099 3.324 

188 中国なし 0.021 0.000 0.000 0.042 

189 西洋なし 0.560 0.543 0.000 0.169 

190 なつめ 0.005 0.001 0.000 0.000 

191 なつめやし 0.001 0.000 0.000 0.008 

192 ﾊｽｶｯﾌﾟ 0.000 0.000 0.000 0.000 

193 ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ 1.720 1.677 1.369 2.290 

194 ﾊﾞﾅﾅ 13.182 18.861 16.346 15.211 

195 ｱｾﾛﾗ 0.040 0.002 0.242 0.023 

196 ｱﾃﾓﾔ 0.000 0.000 0.000 0.000 

197 ｷﾜﾉ 0.000 0.000 0.000 0.000 

198 ｸﾞｧﾊﾞ 0.066 0.010 0.000 0.092 

199 ｽﾀｰﾌﾙｰﾂ 0.000 0.000 0.000 0.000 

200 ﾁｪﾘﾓﾔ 0.000 0.000 0.000 0.000 

201 ﾄﾞﾘｱﾝ 0.000 0.000 0.000 0.000 

202 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ 0.005 0.004 0.000 0.000 

203 ﾊﾟﾊﾟｲｱ 0.159 0.043 0.000 0.276 

204 ﾋﾟﾀﾔ 0.107 0.000 0.000 0.088 

205 ﾎﾜｲﾄｻﾎﾟﾃ 0.000 0.000 0.000 0.000 

206 ﾏﾝｺﾞｰ 0.270 0.254 0.000 0.276 

207 ﾏﾝｺﾞｽﾁﾝ 0.001 0.000 0.000 0.000 

208 ﾗｲﾁｰ 0.017 0.013 0.000 0.119 
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平均摂取量(g/日・人) 

全人口 

高齢者 

65 歳以

上 

妊婦 

小児 

(1-6

歳） 

209 りゅうがん 0.000 0.000 0.000 0.000 

210 びわ 0.512 0.418 1.933 0.329 

211 ぶどう 8.691 9.024 20.210 8.207 

212 すいか(果実) 7.608 11.312 14.413 5.484 

213 まくわうり 0.174 0.521 0.000 0.000 

214 ﾒﾛﾝ(果実) 3.522 4.221 4.429 2.704 

215 もも 3.384 4.442 5.314 3.703 

216 ﾈｸﾀﾘﾝ 0.111 0.089 0.000 0.015 

217 やまもも 0.004 0.000 0.000 0.023 

218 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 1.118 1.370 0.483 0.697 

219 ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ 0.004 0.006 0.000 0.000 

220 りんご 24.220 32.397 18.761 30.904 

221 えのきたけ 3.106 3.042 2.657 1.559 

222 きくらげ 0.111 0.124 0.242 0.057 

223 しいたけ    5.972 7.369 3.221 3.010 

224 しめじ 3.763 4.326 4.912 1.643 

225 なめこ 1.045 1.326 0.000 0.574 

226 ひらたけ 0.169 0.222 0.322 0.126 

227 ｴﾘﾝｷﾞ 0.995 0.943 1.047 0.548 

228 まいたけ 0.997 1.401 1.288 0.203 

229 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ    0.475 0.145 1.127 0.448 

230 まつたけ 0.030 0.037 0.000 0.000 

231 その他のきのこ 0.025 0.011 0.000 0.000 

232 のり 0.944 1.048 0.805 0.911 

233 えごのり 1.397 2.716 0.000 0.000 

234 おごのり 0.006 0.006 0.000 0.004 

235 くびれづた 0.003 0.000 0.000 0.000 

236 こんぶ 21.307 26.600 13.608 8.429 

237 てんぐさ 34.002 49.645 0.000 19.431 

238 とさかのり 0.034 0.045 0.000 0.012 

239 ひじき 2.130 2.527 3.704 1.237 

240 ひとえぐさ 0.081 0.094 0.000 0.027 

241 ふのり 0.060 0.050 0.000 0.050 

242 まつも 0.006 0.004 0.000 0.000 

243 むかでのり 0.000 0.000 0.000 0.000 

244 もずく 1.409 1.999 0.000 0.647 
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平均摂取量(g/日・人) 

全人口 

高齢者 

65 歳以

上 

妊婦 

小児 

(1-6

歳） 

245 わかめ 8.882 11.092 5.556 4.431 

246 あいなめ 0.112 0.149 0.000 0.054 

247 あこうだい 0.105 0.114 0.000 0.069 

248 あじ 5.468 7.738 2.013 1.337 

249 あなご 0.511 0.526 1.047 0.169 

250 あまご 0.015 0.014 0.000 0.000 

251 あまだい 0.045 0.019 0.000 0.138 

252 あゆ 0.156 0.278 0.000 0.000 

253 あゆ･内臓 0.005 0.000 0.000 0.000 

254 ｱﾗｽｶめぬけ 0.330 0.441 0.000 0.195 

255 あんこう 0.063 0.099 1.288 0.031 

256 あんこう･肝臓 0.003 0.000 0.000 0.000 

257 いかなご 0.196 0.343 0.000 0.019 

258 いさき 0.212 0.248 0.000 0.103 

259 いしだい 0.011 0.000 0.000 0.000 

260 いとよりだい 0.033 0.070 0.000 0.000 

261 いぼだい 0.136 0.268 0.000 0.031 

262 いわし 6.474 10.287 5.234 2.428 

263 いわな 0.024 0.012 0.000 0.000 

264 うぐい 0.007 0.000 0.000 0.000 

265 うなぎ 1.200 1.671 0.403 0.149 

266 うなぎ･内臓 0.001 0.000 0.000 0.000 

267 うまづらはぎ 0.066 0.115 0.000 0.000 

268 えい 0.059 0.121 0.000 0.000 

269 えそ 3.350 3.927 2.174 1.773 

270 おいかわ 0.000 0.000 0.000 0.000 

271 おおさが 0.000 0.000 0.000 0.000 

272 おこぜ 0.006 0.007 0.000 0.000 

273 おひょう 0.053 0.074 0.000 0.000 

274 かさご 0.072 0.093 0.000 0.000 

275 かじか 0.001 0.000 0.000 0.000 

276 かじき 0.319 0.305 0.000 0.360 

277 かつお 8.169 10.006 9.099 3.627 

278 かつお･内臓 0.000 0.001 0.000 0.000 

279 かます 0.176 0.217 0.000 0.107 

280 かれい(含子持ちがれい) 1.994 3.289 0.805 0.686 
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平均摂取量(g/日・人) 

全人口 

高齢者 

65 歳以

上 

妊婦 

小児 

(1-6

歳） 

281 かわはぎ 0.130 0.179 0.000 0.000 

282 かんぱち 0.301 0.415 0.000 0.046 

283 きす 0.298 0.476 0.000 0.115 

284 きちじ 0.021 0.065 0.000 0.000 

285 きびなご 0.136 0.278 0.000 0.004 

286 ちょうざめ･卵 0.000 0.000 0.000 0.000 

287 ｷﾝｸﾞｸﾘｯﾌﾟ 0.021 0.010 0.000 0.023 

288 ぎんだら 0.249 0.293 0.000 0.268 

289 きんめだい 0.630 0.697 0.000 0.559 

290 ぐち 0.065 0.056 0.000 0.000 

291 こい 0.087 0.208 0.000 0.027 

292 こい･内臓 0.002 0.000 0.000 0.000 

293 こち 0.013 0.004 0.000 0.000 

294 めごち 0.000 0.000 0.000 0.000 

295 このしろ 0.048 0.065 0.000 0.000 

296 さけ･ます 9.584 10.991 3.623 4.733 

297 さけ･卵 0.515 0.642 0.403 0.368 

298 さけ･腎臓 0.000 0.000 0.000 0.000 

299 にじます 0.071 0.079 0.000 0.119 

300 さば 4.949 6.146 2.496 2.876 

301 さめ 0.554 0.431 0.644 0.383 

302 さめ･ひれ 0.008 0.007 0.000 0.000 

303 さより 0.103 0.175 0.000 0.000 

304 さわら 0.531 0.615 0.886 0.318 

305 さんま 4.476 5.562 1.047 2.076 

306 しいら 0.253 0.381 0.000 0.107 

307 
ししゃも(含子持ちししゃ

も) 
0.589 0.623 0.403 0.414 

308 したびらめ 0.066 0.090 0.000 0.050 

309 しまあじ 0.033 0.041 0.000 0.000 

310 しらうお 0.009 0.005 0.000 0.000 

311 ｼﾙﾊﾞｰ 0.037 0.019 0.000 0.107 

312 すずき 0.121 0.100 0.000 0.146 

313 たい 1.652 2.508 0.000 0.555 

314 たかさご 0.009 0.000 0.000 0.000 

315 たかべ 0.003 0.000 0.000 0.019 
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平均摂取量(g/日・人) 

全人口 

高齢者 

65 歳以

上 

妊婦 

小児 

(1-6

歳） 

316 たちうお 0.511 0.766 0.000 0.260 

317 たら 4.037 4.759 1.771 2.076 

318 たら･卵 0.927 0.985 1.449 0.368 

319 たら･しらこ 0.089 0.145 0.161 0.000 

320 ちか 0.061 0.091 0.000 0.035 

321 ﾃﾗﾋﾟｱ 0.012 0.045 0.000 0.000 

322 どじょう 0.004 0.000 0.000 0.000 

323 とびうお 0.061 0.092 0.000 0.031 

324 なまず 0.000 0.000 0.000 0.000 

325 にぎす 0.034 0.068 0.000 0.000 

326 にしん 0.494 1.095 0.000 0.027 

327 にしん･卵 0.039 0.065 0.000 0.000 

328 はぜ 0.028 0.057 0.000 0.000 

329 はたはた 0.219 0.369 0.000 0.096 

330 はまふえふき 0.024 0.000 0.000 0.000 

331 はも 0.021 0.023 0.000 0.012 

332 ﾊﾞﾗｸｰﾀ 0.000 0.000 0.000 0.000 

333 ひらまさ 0.024 0.023 0.000 0.000 

334 ひらめ 0.185 0.276 0.000 0.019 

335 ふぐ 0.133 0.215 0.483 0.096 

336 ふな 0.014 0.023 0.000 0.000 

337 ぶり 3.344 4.055 2.013 1.306 

338 ほうぼう 0.019 0.023 0.000 0.000 

339 ﾎｷ 0.037 0.006 0.000 0.050 

340 ほっけ 1.153 1.510 0.000 0.398 

341 ぼら 0.057 0.102 0.000 0.000 

342 ぼら･卵 0.001 0.001 0.000 0.000 

343 ほんもろこ 0.000 0.000 0.000 0.000 

344 まぐろ 6.433 6.737 3.865 2.888 

345 ﾏｼﾞｪﾗﾝあいなめ 0.040 0.048 0.000 0.038 

346 まながつお 0.004 0.013 0.000 0.000 

347 みなみだら 0.000 0.000 0.000 0.000 

348 むつ 0.087 0.083 0.000 0.012 

349 めじな 0.054 0.114 0.000 0.000 

350 めばる 0.233 0.215 0.000 0.031 

351 ﾒﾙﾙｰｻ 0.071 0.075 0.000 0.161 
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平均摂取量(g/日・人) 

全人口 

高齢者 

65 歳以

上 

妊婦 

小児 

(1-6

歳） 

352 やつめうなぎ 0.003 0.011 0.000 0.000 

353 やまめ 0.000 0.000 0.000 0.000 

354 わかさぎ 0.113 0.139 0.000 0.103 

355 魚･その他食用部分 0.002 0.000 0.000 0.004 

356 あかがい 0.020 0.031 0.000 0.000 

357 あげまき 0.000 0.000 0.000 0.000 

358 あさり 1.223 1.501 0.322 0.532 

359 あわび 0.032 0.054 0.000 0.008 

360 いがい 0.011 0.000 0.000 0.000 

361 いたやがい 0.000 0.001 0.000 0.000 

362 ｴｽｶﾙｺﾞ 0.000 0.000 0.000 0.000 

363 かき(貝) 1.271 1.839 0.322 0.226 

364 さざえ 0.055 0.072 0.000 0.000 

365 しじみ 0.277 0.423 0.161 0.107 

366 たいらがい 0.012 0.007 0.000 0.000 

367 たにし 0.000 0.000 0.000 0.000 

368 つぶ 0.089 0.099 0.000 0.000 

369 とこぶし 0.007 0.016 0.000 0.000 

370 ﾄｯﾌﾟｼｪﾙ 0.000 0.000 0.000 0.000 

371 とりがい 0.003 0.001 0.000 0.000 

372 ばいがい 0.018 0.007 0.000 0.008 

373 ばかがい 0.015 0.016 0.000 0.000 

374 はまぐり 0.079 0.167 0.000 0.000 

375 ほたてがい 1.721 2.072 0.805 0.498 

376 ほっきがい 0.017 0.032 0.483 0.000 

377 みるがい 0.001 0.000 0.000 0.000 

378 もがい 0.008 0.008 0.000 0.000 

379 えび 5.801 4.860 6.039 2.991 

380 かに(身) 0.785 0.765 0.000 0.295 

381 ｼｵﾏﾈｷ(含殻・内臓) 0.000 0.000 0.000 0.000 

382 いか 6.127 6.960 2.255 1.953 

383 ほたるいか(含内臓) 0.169 0.193 0.000 0.000 

384 いいだこ(含内臓) 0.050 0.052 0.000 0.012 

385 たこ 1.417 1.416 1.127 0.356 

386 あみ 0.013 0.021 0.000 0.000 

387 うに 0.092 0.058 0.000 0.000 
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平均摂取量(g/日・人) 

全人口 

高齢者 

65 歳以

上 

妊婦 

小児 

(1-6

歳） 

388 くらげ 0.152 0.165 0.403 0.050 

389 しゃこ 0.014 0.002 0.000 0.000 

390 なまこ 0.041 0.102 0.000 0.000 

391 なまこ･内臓 0.000 0.000 0.000 0.000 

392 ほや 0.039 0.038 0.000 0.000 

393 いのしし･肉 0.166 0.264 0.403 0.000 

394 いのぶた･肉 0.005 0.000 0.000 0.000 

395 うさぎ･肉 0.000 0.000 0.000 0.000 

396 牛･肉 15.332 9.916 20.855 9.723 

397 牛･肝臓 0.078 0.019 1.369 0.015 

398 牛･腎臓 0.000 0.000 0.000 0.000 

399 牛･脂肪 0.006 0.009 0.000 0.000 

400 牛･その他食用部分 0.545 0.367 3.382 0.042 

401 牛･乳 204.769 179.394 242.847 286.410 

402 ﾊﾞﾀｰ 2.119 1.308 4.348 1.628 

403 馬･肉 0.153 0.121 0.000 0.012 

404 くじら･肉 0.153 0.232 0.000 0.100 

405 くじら･うねす 0.005 0.012 0.000 0.000 

406 くじら･本皮 0.006 0.009 0.000 0.000 

407 くじら･ｾﾞﾗﾁﾝ 0.000 0.001 0.000 0.000 

408 鹿･肉 0.008 0.001 0.000 0.000 

409 豚･肉 41.501 30.306 42.353 33.133 

410 豚･肝臓 0.130 0.144 0.000 0.475 

411 豚･腎臓 0.000 0.000 0.000 0.000 

412 豚･軟骨 0.037 0.000 0.000 0.000 

413 豚･その他食用部分 0.605 0.375 0.081 0.283 

414 豚･脂肪 0.456 0.312 0.805 0.222 

415 羊･肉 0.092 0.054 0.000 0.042 

416 やぎ･肉 0.000 0.000 0.000 0.000 

417 やぎ･乳 0.000 0.000 0.000 0.000 

418 人･乳 0.275 0.000 0.000 6.859 

419 鶏･肉 18.698 13.898 19.808 13.595 

420 鶏･その他食用部分 0.112 0.109 0.000 0.000 

421 鶏･肝臓 0.676 0.755 0.000 0.460 

422 鶏･皮 0.042 0.038 0.000 0.031 

423 鶏･軟骨 1.769 1.211 2.899 1.168 
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平均摂取量(g/日・人) 

全人口 

高齢者 

65 歳以

上 

妊婦 

小児 

(1-6

歳） 

424 鶏･卵 41.310 37.676 47.829 32.815 

425 うこっけい･卵 0.046 0.114 0.000 0.031 

426 うずら･卵 0.283 0.178 0.322 0.356 

427 あひる･肉 0.000 0.000 0.000 0.000 

428 あひる･卵 0.002 0.006 0.000 0.000 

429 うずら･肉 0.000 0.000 0.000 0.000 

430 がちょう･肝臓 0.002 0.000 0.000 0.000 

431 かも･肉 0.134 0.102 0.000 0.000 

432 きじ･肉 0.000 0.000 0.000 0.000 

433 しちめんちょう･肉 0.000 0.000 0.000 0.000 

434 すずめ･肉 0.000 0.000 0.000 0.000 

435 はと･肉 0.000 0.000 0.000 0.000 

436 ほろほろちょう･肉 0.001 0.000 0.000 0.000 

437 いなご 0.006 0.009 0.000 0.000 

438 かえる 0.000 0.000 0.000 0.000 

439 すっぽん 0.000 0.000 0.000 0.000 

440 はちの子 0.002 0.004 0.000 0.000 

441 ｵﾘｰﾌﾞ油 0.416 0.434 0.564 0.153 

442 ごま油 0.323 0.336 0.483 0.130 

443 米ぬか油 0.017 0.003 0.000 0.084 

444 ｻﾌﾗﾜｰ油 0.069 0.063 0.081 0.061 

445 大豆油 3.843 2.931 3.623 2.512 

446 とうもろこし油 0.053 0.040 0.644 0.065 

447 なたね油 5.923 4.592 5.395 3.719 

448 綿実(種子)油 0.008 0.009 0.000 0.000 

449 ひまわり油 0.008 0.002 0.000 0.000 

450 やし油 1.482 0.895 2.174 1.562 

451 落花生油 0.000 0.000 0.000 0.000 

452 緑茶(茶葉･乾燥) 5.729 8.803 2.335 0.766 

453 ｳｰﾛﾝ茶(茶葉･乾燥) 0.776 0.567 0.805 0.195 

454 紅茶(茶葉･乾燥) 0.138 0.053 0.564 0.004 

455 ｺｰﾋｰ豆    3.306 2.442 0.161 0.061 

456 ｶｶｵ豆 0.124 0.080 0.322 0.180 

457 ﾎｯﾌﾟ    0.000 0.000 0.000 0.000 

458 ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄ 0.000 0.000 0.000 0.000 

459 乾燥とうがらし 0.584 0.514 1.127 0.023 
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平均摂取量(g/日・人) 

全人口 

高齢者 

65 歳以

上 

妊婦 

小児 

(1-6

歳） 

460 ﾁﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ 0.065 0.059 0.000 0.057 

461 ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ 0.001 0.001 0.000 0.000 

462 からし 0.003 0.001 0.000 0.000 

463 ｶﾚｰ粉 0.036 0.021 0.081 0.000 

464 ｸﾛｰﾌﾞ 0.000 0.000 0.000 0.000 

465 こしょう 0.003 0.003 0.000 0.000 

466 さんしょう 0.001 0.000 0.000 0.000 

467 ｼﾅﾓﾝ 0.000 0.000 0.000 0.000 

468 ｾｰｼﾞ 0.000 0.000 0.000 0.000 

469 ﾀｲﾑ 0.000 0.000 0.000 0.000 

470 ﾅﾂﾒｸﾞ 0.000 0.000 0.000 0.000 
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平成 29 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 食品の安全確保推進研究事業 

食品に残留する農薬管理における方法論の 

国際的整合性に関する研究 

研究分担報告書 

 

国際的に整合した国内検査部位の体系化に関する研究 

研究分担者 

国立医薬品食品衛生研究所安全情報部 登田美桜    

 研究要旨 

 食品に残留する農薬のリスク管理として、農薬が使用基準に従って適切に使用された

かどうかの指標となる最大残留基準値（MRL）の設定と、その適合を判定するための残

留検査がある。食品流通のグローバル化が進む現在において、食品の国際貿易を円滑に

行い、残留検査に関連した輸出入国間の係争を回避するためには、日本は MRL 設定部位

及び検査部位について国際的に整合のとれた設定を行うことが求められる。そのような

背景から、本研究では、食品に残留する農薬の検査部位に関して、動物性食品に着目して

我が国と Codex 委員会の規定上の整合性を調査し、今後見直すべき点をまとめた。さら

に、国際的な整合を図るために我が国で検査部位を変更した場合の影響について検討し

た。   

研究協力者 

国立医薬品食品衛生研究所安全情報部 畝山智香子 

 

A．研究目的 

 食品に残留する農薬のリスク管理とし

て、農薬が使用基準に従って適切に使用

されたかどうかの指標となる最大残留基

準値（MRL）の設定と、その適合を判定

するための残留検査が実施されている。

その MRL 設定部位及び検査部位は、植

物性食品（農産品）の場合には植物学的

特徴、動物性食品の場合には農薬が使用

された飼料を摂取した動物での体内動態、

並びに農薬の使用・残留、ヒトの摂食部

位（暴露）を踏まえて決定されるべきも

のである。検査部位の国際標準としては

Codex 委 員 会 が 「 Portion of 

Commodities to Which Maximum 

Residue Limits Apply and Which is 

Analyzed (CAC/GL 41-1993) 」 及 び

「Codex Alimentarius Vol.2 Pesticides 

Residues in Food 2nd Edition, Codex 

Classification of Foods and Animal 

Feeds（CAC/MISC 4-1993）」（以下、

Codex 食品分類とする）に規定している。



220 
 
 

一方、日本では、特有の MRL 設定部位

及び検査部位を規定している。ただし、

その決め方が独自的であるためCodex委

員会の規定と乖離しており、Codex MRL

の導入や輸入時検査において実質的な困

難を生じている。今後、ますます食品流

通のグローバル化が進むと想定されるこ

とから、食品の国際貿易を円滑に行い、

残留農薬検査に関連した輸出入国間の係

争を回避するためには、日本の MRL 設

定部位及び検査部位を国際的に整合のと

れた設定にすることが求められる。 

 平成 28 年度厚生労働行政推進調査事

業費補助金「食品に残留する農薬の管理

手法の精密化と国際的整合性に関する研

究」の分担研究において、日本における

植物性食品中の残留農薬の“検査部位”

に関してCodex委員会の規定との整合性、

並びに整合を図るために必要な今後の課

題を検討し、その結果を報告した（以下、

平成 28 年度報告）。 

次いで本研究では、課題１において、

動物性食品（一次産品）の検査部位に着

目して国際的整合性を調査し、今後見直

すべき点をまとめることを目的とした。 

課題２では、我が国において残留検査

の検査部位を変更した場合の影響につい

て検討することを目的とした。 

 

課題１．動物性食品中の残留農薬の検査部

位の比較 

1-B．研究方法 

Codex食品分類は、クラス（Class）、タ

イプ（Type）、グループ（Group）及び個

別食品からなる階層構造がとられている。

本研究では、Codex食品分類のタイプ「06 

Mammalian products 」、「 07 Poultry 

products 」、「 08 Aquatic animal 

products」、「09 Amphibians and reptiles」

及び「10 Invertebrate animals」に分類

される食品を対象に、下記資料（①～②）

をもとに残留農薬の検査部位を日本と

Codex委員会で比較した。 

＜日本＞ 

 資料① 検査部位：食品に残留する農

薬、飼料添加物又は動物用医薬品の

成分である物質の試験法について

（平成１７年１月２４日付け食安発

第 0124001号厚生労働省医薬食品局

食品安全部長通知）別添 

＜コーデックス＞ 

 資 料 ②  検 査 部 位 ： Portion of 

Commodities to Which Maximum 

Residue Limits Apply and Which is 

Analyzed (CAC/GL 41-1993) 

 資料③ 食品分類/食品（品目）及び検

査部位：Codex Alimentarius Vol.2 

Pesticides Residues in Food 2nd 

Edition, Codex Classification of 

Foods and Animal Feeds

（CAC/MISC 4-1993） 

 

1-C．D. 結果及び考察 

日本の検査部位について、農産品の場
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合には厚生省告示第370号（第1 食品、A 

食品一般の成分規格、5-(2)検体）に規定

されていたが、動物性食品については告

示による規定はなかった。ただし、資料①

の「第1章－総則－」に試験を実施する際

の“試料採取”についての記載があり、動

物性食品の場合には、それが事実上の検

査部位となっていた。従って、本研究では

その試料採取の指定を日本の検査部位と

してCodex委員会の規定と比較した。

Codex委員会の規定は資料②、③を参考

にした。 

検査部位の比較結果を表1に示した。そ

の比較を受け、国際的に不整合であった

点と将来的に見直しが必要と考えられた

点は次の通りである。 

 

1）食品分類について検討する 

 Codex食品分類では、食品をタイプ「哺

乳動物」「家禽」「水産動物」「両生類及び

爬虫類」「無脊椎動物（軟体動物など）」に

分類し、その中でさらに細かいグループ

に分類した上で明確に定義し、各々に関

する検査部位を設定していた。  

一方、日本の“試料採取”では「筋肉」

「脂肪」「肝臓、腎臓及びその他の食用部

分」「乳」「卵」「魚類」「甲殻類」「貝類」

に分けて指定していた。しかし、哺乳動物

と家禽の区別など、食品の種類や特性に

準じた分類はされておらず、部位の定義

もされていなかった。さらに、Codex食品

分類のタイプ「水産動物製品」のうちグル

ープ「魚卵（魚精を含む）及び可食内臓」

及び「海洋性哺乳類」、並びにグループ「両

生類及び爬虫類」については、それに直接

該当するものが日本では設定されていな

かった。 

 以上の通り、検査部位について国際的

整合性を検討するにあたり、日本で食品

分類が整理されていないことが根本的な

問題の一つであった。ゆえに、まずは動物

性食品について、Codex食品分類を考慮

しつつ食品分類を作成することが必要で

ある。 

 

2）検査部位を明確に特定する 

 Codex委員会では、1）でも述べたよう

に食品分類に合わせて検査部位が明確に

定義されているのに対し、日本では試料

採取の項目が簡単に示されているのみで

あり、それ以上のことは現場の検査担当

者の判断に任されているのが現状である。 

次に、主な不整合点について記す。 

哺乳類製品 

 Codex食品分類の「食肉類（海洋性哺乳

類を除く哺乳類由来）」については、「と殺

された動物の胴体から得られる筋肉質組

織（筋肉内、筋肉間、皮下脂肪を含む）ま

たは部分肉。新鮮な状態(急速冷凍や急速

冷凍・解凍も含む)で卸売りまたは小売り

される。骨以外は全て消費される。」と定

義された上で、検査部位は「全体（骨を除

く）」とされており、どのような状態のも

のを検査試料に用いるのかがよく理解で



222 
 
 

きるようになっている。しかし日本では

「可能な限り脂肪層を除き、細切均一化

する」と書いてあるのみで、Codex委員会

に比べて詳細は不明であった。そのため

日本では検査担当者の判断次第で対象部

位が異なる可能性がある。例えば枝肉の

場合、筋肉間に存在したり筋肉に付着す

る脂肪組織について、Codex委員会の指

定であれば除去する必要はなく骨を除い

た“全体”が検査部位となるが、日本の場

合には“可能な限り脂肪層を除く”とある

ため、検査担当者によってはそれらの脂

肪組織を削り取るようにして除去する状

況も想像できる。しかも、Codex委員会で

は脂溶性農薬については筋肉に付着する

脂肪部分を分析し、MRLは脂肪部分に適

用するとしており、農薬の特性が考慮さ

れたものとなっている。 

家禽類製品 

 Codex食品分類の「家禽肉」の定義は

「卸売り又は小売用として処理されたも

ので、付着した脂肪及び皮も含む筋肉組

織」である。これに対し日本では家禽類に

特化した食品分類がないため、先の哺乳

類製品と同様に家禽肉にも「筋肉」が適用

された上で、分析担当者の判断次第で検

査試料として用いられる部位が異なる可

能性がある。 

日本の検査部位の問題点として、食品

分類がないことの他に、Codex委員会で

は流通 /貿易される状態の食品を基本と

しているのに対し、日本では消費時の形

態を想定しているという不整合がある。

この問題点は、次の水産動物製品におい

て顕著であった。 

水産動物製品 

 魚類について、Codex食品分類では「淡

水魚」「遡河魚，降河魚及び両側回遊魚」

「海水魚」に分類され、それらの検査部位

は「全体（一般的には消化管を除く）」で

ある。これに対し日本では一括で魚類と

し、試料採取には「魚類の場合は、可食部

を細切均一化する」とある。しかし“可食

部”の定義がなされていないため、頭や皮、

内臓など、何を可食部とするのかは検査

担当者の理解と判断にゆだねられる。 

 従って、“可食部”という指定のやり方

はあいまいなため廃止する方がよい。た

だし日本ではサイズや食べ方など食用と

なる魚種が多岐にわたるため、予め特性

を考慮した食品分類を作成した上で、検

査部位を明確に指定すべきだと考える。 

 以上、いくつか具体的な不整合点を記

した。包括的に検討した結果、日本が将来

的に動物性食品の検査部位を見直す場合

には、①先に食品分類を作成すること、②

検査部位を明確に定義し、その際は、“可

食部”という指定ではなく食品が流通/貿

易される形態を基本とすること、が重要

なポイントになる。将来的には、本研究の

比較結果を参考に食品分類に関する研究

ともリンクさせつつ、Codex委員会の原

則に基づき検討することが望ましいと考

えられた。 
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課題２．検査部位の変更による影響の検

討 

2-B．研究方法 

 平 成 28 年 度 報 告 で実施した植物性

食品に関する検査部位の比較結果におい

て、Codex 委員会では「Mandarin」

「Natsudaidai」「Satsuma or Satsuma 

mandarin」を含むグループ「柑橘類

（Citrus fruits）」の検査部位が“Whole 

commodity（全体）”であるのに対し、日

本では「オレンジ」、「グレープフルーツ」、

「その他のかんきつ類果実（たんかん、ぽ

んかん、ぶんたん、ゆず等）」の検査部位

は“果実全体”であるものの、「なつみか

ん」及び「みかん」は“外果皮を除去した

もの”としており整合性がとれていなか

った。そのことから、本研究では検査部位

の変更による影響の一例として、「みかん」

の検査部位を“果実全体”に変更する場合

について次の順序で検討した。 

「みかん」に MRLs が設定されている

農薬について、資料④を参考に外果皮を

剝いた場合の加工係数（PF）を調査した。

PF は、品目「mandarins, clementine, 

tangerine, mineola」の「raw, without 

peel」を対象にした。 

 資料④ オランダ国立公衆衛生

環境研究所（RIVM） 

Overview processing factors 

https://chemkap.rivm.nl/en/Topics/

C/ChemKAP/Fruit_and_Vegetables

/Processing_factors  

（EFSA 及び JMPR で評価された

PF が収載されている。20170524 改

訂版を使用） 

次に、PF が 1 でない、つまり皮を剝く

ことにより残留濃度が変化すると評価さ

れた農薬のみを抽出した（表 2）。 

その後、抽出した農薬について日本の

「オレンジ」、「その他のかんきつ類果実」

及び「みかん」に設定された MRLs の値

を調べて比較した。 

 

2-C．D. 結果及び考察 

結果を表 2 に示し、「オレンジ」や「そ

の他のかんきつ類果実」の MRLs に比べ

て「みかん」の MRLs の方が高い又は同

じ値であった農薬に印（○）を記入した。 

表 2 に 示 し た よ う に 、 「 mandarins, 

tangerine, mineola」の「raw,  without  

peel」の PF は全 て 1 未 満 であり、皮 を

剝 くことにより残 留 濃 度 が低 下 し、適 用

される MRLs も低 くなると評 価 されてい

た。従 って、「みかん」の検査部位を“外

果皮を除去したもの”から“果実全体”に

した場合には、現行 MRLs よりも高い値

が設定される可能性がある。 

当然のことながら、残留濃度は農薬の

化学的なまた物理的な性質や使用方法、

形態を含む農産品の植物学的特徴や栽培

方法等に応じて変化し、MRLs は作物残

留試験のデータをもとに設定されなけれ

ばならない。しかし、「その他のかんきつ
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類果実」に含まれるものには様々な特徴

が「みかん」とよく似ているものもあり、

検査部位として外果皮の有無の違いがあ

るにもかかわらず、それらに同じ MRLs

が設定されている農薬が複数あった（表 2

の○印）。PF が 1 より低いことを踏まえ

ると、農薬等の性質にもよるが、本来は外

果皮を除く「みかん」の方が MRLs は低

くなるはずである。従 って、表 2 で○印

を記入した農薬については、検査で外果

皮を剝くことによる残留濃度の低下が考

慮されていない可能性が示唆された。ま

た、もし MRLs 設定の際に外果皮を除く

ことによる残留農薬の低下が考慮されて

いた場合には、「みかん」の検査部位を“果

実全体”にすると、特徴が類似するその他

のかんきつ類果実よりも「みかん」の

MRLs が高くなり実態と矛盾が生じる可

能性が考えられる。 

以上、国際的整合性がとられていない

“検査部位”の一例として「みかん」を取

り上げ、その検査部位を整合させた場合

の影響を検討した。MRLsの値のみの比較

では、現行は外果皮の除去が考慮されて

いるものと、考慮されていないと思われ

るMRLsが混在している可能性が示唆さ

れた。そのため、検査部位を変更した後の

MRLs見直しの必要度も農薬毎に異なる

ものと推測された。さらに、「その他のか

んきつ類果実」では、植物学的特徴や栽培

方法、喫食形態（皮を食べるor食べない、

等）などが大きく異なるものも一つのグ

ループに括られており、中には類似性か

ら「みかん」とグループ化しても良いと考

えられるものもあることから、検査部位

の変更より先に食品分類の検討をする方

が、その後に必要となるMRLsの見直しも

効率良く効果的に作業できると考えられ

た。 

 

 

E．研究発表   

特になし。 

 



 

 225

表 1．動物性食品中の残留農薬の検査部位に関する日本と Codex 委員会の比較 

Codex 委員会１） 日本２） 

タ

イ

プ 
グループ Code 定義 検査部位 

試料採取 
（注：重複がわかるようにアルファベット

を付与した） 

哺

乳

類

製

品 

食肉類 
（海洋性哺乳類は

除く哺乳類由来）

MM 

と殺された動物の胴体から得られる筋肉質組織

（筋肉内、筋肉間、皮下脂肪を含む）または部

分肉。新鮮な状態(急速冷凍や急速冷凍・解凍も

含む)で卸売りまたは小売りされる。 
骨以外は全て消費される 

全体（骨を除く） 
脂溶性農薬については、筋肉について

いる脂肪部分を分析し、脂肪部分に対

して MRLs を適用する。その部分が適

切なサンプルとするのに十分でない場

合には、骨を除いた全体を分析し、

MRL も全体に適用する（例：兎肉） 

(a) 筋肉の場合は、可能な限り脂肪層を除

き、細切均一化する。 

  哺乳類の脂肪 MF 
乳脂肪を除き、動物の脂肪性組織に由来するも

の。ただし加工していないものとする。 
全て消費される 

全体 
(b) 脂肪の場合は、可能な限り筋肉層を除

き、細切均一化する。 

  内臓等（哺乳類） MO 

と殺された動物の可食組織または器官で卸売り

または小売りされるもの。筋肉(肉)と脂肪を除

く。 
例：肝臓、腎臓、舌、心臓、胃、膵臓、脳、他 
全て消費される 

全体 
(c) 肝臓、腎臓及びその他の食用部分の場

合は、細切均一化する。 

  乳類  ML 

多種の泌乳草食性反芻動物（通常は家畜化され

ている）の乳房からの分泌物のこと。 
一回または複数回の搾乳で得られる乳房からの

正常な分泌のみ。添加や抽出をしてはいけない

（Codex の定義） 
組成を変えずに処理や脂肪含量を国内法に基づ

いて標準化したものも含む。 
全て消費される 

全体 
(d ) 乳の場合は、よく混合して均一化す

る。 

家

禽

類

製

品 

家禽肉 
（ハトを含む） PM 

と殺した家禽の胴体から得られる卸売りまたは

小売り用の筋肉質組織。付着する脂肪と皮を含

む。 
全て消費される 

全体（骨を除く） 
脂溶性農薬の場合には、筋肉について

いる脂肪部分を分析し、脂肪部分に対

して MRLs を適用する。 

(a) 筋肉の場合は、可能な限り脂肪層を除

き、細切均一化する。 

  家禽の脂肪 PF 
家禽類の脂肪組織のこと 
全て消費される 

全体 
(b) 脂肪の場合は、可能な限り筋肉層を除

き、細切均一化する。 
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  内臓（家禽類） PO 

人の摂取に適切とされ、と殺された家禽類の可

食組織や器官。肉と脂肪を含まない。 
例：肝臓、砂肝、心臓、皮、等 
全て消費される 

全体 
(c) 肝臓、腎臓及びその他の食用部分の場

合は、細切均一化する。 

  卵  PE 
特に家禽のメス鳥が生産する新鮮な可食物 
殻を除いた後の卵黄と卵白の部分が食用となる 

殻を除き、卵白と卵黄を合わせた全卵 

(e) 卵の場合は、殻を除去し、卵白と卵黄

を合わせてよく混合し均一化する（卵白中

又は卵黄中に残留基準が設けられている場

合を除く）。 
水

産

動

物

製

品 

淡水魚  WF 

通常、産卵期を含む生涯にわたって、淡水（湖

沼、池、河川）に生息する。養殖される種もあ

る。 
身の部分と、比較的少ないが白子や魚卵も消費

される 

全体（一般的には消化管を除く） 
(f) 魚類の場合は、可食部を細切均一化す

る。 

  
遡河魚，降河魚及

び両側回遊魚 WD 

回遊魚は一般的に海と汽水/淡水との間を移動す

る 
昇河魚類は淡水中で産卵するが、ウナギは海洋

で産卵する。マスのようないくつかの魚種は養

殖され移動せず、池や渓流などの養殖場で育

つ。 
身の部分と、比較的少ないが白子や魚卵も消費

される 

全体（一般的には消化管を除く） 
(f) 魚類の場合は、可食部を細切均一化す

る。 

  海水魚 WS 

海洋に生息する。ほぼすべて野生で、漁獲さ

れ、(しばしば冷凍されて)卸売りまたは小売りさ

れる。 
特に身の部分を消費し、比較的少ないが白子や

魚卵も消費される 

全体（一般的には消化管を除く） 
(f) 魚類の場合は、可食部を細切均一化す

る。 

  
魚卵（魚精を含

む）及び可食内臓
WR 

可食である数種の魚類の生殖器官のこと。いく

つかの種では hard roe（魚卵）のみ、その他で

は hard roe と soft roe（魚精）の両方が販売さ

れる。「roe」という用語には両方を含む 
いくつかの魚種の肝臓はヒト消費用又は肝油製

造用として使用される。 

全体  

  海洋性哺乳類 WM 

海洋性哺乳類は大規模に捕獲される。様々な種

の海獣がいくつかの地域で食品や飼料として使

用される。皮下脂肪（クジラ又はアシカの脂

肪）と鯨油は、食品や飼料製造の原料への加工

骨を除き、販売用の全体 
脂溶性農薬については、筋肉について

いる脂肪部分を分析し、脂肪部分に対

して MRLs を適用する。 
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後に利用される。マッコウクジラ油や鯨ろう

（マッコウクジラの頭部から得られるワック

ス）はおもに化粧品や他の工業製品に使用され

る 
骨及びその他の喫食できない部位を除き全て消

費される 

  甲殻類 WC 

野生又は養殖され、喫食できないキチン質の外

殻をもつさまざまな水産生物。淡水に生息する

種は少なく、多くは汽水・海水に生息する。 
殻を除き全てが消費され、生の場合には一般的

に加熱後に消費される 

全体（特に小サイズの種類）、又は外

殻を除いた身 
卸売り及び小売用のもの 

(g) 甲殻類の場合は、小型のものは全部位

を、大型のものは外側の殻を除去し、細切

均一化する。 

両

生

類

及

び

爬

虫

類 

カエル、トカゲ、

ヘビ、カメ AR 

通常は野生で食用に捕獲され、動物学的には両

生類と爬虫類に属するさまざまな動物種の可食

部位。 
骨及び甲羅（カメ）を除き、全てが消費される 

骨又は外殻を除いた販売用の全体  

無

脊

椎

動

物 

軟体動物（頭足類

含む）及びその他

の無脊椎動物 
IM 

外部又は内部に非可食の殻をもつ、野生又は養

殖されたさまざまなな水生/陸生動物。 
可食の水生軟体動物は主に汽水か海水中に生息

する。可食の陸生カタツムリを含む数種は養殖

される。 
外殻又は内殻を除き、全てが消費される 

殻を除いた全体 

(h) 貝類の場合は、殻を除去し、得られた

むき身及び既にむき身となっている検体を

目の細かい金網などにのせ、約 5 分間水切

りを行ったものを細切均一化する。砂が付

着している場合には、砂を軽く水で洗い流

す。 

1) CAC/MISC4「CODEX ALIMENTARIUS Vol. 2 PESTICIDES RESIDUES IN FOOD 2nd Edition, CODEX CLASSIFICATION OF FOODS AND ANIMAL FEEDS」 

2) 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 （第１章－総則－、４．試料採取） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/zanryu3/siken.html 
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表 2．検査部位と残留農薬基準値の関係について（例：柑橘類） 

RIVM-Processing factors (PF) 
<mandarins, clementine, tangerine, mineola> 

日本の MRLs 

MRLs が同じ又は

「みかん」の方が

高い 
PPP, EN name 

raw,  
without peel 

Refs 

農薬名 
オレンジ 

（ネーブルオレン

ジを含む） 

その他の 
かんきつ類果実

みかん 

PF 検査部位 果実全体 果実全体 
外果皮を 

除去したもの 

acetamiprid 0.03 EFSA 2011b アセタミプリド 2 2 0.5   

imidacloprid 0.125 J 2002 イミダクロピリド 0.7 0.7 0.3   

ethephon 0.14 J 1977 エテホン 2 2 0.2   

omethoate 0.5 J 2003 オメトエート 1 1 1 ○ 

carbendazim 
 incl benomyl 0.46 EFSA, 2014 extrap 

カルベンダジム、チオフ

ァネート、チオファネー

トメチル及びベノミル 
3 3 3 ○ 

carbosulfan 0.1 EFSA 2014 extrapol カルボスルファン 0.2 0.2 0.2 ○ 

carbofuran 0.1 EFSA 2014 extrapol カルボフラン 0.3 0.3 0.3   

captan 0.031 J 2000 extrap キャプタン 5 5 5 ○ 

clothianidin 0.4 J 2010 クロチアニジン 2 2 1   

chlorpyrifos 0.02 EFSA 2017 extrapol クロルピリホス 1 1 1 ○ 

chlorpyrifos-methyl 0.05 EFSA 2017 extrapol クロルピリホスメチル 0.5 0.5 1   

fenbutatin oxide 0.09 EFSA 2010 extrapol 酸化フェンブタスズ 5.0 5.0 0.5   

dithianon 0.041 J 2013 ジチアノン 5 5 0.3   

Dithiocarbamates 
 (as CS2) 

0.14 EFSA 2012  
metiram extrapol 

ジチオカルバメート 2 10 10 ○ 

cyhalothrins 0.25 EFSA 2015 シハロトリン 1.0 1.0 0.5   

cypermethrins 0.31 J 2011 シペルメトリン 2.0 2.0 2.0 ○ 

dimethoate 0.027 J 2003 ジメトエート 2 2 1.0   

thiamethoxam 0.4 J 2010 チアメトキサム 1 1 0.3   

thiodicarb 0.2 J 2001 extrap 
チオジカルブ 
及びメソミル 

10 10 1   
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thiophanate-methyl 0.11 EFSA 2014 extrapol 
カルベンダジム、チオフ

ァネート、チオファネー

トメチル及びベノミル 
3 3 3 ○ 

tebuconazole 0.18 EFSA 2012 extrapol テブコナゾール 5 5 0.2   

tebufenpyrad 0.08 EFSA 2015 extrapol テブフェンピラド 1 1 0.1   

trichlorfon 0.02 J 1971 extrapol トリクロルホン 0.10 0.10 0.10 ○ 

pyraclostrobin 0.14 EFSA 2011b ピラクロストロビン 2 2 0.03   

pirimicarb 0.032 J 2006 extrapol ピリミカーブ 0.50 0.05 0.05 ○ 

fenamiphos 0.28 J 1999 extrapol フェナミホス 0.2 0.04 0.04   

fenpyroximate 0.21 J 1999 extrapol フェンピロキシメート 1 1 0.5   

fenpropimorph 0.08 J 1995 extrapol フェンプロピモルフ 0.05 0.05 0.05 ○ 

furathiocarb 0.1 EFSA 2014 extrapol 
フラチオカルブ 
(2018.08.04) 

0.1 0.1 0.1 ○ 

prochloraz 0.14 J 2004 プロクロラズ 5 10 10   

benfuracarb 0.1 EFSA 2014 extrapol ベンフラカルブ 0.5 0.5 0.5 ○ 

phosmet 0.17 EFSA 2013 ホスメット 5 5 5 ○ 

methomyl 0.2 J 2001 extrap 
チオジカルブ 
及びメソミル 

10 10 1   
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